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第 １ 回 定 例 会 付 託 事 件 一 覧 表 

 
 

議案 

番号 

件                名 議決月日 結    果

１ 平成１８年度上富良野町一般会計予算 ３月17日 原 案 可 決

２ 平成１８年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

３ 平成１８年度上富良野町老人保健特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

４ 平成１８年度上富良野町介護保険特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

５ 平成１８年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

６ 平成１８年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

７ 平成１８年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 ３月17日 原 案 可 決

８ 平成１８年度上富良野町水道事業会計予算 ３月17日 原 案 可 決

９ 平成１８年度上富良野町病院事業会計予算 ３月17日 原 案 可 決

１０ 平成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第６号） ３月２日 原 案 可 決

１１ 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） ３月２日 原 案 可 決

１２ 平成１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第３号） ３月２日 原 案 可 決

１３ 平成１７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４号） ３月２日 原 案 可 決

１４ 平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月２日 原 案 可 決

１５ 平成１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月２日 原 案 可 決

１６ 平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

２号） 

３月２日 原 案 可 決

１７ 平成１７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） ３月２日 原 案 可 決

１８ 上富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ３月17日 原 案 可 決

１９ 上富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 ３月17日 原 案 可 決

２０ 上富良野町国民保護協議会条例 ３月17日 原 案 可 決

２１ 上富良野町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 ３月17日 原 案 可 決

２２ 上富良野町公共下水道に関する条例の一部を改正する条例 ３月10日 原 案 可 決



 

 

議案 

番号 

件                名 議決月日 結    果

２３ 上富良野町地域包括支援センター条例 ３月10日 原 案 可 決

２４ 上富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正する条例 ３月17日 原 案 可 決

２５ 上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例 ３月17日 原 案 可 決

２６ 上富良野町立へき地保育所条例を廃止する条例 ３月10日 原 案 可 決

２７ 上富良野町子どもセンター条例の一部を改正する条例 ３月10日 原 案 可 決

２８ 上富良野町保健福祉施設整備基金条例を廃止する条例 ３月10日 原 案 可 決

２９ 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ３月17日 原 案 可 決

 

３０ 

上富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関す

る条例及び上富良野町乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例 

 

３月17日 

 

原 案 可 決

３１ 上富良野町スクールバス条例の一部を改正する条例 ３月10日 原 案 可 決

３２ 財産取得の件（見晴台公園整備用地購入） ３月２日 原 案 可 決

３３ 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 ３月17日 原 案 可 決

３４ 上富良野町公共施設整備基金の一部支消の件 ３月17日 原 案 可 決

３５ 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 ３月17日 原 案 可 決

３６ 南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ17国債）請負契約締結

の件 

３月２日 原 案 可 決

３７ 北２４号道路改良舗装工事（改良工）（Ｈ17国債）請負契約締結の件 ３月２日 原 案 可 決

３８ 富良野広域串内草地組合規約の変更の件 ３月10日 原 案 可 決

３９ 上富良野町母子通園センター事業の事業委託に関する規約の変更の件 ３月10日 原 案 可 決

４０ 監査委員の選任の件 ３月17日 同 意 可 決

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

〔平成１７年第４回定例会付託〕 

議案第９号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例の件 

３月17日 修 正 可 決

 

 

〔予算特別委員会付託〕 

 議案第１号 平成１８年度上富良野町一般会計予算 

 議案第２号 平成１８年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

３月17日 

 

原 案 可 決

 



 

 

 

 

議案 

番号 

件                名 議決月日 結    果

 

 

 

 

 

 

 

 議案第３号 平成１８年度上富良野町老人保健特別会計予算 

 議案第４号 平成１８年度上富良野町介護保険特別会計予算 

 議案第５号 平成１８年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

 議案第６号 平成１８年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算

 議案第７号 平成１８年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会

       計予算 

 議案第８号 平成１８年度上富良野町水道事業会計予算 

 議案第９号 平成１８年度上富良野町病院事業会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 諮 問   

１ 人権擁護委員候補者の推薦の件 ３月17日 適     任

    

 執 行 方 針 ３月３日  

    

 行 政 報 告 ３月２日  

    

 町の一般行政について質問 ３月10日  

    

 報    告   

１ 監査・例月現金出納検査結果報告の件 ３月２日 報     告

２ 委員会所管事務調査報告の件 ３月２日 報     告

    

 発    議   

１ 町長の専決事項指定の件 ３月17日 原 案 可 決

２ 上富良野町情報共有と町民参加の自治条例 ３月17日 否     決

３ 旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反対する意見の件 ３月17日 原 案 可 決

４ 平成１８年度予算等における森林・林業・木材産業施策の確立を求め

る意見の件 

３月17日 原 案 可 決



 

 

 

 

議案 

番号 

件                名 議決月日 結    果

    

 閉会中の継続調査申出の件 ３月17日 原 案 可 決
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○議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名の件 

第 ２ 会期決定の件 ３月２日～１７日 １６日間 

第 ３ 行政報告   町 長 尾 岸 孝 雄 君 

第 ４ 報告第 １号 監査・例月現金出納検査結果報告の件 

代表監査委員 高 口   勤 君 

第 ５ 報告第 ２号 委員会所管事務調査報告の件 

議会運営委員長  向 山 富 夫 

厚生常任委員長  中 村 有 秀 

第 ６ 議案第１０号 平成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第６号） 

第 ７ 議案第１１号 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

第 ８ 議案第１２号 平成１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第３号） 

第 ９ 議案第１３号 平成１７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

第１０ 議案第１４号 平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第１１ 議案第１５号 平成１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第１２ 議案第１６号 平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号） 

第１３ 議案第１７号 平成１７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） 

第１４ 議案第３２号 財産取得の件（見晴台公園整備用地購入） 

第１５ 議案第３６号 南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件 

第１６ 議案第３７号 北２４号道路改良舗装工事（改良工）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

      １番  清 水 茂 雄 君                  ２番  徳 島  稔 君         

      ３番  岩 崎 治 男 君                  ４番  梨 澤 節 三 君         

      ５番  小 野   忠 君                  ６番  米 谷  一 君         

      ７番  岩 田 浩 志 君                  ８番  吉 武 敏 彦 君         

      ９番  米 沢 義 英 君                 １０番  仲 島 康 行 君         

     １１番  中 村 有 秀 君                 １２番  金 子 益 三 君         

     １３番  村 上 和 子 君                 １４番  長谷川 徳 行 君 

     １５番  向 山 富 夫 君                 １６番  渡 部 洋 己 君         

     １７番  西 村 昭 教 君                 １８番  中 川 一 男 君         

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        尾 岸 孝 雄 君             助 役        田 浦 孝 道 君         

 教 育 長        中 澤 良 隆 君             代表監査委員        高 口  勤 君         

 教育委員会委員長        増 田 修 一 君     農業委員会会長  松 藤 良 則 君 

 総 務 課 長        佐 藤 憲 治 君     企画財政課長        北 川 雅 一 君 

 産業振興課長       
          小 澤 誠 一 君             税 務 課 長        高 木 香代子 君 
 農業委員会事務局長       

 保健福祉課長        米 田 末 範 君     町民生活課長        尾 崎 茂 雄 君         

 建設水道課長        田 中  博 君             会 計 課 長        越 智 章 夫 君 

 教育振興課長        岡 崎 光 良 君             ラベンダーハイツ所長        早 川 俊 博 君         

 町立病院事務長  垣 脇 和 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        中 田 繁 利 君             次 長        藤 田 敏 明 君         

 主 査        大 谷 隆 樹 君        
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１８年第１回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、２月２７日に告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。 

 今期議会運営につき、２月８日及び２月２３日に

議会運営委員会を開き、その内容は、別紙議事日程

のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号ないし議案第４０号までの４０件、

諮問第１号の１件であります。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし発議

案第４号の４件であります。 

 なお、人事案件の議案第４０号監査委員の選任の

件と諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件につ

きましては、後日配付いたしますので御了承賜りた

いと存じます。 

 議会運営委員長及び厚生常任委員長から、委員会

所管事務調査の報告がありました。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査の結果報告

がありました。 

 町長並びに教育長から、平成１８年度の町政執行

方針並びに教育行政執行方針について、発言の申し

出がありました。 

 今期定例会までの主要な事項について、町長から

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、本日、平成１７年度建設工事総括表をお配り

いたしましたので、審議の資料としていただきます

ようお願い申し上げます。 

 ２月２２日までに受理いたしました陳情要望の件

数は、６件であります。その要旨は、さきにお配り

したとおりであります。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １４番 長谷川 徳 行 君 

    １５番 向 山 富 夫 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１７日までの１

６日間といたしたいと思います。これに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１７日までの１６

日間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許可し

ます。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用な中、第１回定例町議

会に御出席をいただき、まことにありがとうござい

ます。 

 この機会に、去る１２月定例議会以降における町

政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、十勝岳噴火総合防災訓練でありますが、

２月２１、２２の２日間の日程で、北海道、旭川地

方気象台、陸上自衛隊、北海道警察、上川南部消防

事務組合など１２関係機関が参加して実施いたしま

した。 

 １日目は情報の収集と伝達訓練を主体に、２日目
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は避難、救助、救出、避難路確保、道路閉鎖などの

各種実動訓練などを展開してまいりました。 

 避難訓練では、緊急危険区域の住民を対象に８カ

所の避難所を設置し開設して、泥流を伴う十勝岳噴

火が起きたという想定で２１０世帯２８７人に参加

いただいたところであります。 

 また、西小学校避難所においては、自衛隊、警

察、消防による救助・救出訓練のほか、消防職員が

講師となった応急手当講習と火山防災パネル展も実

施いたしました。 

 なお、昨年までは北海道が上川支庁内に設置いた

しておりました災害対策現地合同本部は、見直しに

よって災害現地により近い美瑛町に置かれて訓練が

行われたところであります。 

 次に、昨年１０月の国勢調査にあわせて実施した

地域情報化調査についてでありますが、医療施設、

社会福祉施設入居者など一部を除く小学生以上の全

町民を対象に、携帯電話やパソコンの所有状況とイ

ンターネット利用状況を把握し、今後の地域情報化

計画策定に向けた基礎資料とするため調査を行いま

した。調査には９５％の皆様に御回答をいただき、

携帯電話、パソコンの世帯普及率はそれぞれ７５

％、５１％との結果を得ました。詳しくは町報３月

１０日号に掲載するとともに、情報提供コーナー等

に掲示いたしますので、御高覧いただきたいと存じ

ます。 

 今後の町の取り組み予定といたしましては、調査

結果をもとに地域情報化計画を策定し、民間活力を

活用しながら町内の情報インフラ整備を推進してま

いります。 

 次に、市町村合併につきましては、１月２４日に

市町村合併に関する上川支庁管内説明会が開催さ

れ、総務省と北海道から説明がありました。 

 総務省からは、都道府県が作成する合併推進構想

に伴う市町村の組み合わせの考え方として、地理的

条件などを考慮し、おおむね人口１万人未満を構想

対象にしたことなどの説明がありました。 

 北海道からは、住民が適切な行政サービスの提供

を受けることができる人口規模をおおむね３万人程

度とし、合併に向けた自主的な取り組みなどに配慮

することを示されたところであります。 

 また、２月１４日に第４回北海道合併推進審議会

が開催され、クラスター分析による市町村の結びつ

きが強い度合いなどを示す樹形図が公表され、富良

野沿線では、富良野市と南富良野町が最も関係が深

く、次いで上富良野町と中富良野町が。その次に富

良野市と南富良野町と占冠村が、そして富良野沿線

５市町村の順に結びつきが深いとされております。 

 また、本年夏ごろには道の市町村合併推進構想が

示される予定と聞いております。 

 次に、広域行政についてでありますが、１２月２

７日と２月２１日の２回、広域圏振興協議会委員会

へ「自治のかたち検討プロジェクト」から広域で担

うことが望ましい事務事業の状況と最終報告に向け

ての状況報告を受けております。広域で担うことが

望ましい事務事業については、今年４月から上川支

庁の窓口縮小に伴う消費者相談業務を富良野市消費

生活センターが広域の窓口として一括して相談する

体制となり、日常法律相談業務を富良野市に広域の

窓口体制へ移行し、図書貸し出し業務の連携や職員

研修の連携を図っていくことになっているほか、障

害者自立支援法による認定審査会の広域設置につい

ても、平成１８年度中に広域設置できそうな状況に

あるとの報告を受けたところであります。 

 また、プロジェクトの最終報告に向けては、最終

報告書の概要や最終報告後の各市町村住民説明の実

施、その後、再度市町村長が状況報告することなど

が確認されました。 

 次に、行財政改革実施計画の推進状況についてで

ありますが、平成１７年度の効果実績額について

は、今年６月ごろになりますが、平成１６年度の実

績額１億８,３７０万円と合わせ２年間で約５億９,

０００万円の効果と見込んでおります。 

 平成１０年度より８年間にわたる行財政改革の取

り組みは約１３億２,０００万円の効果となり、行

政の内部改革で約１０億円、住民の協力や負担を伴

う改革で約３億円、このうち人件費は全体の約４５

％を占める５億９,０００万円の効果となっており

ます。 

 次に自衛隊関係でありますが、１月１２日、北海

道自衛隊連絡協議会で組織している第２師団管内の

駐屯地所在市長及び町長として、第２師団長に対

し、駐屯地部隊の削減反対にかかわる要望運動を行

いました。 

 また、防衛施設周辺整備事業関係では、２月１３

日から１５日までの間、上富良野町基地協議会の関

係団体長同行のもと、防衛施設庁の関係課長等に事

業採択の要望を行うとともに、防衛庁防衛部長、防

衛課長等に上富良野駐屯地削減反対にかかわる要望

を行ってまいりました。 

 次に、税の徴収関係でありますが、１２月から２

月にかけて預金調査２３０件、給与支払い調査１件

の財産調査を実施して、１０件の差し押さえを執行

いたしました。また、管理職及び税務課職員全員に

よる滞納プロジェクトによるきめ細かな臨戸訪問徴

収を実施するとともに、夜間・休日納税相談窓口を

設置して、収納サービスの向上に努めるなど、収納

対策を講じ、１月末現在の滞納繰越分の収納率は、
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町税で２９.４％、国保税で２６.３％となり、いず

れも昨年同期を上回る状況にあります。 

 次に、町税等の滞納者に対する行政サービスの制

限措置等に関する条例の制定に関しては、１２月２

６日から１月２５日までパブリックコメントを実施

し、３名からいただいた５件の御意見を初め、さま

ざまな機会を通じて多数の御意見をお聞きいたしま

したので、できる限り意見反映しながら条例制定に

向け検討を進めてまいります。 

 次に、平成１７年度所得税確定申告の受け付けに

ついては、２月１６日から３月１５日の期間で受け

付け事務を実施しておりますが、今年初めての申告

となる課税売り上げ１,０００万円を超える事業主

の消費税の申告についても、町民の皆様方が混乱を

来さないように、所得税の申告と同様に相談窓口へ

の対応を図っているところであります。 

 次に、農業関係では、平成１９年産から、国が導

入する品目横断的経営安定対策について、北海道、

農協等との関係機関とともに、１２月６日、農業者

向けの説明会を開催いたしました。この制度は認定

農業者等を対象としており、農業者全員が制度を熟

知する必要があることから、説明会以降も農協とと

もに農事組合ごとの地域説明会を開き、さらに個別

相談会を全町的に実施してまいりました。 

 町の認定農業者は現在２８８名で、全農業者の約

７割となっており、今後も認定に向け積極的に推進

をしてまいります。 

 次に、第４２回かみふらの雪まつりについてであ

りますが、日の出公園を会場に２月５日に開催し、

好天に恵まれ、延べ２,０００人の御来場をいただ

きました。会場には上富良野駐屯地第２戦車連隊制

作による大雪像１基、商工会青年部制作による滑り

台が設けられ、もちまき大会や上富良野産豚肉の川

柳・標語コンテストなど、さまざまなイベントに多

くの町民の皆様に御参加をいただきました。 

 雪まつり当日はもとより、雪像制作期間中から御

支援いただきました陸上自衛隊初め、各関係機関等

の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 次に、環境省・北海道・大雪山国立公園連絡協議

会の共催による第９回大雪山国立公園フォーラムが

本町の「かみん」を会場に２月１８日に開催されま

した。北海道大学で大雪山・十勝岳を中心に「地衣

類の分類と生態」について研究されている志水顕氏

と北海道教育大学旭川校で「大雪山・十勝岳火山地

域の火砕流・マグマ」の研究をされている和田恵治

氏から御講演をいただき、講演終了後には活発な意

見交換が行われるなど、意義あるフォーラムであり

ました。 

 次に、保健福祉総合センターについてであります

が、開設以来、保健福祉活動はもとより、研修会な

ど各種の活動に多くの町民の皆様に御利用いただい

てまいりました。また、外構関係の整備について

も、総額６,６１６万１,０００円を投入し、前庭舗

装、駐車帯、車庫等の整備を終え、保健福祉総合セ

ンターとしての全ての整備を完了いたしましたの

で、今後は保健福祉の拠点として、その機能発揮に

努力を注いでまいります。 

 次に、軽費老人ホーム「ケアハウスかみふらの」

の民営化につきましては、平成１７年第４回定例議

会において財産譲与及び設置条例の廃止について御

議決をいただきましたので、平成１８年４月１日、

社会福祉法人わかば会が適正運営できるよう諸手続

を進めてまいります。 

 次に東中へき地保育所についてでありますが、へ

き地保育所として昭和３３年の開設以来、地域保育

の拠点として運営を続けてまいりました。近年の少

子高齢化などから通所児童が極端に減少する事態の

中で、地域の関係者との協議を重ねた結果、平成１

８年３月末日をもって閉所することになりました。

なお、今後は地域活動の利用に供することで合意い

たしております。 

 次に、生活習慣病の予防対策として実施している

国保ヘルスアップ事業については、予定していた８

０名が参加し、動脈硬化予防健診受診、水中運動教

室参加、食事相談、個別運動プログラム作成、自己

実践コース等、一人一人が選択した方法で改善に取

り組んでおります。国保の医療費分析でも、医療費

総額のうち生活習慣病が７６％を占めていることか

ら、町民の健康に対する意識の高揚と介護予防、医

療費削減の基礎的な活動として、今後も最大限に取

り組みを推進してまいります。 

 次に、今冬の除排雪の状況についてであります

が、全国各地から大雪による被害が伝えられる中、

幸いにも富良野周辺地域においては、現時点で例年

よりも少なめの降雪にあり、道路網の確保も順調な

状況にあります。このような中で、広い地域単位に

よる自発的な排雪作業の申し出があった銀座通り振

興会に対し、町は重機による積み込み作業を協力す

ることで地域との連携行動により一定の効果を上げ

ることができました。今後も、同様のケースについ

ては、住民との協働に努めてまいります。 

 次に、成人式についてでありますが、本町では新

成人の皆様が出席しやすいよう１月８日に保健福祉

総合センター「かみん」において、町議会議員を初

め来賓各位の御臨席をいただき挙行いたしました。 

 新成人１３０人の出席のもと、厳粛なうちに式典

が行われ、門出を祝福したところであります。 

 次に、上富良野町地域子ども教室についてであり
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ますが、放課後の子供たちに安全で安心な遊び場を

提供するため、平成１６年度から実行委員会が主体

となり、「子どもの居場所づくり」として実施して

まいりました。本年度は町内小学校児童数６９６名

のうち約２９％に当たる２０３名の児童が登録し、

平均して約３０名の子供たちが放課後スクール事業

に参加し、２月末をもって、盛況のうちに終了する

ことができました。 

 今後におきましても、地域の協力を得て、子供や

保護者のニーズに沿って、事故のない運営に努めて

まいります。 

 次に、道立上富良野高等学校についてであります

が、公立高等学校適正配置計画により２間口校は原

則統廃合の検討がなされていることに加え、地元中

学校の生徒数の減少から、上富良野高等学校の置か

れている立場は非常に厳しい状況にありますので、

１２月１０日発行の町広報誌を活用して、広く町民

の皆様にも周知を図ってきたところであります。ま

た、２月９日には現状を何としても維持継続してい

ただくよう、中富良野町と連携をとり、北海道教育

委員会に対しまして要望運動を行ってまいりまし

た。これからも積極的な支援と存続運動を進めてま

いります。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、１２

月定例議会で報告以降に入札執行した建設工事は、

２月２４日現在で本定例議会に契約議案を上程して

おります２件を含め９件、事業費総額で４億８,５

２０万５,０００円となっております。 

 なお、本年度累計では５１件、事業費総額で８億

９,９５９万８,０００円となっており、詳細につき

ましては、お手元に配付しております平成１７年度

建設工事総括表で御確認いただきたく存じますが、

本日以降、本年度中に発注を予定している工事がさ

らに２件ありますことをつけ加えさせていただきま

す。 

 以上をもちまして行政報告といたします。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査

委員から報告を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告第１号監査・例

月現金出納検査結果報告の件。 

 監査及び例月現金出納検査の結果について御報告

いたします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を報告いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、上富良野町総務課、

町民生活課、保健福祉課、ラベンダーハイツ所管の

財務事務を監査の対象として、平成１７年度に執行

された財務及びこれらに関する事務の執行状況を監

査いたしました。 

 監査の期間は、平成１８年１月２６日、２７日の

２日間で行いました。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書な

ど関係書類の資料の提出を求め、この中から抽出し

て点検、照合を行うとともに、必要に応じて関係職

員から事務の執行状況及び内容の聴取もいたしまし

た。 

 監査の結果を申し上げます。 

 抽出により試査した結果、財務に関する事務はお

おむね適正に執行されていると認められました。 

 なお、軽易な改善事項については、監査の過程に

おいて注意するとともに、所管課長に講評いたしま

した。 

 次に、２ページから１０ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成１７年度１１月分から１月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては１１ページに

ございますので、参考としていただきたいと思いま

す。 

 以上で監査報告を終わります。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 一番最後の１１ページの

税収、収納の状況でございますけれども、国民健康

保険税の医療の関係のところで、大変昨年の同期と
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比べまして、昨年１３％に対して２６.６％と、非

常に倍以上収納については頑張っていただいている

ところでございますけれども、なおかつまだ３,４

５６万２,６７１円、収納未済額があるということ

で、この滞納は何年前ぐらいからの滞納の繰り越し

になっているのでしょうか、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 村上議員の質問にお

答えいたします。 

 今、資料をちょっと持ってきていないので確かな

ことは言えませんけれども、一番古いので１０年ご

ろからの国保税の滞納があります。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 収納に非常に頑張ってお

られるところでございますけれども、収納しても収

納してもというような、今、大変厳しい経済状況が

ありまして、雇用関係も大変厳しくて、社会保険か

ら今度国保に加入するという人がどんどんふえてき

ている状態があるわけで、いろいろと分納とかいろ

いろ、転出されて居所がわからないとかという方も

あるやに聞いていますけれども、この追いかけるよ

うな、国保に加入する人がまたどんどんふえてくる

状況というのがありますので、今、頑張っておられ

るところですけれども、分納をさらにまた細かくす

るとか、さらなる手を打っていただかないと、どん

どんまたこれ滞納がふえてくるのではないかと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 村上議員の質問にお

答えいたします。 

 徴収に全力投球しておりますけれども、あと分納

等により少しずつ納めていただいている形でありま

すけれども、１８年度におきましては資格証明書、

国保の、悪質な滞納者に対しては資格証明書の発行

を予定しておりますので、御了承をお願いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって報

告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号委員

会所管事務調査の報告を行います。 

 議会運営委員会の報告を求めます。 

 議会運営委員長向山富夫君。 

○議会運営委員長（向山富夫君） ただいま上程さ

れました報告第２号議会運営委員会所管事務調査の

件について御報告させていただきます。 

 なお、報告書につきましては既に配付されており

まして御高覧賜っていることと存じますので、その

要点のみの報告とさせていただくことを御了承賜り

たいと存じます。 

 報告第２号議会運営委員会所管事務調査報告の

件。 

 本委員会の所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告する。平成１８年３月２日、議会

運営委員長向山富夫。 

 調査事件名、先進市町村行政調査の件。 

 調査の経過。 

 厳しい状況が続く地方行財政に加え、合併問題や

少子高齢化問題を初め、これからの地方自治のあり

方が改めて問われています。本町においても同様

で、さらにこの行財政改革を進める中にあって、議

会のあり方も改めて検討を行うことが必要であり、

特に議員定数と報酬に関しては、議会内はもとより

町民の関心も高く、また、最近の道内市町村議会の

動向を見ても、多くの議会において定数の削減や報

酬の削減がなされている状況にあります。 

 このような状況を踏まえ、本委員会においてもこ

れらの課題について調査、検討をすることとして、

平成１８年１月２５日から２７日まで、先進市町村

の十勝管内芽室町と釧路管内白糠町の両議会を視察

し、研修を行いました。 

 調査の結果。 

 調査項目、１、議員定数と報酬について、２、委

員会運営のあり方についての２項目であります。 

 まず芽室町議会。 

 町の概要ですが、十勝平野の中央部に位置しまし

て、土地はおおむね平たん、肥沃で農耕に最適の地

であります。昭和１７年に町制が施行されており、

面積は５１３平方キロと、本町の約２倍強で、基幹

産業は農業でございます。帯広市と隣接しているこ

とから、商工業の進出も進んでおりまして、人口は

１万８,６６９人と、ここ１０年間で約２,０００人

増加しております。 

 調査の概要ですが、まず、議員定数と報酬につき

まして、現在、芽室町議会の議員定数は１８名でご

ざいます。平成１６年には帯広市、芽室町、中札内

村の１市１町１村で結成いたしました合併任意協議

会から離脱し、自主自立を宣言したことにより、議

員の定数及び報酬について、平成１６年８月に議長

から諮問があり、議会として協議し、結論を出すこ

とを全員で確認しております。 

 平成１７年２月の議会運営委員会において、委員
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から今後の議員定数及び報酬について意見を聴取

し、同時に町民からの意見なども聞き、その中で、

定数は現状維持、報酬を削減すべき案と、定数を削

減し、報酬は現状維持すべき案と、定数と報酬の両

方を削減すべき案が出ておりました。審議の結果、

議会費全体を削減するということは共通認識であり

ましたが、定数による削減か報酬による削減かの意

見は分かれていたということでございます。 

 しかし、議長の諮問を受けた議運として、その結

果を各常任委員会に示し、意見を求める場合、両論

併記ではなく議運としての方向性を示す必要がある

との認識から、次の３点を確認しておりました。 

 一つ目は、町民から信頼される議会でなくてはな

らないこと、二つ目として、厳しい財政状況の中

で、議会として議会費全体をどのようにすべきかを

考えなければならないこと、三つ目として、議会の

機能を低下させないことでございます。 

 以上の議論から、議運各委員で議会費の予算を削

減していくことを確認し、協議の結果、議員定数は

現状の１８人、議員報酬、手当は総額で１０％ない

し２０％削減するという議会運営委員会の方向性を

示した上で、全議員から再度意見をいただき、さら

に町民からも意見を求め、これらの意見をもとに協

議し、最終的に議員定数については現状の１８人、

議員報酬と期末手当の総額から２０％程度削減する

という内容の答申を行っておりました。 

 なお、そのほか何点か意見が出されておりまし

て、御高覧賜りたいと思います。また、削減の内容

についても報告書に記載のとおりでございます。御

高覧賜りたいと思います。 

 次に、２番目、委員会運営のあり方について。 

 芽室町議会の常任委員会等の内容は以下に示して

あるとおりでございます。常任委員会は３常任委員

会でございます。それから、議会運営委員会の中に

おきまして、議会広報に関する事項も取り扱ってお

りました。委員の任期は２年でございます。常任委

員会の開催につきましては、年間約２０回の開催

で、所管事務に関する審議が主であります。 

 審議方法につきましては、議案等の審議方法につ

きましては、定例会前の事前調整的な委員会協議会

及び議員協議会は行わず、議会運営委員会で事前に

重要案件かどうかを概略審議し、議運において担当

する常任委員会を決めて方向づけを行い、議案が本

会議に提案された後、重要案件はそれぞれ所管委員

会に付託し、審議されております。年間２０数件の

案件が委員会付託となっているようでございます。 

 また、委員会は本会議において審議内容の説明と

質問に対する答弁をしなければならず、理事者同様

の説明責任があるため、十分理解をしていなければ

ならないということでありました。 

 意見書等の取り扱いにつきましては、ここに掲げ

てあるとおりでございます。また、平成１３年１０

月より本会議、予算・決算特別委員会をインター

ネットにより議会生中継を実施し、庁舎内の職員の

机上のパソコン、町内４カ所の公共施設で見られる

ようにしておりました。 

 次に白糠町議会でございます。 

 町の概要は、釧路市の西隣りに位置し、人口は約

１万８００人でございます。面積はおよそ７７３平

方キロ。入植は非常に古く、寛政１２年、西暦１８

００年で、安政時代には北海道で最初の石炭採掘が

行われたということでございます。昭和２５年に町

制が施行されております。 

 主な産業は、酪農を主体とした農業、サケ、シ

シャモ、タコなどを中心とした漁業、さらに水産加

工や建設などの商工業であります。 

 また、平成１４年に住民発議による合併協議会が

発足、釧路市を含む６市町村による合併を検討して

きましたが、平成１６年末に合併の是非を問う住民

投票実施の要望が複数のグループから出され、翌平

成１７年１月に住民投票を実施した結果、合併反対

が多数を占め、自主・独立の道を選択しておりま

す。 

 調査の概要。 

 １番目、議員定数と報酬について。 

 現在、白糠町議会の議員定数は１８人でありま

す。昭和５７年に全議員による特別委員会で法定定

数２６人に対して２４人に、さらに平成２年に委員

７名による特別委員会で２２名に、平成５年に議会

運営委員会の所管事務調査を経て、法定数２２に対

して２０人に、平成１４年に全議員による特別委員

会で１８人とし、現在に至っております。 

 平成１７年１月に４市町村合併の意思を問う住民

投票の結果を真摯に受けとめ、自治体の最終意思決

定を行う議会の役割と責任は格段に重いとして、さ

らに分権型社会に向けた新しい時代にふさわしい議

会として、本来の行政監督機能を果たす必要性か

ら、適正定数や民意を反映するため必要定数等を考

慮し、行政改革の一環として総合的な視野に立った

調査をし、平成１７年３月定例会において、議員発

議により議員報酬を現行から２０％減額し、さらに

同じ年、平成１７年１２月定例会において、行財政

改革の推進や人口の減少と各自治体の実態等を検討

の結果、次期選挙から現行の１８人を１３人とする

条例改正を行っております。 

 特に住民投票を実施したことによりまして、住

民、行政、議会との間で意識の乖離が生じ、自立に

向けた町づくりに対する一体感が逆に低下し、今後
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に対する大きな不安を抱えたこと、自治体の最終意

思決定をあずかる議会の役割と責任が格段に重く

なったことを強調しておられました。 

 ２番目、委員会運営のあり方について。 

 白糠町議会の常任委員会等の内容は、以下に示す

とおりでございまして、常任委員会は３常任委員会

でございます。それから、特別委員会が五つ設置さ

れておりました。常任委員会の開催は、年間約２０

回の開催がございまして、所管事務に関する審議が

主であります。 

 議案等の審議方法については、定例会前に所管委

員会で関係議案の説明は受けますが、質疑、意見等

は基本的に本会議で行うこととしております。重要

案件については委員会付託としているので、委員会

の審議日数を要することから、理事者はそれを見込

んで早めに提案することにしており、また、所管委

員会と担当課長が常に情報交換を図りながら、町民

からの負託に的確に答えようとする努力がうかがえ

ました。 

 議員協議会を定例会前に実施した場合、本会議で

の審議が形骸化して空洞化するばかりでなく、住民

不在の議会となるなどの障害が生じる恐れがあると

のことで、定例会前の議員協議会は原則として開催

しておりませんでした。 

 まとめといたしまして、まず、議員定数と報酬に

つきまして、芽室町議会、白糠町議会とも議会の行

財政改革に取り組んでおり、議員の定数、報酬につ

いて、芽室町では議会運営委員会において、白糠町

では全議員による特別委員会においてそれぞれ審議

がされております。 

 共通していたことは、議会としてその役割と責任

を果たすために、広く住民の意見を反映させようと

すれば一定の定数が必要であり、しかも責任の重さ

や議員活動に費やさなければならない時間等を考え

ると、安易に報酬を削減することにより、現役世代

の議会参加への意欲をそぐようなことになってはな

らず、相当の議論がなされた上で結論を得ておりま

した。 

 本議会といたしましても、議員定数や報酬のあり

方については、議会として議員間はもとより、広く

住民と議会が大いに意見交換を行い、将来を見きわ

めた中で、本当に住民が求める議会はどのようなも

のなのか、十分議論を重ね、しかも迅速に議会とし

て議員定数と報酬について、その方向性を住民に示

すべきと思われます。 

 町財政の健全化とあるべき住民自治の姿を考えた

とき、その判断には難しさも伴いますが、乗り越え

ていかなければならず、このたびの視察、研修を通

じ、現下の我が町の財政状況、さらには他市町村議

会の動向等を総合的に判断しながら、本議会として

は、いずれにしても削減を視野に入れた検討を行う

べき時と考えました。 

 ２、委員会運営のあり方について。 

 芽室町議会は、定例会前の議員協議会は原則的に

開催していませんでした。また、各常任委員会は定

例会前だけでなく閉会中も所管事務調査を行うとと

もに、出前委員会として、積極的に地域住民の中に

入って意見交換を行っており、本議会もこのような

取り組みを行うべきと感じました。 

 意見書、要望書等の取り扱いでは、議会運営委員

会で所管委員会ごとに振り分けして、各所管委員会

で先議していて、そのようにすることにより、その

結果が議会運営委員会、そして議会に反映されるの

で、検討する課題であると思われます。 

 白糠町議会の常任委員会の運営は、重要案件の早

期提案と、さらに所管委員会へ付託するという一定

のルールが敷かれ、その中で十分な審議時間が確保

されており、本町議会も今後はそのような方向性で

議会と理事者とで検討すべき課題であると考えまし

た。 

 議員協議会のあり方については、本町も定例会前

の常態化した進め方は本会議の審議の形骸化の恐れ

があると思慮されるので、早急に検討すべき課題で

あると思われました。 

 結びといたしまして、今回報告をさせていただく

に当たり、調査、研究を行う上において、先進地視

察調査がとても大切なことであること、委員全員が

再認識させられましたことも申し添えまして報告と

させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって議

会運営委員会の報告を終わります。 

 次に、厚生常任委員会の報告を求めます。 

 厚生常任委員長中村有秀君。 

○厚生常任委員長（中村有秀君） 厚生常任委員会

の所管事務調査報告書を申し上げます。 

 厚生常任委員会に所管事務調査として閉会中の継

続調査に付託された事件について、調査の経過及び

結果を次のとおり報告する。 

 平成１８年２月１３日、上富良野町議会議長中川

一男様。厚生常任委員長中村有秀。 

 記、調査事件名、１、所管する事務事業の件。

１、調査の経過。 

 厚生常任委員会は委員会を開催し、委員会構成後

間もないことから、所管する事務事業の概要を調査
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することを主眼とした。 

 ２、調査の結果。 

 (１)所管する事務事業の件。 

 厚生常任委員会は、委員会を開催し、所管する事

務事業の概要について、担当課長などから説明を受

けるとともに、各委員からの質疑を行うなど、目的

である事務事業の概要をおおむね把握することがで

きた。よって、今回の調査項目は終了することと

し、今後、委員会において所管する事務事業の中か

ら具体的な項目を取り上げ、調査することといたし

ました。 

 以上、厚生常任委員会所管事務調査報告を申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 報告に対し質疑はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって委

員会所管事務調査の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第１０号平

成１７年度上富良野町一般会計補正予算（第６号）

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号平成１７年度上富良野町一

般会計補正予算（第６号）の提案要旨につきまし

て、最初に御説明申し上げてまいります。 

 最初に、歳入の特徴的なもので、町税についてで

ありますが、個人・法人町民税、均等割、所得割の

増額など税収率を決算見込みに置きかえ、４,２４

０万６,０００円増額を計上するものでございま

す。 

 次に、歳出において、新たに予算措置をいたしま

す施策について申し上げますが、まずアスベストに

よる被害の未然防止を図るため、国においてアスベ

スト回収事業の創設がなされ、本年度、補正採択に

なることから、郷土館天井石綿吹き付け改修事業を

取り進めます。また、郷土館内部のホール改修につ

きましては、アスベスト除去後に取り進めたく、所

要の予算措置をお願いするものです。 

 なお、時期的に年度中の施工は難しいことから、

新たに繰越明許費を設定するものです。 

 その他繰越明許費の設定でありますが、富原南地

区、島津地区において実施の道営農地基盤整備事業

が、収穫後に予定していた工種が冬季施工となり、

年度中の整備が難しいことから、新たに繰越明許を

設定するものです。 

 次に、清富小学校閉校に伴う地方債の一括償還に

ついてですが、平成１７年１２月定例町議会におい

て、平成１８年３月３１日をもって清富小学校閉校

の御議決をいただきました。このことから、起債の

未償還金の取り扱いにつきまして検討の結果、この

際、利子分の後年負担の軽減を図るべく義務教育施

設整備事業債の未償還金、元金２,３６２万５,００

０円の一括償還を行うために予算措置をお願いする

ものです。 

 次に債務負担行為補正につきまして、ケアハウス

運営の補助、資金利子補給の借り入れ分の確定、見

晴台公園整備事業並びに新年度初日の４月１日から

事業開始される各公共施設の警備、清掃、管理業務

などについて、本年度中に受託業者を選考し、業務

の円滑な推進を図るため、新たに債務負担行為を設

定するものです。また、既に債務負担行為を設定し

ております３事業につきましては、事業費の確定を

したことから、限度額の変更手続をとるものです。 

 次に、地方債の補正につきましては、郷土館天井

石綿吹き付け改修事業を限度額３５０万円として追

加をお願いし、その他の５事業は事業費確定に伴い

限度額の調整を行うものであります。 

 そのほか、多くの予算の執行の結果、不用となる

見込みのものについては減額するなど、歳入歳出そ

れぞれ所要の額を補正するものです。 

 以上申し上げました内容とし、総体的に余剰とな

る財源を予備費に計上することで、補正予算の調整

をし、上程した次第でございます。 

 以下、議案の議決事項の部分につきまして御説明

してまいります。 

 議案第１０号平成１７年度上富良野町一般会計補

正予算（第６号）。 

 平成１７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,５３９万３,０００円を追加し、歳入歳出の予算

の総額を歳入歳出それぞれ７６億１,５７８万５,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費

補正による。 

 （債務負担行為の補正） 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、第３表

債務負担行為補正による。 

 （地方債の補正） 
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 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債

補正による。 

 それでは、１ページをお開き願います。 

 この１ページに掲載の第１表歳入歳出の補正の内

容につきましては、議決項目でございますので、款

ごとに補正額を朗読してまいります。 

 第１表歳入歳出の予算補正。 

 １、歳入。 

 第１款町税、４,２４０万６,０００円。 

 １２款分担金及び負担金１７万１,０００円の

減。 

 １３款使用料及び手数料８３万７,０００円の

減。 

 １４款国庫支出金７３８万６,０００円の減。 

 １５款道支出金２,８７２万２,０００円の減。 

 １６款財産収入８０万６,０００円。 

 １７款寄附金１６１万１,０００円。 

 １８款繰入金４３２万１,０００円。 

 ２０款諸収入４８６万５,０００円。 

 ２１款町債１５０万円の減。 

 歳入合計が１,５３９万３,０００円でございま

す。 

 次、２ページの歳出に移ります。お開きを願いま

す。 

 ２、歳出。 

 １款議会費１３２万１,０００円の減。 

 ２款総務費７５６万５,０００円の減。 

 ３款民生費１,２４６万１,０００円の減。 

 ４款衛生費３３３万９,０００円の減。 

 ６款農林業費３７８万６,０００円。 

 ７款商工費１３万９,０００円の減。 

 ８款土木費２,６７２万６,０００円の減。 

 ９款消防費１７７万５,０００円の減。 

 １０款教育費４２１万９,０００円。 

 次、３ページに移ります。 

 １２款公債費１,０８８万２,０００円。 

 １５款予備費４,９８３万２,０００円。 

 歳出合計１,５３９万３,０００円でございます。 

 次の４ページをお開き願います。 

 次に、４ページの第２表繰越明許費補正につきま

して申し上げますが、冒頭申し上げましたように、

２件の道営事業の事案につきまして、完了が４月以

降の見込みとなり、また、郷土館アスベスト除去事

業に伴う年度中の施工は難しいことから、新たに設

定するものになっております。 

 次に、第３表債務負担行為の補正につきまして申

し上げます。 

 これも冒頭申し上げましたように、追加補正する

各業務につきましては、ケアハウス運営費の補助な

ど３月中に受託者を選考する必要から設定するもの

となっております。 

 また、限度額を補正する３件につきましては、需

用費それぞれ確定したことから増減変更手続するも

のであります。 

 次に５ページ、第４表地方債補正につきまして申

し上げます。 

 これも冒頭申し上げましたように、まず郷土館天

井の石綿吹き付け改修事業を地方債の追加をお願い

するものです。そのほか５事業の事業費確定による

限度額の増減変更をいたすものであります。 

 以上、御説明申し上げました事項につきまして

は、議決対象項目であります。 

 ９ページ以降につきましては、この補正予算に関

する説明書部分でありますので、御高覧いただいて

いることで、説明については省略させていただきま

す。 

 これをもちまして、議案第１０号平成１７年度上

富良野町一般会計補正予算（第６号）の説明を終わ

ります。 

 御審議いただきまして、原案をお認めくださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質問の場合はページ数をお願いいたします。 

 ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） ４ページ、債務負担行為

補正の(２)変更の関係でお尋ねいたしたいと思いま

す。 

 公民館の警備業務委託の関係で、平成１７年から

２０年までということで、補正前は１,１５０万

円、補正後は１,１３６万５,０００円ということ

で、１３万５,０００円の減でございます。この減

の要素について、まず１点お伺いをいたしたいと思

います。 

 というのは、恐らく公民館の、図書館の整備改修

の関係だろうと思うのですが、ただ私が１,１５０

万円で４年間の分ということになると、単年度２８

７万５,０００円、これを単純に１２で割れば１カ

月２３万９,５８３円になるのですね。現実に４月

から９月まで、工事、中央でやっていたものですか

ら、警備がなかったように私は見ておりますけれど

も、そうすると、単純に１３万５,０００円はこの

要素なのか、それともそれ以外のものなのかという

ことを含めてちょっと内容的にお伺いをいたしたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 
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○教育振興課長（岡崎光良君） １１番中村議員の

単価の変更の部分でございますけれども、この件に

つきましては、御指摘のように公民館警備業務の内

容でございまして、やはり公民館の工事に伴います

その期間が当初よりも延びたことによりまして、こ

の期間、警備を要しなかったことの減額の部分とい

うことでございます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 現実に４月から９月まで

であれば、単純に計算すれば、２３万９,５８３円

ですから、２４万円の６カ月分あれすると１３万

５,０００円以上の削減をしなければならないはず

なのですね。現実にやっていなかったのだから。で

すから、そのほかに要素があればいいけれども、

今、課長の判断ではそれが原因だということになる

と、余りにも削減幅が、債務負担行為ですから、あ

くまでその後の段階になると思いますけれども、非

常に少ないのではないかと。ですから１４４万円ぐ

らいの削減をしなかったら現実の問題として合わな

いのではないかなという気がするのですね。ですか

ら、公民館を図書館にするといった段階で維持管理

費だったら何とか、皆さん方、平成１７年度の予算

で、そのまま前年度踏襲の予算の計上をしていたの

ですよ。ですから、そんなことはないでしょうとい

うことを言って、最終的に決算であらわれてくると

思いますけれども、現実にこの問題もこういう形に

なるのではないかと。単なる１３万５,０００円と

いったら一月２３万９,０００円の半分弱の金額に

なるということになると、この削減についてもう一

度、単純に計算してみてください、それが要素だと

いうのですから、そうなると違うのではないかとい

うことなのですよ。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１０時０３分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、会

議を続行いたします。 

 １１番中村有秀君の質問に対し、教育振興課長、

答弁いたします。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １１番中村議員の

先ほどの質問に改めてお答えさせていただきます。 

 先ほど委託費の減による執行残と申し上げました

けれども、公民館警備業務の委託、債務負担行為の

設定におきましては、１７年から２０年度までの４

カ年の業務委託の債務負担行為の内容でございます

が、今年度、債務負担行為をお認めいただいた後に

入札を執行した結果におきまして、１,１３６万５,

０００円というふうに総体が確定いたしまして、そ

の差額、１３万５,０００円を減額変更するもので

ございます。 

 当初より平成１７年度におきましては６カ月間と

いう、図書館完成後の業務を開始するという内容で

ございます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私、一番最初に公民館が

図書館になるその間の６カ月はどうということを聞

いたら、それが１３万５,０００円の減だというこ

とだからおかしいのではないかという説明を求め、

質問をしたのですね。ですから、前段でそのことで

なくて、先ほど休憩中に課長から資料を見せても

らったら、１７年度は６カ月分しか見ていないよ。

１８年度と１９、２０と分けて、そうしたら数字的

に合うのですね。ですから、そのことをあくまでも

入札の執行残でこうなんだと。それから１７年度は

６カ月分だけしか見ていませんよということではっ

きり答弁してもらえれば、こんな休憩になるまでの

ことではなかったなという気がするので、その点、

やっぱり答弁の段階で、質問に対してわかりやすく

答弁を求めたいということの意見を申し上げます。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 中村議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 まことに申しわけないことで、質問の要旨を勘違

いしてお答えをいたしました。そのことについて

は、私の方からもおわびを申し上げたいと思いま

す。 

 再度報告をさせていただきますが、平成１７年度

においては６カ月間ということで、これは公民館、

図書館の整備が終了後警備に当たるということで、

当初から６カ月間を予定していたところでありま

す。１８年度以降につきましては、１２カ月という

ことでありますので、今回につきましては、執行残

というようなことで減額変更をさせていただいたと

ころであります。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 何点か質問させていただき

ます。 

 第１点目は、４ページの施設運営委託業務という

形で債務負担行為が小学校等の用務員等の債務負担

行為となっておりますが、例えば勤務時間日数であ

りますが、中学校もそうかと思いますけれども、町

の職員については、雪が降った等については早出を

してそれに備えるというふうな状況が聞かれます

が、しかし、この契約上の問題かと思いますけれど
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も、委託した側に対しては通常勤務という形の中で

出てきて、いち早く雪はねをしなければならない状

態にあるにもかかわらず、契約内容上の問題で勤務

がずれてしまうというような、そういうような実態

があるというふうに聞いておりますが、そこら辺

は、実態は契約上どのような契約内容になっている

のか、この点について、まず１点お伺いしておきた

いと思います。 

 次にお伺いしたいのは、歳入の問題でお伺いいた

します。 

 近年、国の方では保育所等の運営に当たっての一

般財源化という形になってきております。係る経費

は全体の予算見ても人件費と、それに付随する光熱

費等が年々ふえるという傾向があります。本来、国

はこういった部分に対して交付税等においては、

きっちりと見てくれるというような状況がありまし

たが、お金がないという形の中で一般財源化という

形の財源措置がされましたが、しかし、実態に見

合った財源確保という点ではどうなっているのか、

保育所にかかわらず他の問題でもそうだと思います

が、その財源の確保という点で、実際の係る経費

と、国が財政負担する経費との差の状況、実態等は

どのようになっているのか、本当に必要な部分が確

保されてきているのかどうなのか、この点、ちょっ

と明確にしていただきたいというふうに考えている

ところであります。 

 次にお伺いしたいのは、家賃収入補助という形

で、１４ページから１５ページに補助あるいは対策

債補助という形になっておりますが、これは当然入

居者の増減によって変動するものだというふうに考

えておりますが、これの収入に対する補助の基準は

どのようになっているのか。現在、入居戸数、総体

で何戸あって、現在入居されているのは何戸か、こ

の点。 

 それとあわせてお伺いしたいのは、３月に入って

突然何らかの状況で、１２月でもいいのですが、入

居したいという方が出てきております、毎年。とこ

ろが、住宅の修繕、補修の維持費がないという形の

中で、現場の方は大変苦慮しています。入居したい

という方たちは何らかの要素で早急に入居したいと

いうことでありますから、年度をまたがないでもそ

ういう方たちに対しては、やはり予算を組んですぐ

入居できるような対策をとる必要があるのではない

かというふうに考えているところであります。そう

いった意味では、とかく近年予算がないという状況

の中で、本当に必要な、入居される方に苦労をかけ

ているという実態は御存じなのか、そういったこと

も含めて、やはりきっちりとした、年度がわり直前

であっても入居できるような壁の修繕あるいは塗

り、あるいは畳のかえだとか、そういったことを速

やかに行うべきではないかというふうに考えており

ますが、この点について、実態等も含めてお伺いし

ておきたいというふうに考えております。 

 次にお伺いしたいのは、４２、４３ページにかか

わって、４４ページにもかかわりますが、土地改良

事業費の負担金の問題でありますが、白金にかか

わってかと思いますが、納入されるのがかなり困難

だという方もおられますし、もう既に完納されたと

いう方もおられるという話も聞いております。この

年度末に当たって、収納の状況はどのようになって

いるのか、この点についてお伺いしたいと思いま

す。 

 さらに４８、４９ページにかかわって、除雪の問

題でありまして、毎年なのですが、線路から東と西

の除雪の委託されている業者によって、除雪の仕方

が非常に悪いという苦情が多く出ます。ことしも、

去年からことしにかけて、やはり特に西側の業者に

ついては、そういう町の住民の方からも聞かれてお

りますので、この点について、町と連動した中で除

雪というのがされているのだろうと思いますので、

そこを統一的にきちんと住民の利便性にこたえられ

るような除雪対策という点でどうなのかなと。この

年度末含めてちょっと感じたものですから、この点

についてお伺いしておきたいというふうに思いま

す。 

 次に、６４ページの元金償還という形になってお

りまして、清富小学校の借り入れた部分の返済とい

う形で、防衛庁や文部省等から借りた部分でないと

いう話の説明がありましたが、これは利息分の繰上

償還することによって１億１,２００万円減額に

なっているという形になっておりますが、これは、

当初建設にかかわる文部やあるいは防衛補助にかか

わる繰上償還がないという形の説明ありましたけれ

ども、実際、この繰上償還による利息の減というの

はこの数字にあらわれてきたこの部分という形でお

さえていいのか、ちょっとその部分についてお伺い

したいというふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ９番米沢議員の１

点目の学校用務員の勤務の状況についてでございま

すけれども、現在、学校用務員は委託という部分で

お願いしている部分も実はございまして、その勤務

状況におきましては、職員に準じる形で７時間４５

分の勤務時間の範囲の中で、特に早朝の勤務時間と

いうのも想定されるということから、時間外に対応

する部分も委託費に実は含めてございます。 

 それも時間外勤務手当という形の委託費を含めて
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ございますが、やはり限界もございまして、そう多

くない額というふうになっておりますので、なかな

か年間を通じて及ばないということも見られるかと

思います。その辺につきましては、早く出た場合に

は、例えばその分委託費を追加するということには

なりませんので、勤務を早く終えるような形でとい

う学校長の管理下のもとに業務を進めているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ９番米沢議員の御

質問にお答えをしたいと思います。 

 まず２番目の保育所等の一般財源化のお話をいた

だきましたけれども、これは国の三位一体改革の部

分で、議員御存じのとおり３年間の中で財源化を図

るということでございます。１７年については、今

おっしゃいました保育所等の部分についての一般財

源化ということで対応させておりますけれども、実

は額的な差というのは、最終的な判断の中で１８年

度の部分で出てくると思いますけれども、やっぱり

１割弱ぐらいの一般財源の減になるという押さえを

しているところでございます。そういう状況の中で

対応しているということで御了解を賜りたいなとい

うふうに思います。 

 それと清富小学校の元利、今回、小学校が閉校に

なるということで、内部協議いたしまして、元金、

３１年までの２５年の部分で償還をしようという計

画でございましたけれども、本年度、元金分を支払

うことによりまして利息分が約７５０万円ほどこれ

から発生してきますので、その額が今回発生しない

ということで、今回お願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） 米沢議員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 初めに家賃収入補助のところでございますけれど

も、これにつきましては、現在４３８戸の管理戸数

に対しまして緑町の戸数が３２戸程度、入居をさせ

ていないという状況にありまして、その中で、現在

公住の入居戸数は、はっきりの数字は、一、二戸は

狂いあるいかとは思いますけれども３９８戸という

ことで覚えております。 

 それから、この家賃収入補助につきましては、そ

ういうようなことで、１６年度で補助が打ち切られ

るということでありましたけれども、それが１７年

度、何分の１か、ここに載っております８７万３,

０００円が補助として入ってきている状況にありま

す。 

 それから、家賃対策補助につきましては、これは

うちの方と道の方への申請の段階で考え方などの精

査をした結果、今回２０７万６,０００円が減額に

なっておりまして、トータル的には１,６００万円

ぐらいの対策補助が入っております。 

 それから、入居が年度をまたがないで入れるよう

にという御質問でありますけれども、これにつきま

しては、考え方としては、年度がこうだから、今申

し込まれても入れませんよという考えは持っており

ません。傷んでいるところの修繕の時期とかそうい

うものによって、今すぐは入れませんということ

で、個々に考え方がそういうふうになっている人も

おられるのかなと思いますけれども、基本的には年

度がかわるまで入れないとかそういうような考えは

持っておりません。 

 それから、除雪の関係でありますけれども、再三

議員からも御指摘を受けておりまして、所管といた

しましても、東西の考え方につきましては同じであ

りますので、今後とも御指摘のないように鋭意指導

してまいりたいと、そのように思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問

にお答えをいたします。 

 土地改良区の負担金でありますけれども、土地改

良区二つあります。富良野土地改良区としろがね土

地改良区でありますけれども、富良野土地改良区の

負担金につきましてはおおむね納入されているとい

うふうに聞いてございます。それからしろがね土地

改良区の関係でありますけれども、通常賦課金につ

きましては納入されているというふうに聞いており

ますけれども、事業負担金につきまして、現在、ま

だ３戸の方が納入をされていないというところでご

ざいます。これらの方々とは話し合いをさせていた

だきながら、納入に努めているところでございま

す。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 一般財源化とまた他の税源

移譲という形でいろいろな財源要素として入ってき

ているわけですが、本当に問題にしなければならな

いのは、自治体のそういう実態を顧みない財源措置

だということがここに来てもさらに明らかになって

きているんだというふうに思います。私は町長もこ

ういった点では私と認識は同じで、こういった自治

体の置かれている現状を見ない税源移譲や財政措置

についても、どうしても国に対して改善を求めると

いうことは、当然だということを何回も言われてお

ります。そこで、やはりしわ寄せというのが、そこ

に住んでいる人たちや住民負担という形の中で、や

はり返ってくるというのが実態になってきているわ
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けです。 

 そういう意味で、こういった問題というのは、引

き続き自治体としても現況にあった交付税の算入を

引き続き求めて、この財源確保という点での改善を

求めていくべきだというふうに考えておりますの

で、町長はこの点についてどのようにお考えなの

か、お伺いしておきたいというふうに感じていると

ころです。 

 次にお伺いしたいのは、住宅の入居の問題で、年

度をまたがずともいつでも入れるというような答弁

だったかというふうに思います。実際、担当者に聞

きますと、やはり壁や畳の修繕等を要するという形

であるけれども、やはりどうしてもそれに必要な額

が、修繕費がないからなかなか要望にこたえられな

いというような答弁というか、聞きましたらされて

いるところです。実際、そういう方、そう多くはな

いのだろうと思いますけれども、やはり年度をまた

がなくても、あるいは年度途中であっても、そう

いった必要な部分については、きちんと財源を確保

するという形の何らかの対策という点で、今必要だ

というふうに思いますので、この点について、もう

一度答弁をお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 そんなようなところで、答弁求めたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員のまず１点目

の御質問にお答えさせていただきます。 

 私、いつも申し上げておりますように、地方財政

の改革ということで、国は三位一体改革の推進を１

６、１７、１８年の３カ年間で実施しました。その

中で、その結果何であったかということは、私ども

も当初は地方六団体ともにひもつきの予算と補助金

等は要らんわと、ひもつきでなくて一般財源化して

くれや、ほしいわというようなことで、賛同してき

たわけでありますが、結果的には、いつも私申し上

げておりますように、地方財政は補助金あるいは負

担金等々で４兆７,０００億円の削減と。そして、

地方交付税で５兆１,０００億円の削減と。そし

て、税源移譲するのは３兆１００億と。言うなら

ば、従前の地方財政は７０％国は減らして、地方に

３０％しか来なくなると。これが三位一体改革の結

果でありまして、私どもはこれから地方交付税につ

きましても、地方交付税の持つ財政調整機能と財政

保障機能というものが、これはあくまでも堅持しな

がら地方自治の存続のためにも、私ども町村会もあ

げて国に対して要望をしていかなければならないと

いうふうに思っております。 

 非常に厳しい国の地方財政の方向性、また、１９

年度からの第２次の三位一体改革、地方財政改革が

どのような形で出てくるのかということも、私ども

におきましては大きな懸念材料となっておりますの

で、これからも地方自治体としての対応につきまし

ては、国に対する要望は的確に対処していきたいと

いうふうに思っております。 

 それから、もう１点、住宅の問題でありますが、

私は常に担当に申し上げておりますのは、公営住宅

を供給する立場として、空き住宅をつくるなと。民

間であれば、あいたらすぐ翌月から入れることを対

処しているぞということで、全面的にその対応を図

りながら、空き室が２カ月も３カ月も経過して、家

賃収入が少なくなるということは絶対だめだぞとい

うことを指示しております。そういう中にありまし

て、今、議員から御質問ございますような、予算が

なくて修理ができないから住宅を供給することがで

きないと、入居させることができないという報告は

一切受けておりません。私は十二分にその対応がな

されているものと、現場の対応の処置のまずさに

よって、例えば対処して、２カ月も３カ月もそのま

まになっている、空き室になっているぞという地域

の皆さん方から私のところに入りたいんだけれども

という声が来ております。そういうときなどにも、

常に担当には即入居できるように、入れるように、

そして家賃収入をもらうようにしなさいということ

で指示しております。 

 今後もそのことにつきましては、私としては十分

配慮しながら、修繕費がないから入居させられない

というようなことは、まず私としては報告を受けて

おりませんので、そういうことはないものと思って

おりますが、十分指導をしていきたいと思っており

ます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 公営住宅の問題で、職員の

方は非常に一生懸命やっておられます。住宅の予算

という点では、直してやはり快適な入居をさせたい

という思いからそういう表現になったわけで、確か

にすぐ入れないということではないのだと思うので

すが、直して完全な形で入れたいという形の思いが

あるから、そういう表現になったということであり

まして、そういった部分も理解されて、今後こう

いった問題については、町長言っているように、問

題がないのであれば、それはそれでいいのですが、

そういう予算がないがゆえに職員の方も一生懸命や

られて快適な環境の中で入居してもらいたいとい

う、こういう思いから、やっぱり少しでも直して

入ってもらって、そのためにはちょっとずれるとい

うような形なのだろうと思いますが、そういったこ

とも含めて、きちんと直して入れるものであれば、
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すぐ対処してもらうという形の方向がいいのではな

いかというふうに思いますので、この点、答弁要り

ませんので、この点を理解していただいて進めてい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 私もこの公営住宅について

は、米沢議員と同じ考えを持っております。即入居

していただいて、いい、快適な中で入居していただ

いて、そして家賃収入をちょうだいするという形を

進めていきたいと思っております。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） ７１ページ、地方債に関し

てなのですが、最近の報道を見ていてちょっとどう

なのかなと思うのですけれども、町には１０５億余

りの地方債があります。これを民間の金融機関にこ

れを一括返還をするということで、民間の金融機関

を活用して、それをやっているというようなことが

報道されておりました。これについて、損なのか得

なのかというのはちょっとわからないところもある

のですが、これについておわかりのところを答弁い

ただきたいと思います。 

 一括返還をやるようなお考えがあるのかないの

か、またこれについて詳しいことがあったら答弁し

ていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えします。 

 以前も申し上げた機会があるかと思いますが、政

府系の資金融通先を中心に、一括償還を柔軟に対応

できるという段階になってございません。仮に一括

償還をするとなれば、融資先の方に一定の保証金を

支払うというようなことでございますので、結果と

して、する側からすればメリットがないということ

でございますので、実質的にはできないというよう

なことでございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） １７ページですけれども、

児童福祉費の産休代替、今、少子化が進んでいて大

事な部分かなというふうに思いますけれども、補助

金ですけれども、町も負担すると思うのですけれど

も、負担の率をお願いしたいなと。 

 それから、乳幼児の医療費補助ですけれども、こ

れについては１２３万円減となっておりますけれど

も、その減額の内容について説明願いたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 産休代替の関連で

ございますが、代替にかかわりましては基本的な数

値の中では産休代替で、町の負担は今のところござ

いません。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 岩崎議員の御質問

にお答え申し上げます。 

 乳幼児の医療費の補助金の減でございますが、こ

れにつきましては、道の補助を受けて実施してござ

います乳児でございますが、これにつきましては入

院分の医療費が減額になりまして、道に対して精査

するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） この産休代替ですけれど

も、１００％という答弁でございますけれども、こ

れについては、今、中学校の方でも現場で産休をさ

れて代替の教員が、これは教育振興課の方でわかる

と思いますけれども、実際に配置されているという

状況にございますよね。これらにつきまして、１０

０％道補助金でこれがなされているということで理

解してよろしいですか。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ３番岩崎議員の中

学校教員におけます産休代替の件につきましては、

これは法に基づきまして代替職員を道教育委員会の

方において代替教員を配置するという手続がとられ

ます。学校の方には支障はございません。 

○議長（中川一男君） ３番議員、よろしいです

か。 

 他にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第１１号平

成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１１号平成１７年度上富良野町国民健
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康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、

提案の趣旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入に関しましては、１点目は、平成１７

年保険税の課税標準額となります平成１６年所得額

が、一般分として当初見込みより算定税額が６０３

万７,０００円の減、また、退職分といたしまして

１,１１２万６,０００円の増額となりまして、差し

引き５０８万９,０００円の増額となったところで

あります。 

 ２点目として、歳出の療養給付費の負担増及び変

更申請等に伴います国庫負担金、交付金を増額する

ものであります。 

 ３点目としまして、共同事業交付金につきまし

て、確定見込みによります増額するものでありま

す。 

 ４点目といたしまして、一般会計繰入金として保

険事業費相当分を繰り入れするものであります。 

 歳出に関しましては、保険給付費について、療養

給付費及び高額療養費の増額が見込まれますことか

ら、その対応をしようとするものであります。ま

た、共同事業拠出金額の確定に伴いまして減額をす

るほか事業費等の精査による所用の補正をするもの

であります。 

 さらに、収支の差額につきましては、予備費とし

て計上するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第１１号平成１７年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,１９２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億２,９６６万３,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正は、款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款及び補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税５０８万９,０００円。 

 ２款国庫支出金２６９万２,０００円。 

 ３款療養給付費交付金１,９１１万８,０００円。 

 ４款道支出金４７万５,０００円の減。 

 ５款共同事業交付金１,１１２万４,０００円。 

 ６款財産収入１万１,０００円。 

 ７款繰入金４３６万８,０００円。 

 歳入合計としまして４,１９２万７,０００円とな

ります。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費５,９７２万９,０００円。 

 ５款共同事業拠出金１９０万円の減。 

 ６款保険事業費６０万円の減。 

 ７款基金積立金１万１,０００円。 

 ９款諸支出金４３６万８,０００円。 

 １０款予備費１,９６８万１,０００円の減。 

 歳出合計としまして４,１９２万７,０００円とな

ります。 

 次ページ、歳入歳出予算事項別明細書以降につき

ましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りましてお認めいただきますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１２号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第１２号平

成１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１２号平成１７年度上富良野町老人保

健特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

の趣旨を御説明申し上げます。 

 平成１７年度におきまして、医療費の動向が見込

みより増加傾向にありますことから、交付金等につ

きまして増額補正をしようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第１２号平成１７年度上富良野町老人保健特

別会計補正予算（第３号）。 

 平成１７年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 
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 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,９００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１３億１,０５１万１,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款及び補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款支払基金交付金１,０８４万８,０００円。 

 ２款国庫支出金５４３万５,０００円。 

 ３款道支出金１３５万９,０００円。 

 ４款繰入金１３５万８,０００円。 

 歳入合計としまして１,９００万円となります。 

 ２、歳出。 

 ２款医療諸費、補正額１,９００万円。 

 歳出合計といたしまして１,９００万円となりま

す。 

 次ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書以降に

つきましては説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りましてお認めいただきますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１３号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第１３号平

成１７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第１３号平成１７年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第４号）につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、認定者数が当初を下回ったことにより

ます認定調査費の減額精査であります。 

 ２点目といたしまして、介護保険法改正により居

住費、食事費の利用者負担となったため、保険給付

費が当初予想に比べまして減少したことと、一方、

高額介護サービス費につきましては、制度改正によ

り住民税非課税世帯に新たに負担軽減措置が設けら

れたことから給付増となったことを含め、結果とし

て減額精査をしようとするものであります。 

 ３点目といたしまして、保険者独自の給付事業と

いたしまして実施いたしております特別給付、いわ

ゆる上乗せサービスにつきましても、当初に比べ減

少したことによる精査をしようとするものでありま

す。 

 これに伴います国、道支払基金交付金、町の一般

会計からの繰入金及び介護保険事業基金の支消額の

減額精査をしようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第１３号平成１７年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第４号）。 

 平成１７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４,２４３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６億３,３２９万１,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 ２款国庫支出金１,０５７万３,０００円の減。 

 ３款道支出金５１０万５,０００円の減。 

 ４款支払基金交付金１,３０６万８,０００円の

減。 

 ６款繰入金１,３６９万２,０００円の減。 

 歳入補正額の合計４,２４３万８,０００円の減と

なるところであります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費５９万９,０００円の減。 

 ２款保険給付費４,０８３万９,０００円の減。 

 ４款特別給付費１００万円の減。 

 歳出合計４,２４３万８,０００円の減でありま

す。 

 なお、２ページの事項別明細書以降につきまして

は説明を省略させていただきます。 

 以上説明といたします。 
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 御審議賜り、お認めくださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されした。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１４号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第１４号

平成１７年度上富良野町簡易水道事業別会計補正予

算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第１４号平成１７年度上富良野町簡易水道

事業特別会計補正予算（第４号）につきまして、補

正の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目としまして、水道管移設補償工事として計

上しておりました衣川橋架替工事及び道々上富良野

旭中富良野線交付金工事の事業量精査による減でご

ざいます。 

 ２点目としまして、江花地区浄水場井戸洗浄工事

及び量水器の検満工事などの事業費精査による減で

ございます。 

 ３点目としまして、事業量、事業費精査に伴い繰

入金を減額するものでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１４号平成１７年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１９７万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６,６８１万２,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次の１ページをお開き願いたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金１４２万２,０００円の減。 

 ４款諸収入５５万１,０００円の減。 

 歳入の合計といたしまして１９７万３,０００円

の減でございます。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費１９７万３,０００円の減でございま

す。 

 次の２ページ、３ページの歳入歳出予算補正事項

別明細書以降につきましては説明を省略させていた

だきます。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして議決賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１５号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第１５号

平成１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第１５号平成１７年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）につきまして、

補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点目としまして、下水道使用料の予算額

が、節水などにより予定額を下回ることが想定され

ますことから、補正を行うものでございます。 

 ２点目としまして、基準内繰り出しの経費の確定

及び自己財源充当減による繰入金の補正でございま

す。 

 ３点目としまして、建設事業費確定による町債の

減でございます。 

 歳出の１点目としまして、水洗化等改造補助金な
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どの確定による一般管理費の減及び維持管理業務な

どの精査による施設管理費の減でございます。 

 ２点目としまして、起債対象事業費の確定及び需

用費精査による事業費の減でございます。 

 ３点目としまして、地方債償還金利子確定による

公債費の減でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１５号平成１７年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１８７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３億５,８１２万４,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の追加及び廃止は、第２表

債務負担行為補正による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正によ

る。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款使用料及び手数料１５０万円の減。 

 ３款繰入金１８万円の減。 

 ５款諸収入１万円。 

 ６款町債２０万円の減。 

 歳入の合計１８７万円の減でございます。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１５９万９,０００円の減。 

 ２款公債費２７万１,０００円の減。 

 歳出の合計１８７万円の減でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２表債務負担行為補正。 

 （１）追加。 

 浄化センターの維持管理業務につきましては、新

年度からの水処理、汚泥処理の機器類の稼働に支障

が生じないよう業務の委託契約を年度内に行う必要

があることから、債務負担行為の追加として補正を

お願いするものでございます。 

 期間につきましては、平成１７年度から平成１８

年度、限度額は４,１２７万６,０００円でございま

す。 

 同じく第２表（２）の平成１７年度水洗化等改造

資金貸付に伴う利子補給金につきましては、今回申

請者がなかったことにより廃止するものでありま

す。 

 次に、第３表地方債補正。 

 （１）変更。 

 起債の目的、公共下水道事業一般分の限度額は２

０万円減の１,２２０万円でございます。 

 次のページの５ページから６ページの歳入歳出予

算補正事項別明細書から１２ページまでにつきまし

ては説明を省略させていただきます。 

 １３ページをお開き願いたいと思います。 

 債務負担行為表の浄化センター維持管理業務につ

きましては、先ほど申し上げましたので説明を省略

させていただきます。 

 次に地方債でございます。 

 下水道事業債の当該年度末現在高見込額は２０万

円減の３３億６,４８０万４,０００円でございま

す。 

 以上、補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして議決賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑を承ります。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、ここに廃止とある水洗化の改造資金

利子補給ということで、これは１７年度分がなかっ

たから廃止なのか、これから先もそうなのか、

ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １６番渡部議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 そのとおりでございまして、１７年度がなかった

ということで、１８年度からまた計上させていただ

きます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 



 

― 20 ―

◎日程第１２ 議案第１６号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第１６号

平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） ただいま

上程されました議案第１６号平成１７年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 歳入の１点目につきましては、介護保険制度の見

直しによりまして、特養においては居住費及び食費

が、また、デイサービスセンターにおいては食費が

利用者負担となりましたことから、介護給付費と自

己負担金をそれぞれ精査させていただいたところで

ございます。 

 ２点目につきましては、町民の方４名の方から御

寄附がありました。内訳としましては、２万円の寄

附が２件、５万円の寄附が２件ありまして、合計金

額１４万円の寄附をいただいたところでございま

す。これら寄附目的に沿いまして施設整備を図るよ

う、施設整備基金に予算を計上いたしたところでご

ざいます。 

 ３点目は施設整備基金からの繰入金につきまして

は、基金で整備しておりました事業費が確定いたし

ましたことから、減額補正するものでございます。 

 歳出の１点目につきましては、産休及び育児休業

の職員の休職期間が確定いたしましたので、給与費

及びその代替の臨時職員の人件費の精査と施設整備

費につきましては、事業費確定によります減額補正

でございます。 

 ２点目につきましては、寄附金と収支の差額を合

わせまして５００万円を今後の施設整備に充てるよ

う基金として積み立てるものでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１６号平成１７年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成１７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為については、「第２表 債

務負担行為補正」による。 

 １ページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入２６万円。 

 ３款寄附金１４万円。 

 ４款繰入金４０万円の減。 

 歳入合計の増減はございません。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２７２万円の減。 

 ２款サービス事業費２６２万６,０００円の減。 

 ３款施設整備費５６万７,０００円の減。 

 ４款基金積立金５００万円。 

 ６款予備費９１万３,０００円。 

 歳出合計の増減はございません。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 (１)追加につきましては、新年度からの業務委託

に支障が生じないよう、年度内に委託契約を行う必

要があることから、債務負担行為をお願いするもの

でございます。 

 施設警備業務につきましては、限度額を３１１万

９,０００円、施設清掃及び洗濯業務につきまして

は、限度額５５８万６,０００円としまして、期間

はそれぞれ平成１７年度から平成１８年度とするも

のでございます。 

 ３ページ以降の事項別明細書につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議いただきましてお認めいただけますようお

願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１７号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第１７号

平成１７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 
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○町立病院事務長（垣脇和幸君） ただいま上程さ

れました議案第１７号平成１７年度上富良野町立病

院事業会計補正予算（第３号）につきまして、補正

の要旨を御説明申し上げます。 

 最初に、予算第３条の収益的収入及び支出につい

てでございますが、１点目は、特別利益の計上につ

いてでございます。 

 内容につきましては、平成１２年度の介護保険事

業スタートに際し、病院に療養型病床の開設を行う

べく申請に必要な医師数確保のため、不足する医師

をやむなく非常勤医師から常勤医師として措置をし

たところでありました。このことが名義借り類似行

為として、北海道から厳重注意処分を受けた経過に

ございます。 

 このことにつきましては、平成１５年９月の定例

町議会一般質問での答弁、また、同じく１５年１２

月の定例議会におけます行政報告並びに町民へのお

わび等を行っているところでございます。 

 このたび、平成１７年３月、道の調査を受けまし

て、北海道社会保険事務所の調査を受けました。対

象医師６名、延べ７６月分の社会保険の適用がさか

のぼりまして取り消しとなりまして、今回計上の事

業主負担分の保険料の返還分５１１万８,０００円

を補正するものでございます。 

 ２点目は、医業費用につきましては、手術の増に

よります血液製剤等の材料費の増、また、燃料費単

価のアップに伴います増額を行います。また、上下

水道料及び借上等につきましては、減額精査をいた

すものでございます。 

 ３点目は、過年度損益修正損の計上でございま

す。内容につきましては、交通事故の自賠責保険に

係るものが１件、それから労災事項に係ります給付

に係るものが１件、それから生活保護に係ります給

付のものが１件、計３件のものにつきまして、いわ

ゆる二重の調停となっておりました。このことにつ

きましては大変申しわけなく、今後このようなこと

が起きないよう、十分留意して処理をしてまいりま

す。まことに申しわけございませんでした。 

 次に、予算第４条の資本的収入及び支出の１点目

につきましては、町民の方から１件５万円の御寄附

がございました。趣旨に沿いまして、什器備品に充

てるように計上いたすものでございます。 

 ２点目は、泌尿器科診療日の尿検査の時間短縮を

図るため尿の自動検査機と、防衛庁の調整交付金事

業で購入いたしておりました検査器具の中で、一部

検査室のエアコンの設置については補助の対象外と

いうことになりましたことから、所用の財源調整を

行いまして、設置することといたしたものでござい

ます。 

 債務負担行為につきましては、新年度からの病院

の診療請求事務、警備、清掃、それからボイラー主

任、洗濯業務等の業務を支障のないように行うた

め、年度内に契約を行うことから、債務負担行為の

補正をお願いするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にさせていただき

ます。 

 議案第１７号平成１７年度上富良野町立病院事業

会計補正予算（第３号）。 

 第１条、平成１７年度上富良野町立病院事業会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款病院事業収益５１１万８,０００円。 

 第３項特別利益５１１万８,０００円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用５１１万８,０００円。 

 第１項医業費用５万３,０００円の減。 

 第２項医業外費用５万３,０００円。 

 第３項特別損失１万８,０００円。 

 第４項予備費５１０万円。 

 資本的収入及び支出、第３条、予算第４条に定め

ました資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。 

 収入。 

 第１款資本的収入５万円。 

 第４項寄附金５万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出５万円。 

 第２項建設改良費５万円。 

 債務負担行為。 

 第４条、債務負担行為をすることができる事項、

期間及び限度額は次のとおりと定めます。 

 事項、町立病院管理業務並びに医事等業務。 

 期間、平成１７年度から平成１８年度、限度額

３,５６０万１,０００円。 

 次に、１ページからの予算補正実施計画以降につ

きましては説明を省略させていただきます。 

 以上、説明といたします。 

 御審議をいただきましてお認めくださいますよう

お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



 

― 22 ―

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第３２号 

○議長（中川一男君） 日程第１４ 議案第３２号

財産取得の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第３２号財産取得の件につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 本件は、町民の憩いの場、野外の活動の場とし

て、市街地の良好な景観を確保し、立地箇所の有意

性から、地元ＰＲなどの情報発信を初め、各地域活

性化につながるさまざまな活動の場として、光町３

丁目地区に都市計画街区公園、見晴台公園を設置す

るため、防衛施設庁所管の補助採択を受け、用地の

取得を行おうとするものであります。 

 この用地につきましては、所有者本田健氏名義

の土地で、地目は畑、原野であり、用地の価格算定

につきましては、平成１７年３月時点で行った不動

産鑑定士による鑑定評価をもとに宅地見込み地とし

て、北海道建設部所管に係る北海道事業用地事務取

扱要領に定める取り引き事例比較法により調査し、

評価価格を決定したものであります。 

 価格につきましては、１平方メートル当たり、畑

６,６００円、原野６,６００円をもって売買するこ

との承諾を得るに至ったところでございます。 

 購入いたします土地の面積は５,４１７平方メー

トルであり、取得価格では３,５７５万２,２００円

となるところでございます。 

 なお、工事の実施につきましては、平成１７年ゼ

ロ国債により着工し、平成１８年度完成の予定であ

ります。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第３２号財産取得の件。 

 都市計画街区公園の整備用地として、次の土地を

取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例第３条の規定により

議会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得する財産の表示、土地。 

 表示内容につきましては、所在、地番、地目、面

積の順により申し上げます。 

 空知郡上富良野町光町３丁目２５５４番の１、

畑、５,１５５平方メートル。 

 同じく２５５４番の２、原野、２６２平方メート

ル。 

 合計といたしまして５,４１７平方メートルでご

ざいます。 

 ２、取得先、空知郡上富良野町●●●●●、●●

●●。 

 ３、取得価格、３,５７５万２,２００円。 

 ４、取得時期、平成１７年度中。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議賜りましてお認めくださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第３６号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 議案第３６号

南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ１７

国債）請負契約締結の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第３６号南部地区土砂流出対策工事（ベベ

ルイ川）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件につきま

して、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本工事につきましては、防衛施設庁所管の委託工

事として実施するものであります。 

 工事の目的といたしましては、演習場内を東西に

流下しております区間のうち、工作物が設置されて

いる延長１,４００メートル間を河川環境保全の観

点から落差工及び砂防ダムに魚道の整備を行い、河

床路を橋梁化とし、魚類が遡上または自由に可動で

きるようにし、生態系の回復を図るものでありま

す。 

 本工事の概要としまして、魚道工１２基、護床工

２,３００平方メートル、根固め工一式、また、仮
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設といたしまして仮締切工、水替え工、抜根処理な

どが主なる工事内容であります。 

 次に、本議案につきましては、地元業者を含む７

社を指名いたしまして、２月２４日、入札を行った

結果、大北土建工業株式会社が１億３,１００万円

で落札し、消費税を加算いたしまして、本議案の１

億３,７５５万円であります。 

 参考までに、２番札は新島工業株式会社の１億

３,１５０万円であります。 

 また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行実施としまして、公表を行っております。落

札率につきましては、９６.６０％でございます。 

 以下、議案を朗読し提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 議案第３６号南部地区土砂流出対策工事（ベベル

イ川）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件。 

 南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ川）（Ｈ１

７国債）の請負契約を、次により締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

る。 

 記。 

 １、契約の目的。南部地区土砂流出対策工事（ベ

ベルイ川）（Ｈ１７国債）。 

 ２、契約の方法。指名競争入札による。 

 ３、契約金額。１億３,７５５万円。 

 ４、契約の相手方。富良野市本町８番１号、大北

土建工業株式会社代表取締役社長荒木毅。 

 ５、工期。契約の日から平成１８年１２月２８日

まで。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議賜りまして議決くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 今のベベルイ川の入札

の件でございますが、今、公共事業が非常に少なく

なりまして、当町においても建設業者が非常に受注

額が減っているということから、ジョイントベン

チャー、共同企業体が組めなかったのか、またこう

いう事業が出たとき、分割発注というのか、そうい

うことができないのかお聞きします。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １４番長谷川議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 昨今の建設事業の公共事業の縮減でかなかなか従

前よりかなり減ってきておりますけれども、この工

事につきましては、御案内のとおり演習場の中でベ

ベルイ川、上富良野町の河川の流量の中でもかなり

大きいところで、しかも今回施工するこの工種につ

きましては、河川のカーブ区間に落差工が入ってお

りまして、その落差工のところに魚道を設けるわけ

でございますけれども、かなり高度なコンクリート

の施工技術が必要とされるというようなことから、

ランクでいうとＡクラスというか、そういうところ

を選考したところでございます。 

 それから、分割でございますけれども、この区

間、先ほど申し上げましたように、水量も多く分割

ではなかなか仮設等で大きな諸経費等がさらに加わ

るということで、分割でどうしても施工するという

ことになれば、その分の通常の金額、それぞれの金

額に戻した積算をしなければならない。その分につ

いては、当然国の補助対象にはなりませんので、そ

ういうことも考えて分割をしないということで、一

つのロットの発注をさせていただいたところでござ

います。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第３７号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 議案第３７号

北２４号道路改良舗装工事（改良工）（Ｈ１７国

債）請負契約締結の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第３７号北２４号道路改良舗装工事（改良

工）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁所管の補助事業として実施

するものであります。 

 工事概要としまして、延長５２４.３１メート

ル、道路土工１万８,３００立方メートル、法面工

７,１００平方メートル、擁壁工一式、路盤工９,５

００平方メートル、防護柵工３００メートル、排水

溝８８０メートルなどが主なる工事内容でありま

す。 

 次に、本議案につきましては、地元業者を含む７
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社を指名いたしまして、２月２４日、入札を行った

結果、アラタ工業株式会社が１億４,１８０万円で

落札し、消費税を加算いたしまして本議案の１億

４,８８９万円であります。 

 参考までに、２番札は高橋建設株式会社の１億

４,２００万円であります。 

 また、本工事につきましても予定価格事前公表の

試行実施としまして、公表を行っております。落札

率につきましては、９５.９１％でございます。 

 以下、議案を朗読し提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 議案第３７号北２４号道路改良舗装工事（改良

工）（Ｈ１７国債）請負契約締結の件。 

 北２４号道路改良舗装工事（改良工）（Ｈ１７国

債）の請負契約を次により締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的。北２４号道路改良舗装工事（改

良工）（Ｈ１７国債）。 

 ２、契約の方法。指名競争入札による。 

 ３、契約金額。１億４,８８９万円。 

 ４、契約の相手方。上富良野町北町２丁目、株式

会社アラタ工業代表取締役荒田裕昭。 

 ５、工期。契約の日から平成１９年２月２８日ま

で。 

 以上、説明を終わります。 

 御審議賜りまして議決くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 あす３月３日は本定例会の２日目で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御出席賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上であります。 

午前１１時５４分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

     ◎開 議 宣 告            

○議長（中川一男君） 昨日に引き続き、出席まこ

とに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１８年第１回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 本日、平成１８年度富良野広域串内草地組合一般

会計予算書と、平成１８年度富良野地区環境衛生組

合一般会計予算書をお手元にお配りいたしましたの

で、御審議の参考としていただきますようお願い申

し上げます。 

 なお、平成１８年度上川南部消防事務組合一般会

計予算書は、後日配付いたします。 

 一般質問の通告期限は、本日午後３時までとなっ

てございます。時間内に通告を賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １６番 渡 部 洋 己 君 

    １７番 西 村 昭 教 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（中川一男君） 日程第２ 町政執行方針、

教育行政執行方針、日程第３ 議案第１号平成１８

年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議案第２

号平成１８年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、日程第５ 議案第３号平成１８年度上富良野町

老人保健特別会計予算、日程第６ 議案第４号平成

１８年度上富良野町介護保険特別会計予算、日程第

７ 議案第５号平成１８年度上富良野町簡易水道事

業特別会計予算、日程第８ 議案第６号平成１８年

度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程第

９ 議案第７号平成１８年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計予算、日程第１０ 議案第８号

平成１８年度上富良野町水道事業会計予算、日程第

１１ 議案第９号平成１８年度上富良野町病院事業

会計予算の件を一括して議題といたします。 

 まず、町長より、町政執行方針について説明を求

めます。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 平成１８年第１回定例議会

の開会に当たり、町政執行の基本姿勢について、そ

の概要を申し述べさせていただきます。 

 我が国の経済は、企業部門の好調さが家計部門へ

波及しており、地域や業種によってはばらつきが見

られるものの、総じて民間需要中心の緩やか回復が

続くとされております。 

 物価においても、依然としてデフレ状況にありな

がら、実体経済が緩やかに回復する中で、政府と日

銀が一体となった取り組みを行うことによって、デ

フレ脱却の展望が開け、消費者物価や物価変動指数

も年度を通してみると、わずかながらもプラスに転

じると見込まれております。 

 我が国の財政は、このような経済情勢を背景に、

国税収入の上向き動向を踏まえ、平成１８年度予算

において、国債発行額を前年度よりも大幅に減額

し、３０兆円以下にとどめたものとなっておりま

す。 

 しかし、歳入歳出構造は、高齢化の進展などに伴

う諸経費の増大や公債の累増に伴う国債費の増大な

どにより、さらに硬直化していることから、２０１

０年代初頭における基礎的財政収支の黒字化と、小

さくて効率的な政府の実現に向け、歳入歳出の両面

において思い切った見直しがなされたところであり

ます。 

 一方、地方自治体の財政状況は、中央における景

気拡大基調や国家財政の危機的状況のもとで、急速

な構造改革の影響により、極めて厳しく、ここ数

年、年を追うごとに深刻の度合いを増しておりま

す。 

 とりわけ、国庫補助負担金の改革と、その税源移

譲や地方交付税総額の抑制策を意図する国の三位一

体改革により、地方自治体財政の根幹をなす地方交

付税などが大幅に削減されており、ほとんどの地方

自治体では極度な財源不足に陥っております。 
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 この、国・地方を通じた極めて厳しい財政の状況

を踏まえたとき、ともに中長期的な一層の構造改

革、とりわけ行財政改革を政策の中心に据えなけれ

ば、我が国の未来はないと言っても過言でない事態

にあります。 

 町の現状については、町税収入が上向く兆しもな

く、単に国からの地方交付税や臨時財政対策債な

ど、貴重な一般財源の減額影響のみが顕著となって

いることから、ますます財政構造的に硬直化が進む

ことになりますので、行政運営も従来のような前例

踏襲の発想では、量的・質的両面にわたり現行の行

政サービス水準をすべて維持することは困難な実態

にあります。 

 このような状況を踏まえて、町では地方分権の実

現や地域の実情に十分配慮しながら、財政的自立に

向けた道筋をつけるため、平成１６年９月に策定い

たしました上富良野町行財政改革実施計画を着実に

実践をし、効率的で持続可能な財政への転換を図る

とともに、これからの時代を見据えた中で、本来の

行政機能を発揮することが私に課せられた責務であ

ることを強く自覚しているところであります。 

 本年度は、５カ年計画とした行財政改革の折り返

しの年でありますので、前期の成果を総括し、見直

しが必要な項目については見直しを加え、後期計画

に効果的な反映ができるよう引き続き取り組んでま

いりますので、議員各位並びに町民皆様の特段の御

支援と御協力を切にお願い申し上げる次第でありま

す。 

 それでは、まず、町政執行の基本であります財政

運営について申し上げます。 

 一般会計の歳入では、町税においては、税制改正

内容を踏まえ、公平・公正を原則に、できる限りの

収納対策を講じることで９億円の額を確保してまい

ります。 

 また、国の三位一体の改革における削減などの内

容は、国庫補助負担金を一般財源化などにより、総

額４兆７,０００億円、削減による税源移譲額では

３兆円、さらには、赤字地方債を含めた交付税では

５兆１,０００億円を削減・抑制した結果でありま

したので、町の歳入は税源移譲分として、所得譲与

税を９,９００万円、臨時財政対策債を含めた地方

交付税を、前年当初比４.４％減の２８億９,４００

万円、各種譲与税及び交付金など、自主財源の繰越

金や基金からの繰入金を加え、一般財源総額で昨年

同額程度の４７億４,６００万円を何とか確保した

ところであります。 

 また、ごみ処理経費を初めとした関係行政経費の

一部について、受益者負担の適正化を図る観点か

ら、町民の皆さんにも御負担をお願いすることとし

ております。 

 一方、歳出では、人件費の抑制を図るため、新職

員数適正化計画に基づいた退職者の欠員不補充を初

め、諸手当の見直し削減を進めるとともに、施設管

理面では、軽費老人ホーム「ケアハウスかみふら

の」を施設ごと民間法人へ移譲することや特定施設

の指定管理者制度導入など、民間活力を積極的に活

用して、サービスの向上と経費の節減や効率化に努

め、その他補助金等の整理合理化や事務事業の再評

価についても指針に基づいて実効を上げてまいりま

す。 

 また、投資的経費については、緊急度の高い事案

に絞って予算化することで、収支の均衡を図るよう

に努めました。 

 しかし、現状では、扶助費や過去に実施した公共

事業等の公債費などの増加額を吸収するには至ら

ず、最終的に特定目的基金のほか、財政調整基金に

財源を求めざるを得ない結果となったところであり

ます。 

 このような中で、第４次総合計画推進期間も終盤

を迎えておりますが、町の貴重な財源である地方交

付税は、今後も国の方針により減額傾向で推移が予

測されることから、その先の見通しが立つまでの当

分の間、厳しい財政運営が強いられることは否めま

せん。 

 今後もその動向を十分に見きわめながら、現総合

計画が目標とする「ふれあい大地の創造」の実現を

目指し、まちづくりの基本方針の四つの柱である

「豊かな心の人のまち」、「活力ある産業のま

ち」、「住みよい快適なまち」、「共に創るまち」

の各分野における諸施策を推進してまいります。 

 それでは、各分野における主な施策の概要につい

て申し上げます。 

 最初に、一つ目の柱の「豊かな心の人のまち」づ

くりについてであります。 

 国際的にも、国内的にも、大きく変化する社会の

中にあって、町が真の豊かさやいきがいと活力に満

ちた地域社会を築いていくためには、その基礎とな

る人づくりが最も重要であります。 

 このため、教育委員会とも十分連携をとりなが

ら、生涯教育の観点に立ち、幼児から高齢者までの

各期に、そして教育・文化・スポーツなどの各領域

にわたる学習の場の条件整備に努めてまいります。 

 人材育成については、引き続き友好都市提携を結

んでいるカナダ国カムローズ市及び三重県津市との

交流に努めてまいります。 

 道立上富良野高等学校について、北海道教育委員

会が示している方針は、公立高等学校の適正規模は

４学級から８学級であり、小規模高等学校において



 

― 30 ―

は、原則的に統廃合を検討する考え方であります。 

 このような状況から、地域に根差した特色のある

地域の高校として、関係機関や教育委員会はもとよ

り、中富良野町とも十分連携を図りながら、存続に

向けた要望運動を展開してまいります。 

 健康で生き生きと暮らし続けることは、町民だれ

もが願ってやまないことであります。そのために

も、一人一人の生活習慣のあり方が、その後の健康

や医療、さらには生活対応などに大きく影響してい

くことを共に理解することが大変重要であります。 

 国においては、保健・医療・福祉の密接な連携が

重要であることから、医療保険や介護保険、さらに

は障害者支援制度などの大幅な改正に着手し、その

対応を地方自治体に求めております。 

 町でも、制度改正に適切に対処し、町民皆さんの

保健・医療・福祉の諸施策に取り組んでまいりま

す。 

 しかし、特に少子高齢化が確実に進行する中で、

地域の福祉活動については、地方財政の悪化とも相

まって、より小さな地域内での福祉力の醸成が必要

になってまいります。そのため、民間の関連組織は

もとより、社会福祉協議会との連携をより一層密に

し、町民の皆さんとの協働を基盤とした地域福祉事

業の推進に努めてまいります。 

 町民の保健福祉の拠点施設として開設した保健福

祉総合センター「かみん」については、開設１年を

経過しましたが、おかげさまで年間利用者は約１０

万人を超えております。今後も、施設機能を十分に

発揮して利用の促進を図ってまいります。 

 高齢者福祉については、在宅生活の支援を柱に、

家族や地域の中で存在感のある生活を送れるよう、

引き続き在宅福祉推進事業を実施してまいります。 

 介護保険サービスの一つである居宅介護支援事業

については、在宅介護を支える要となるケアマネジ

メント・サービス管理を実施するものであります

が、介護保険法の改正で、中・重度者への在宅生活

支援の強化が示されておりますので、他の居宅介護

支援事業所・介護保険サービス事業所と連携を図

り、今まで以上に地域における在宅介護を推進して

まいります。 

 高齢者が住みなれた地域で、その人らしく、そし

て尊厳のある生活を送るためには、要介護状態にな

らないための予防対策や高齢者の状態に応じた医療

から介護までさまざまなサービスを適切に提供する

ことが必要となります。 

 このため、高齢者の心身の健康維持、保健・医

療・福祉の向上や生活安定のために必要な援助・支

援を包括的に行う機関として、現在の「在宅介護支

援センター」を「地域包括支援センター」に改め

て、その機能を果たしてまいります。 

 子育て支援については、「子どもセンター」を拠

点施設として、引き続き支援活動の充実に努めて努

めてまいります。 

 また、上富良野小学校で開設しておりました幼児

の「ことばの教室」を、本年４月から母子通園セン

ターに統合し、あわせて名称を「発達支援セン

ター」と改めて、個々の発達に応じたきめ細かい療

育支援を進めてまいります。 

 子育て支援と療育支援のいずれにおいても、通所

する方々だけでなく地域全体に目を広げ、就学まで

の間のあらゆる機会をとらえながら、発達段階での

解決すべき課題や発達障害の早期発見などに努める

とともに、必要に応じて関係機関の専門的な指導を

仰ぎながら、具体的な支援策を講じてまいります。 

 保育事業については、昭和３３年から運営してま

いりました東中へき地保育所が、近年、区域内の幼

児が減少したことから、他の保育所への通所などに

ついて、地域との合意に基づき、本年３月をもって

閉鎖し、中央、西、わかばの三つの認可保育所によ

り、基本定員１９５名をもって進めてまいります。 

 また、西保育所については、現在、指定管理者制

度による管理運営代行となっておりますが、平成１

８年度をもって３カ年の指定期間が満了しますの

で、本格的な民営化に向けた検討を進めてまいりま

す。 

 障害者福祉については、本年４月から障害者自立

支援法により事業が行われますが、改正内容の細部

がいまだに明確になっておりませんので、今後、動

向を十分見きわめながら、障害を持つ方々の生活に

不安のないよう適切に対処して取り組んでまいりま

す。 

 また、障害自立支援法に基づく認定審査会につき

ましては、介護保険認定審査会を参考に、富良野圏

域５市町村の共同設置の方向で協議を進めてまいり

ます。 

 介護保険事業については、第３期目のスタートの

年を迎えておりますが、制度の大幅な見直しによ

り、これまでの介護給付中心から要介護者発生の抑

制へと変更になり、介護予防対策など関連する事業

の積極的な取り組みが求められております。町にお

いては、先駆けて独自に予防対策を基本とした実践

を続けておりましたので引き続き保健事業等との連

携を密にし、さらなる事業推進を図ってまいりま

す。 

 なお、第３期の介護報酬の試算結果は、今まで維

持してきた第１号被保険者の介護保険料の月額３,

０００円では介護保険事業の運営が難しいことか

ら、５００円を引き上げて月額３,５００円に改正



 

― 31 ―

する内容の関係条例を議案として本定例会に上程し

ております。 

 保健予防については、これまで推進してまいりま

した生活習慣病の発症予防をさらに促進させ、早世

予防、健康寿命の延長に取り組んでまいります。 

 特に、医療給付の増嵩要因である糖尿病について

は、要介護認定者となる確立が高いことから、国保

ヘルスアップ事業により、日常生活習慣改善を目的

とした事業展開や学習機会の提供に努めるなど、予

防を重点に置いて積極的な取り組みを進めてまいり

ます。 

 乳幼児期から高齢期に至るそれぞれの時期にあら

われる、発達面、精神面、身体面などの特徴的な変

化をとらえ、必要な時期の必要な診断やその診断結

果に応じた対策など、町民の健康生活を支援するた

めに引き続き各種健診事業を実施してまいります。 

 病院事業については、町民の健康維持、疾病の早

期発見・治療及び救急医療体制の維持が重要である

ことから、経営基盤強化や経営効率化に努めるとと

もに、引き続き地域の医療ニーズに沿った体制の整

備に努めてまいります。 

 特に、昨年１０月からは、福祉法人北海道社会事

業協会富良野病院より泌尿器科医師の派遣を受け、

地元で治療を求める方々への診療で大きな成果を挙

げております。この経験を生かし、今後も旭川医科

大学を初め、他医療機関と連携した地域医療支援事

業等により、一層の経営改善に努めてまいります。 

 ラベンダーハイツについては、介護保険の制度改

正を踏まえ、高齢者が安心して生活できる老人福祉

施設の拠点として、また在宅福祉施設として、利用

者ニーズに沿ったサービスを提供するとともに、地

域ボランティアの協力を得ながら、健康管理と生き

がいのある日常生活が送られるよう施設運営に努め

てまいります。 

 また、特別養護老人ホームとデイサービスで共用

しております浴室については、利用者の制約など潜

在的な問題を解消するため、デイサービスセンター

の浴室を新設し、それぞれの利用者がゆっくり入浴

できるよう改善してまいります。 

 国民健康保険事業については、国の医療制度改革

大綱に基づいた医療制度全体のあり方の中で検討が

なされており、昨年度以降、三位一体改革に関連し

て国庫負担と保険料負担を均等にするなど、都道府

県の役割・権限の強化による市町村の国保財政の安

定化が図られている状況でありますので、これらの

動向を見きわめながら国保財政の安定的な運営に努

めてまいります。 

 特に、介護納付金については介護２号被保険者数

の減少により、被保険者に応分の負担をお願いする

ため、関係議案を本定例会に上程しております。 

 また、昨年度から国保保険事業の助成策として実

施しております国保ヘルスアップ事業では、糖尿

病、循環器系疾患の危険因子をもつ生活習慣病の予

備軍となる方々に対して、疾病発症の危険性を取り

除く個別健康支援プログラムを作成するなど、個別

の生活改善・体質改善を指導して医療費の抑制に努

めてまいります。 

 老人保健事業については、公費負担割合の段階的

引き上げが見込まれることから、町負担の増嵩が予

想される厳しい状況を十分認識し、安定した運営に

努めてまいります。 

 次に、二つ目の柱の「活力ある産業のまち」づく

りについてであります。 

 農業、農村を取り巻く環境は、平成１９年産の作

物から導入される品目横断的経営安定対策により、

農政の大転換が図られるなど、厳しい対応が求めら

れております。 

 国は、従来の農業者すべてを一律的に対象とし

て、個々の品目ごとに講じてきた施策を、今後は意

欲のある担い手農業者に限定し、施策を集中化・重

点化するなどの見直しがなされており、また、諸外

国との生産格差の是正や農産物販売収入の変動が経

営に及ぼす影響を緩和する施策を実施することで、

従来の価格政策から所得政策への転換を図っていま

す。 

 この政策の対象となる農業者は、認定農業者及び

集落営農が要件となるため、現農業者が不利益にな

らないよう、認定農業者の認定等に関する相談窓口

体制を整えるなど、関係機関とともに対応してまい

ります。 

 町の基幹産業である農業の振興については、農業

者の自主的な取り組みを基本にして、農業の基礎で

ある土づくり、営農条件に即した輪作体系の確立、

生産コストの低減など創意工夫をこらし、良質で安

全・安心な農産物の生産が図られるよう、第５次農

業振興計画にもとづき関係機関と連携のもとに推進

してまいります。 

 特に奨励作物振興事業については、従来のメ

ニューのほかに、先進的農業に取り組む法人等に対

して支援を行ってまいります。 

 農地流動化対策については、条件の不利な農地に

ついては植林などを勧め、また、優良農地について

は、地域の農用地利用改善組合を通じて、経営規模

拡大を目指す農業者にあっせんを行うなど、農地の

流動化を積極的に推進してまいります。 

 防衛施設庁所管の演習場周辺農業用施設設置助成

事業については、ふらの農業協同組合の事業主体に

よる農業用機械の導入を行ってまいります。 
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 森林の育成については、森林の持つ水土保全や大

気循環、地球温暖化防止などの公益的機能を持続さ

せるため、民有林施業計画に基づき適切な管理を行

う森林所有者の取り組み事業に対して、国・道補助

のほか、町も助成を行ってまいります。 

 商工振興については、小規模企業及び商工業者の

経営安定を図るため、経営改善指導事業と町民に憩

いの場を提供し、賑わいを創出していくための地域

振興対策事業を実施してまいります。 

 観光振興については、経済効果はもとより、地域

の活性化や人々の心に豊かさをもたらす効果を期待

できることから「富良野・美瑛広域観光」の推進に

より地域内への誘客を目指してまいります。 

 特に近年、韓国、香港等など、アジア圏からの観

光客の入り込み数が伸びていることから、関係市町

村や観光協会と連携して、訪れた方々に満足いただ

けるような観光ボランティアの積極的な活動や外国

語よる情報提供などを行ってまいります。 

 次に、三つ目の柱の「住みよい快適なまち」につ

いてであります。 

 景観行政については、かみふらの景観づくり条例

に基づく「景観づくり推進会議」を設置し、「かみ

ふらの景観づくり重点地区」の指定に向けた作業を

関係する皆さんと進めるとともに、かみふらの景観

づくり基本計画に沿った施策の展開を図ってまいり

ます。 

 駅及び周辺商業地域の整備については、実施した

場合の事業効果を精査し、導入事業メニューを具体

的に選択するとともに、実現性や実施までの過程な

ど全体を明らかにするため、より踏み込んだ協議を

進めてまいります。 

 公園・緑地の整備については、光町３丁目地区に

「町民の憩いの場・活動の場」「良好な景観形成」

「地域の活性化」の観点から、防衛施設庁所管の民

生安定施設設置助成事業の採択を受けて「見晴台公

園」として都市計画公園を整備し、平成１９年度の

供用開始に向けた取り組みを進めてまいります。 

 上水道及び簡易水道並びに飲料水供給施設につい

ては、清浄で良質な飲料水の安定的な供給に努めて

まいります。 

 特に、上水道事業では、倍本浄水場電気計装設備

が老朽化したことから、設備の更新を行い、適正な

機能を発揮してまいります。 

 公共下水道事業については、浄化センターの経年

によって劣化してきている中で、機器類の適切な維

持管理を行い、経営の安定化に努めてまいります。 

 一般廃棄物については、受益者負担の適正化を図

るため、現行のごみ分別制度が定着した中、増嵩す

る処理経費の一部を町民の皆さんにさらなる御負担

をいただくよう、ごみ手数料の条例改正について議

会との協議を重ねておりますので、議決を得た段階

で町民の皆さんに周知を図ってまいります。 

 なお、クリーンセンターについては、引き続き適

時適切に維持補修を加えるなどにより、経費の増嵩

を抑えながら安定稼動に努めてまいります。 

 合併浄化槽設置事業については、平成１５年度の

事業開始とともに大変多くの希望が寄せられており

ます。近年、国や北海道の助成策に大きな変化が伴

うなど、財源的に厳しい状況にありますが、引き続

き希望者の要望にこたえながら事業を継続してまい

ります。 

 葬斎場の運営については、築後３１年を経過して

おり、２号火葬炉など火葬炉排気筒の耐火煉瓦の積

みかえ時期を迎えておりますので、早期に実施し、

安定運営に努めてまいります。 

 なお、葬斎場の管理経費の一部をさらに利用者の

皆さんに御負担いただくことになりましたので、一

層、適切な施設の維持管理に努めてまいります。 

 防災対策については、新地域防災計画に基づき、

また総合防災訓練などを通じてさらなる強化を図っ

てまいります。特に、地域住民がみずからの地域を

みずからで守るための条件整備として、自主防災組

織の再編成を支援してまいります。 

 また、平成１６年９月に成立した「武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律」

通称「国民保護法」に基づき、本年度は、上富良野

町国民保護協議会を設置するとともに、上富良野町

国民保護計画を策定して、法の趣旨に沿った体制を

整備してまいります。 

 消防関係については、消防車両管理の一元化と、

消防団分団活動の集約化による消防活動の機能強化

を図るため、防衛施設庁所管の事業採択を受けて、

消防防災車庫兼消防団詰所の施設整備を行ってまい

ります。 

 除排雪対策については、できる限り公道に雪を出

さないなど、皆さんの協力が必要となりますが、特

に交差点など見通しの悪い箇所の除排雪に重点を置

き、地域において快適な生活や活動ができるよう安

全対策に努めてまいります。 

 交通安全及び防犯関係については、地域生活安全

のため、各団体それぞれで活動いただいておりまし

たが、各団体との調整協議の結果、さらに青少年問

題も含めて、本年４月から新組織により総合的に地

域活動を進めることとなりますので、町としまして

も「上富良野町生活安全推進条例」に基づき、新組

織との十分な連携のもとに、地域全般にわたる安全

なまちづくりに努めてまいります。 

 消費生活の安全については、本年４月より富良野



 

― 33 ―

市消費生活センター内に共同設置する富良野沿線の

広域相談口として、被害相談や法律相談に対応する

ことになりましたので、新体制の中で町民生活の安

全に努めてまいります。 

 道路網の整備及び河川・砂防などの施設整備につ

いては、安全で安心して暮らせる地域社会の形成

と、地域の産業を支える基盤づくりを基本に据え、

国土交通省・防衛施設庁などの補助制度を活用し、

有効かつ効率的に事業を推進してまいります。 

 また、北海道の管理河川であるトラシエホロカン

ベツ川、デボツナイ川、コルコニウシベツ川の河川

改修工事にあわせ、町道橋の架けかえ事業を推進し

てまいります。 

 次に、四つ目の柱の「共に創るまち」についてで

あります。 

 町が抱えるさまざまな課題や問題を、町民の皆さ

んとともに考え、町の進むべき方向を決定していく

ためにも、あらゆる分野で男女を問わず住民参画の

拡充を図っていくことが重要であります。政策の決

定過程や評価過程などにおいて、より多くの町民の

皆さんに参画いただき、町民との「協働」によるま

ちづくりを進めてまいります。 

 そのためには、町が保有する情報を町民に広く提

供して共有することが重要と考えますので、「広報

かみふらの」や「防災かみふらの」、「出前講座」

のほか「行政ホームページ」など、さまざまな機会

や手段を通じて情報の提供に努めてまいります。 

 また、町民とともに考えるまちづくりについて、

町民意見制度のパブリック・コメントの活用や意見

を交換できる「まちづくりトーク」、「町長と語ろ

う」など広聴活動の充実に努めてまいります。 

 それぞれの地域の条件や課題に応じた地域みずか

らの自主的な判断による地域づくりを促進していく

ため、現在、住民会を初め町内会等の自治会組織に

交付しているさまざまな補助金等について、平成１

９年４月を統合化の目途とし、使途を限定しない一

括交付金として交付するよう、住民会などと協議・

調整を進めてまいります。 

 町の憲法ともいわれる「自治基本条例」について

は、自治の基本ルールとして「共に創るまち」の根

幹をなすものでありますので、将来の制定に向けて

町民の皆さんとともに具体的な作業に取り組んでま

いります。 

 自衛隊関係については、昨年は駐屯地創立５０周

年の節目を記念とし、記念式典並びに町内観閲行進

などが取り進められ、町民の皆さんとともにお祝い

をすることができました。今後も、各自衛隊協力団

体と連携を図り、駐屯地とのより一層の協調関係を

築き上げてまいります。 

 一方、防衛庁の中期防衛力整備計画に基づく組織

見直しが進められており、上富良野駐屯地部隊の改

編・削減についても例外でない状況にありますの

で、部隊の改編・削減反対に向けた取り組みを、美

瑛町を含む富良野圏域６市町村及び富良野地方自衛

隊協力会並びに各自衛隊協力団体と連携を図り、要

望運動を強化してまいります。 

 上富良野演習場に係る防衛施設周辺整備事業につ

いては、事業採択及び促進について、引き続き駐屯

地を初め関係機関と連携調整を図りながら懸案事案

の要望を進めてまいります。 

 行政組織機構については、平成１６年４月の１２

課２６班体制によるスタッフ制を導入してきました

が、時代の要請に応じた簡素で効率的な組織体制の

あり方について、さらに検討してまいります。 

 指定管理者制度については、平成１６年４月にス

タートした西保育所に、本年４月から新たに日の出

公園関連施設、パークゴルフ場、吹上温泉白銀荘の

３施設を加えて、延べ４施設について運用すること

になりますが、地域内の民間事業者などの動向を把

握しながら、さらに他の施設についても適用するこ

とで効果が期待できるものについて、できるだけ早

期に移行できますよう、具体的な検討を進めてまい

ります。 

 広域行政の推進については、昨年５月、富良野地

区広域市町村圏振興協議会内に設置した「自治のか

たち検討プロジェクトチーム」の最終報告が３月下

旬に予定されております。この報告を待って、目指

すべき将来像としての「市町村連携・広域連合・市

町村合併・広域都市」の四つのテーマを５市町村で

議論するとともに、夏に公表を予定されている北海

道の合併構想など、それぞれの状況を踏まえて、町

の対応と方向性を町議会議員の皆さん、町民の皆さ

んと議論してまいりたいと考えております。 

 なお、最終報告の内容については、町民の皆さん

へ説明の機会を設けるなど、情報の共有を図ってま

いります。 

 町税は、町財政の根幹をなすものであり、自主財

源として税収確保は極めて重要であります。 

 このことから、納税については、納期内納税の推

進により、新たな滞納者を出さないよう努めるとと

もに、滞納者の生活実態に応じた確実な分納の推

進、夜間・休日納税窓口の開設、催告や訪問徴収の

徹底、また悪質な滞納者に対する差し押さえなど、

現行制度の中で最大限の収納率向上に向け、職員一

丸となり収納対策の取り組みを進めます。 

 さらに、新たな収納対策として、納税等に誠意を

見せない悪質な滞納者に対しては、町独自の制度と

して行政サービスの制限を講じる条例の制定に向け
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た取り組みを進めてまいります。 

 また、本年度中に町税等のコンビニ収納システム

の導入についても検討を進め、時代に即した収納環

境を整えてまいります。 

 以上、平成１８年度の町政執行に当たり、所信を

述べさせていただきました。 

 次に、平成１８年度の予算案の概要を申し上げま

す。 

 本年度は、国の三位一体の改革が３年目の終期を

迎える年であり、特に主要財源である地方交付税や

地方交付税の振替措置として発行される臨時財政対

策債の動きを注視しておりましたが、国が示した地

方財政計画においては、昨年度より大幅な減額と

なったことから、財源確保に難航をきわめたところ

であります。 

 特に、行財政改革の実施計画の着実な実践を取り

進めながら、歳入においては、町税滞納額の徴収強

化及び手数料の改正等による適正な歳入確保に努

め、歳出では、事務事業の見直し、補助金等の適正

化など、行政サービスの評価検討を行いながら方針

を定め、現段階においての可能な範囲での縮減と投

資的事業の抑制を図ったところであります。 

 しかしながら、一般会計では、財源不足をすべて

解消するには至らず、最終的には特定目的基金を初

め財源調整のために財政調整基金を取り崩すこと

で、予算総額を６７億１,８００万円、前年度対比

で８.７％の減、額にして６億４,４００万円減の予

算案を定めたところであります。 

 また、特別会計及び公営企業会計予算につきまし

ても、制度改正に伴う対応のほか、事業運営に必要

な事項については効率的な対応方針のもと、それぞ

れ予算案をまとめたところであります。特に、繰出

金及び補助金等としては、法令の基準に基づくもの

や財源確保として一般会計によることが妥当なもの

に限り予算措置することで、それぞれの会計へ計上

しました。 

 これらの措置を講ずることによりまして、特別会

計及び公営企業会計予算は、国民健康保健特別会計

１１億５,９６３万円、老人保健特別会計１１億５,

４６７万円、公共下水道事業特別会計３億５,８３

０万円、簡易水道事業特別会計９,６７７万５,００

０円、介護保険特別会計６億６,９３９万６,０００

円、ラベンダーハイツ事業特別会計２億９,４００

万円、病院事業会計９億１,２１７万５,０００円、

水道事業会計２億８,７０３万６,０００円となって

おります。 

 この特別会計及び公営企業会計予算の合計は４９

億３,１９８万２,０００円で、一般会計予算と合わ

せた町全体予算では１１６億４,９９８万２,０００

円、前年度対比で４.８％の減、額にして５億８,２

４１万１,０００円減の財政規模になっておりま

す。 

 以上、議員各位並びに町民皆さんの御理解と御協

力を切にお願い申し上げ、平成１８年度の町政執行

方針といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長より教育行政

執行方針の説明を求めます。 

 教育長、中澤良隆君。 

○議長（中川一男君） 教育長。 

○教育長（中澤良隆君） 平成１８年第１回定例町

議会の開会に当たり、教育委員会の所管する教育行

政の主要な方針について申し上げ、町議会並びに町

民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げま

す。 

 今、我が国は「変革の時代」であり「混迷の時

代」であり「国際競争の時代」であると言われてい

る中、あらゆる分野において構造改革が進められて

きております。 

 教育の分野においても、教育内容や教育制度等、

さまざまな面で改革が進められてきており、中でも

義務教育改革においては、昨年の１０月に中央教育

審議会から「新しい時代の義務教育のあり方」につ

いての答申がなされたところであります。 

 今後、この答申を受けて、学習指導要領の見直

し、教育内容の改善や質の高い教師の養成等につい

て、さらに議論が深められてくるものと思われま

す。 

 このような状況から、我が国の教育の進むべき方

向やそのあり方の動向を踏まえるとともに、「確か

な学力」と「豊かな心」「健やかな体」を軸とした

「生きる力」の育成に向け一層の充実を図ってまい

ります。 

 また、最近は、全国各地で子供たちの安全を脅か

す事件が多発している事態を、教育委員会としては

大変憂慮しているところであります。かつては、学

校は安全で安心なところと考えられていましたが、

外部からの不審者の侵入や登下校時における子供た

ちを巻き込んだ犯罪が、本町でも起き得る可能性が

あることを強く認識しなければならないと考えてお

ります。 

 子供たちの安全を守るためには、地域が一体と

なっての活動が必要なことから、教育委員会、学

校、保護者、地域住民が総ぐるみで将来を担う子供

たちの安全確保に向けて取り組みを進めてまいりま

す。 

 資源の少ない我が国におきましては、人材こそ国

の宝であり地域の宝であります。教育は、この国、

この町の将来を左右する最重要課題の一つであると
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の認識のもと、教育のあらゆる分野において人間力

向上を目指し、教育・文化・スポーツの振興に最善

の努力を払ってまいります。 

 学校教育に今求められているのは、新しい時代に

ふさわしい活力ある学校、すなわち「学校力」の強

化と「教師力」の強化により、子供たちの「人間

力」が豊かに育まれる学校であります。 

 そのためには、学校の方針や重点を明らかにした

教育計画を作成し、家庭や地域との連携のもと、開

かれた学校づくりを進めることが重要であります。

子供たちの真の学力と、健やかな体、そして豊かな

心を育てるため、教職員の資質や指導力の向上を目

指し、各種研修会等への積極的な参加を奨励してま

いります。 

 また、新学習指導要領が意図する基礎・基本を重

視した「確かな学力」を育むための教育活動が各学

校において円滑に実施され、その成果が得られるよ

う「総合的な学習の時間」の充実や、地域の自然や

文化を活用しての特色ある学校づくりを推進してま

いります。 

 児童・生徒の指導等についてでありますが、「上

富良野の青少年健全育成をすすめる会」を初め、地

域が健全な子供を育てるため、各関係機関や団体等

の協力を得て、児童生徒の健全育成に努めてまいり

ます。 

 上富良野中学校に配置している「心の教室相談

員」は、いじめや不登校など問題行動の未然防止に

大きな効果を上げ、高い評価を得ています。本年度

においても、心の教室相談員を配置し、生徒の悩み

や相談に応じてまいります。 

 へき地・複式教育につきましては、ますます少子

化が進み、児童が減少する中、小規模校としての特

性を生かし、少人数の家庭的な雰囲気や自然に恵ま

れた環境のもとで、体験活動を主とした学習に取り

組み、地域に応じた特色ある教育活動の推進に努め

てまいります。 

 清富小学校につきましては、残念ながら平成１７

年度末をもって、７２年にわたる歴史を閉じること

となりました。校舎等の跡利用につきましては、地

域や関係機関の方々の意見を伺い、効果的な施設の

利用を決定してまいります。 

 特殊教育につきましては、平成１９年度から「特

別支援教育」への移行が予定されています。 

 仮称でありますが、「上富良野町特別支援教育連

絡協議会」を設立し、本町における特別支援教育の

体制や、学習障害、多動性障害、高機能自閉症等に

ついての基礎的な知識等を学ぶ研修会を開催し、平

成１９年度を万全な体制で迎えることができるよう

努めてまいります。 

 さらに、引き続き、上富良野小学校と上富良野西

小学校に特別支援教育指導助手を配置し、特別支援

教育の指導体制の充実を図ることといたしました。 

 学校の危機管理につきましては、最近の教育課題

の中で最も大きな問題の一つと考えています。当町

において子供たちを巻き込んだ大きな事件が発生し

ていないことは、学校、地域住民、ＰＴＡや青少年

健全育成をすすめる会等、関係機関の熱心な活動に

よるものと感謝しているところであります。 

 今後は、児童生徒の安全を第一に考え、危機管理

意識の高揚に緊張感を持って取り組むよう教職員へ

の指導の徹底を図るとともに、地域の子供は地域で

守るという共通認識のもと、地域住民の協力を得る

よう取り組んでまいります。 

 学校の危機管理対策としては、上富良野小学校と

上富良野中学校の玄関に監視カメラとオートロック

を設置することにより、学校の安全を守るよう計画

いたしました。 

 また、児童生徒の交通事故や学校における事件、

事故、さらには自然災害などに対する安全教育や他

人を思いやる教育にも努めてまいります。 

 教育環境の整備につきましては、現在の財政状況

を考え、緊急性の高いものから計画的に整備を進め

てまいります。 

 特に、老朽化が著しい上富良野小学校校舎の整備

については、議会や学校等の意見を伺い、本年度に

おいて今後の整備方針の方向性を定めてまいりま

す。 

 各学校施設においても、計画的に整備を進めてま

いりますが、本年度においては課題でありました東

中小学校と江幌小学校、また東中中学校に網戸を設

置するよう計画いたしました。 

 学校給食につきましては、子供たちが豊かな人間

性を育み生きる力を身につけるためには、何よりも

食が重要であるとのことから、平成１７年６月に食

育基本法が制定されました。 

 今、改めて食育が生きる上での基本であり、知

育、徳育、体育の基礎をなすべきものとの考え方か

ら、学校給食においても地元の食材を積極的に取り

入れ、安全・安心で栄養バランスに配慮したおいし

い給食の提供に努めてまいります。 

 また、学校給食費については、近隣市町村より安

い給食費で運営を行ってきていますが、給食内容の

充実や地場産食材の使用増加により、現行の給食費

で学校給食を提供することは厳しい状況にありま

す。このため、学校給食センター審議会に諮問し、

小学生においては１０円、中学生は９円の給食費を

引き上げることで答申を得ましたので、本年４月よ

り実施いたします。 
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 幼児教育につきましては、平成１６年度に「上富

良野幼児教育特区」の認定を受け、平成１７年度か

ら２歳児を幼稚園で受け入れ、それ相当の成果を収

めてきています。 

 幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う大

切な時期であり、人間としての生き方を大きく左右

する幼児教育を担う幼稚園に対し、幼児教育振興の

ための支援を行ってまいります。 

 国際理解教育につきましては、友好都市であるカ

ナダ国アルバータ州カムローズ市から、平成１６年

８月より英語指導助手としてマイケル・スティーブ

ス氏を迎え、学校教育や社会教育の場面で国際理解

教育の推進と、本町とカムローズ市の交流の進展に

も努めてきているところであります。 

 現任者の任期は７月末までとなっていることか

ら、後任の英語指導助手につきましても、カムロー

ズ市から招聘するよう予定しております。 

 引き続き、幼児・児童生徒、町民の方々へ英語に

よるコミュニケーション能力の向上を図るほか、国

際化社会に対応した英語教育を推進してまいりま

す。 

 道立上富良野高等学校の振興につきましては、平

成１４年度から校舎の全面改築が進められ、昨年１

０月には同窓生や保護者を初め、地域住民の方々の

御協力をいただき、盛大に校舎落成記念式典が行わ

れました。 

 しかしながら、今、上富良野高等学校が置かれて

いる状況は大変厳しい状況にあり、北海道教育委員

会が示している「公立高等学校配置の基本指針と見

通し」の中では、４学級から８学級が公立高等学校

の適正規模であり、３学級以下の小規模の高等学校

においては、原則統廃合を検討していくとの考え方

が示されているところであります。 

 このため、上富良野高等学校の存続については、

大変厳しい見通しから、地元における高校教育の維

持と地域振興のためにも、将来とも存続するよう町

民挙げての運動を展開していかなければならないと

考えております。 

 教育委員会といたしましても、上富良野高等学校

が地域に根差し、特色ある地域の高校となるよう、

在学中に資格や技能を修得する者に対し援助を行

い、社会の第一線で即戦力となる人材を養成し、就

職に強い高校となるよう支援をしてまいります。 

 社会教育の推進につきましては、「心豊かな人間

性を育み、潤いのある地域づくり」を目指し、ふれ

あいと学びあいを重視した文化活動やスポーツ活動

などを実践し、町民の生きがいと生涯学習社会の実

現に向けた環境づくりが必要であります。 

 そのため、第６次社会教育中期５カ年計画の３年

目を迎え、生涯学習の三原則である「だれでも、い

つでも、どこでも」自由に学び、互いにふれあえる

場づくりを進めるとともに、推進目標である「生活

づくり、人づくり、健康づくり、文化づくり、条件

づくり」の五つの領域についての検証を行い、中期

計画後半の事業を推進してまいります。 

 特に、学校教育と社会教育が一体となって次代を

担う子供たちの教育に積極的に取り組んでまいりま

す。 

 家庭は社会の原点であり、教育の出発点として重

要な役割を担っております。 

 このため、町の保健福祉課子育て支援班や幼稚園

との連携のもと、子供の発達段階に応じた家庭教育

に係る講演会、本の読み聞かせ会、親子でのスポー

ツ活動などを支援し、家庭教育力の向上に努めてま

いります。 

 次世代を担う青少年の健全育成は、家庭や学校は

もとより、地域に生活する大人が強くかかわってい

くことが必要であります。 

 特に、子供たちを巻き込んだ事件・事故に対して

は、地域社会全体で取り組まなければならない重要

な課題と考えております。 

 今後においても、地域の皆さんの協力を得て、子

供会やスポーツ少年団活動を通じ、心身ともに健全

な子供の育成を図るとともに、これらの活動が子供

たちの安全・安心の確保にも貢献するよう、積極的

に推進してまいります。 

 平成１６年度から実施してまいりました地域子供

教室は３年目を迎え、事業も定着化し、必要性も広

く認められてきております。地域子供教室の次年度

以降のあり方を見据えた中で、今年度はボランティ

アの協力を得ながら、上富良野小学校と西小学校は

週４回の固定型子供教室を実施し、東中小学校と江

幌小学校では週１回の巡回型子供教室を取り進めま

す。 

 また、青少年の見聞を広め、友好都市「津市」と

の交流を深めることを目的に、全町の小学生４０名

を津市に派遣する計画であります。 

 この青少年国内外交流派遣事業の実施に対し、必

要な支援を行ってまいります。 

 今年の８月には、北海道青年大会が上富良野町と

中富良野町を会場に開催が予定されております。数

種目のスポーツ競技が行われますが、本町において

はソフトボール競技の実施が予定されていますの

で、この大会の成功に向け協力・支援をしてまいり

ます。 

 成人の学習活動については、男女を問わず自主的

なサークル活動や公民館講座の開催により、学習の

効果が上がってきています。これからも、町民の学
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習意欲に応じた機会の提供と自主的な活動への支援

を行い、学習活動がより充実し活性化が図られるよ

う努めてまいります。 

 また、高齢者が健康で生きがいのある社会生活が

おくれるよう、高齢者の学習機会の一つである、い

しずえ大学の充実を進めてまいります。 

 さらに、高齢者の方々の知識と知恵を生かしたボ

ランティア活動へ積極的に参画していただけるよう

な機会を築いてまいります。 

 町民の芸術鑑賞や体験などの機会を充実するた

め、町内で文化・芸術活動を行っている団体やサー

クルが、芸術文化の発表や講演会を主宰する者に対

し、会場の提供や運営の協力を行ってまいります。 

 心身ともに健康で充実した生活を営むためには、

だれでも気軽に運動ができるスポーツ環境を整備す

ることが必要であり、町内には、パークゴルフ場、

運動公園、体育館等の施設を備え、町民の方々に利

用していただいております。 

 子供から高齢者まで、各年代に応じたスポーツに

親しんでいただくため、気軽に楽しめる軽スポーツ

の普及推進に努めるとともに、体育協会を初めサー

クル等の支援と連携を深めてまいります。 

 昨年１０月から開館しました図書館は、大勢の町

民の方々に御利用いただき、公民館図書室と比較し

て２倍以上の貸し出しと利用者の増加を見ていると

ころであります。 

 本を通じての学習や研修会の開催等、新しい活動

の中から図書館のあり方を考察し、道立図書館や他

市町村図書館との連携を深め、各種情報の提供を行

い、町民の学習施設の拠点として、さらに充実する

よう取り組んでまいります。 

 また、富良野広域圏の５市町村では、どこの住民

に対しても図書の貸し出し等のサービスが受けられ

るよう協議を終えているところであります。 

 公民館大ホールの外壁は、塗装の経年劣化によ

り、はがれがひどく、構造体に影響が及ぶことが予

想されることから、全面を再塗装し建物の適切な維

持管理に努めてまいります。 

 郷土館は、昨年から懸案事項でありました、アス

ベスト除去工事と内部の一部改修を早急に完了させ

た上で、大正１５年の十勝岳爆発から８０年という

節目の年を迎えることから、郷土をさぐる会等の協

力を得て、記念事業を実施する予定としておりま

す。 

 スポーツ施設については、本年度からパークゴル

フ場とスキーリフトの運営管理は指定管理者制度を

導入し、民間の力による施設の効率的な運用を図る

こととしました。設置者として、利用者のニーズや

利便性を優先に考え、適切な管理が実施されるよう

十分な指導を行ってまいります。 

 以上、平成１８年度の教育行政の執行に関する主

な方針について申し上げました。 

 社会変化の激しい時代でありますが、教育委員会

といたしましても、当面する教育課題を的確にとら

え、本町の教育・文化・スポーツの振興に最善を尽

くしてまいりますので、議員並びに町民の皆様の御

支援と御協力を心からお願い申し上げ、教育行政執

行方針といたします。 

○議長（中川一男君） 以上で、執行方針の説明を

終わります。 

 続いて、各予算についての説明を求めます。 

 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま町長か

ら、平成１８年度におけます町政全般についての執

行の基本的な方針、また、教育長からは、教育行政

につきましてそれぞれ述べられましたことから、そ

の方針に沿いまして編成いたしました。 

 なお、本年度、公営企業会計予算書につきまし

て、各会計予算書に一括して編さんしてございます

ので、御報告申し上げます。 

 それでは、平成１８年度の各会計予算のうち、ま

ず一般会計予算から、議決対象項目の部分につきま

して御説明をしてまいります。 

 それでは、各会計予算書の１ページをお開き願い

たいと思います。 

 議案第１号平成１８年度上富良野町一般会計予

算。 

 平成１８年度上富良野町の一般会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６７億１,８００万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１０億円

と定める。 
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 次の２ページをお開き願います。 

 第１表におきましては、款ごとの名称と予算額を

申し上げてまいります。 

 第１表 歳入歳出の予算。 

 １、歳入。 

 １款町税９億２５万５,０００円、２款地方譲与

税２億６,７００万円、３款利子割交付金３５０万

円、４款配当割交付金５０万円、５款株式等譲渡所

得割交付金１００万円、６款地方消費税交付金１億

３,０００万円、７款国有提供施設等所在市町村助

成交付金８,８００万円、８款自動車取得税交付金

５,０００万円、９款地方特例交付金２,９００万

円、１０款地方交付税２６億８,４００万円、１１

款交通安全対策特別交付金３４０万円、１２款分担

金及び負担金６,４１０万６,０００円。 

 次のページ、１３款使用料及び手数料１億３,２

１９万８,０００円、１４款国庫支出金９億２,６９

５万７,０００円、１５款道支出金３億７,５９２万

円、１６款財産収入１,３２６万２,０００円、１７

款寄附金１万円、１８款繰入金２億６,８６７万８,

０００円、１９款繰越金９,０００万円、２０款諸

収入２億８７１万４,０００円、２１款町債４億８,

１５０万円。 

 歳入合計が６７億１,８００万円でございます。 

 次、４ページの歳出に移ります。 

 ２、歳出。 

 １款議会費６,３７９万９,０００円、２款総務費

２億１,６１６万４,０００円、３款民生費７億１,

７５８万３,０００円、４款衛生費８億６,５６９万

円、５款労働費５６万３,０００円、６款農林業費

４億７,５１２万２,０００円、７款商工費１億８,

８２３万１,０００円、８款土木費１２億２,３４０

万４,０００円。 

 ５ページに移ります。 

 ９款消防費３億８,７６２万８,０００円、１０款

教育費２億８,９３０万円、１１款公債費１１億４,

２３２万７,０００円、１２款諸支出金１,０９０万

１,０００円、１３款給与費１１億２,７２８万８,

０００円、１４款予備費１,０００万円。 

 歳出合計が６７億１,８００万円でございます。 

 次、６ページをお開きください。 

 ６ページでは、債務負担行為を設定する二つの事

業につきまして記載をしていますので、説明を申し

上げます。 

 まず、ベベルイ川砂防事業及び北２４号排水路支

線整備事業につきましては、国庫債務負担行為に基

づき２カ年継続事業として取り進められることか

ら、本町におきましても債務負担行為を設定するも

のであります。 

 次に、７ページでは、平成１８年度の地方債の限

度額を、延べ１３件で、金額にして４億８,１５０

万円と定めた内容につきまして、各項目ごとに利率

やその償還方法等を記載してあります。 

 特に将来の財政見通しが大変厳しい状況にありま

すことから、できる限り後年度負担の抑制を図るこ

とに重点を置いております。 

 対象事業につきましては、継続的に取り進めてい

る事案を中心にしまして、そのほか緊急性、あるい

は必要性の高い事案に絞りまして、地方債を財源と

して計画的に整備を図るものでございます。 

 また、加えまして、国の地方財政対策で暫定措置

されてございます臨時財政対策債、あわせまして減

税補てん債につきましても、昨年度に引き続き補て

ん措置されていますことから、所要額を計上してお

ります。 

 ここまで申し上げましたことが一般会計予算の議

決対象項目の説明でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 次に、国民健康保険特別会

計予算及び老人保健特別会計予算について説明を求

めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 議案第２号平成１

８年度上富良野町国民健康保険特別会計予算につき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 国民健康保険を取り巻く環境は、少子高齢化の急

速な進展や社会経済情勢の変化などにより、制度的

にも経済的にも大変厳しい状況でありますことは御

案内のとおりであります。 

 さらに、道内におきます経済の低迷が保険税収納

の低下を来す等、不安定要素を抱えながら運営を強

いられているところであります。 

 国におきましては、市町村の国保財政の安定化を

踏まえ、高齢者医療制度を含めた医療保険制度の抜

本的な改革が行われているところであります。 

 本町の国民健康保険財源につきましては、段階的

な引き上げを予定しておりましたが、平成１７年度

において基金支消を行わないこととしたため、１億

２,６００万円程度の基金残高を確保できたこと、

さらには、国の国保財政安定化支援事業の継続が決

定されたことから、平成１８年度、税額改正は見送

ることとし、財政調整基金３,５００万円を支消充

当することで対応しようとするところであります。 

 一方、介護納付金につきましては、平成１８年度

予算編成に当たりまして、前年に比べほぼ同額の納

付金が見込まれますが、その財源確保につきまして

は、介護２号被保険者数の減、課税所得の伸び悩み

により現行税率では不足額を生じるため、税率改正
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が必要となるところであります。 

 以上によりまして、平成１８年度国民健康保険特

別会計予算規模を１１億５,９６３万円としようと

するものであります。 

 以上、議案の朗読をもって説明といたします。 

 各会計予算書、８ページをお開き願います。 

 議案第２号平成１８年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算。 

 平成１８年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１１億５,９６３万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 一時借入金。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、３億円と

定める。 

 歳出予算の流用。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。 

 ９ページを御参照ください。 

 第１表、歳入歳出予算。款のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税３億６,４６２万円、２款国

庫支出金３億７,８９２万７,０００円、３款療養給

付費交付金１億７,２１５万１,０００円、４款道支

出金５,８３０万２,０００円、５款共同事業交付金

１,３０７万１,０００円、６款財産収入１,０００

円、７款繰入金１億５,２３４万９,０００円、８款

繰越金２,０００万１,０００円、９款諸収入２０万

８,０００円。 

 歳入合計といたしまして、１１億５,９６３万円

であります。 

 １０ページを御参照ください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３,８１６万６,０００円、２款保険給

付費７億８,９６８万９,０００円、３款老人保健拠

出金２億２,１３０万１,０００円、４款介護納付金

６,８６４万５,０００円、５款共同事業拠出金２,

６１４万円、６款保健事業費１,１４４万円、７款

基金積立金１,０００円、８款公債費２０万円、９

款諸支出金７５万３,０００円、１０款予備費３２

９万５,０００円。 

 歳出合計としまして、１１億５,９６３万円であ

ります。 

 以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 

 引き続きまして、議案第３号平成１８年度上富良

野町老人保健特別会計予算につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 平成１４年８月に改正されました健康保険法によ

りまして、老人保健加入年齢が７５歳以上と定めら

れ、受給者自体は自然減の状態が平成１８年まで推

移することとなり、これに伴います医療給付減が

徐々に進み、予算編成におきましては１１億５,４

６７万円規模となったところであります。 

 なお、歳入に関しましては、平成１４年の老人保

健法の改正に伴いまして、公費負担額が平成１５年

から平成１８年度まで段階的に引き上げられ、町の

負担割合につきましても、これに応じて増となると

ころであります。 

 以上、議案の朗読をもって説明といたします。 

 各会計予算書１１ページをお開き願います。 

 議案第３号平成１８年度上富良野町老人保健特別

会計予算。 

 平成１８年度上富良野町の老人保健特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１１億５,４６７万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 １２ページを御参照ください。 

 第１表、歳入歳出予算。款のみを申し上げます。 

 歳入。 

 １款支払基金交付金６億１,８８９万円、２款国

庫支出金３億５,５４０万円、３款道支出金８,８８

５万円、４款繰入金９,１５２万７,０００円、５款

繰越金１,０００円、６款諸収入２,０００円。 

 歳入合計としまして、１１億５,４６７万円とな

ります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２６７万５,０００円、２款医療諸費

１１億５,１９９万２,０００円、３款諸支出金３,

０００円。 

 歳出合計としまして、１１億５,４６７万円とな

ります。 

 以上で、老人保健特別会計予算の説明を終わらせ

ていただきます。 

○議長（中川一男君） 次に、介護保険特別会計予

算について説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（米田末範君） 議案第４号平成１

８年度上富良野町介護保険特別会計予算につきまし

て、その要旨について御説明申し上げます。 

 介護保険法改正によりまして、これまで介護保険

事業の果たす役割として、要介護者等の自立支援を

目的とし、保険給付を中心に運営を進めてまいりま

したが、要介護状態を可能な限り阻止するため、介

護予防に力点を置いた事業運営と軸足が変化されて

まいりました。このことに対応するために、保険者

といたしまして、第３期事業年度であります平成１

８年度から平成２０年度までの３年間の事業計画を

位置づけ、法の改正趣旨をとらえつつ、安定した保

険運営を目指そうとするものであります。 

 予算上においては、新たに地域支援事業費を計上

し、前年対比約１,６００万円増の総額６億６,９３

９万６,０００円、率にいたしまして２.５％増の予

算規模となったところであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第４号平成１８年度上富良野町介護保険特別

会計予算。 

 平成１８年度上富良野町の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６億６,９３９万６,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 歳出予算の流用。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じた場合における同一款内での、これらの経費

の各項の間の流用。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 款ごとの総額のみ申し上げます。 

 １款介護保険料１億４９５万９,０００円、２款

分担金及び負担金１４７万５,０００円、３款国庫

支出金１億５,３３９万５,０００円、４款道支出金

９,４７８万４,０００円、５款支払基金交付金１億

９,４０５万７,０００円、６款財産収入１,０００

円、７款繰入金１億１,８７１万８,０００円、８款

繰越金２００万円、９款諸収入７,０００円。 

 歳入合計、６億６,９３９万６,０００円となると

ころであります。 

 次に、歳出。 

 １款総務費２,９５１万３,０００円、２款保険給

付費６億１,９３９万８,０００円、３款地域支援事

業費１,６３８万２,０００円、４款財政安定化基金

拠出金６３万７,０００円、５款特別給付費１００

万円、６款基金積立金１,０００円、７款諸支出金

５,０００円、８款予備費２４６万円。 

 歳出合計、６億６,９３９万６,０００円でありま

す。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、予

算についての説明を求めます。 

 次に、簡易水道事業特別会計予算及び公共下水道

事業特別会計予算について説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） 議案第５号平成１８

年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の概要を

申し上げます。 

 予算総額９,６７７万５,０００円を計上させてい

ただいております。前年度対比では２,９９０万

円、４４.７％の増となっております。 

 主な増額要因といたしましては、北海道など他の

事業により行う工事の支障となります配水管の移設

補償工事の発生によるものでございます。 

 また、公債費につきましては、江花地区の元金の

償還が本年度から始まったことなどによるものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 １６ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第５号平成１８年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算。 

 平成１８年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ９,６７７万５,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
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による一時借入金の借り入れの最高額は２,０００

万円と定める。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算につきましては、款ごとの

金額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料１,６５３万８,０００円、

２款繰入金４,６３３万４,０００円、３款繰越金

１,０００円、４款諸収入２,２００万２,０００

円、５款町債１,１９０万円。 

 歳入の合計、９,６７７万５,０００円でございま

す。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費５,４５４万５,０００円、２款公債費

４,２２２万９,０００円、３款繰出金１,０００

円。 

 歳出の合計、９,６７７万５,０００円でございま

す。 

 次のページの「第２表 地方債」。 

 地方債につきましては、東中地区、西部地区、江

花地区の他事業による配水管移設工事によるもので

ございます。限度額は、１,１９０万円でございま

す。 

 続きまして、議案第６号平成１８年度上富良野町

公共下水道事業特別会計予算の概要を申し上げま

す。 

 予算総額３億５,８３０万円を計上させていただ

いております。前年度対比では６００万円、１.６

％の減となっております。 

 主な減額の要因といたしましては、昭和５９年か

ら計画的に汚水管渠工事として面整備を行ってまい

りましたが、住居と道路との連檐箇所もほぼ整って

きたことから、本年度は休止したことにより減に

なったものでございます。 

 今後につきましては、引き続き管渠並びに浄化セ

ンターなどにおける機器類の維持管理を適切に行

い、快適な居住環境を確保するとともに、経費の縮

減を念頭に効率化とサービスの向上に努めてまいり

ます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 １９ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第６号平成１８年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算。 

 平成１８年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億５,８３０万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、５,００

０万円と定める。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算につきましては、款ごとの

金額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金６９０万円、２款使用料及

び手数料１億４,１６２万５,０００円、３款繰入金

１億５,８３７万２,０００円、４款繰越金１,００

０円、５款諸収入３０万２,０００円、６款町債５,

１１０万円。 

 歳入の合計３億５,８３０万円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１億３０９万２,０００円、２

款公債費２億５,４７０万７,０００円、３款繰出金

１,０００円、４款予備費５０万円。 

 歳出の合計３億５,８３０万円でございます。 

 次の２２ページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、債務負担行為。 

 水洗化等改造資金貸し付けに伴う利子補給金とし

まして、今年度は４件を見込んでいるところでござ

います。 

 次の「第３表 地方債」につきましては、公共下

水道の一般分２８０万円と資本費平準化分の４,８

３０万円を合わせまして、５,１１０万円を見込ん

でおります。 

 以上、説明といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、ラベンダーハイツ事

業特別会計予算について説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） 議案第７

号平成１８年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特

別会計予算の概要を申し上げます。 

 予算の総額につきましては、前年対比１,３００

万円、率にしますと４.６％増の２億９,４００万円

となったところでございます。 
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 歳入のサービス収入につきましては、昨年１０月

の介護保険制度の改正により、食費の基準額の引き

下げ、また、本年度から介護報酬の引き下げ等々、

施設運営にとりましては厳しい制度の改正ではあり

ますが、今後の利用状況等を十分勘案いたしまして

予算を計上いたしたところでございます。 

 歳出につきましては、施設内における経常経費の

節減と効率化による健全経営に努めるよう、また施

設整備では、介護サービス施設整備事業債と施設整

備基金を充てまして、特養とデイサービスで共用し

ております浴室を、それぞれの利用者がゆったりと

した雰囲気の中での入浴ができるよう、浴室の増築

とあわせまして特養とデイサービスが行き来できる

単独の渡り廊下を新設し、併設の施設の利点を生か

した効率的な運営とサービスの質の向上が図られる

よう、予算を計上いたしたところでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成１８年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算。 

 平成１８年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億９,４００万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの限度額は、３,００

０万円と定める。 

 次のページをお開き願います。 

 歳入歳出予算につきましては、款のみの金額を申

し上げます。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入２億５,３５６万６,０００円、

２款使用料及び手数料１万４,０００円、３款寄附

金５万円、４款繰入金７８４万６,０００円、５款

繰越金６６０万円、６款諸収入５２万４,０００

円、７款町債２,５４０万円。 

 歳入の合計、２億９,４００万円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１億７,１７３万９,０００円、２款

サービス事業費８,６７２万円、３款施設整備費２,

９２０万円、４款基金積立金１,０００円、５款公

債費６２４万円、６款予備費１０万円。 

 歳出の合計、２億９,４００万円でございます。 

 次のページをお開き願います。 

 第２表、地方債。地方債につきましては、デイ

サービスの浴室の増築及び渡り廊下新設の工事分で

ございます。限度額は２,５４０万円でございま

す。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、水道事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） 議案第８号平成１８

年度上富良野町水道事業会計予算につきまして、初

めに予算の概要を申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予算総額１億７,７７９万

１,０００円を計上いたしております。他会計負担

金のうち、新総合行政システム導入負担金の発生に

より減となり、前年当初比では４７４万６,０００

円の減、２.６％の減となっているところでござい

ます。 

 一般会計からは、拡張事業分の償還金などの負担

金から、新総合行政システム導入分の工事後の負担

金としまして、６４１万５,０００円が繰り入れさ

れております。 

 また、資本的収入では、予算額４,７０９万７,０

００円を、同じく支出につきましては１億９２４万

５,０００円の予算額を計上いたしております。前

年対比では４,２７８万４,０００円、６４.４％増

となっているところでございます。 

 増額の主な要因といたしましては、平成２年から

の供用開始以来稼動しております倍本浄水場の電気

計装設備が老朽化による故障及び誤作動などが頻繁

に起きていることから、本年度更新事業として計上

したことによるものでございます。 

 また、資本的収入が資本的支出額に対し不足する

額につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補

てんしようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 ２７ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第８号平成１８年度上富良野町水道事業会計

予算。 

 総則。 

 第１条、平成１８年度上富良野町水道事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1)給水戸数、４,１５１戸。 
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 (2)年間総給水量、８８万３,９００立方メート

ル。 

 (3)１日平均給水量、２,４２１立方メートル。 

 収益的収入及び支出。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款水道事業収益１億７,７７９万１,０００

円、第１項営業収益１億７,１３７万４,０００円、

第２項営業外収益６４１万７,０００円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用１億７,７７９万１,０００

円、第１項営業費用１億１,８２１万４,０００円、

第２項営業外費用４,７８０万６,０００円、第３項

特別損失１１９万４,０００円、第４項予備費１,０

５７万７,０００円。 

 資本的収入及び支出。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

６,２１４万８,０００円につきましては、過年度分

損益勘定留保資金６,２１４万８,０００円で補てん

しようとするものでございます。 

 収入。 

 第１款資本的収入４,７０９万７,０００円、第１

項企業債３,４００万円、第２項負担金１,３０９万

７,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１億９２４万５,０００円、第

１項建設改良費６,７０４万３,０００円、第２項企

業債償還金４,２２０万２,０００円。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 企業債。 

 第５条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は次のとおりと定める。 

 倍本浄水場の電気計装設備更新事業による限度額

は、３,４００万円でございます。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第６条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 (1)職員給与費、３,８０６万９,０００円。 

 他会計からの補助金。 

 第７条、水道事業運営のため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、６４１万５,０００円

であります。 

 棚卸資産購入限度額。 

 第８条、棚卸資産の購入限度額は、８７０万２,

０００円と定める。 

 以上、説明といたします。 

○議長（中川一男君） 先ほどのラベンダーハイツ

の説明のところで、款項の間違いがありますので、

所長より訂正を申し上げます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） 大変申し

わけございません。訂正させていただきます。 

 先ほど歳入の部分で、８款使用料及び手数料と申

し上げましたが、これを２款の使用料及び手数料に

訂正いただきたいというふうに思います。 

 また、９款町債と申し上げましたが、これを７款

の町債に訂正いただきたいというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。申しわけございませ

ん。 

○議長（中川一男君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 病院事務長。 

○町立病院事務長（垣脇和幸君） 議案第９号平成

１８年度上富良野町病院事業会計予算につきまし

て、概要を申し上げます。 

 病院経営に関します業務の取り組みにつきまして

は、先ほどの町政執行方針に述べさせていただきま

したことから、省略をさせていただきます。 

 最初に、予算の規模についてでございますが、３

条予算の収益的収支では８億１,１９０万５,０００

円、前年比４,１０３万６,０００円、４.８％の減

となりました。 

 収入の主な減額の要因は、外来収益の減少と経営

健全化に対する一般会計補助の減額でございます。 

 また、費用の減額の主なる要因は、退職者不補充

によります人件費の減、患者数減少に伴います診療

材料費等の減少によるものでございます。 

 次、４条予算の資本的収支では１億２７万円、前

年比１０６万４,０００円、１％の減額でありま

す。 

 収入の主なる要因は、企業債元金の償還及び病院

屋上改修工事に伴います建設改良費等の一般会計出

資金及び医療機器、器械購入を起債で行うことによ

るものでございます。 

 また、費用の減の要因は、医療機器の更新の変更

によるものでございます。 

 こうしたことから、病院事業の予算の総額は９億

１,２１７万５,０００円、前年比４,２１０万円、

４.４％の減となったところでございます。 

 なお、一般会計からの繰入金は、収益的収入の負

担金及び補助金で１億４,０２１万８,０００円、資

本的収入の出資金で８,５８７万円、合わせました
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繰入金総額は２億２,６０８万８,０００円、前年比

０.５％の増となったところでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします 

 ２９ページをお開き願います。 

 議案第９号平成１８年度上富良野町病院事業会計

予算。 

 総則。 

 第１条、平成１８年度上富良野町病院事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1)業務量。 

 イ、病床数。一般病床４４床、療養型病床３６

床。 

 ロ、患者数。年間６万９,３５５人、１日平均２

５３人。入院患者、一般病床、年間１万３,８７０

人、１日平均３８人。療養型病床、年間９,１２５

人、１日平均２５人。外来患者、年間４万６,３６

０人、１日平均１９０人。 

 収益的収入及び支出。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款病院事業収益８億１,１９０万５,０００

円、第１項医業収益７億４,０３７万２,０００円、

第２項医業外収益７,１５３万３,０００円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用８億１,１９０万５,０００

円、第１項医業費用７億９,９９５万４,０００円、

第２項医業外費用１,１９４万円、第３項特別損失

１,０００円、第４項予備費１万円。 

 資本的収入及び支出。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款資本的収入１億２７万円、第１項出資金

８,５８７万円、第２項企業債１,４４０万円。 

 支出。 

 第１款本的支出１億２７万円、第１項企業債償還

金７,２３１万９,０００円、第２項建設改良費２,

７９５万１,０００円。 

 次のページに移ります。 

 企業債。 

 第５条、起債の目的、限度額につきましては、医

療機器等の整備事業に充てるものでございまして、

限度額を１,４４０万円でお願いをするものでござ

いまず。 

 一時借入金。 

 第６条、一時借入金の限度額は、７億円と定め

る。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことのできる場合は、次のとおりと定める。 

 (1)医業費用と医業外費用との間。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第８条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 (1)職員給与費、５億４,７０４万７,０００円。 

 (2)交際費、３０万円。 

 他会計からの補助金。 

 第９条、企業債償還利子及び特殊経費に充てるた

め、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

８６７万円である。 

 棚卸資産購入限度額。 

 第１０条、棚卸資産の購入限度額は、１億１,５

７８万８,０００円と定める。 

 重要な資産の取得及び処分。 

 第１１条、重要な資産の取得及び処分は、次のと

おりとする。 

 １、取得する資産、医療器械、超音波診断装置ほ

か一式でございます。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 以上で、議案の説明を終わ

ります。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１１時１７分 休憩 

午前１１時２２分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。 

 なお、先ほど前段で説明されました町長並びに教

育長の行政執行方針に基づいて、各案件が今議会に

提出されております。この質疑は、先ほど町長並び

に教育長の行政執行方針の概要についてのみ質疑と

いたします。 

 また、質疑の回数は、上富良野町議会運営に関す

る先例により、１人１回限りといたします。 

 これより、質疑をお受けいたします。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長の施政方針に対しま

して御質問したいと思います。 

 国の三位一体改革に伴いまして、補助金の削減や
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地方交付税の見直しによりまして、ことしは大きな

事業はできなくて、福祉や教育は現状維持になりま

したけれども、あとは削減という大変厳しい財政情

勢を強いられる中でございますけれども、私は、人

口の減少問題を先のことととらえずに、ことしから

若者の定住や団塊の世代の取り込み、定住の促進対

策等を考えるべきでないかと考えますけれども。 

 と申しますのは、上富良野町の第４次総合計画、

２０年度が最終でございますけれども、この２０年

度の人口の目標は１万２,５００人だったと思うの

です。それが、ことし１８年１月３１日に１万２,

５５１人、ことしの１月３１日現在でございますけ

れども、国勢調査によりますと１万２,３５０人ぐ

らいだと聞いております。 

 人口というのは、地方交付税の算定やいろいろと

基礎になる大切な部分でありますし、ましてや自衛

隊の削減問題とかということも聞いております。 

 人口減少は、町税の収入源にもなりますし、幾ら

財政の縮減とばかり言っておりましても間に合わな

いのではないかと。町長は、この第５次総合計画の

中でお考えになられるかもしれませんけれども、私

は、２年早く目標人口になってしまったわけですか

ら、一日も早く、ことしからこの政策を考えていく

べきだと考えますけれども、これらの政策に、執行

方針にはあれですけれども、どのようにこの部分に

ついてはお考えになっていらっしゃるのかお尋ねし

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきますが、議員御質問にありま

したように、町の第４次総合計画の最終年度目標で

あります１万２,５００人、２００５年国勢調査に

おきまして、もうそれが終わったと。予定よりも非

常に速い速度で人口が減少していくことにつきまし

ては、議員と同じように非常に大きな懸念をしてい

るところでありますが、この人口増につきまして

は、何といっても目標人口１万２,５００人を平成

２０年で達成するためには、少なくとも生産人口を

毎年８０人ずつ確保しなければ達成できないという

目標でありましたが、これらの８０名の若い生産人

口を増やしていくことができ得なかったということ

が大きな要因であるというふうに思っておりますの

と、また、加えて、日本の国民人口が非常に速い

ペースで人口減につながってると。 

 言うならば、平成１７年度をピークに、１８年度

から日本の人口は減少していくだろうという予測で

あったのが、基本的には平成１７年度から日本の総

体人口が減ってきているというような状況でありま

して、例えば、北海道におきましても５万７,００

０人近くの北海道道民の人口が減ったと。 

 しかし、札幌周辺には十何万人の人口がふえたと

いうことは、北海道の周辺市町村におきましては１

０万人以上の人口が減っていると、一極集中の状況

が顕著にあらわれてきているという状況の中で、こ

の上富良野町において人口をふやすということは、

私としては、今のところはどのように対応していい

のかということにつきましては、事業の対応につき

まして、これというものを持ち合わせておりません

が、総合計画で位置づけております人口の減少をい

かに食いとめるか、ふやすということでなくて、人

口の減少を食いとめるということを最重点の課題と

して位置づけしながら、これからの総合計画の残さ

れた３カ年間の対応について、人口の減少を抑止し

ていく施策の展開というものを考えていかなければ

ならないというふうに認識いたしておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 今、国、地方を通じて

極めて厳しい財政状況を踏まえた中で、我が町にお

いては税収の伸び悩み、三位一体の改革に伴う一般

財源の減額が顕著に見られ、町の財政運営は非常に

厳しい中において、１８年度予算も策定されまし

た。 

 町では、厳しい財政が続く中、将来のまちづくり

を進めていくため、行財政運営の構造を抜本から見

直すということで、平成１６年を構造改革元年とし

取り組みを始め、一般財源ベースにおいて中期財政

推計では、平成２０年、歳入を４２億８,３００万

円、歳出を５０億６,０００万円と推計を立ててい

ます。 

 この歳入、歳出差額を町と町民がともに努力をし

て埋めていかなければならないことだと思います。 

 今、町では手数料、使用料の値上げ、補助金の

カット、行政サービスの減少、削減、職員給与の見

直し等で歳入に見合った歳出に抑えていますが、住

民全体に少なからずとも従来よりも痛みを与えてい

ます。町民もその痛みをこらえて、ともにまちづく

りを進めていこうとしています。 

 国の財政状況において、地方がどのように変わる

かわかりませんが、町民としてはこの痛みのトンネ

ルを抜けて、これからの季節のように暖かい春を迎

えられると町民は思っています。 

 先ほど申し上げました手数料の値上げ、補助金、

行政サービス、給与の削減等をどこまですれば、町

民が痛みを耐えてどこまで我慢をするのか、町の財

政が何年後に健全になるのか、当分の間というよう

なものでなくて、きちっとした具体的な数値を町民

に示す必要があると思います。 
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 そのことによって、町民も努力目標ができて、一

層の痛みに耐えた努力をしていくこともできると思

いますので、その辺の数値目標を掲げる必要がある

と思いますが、どのようにお考えかお聞きいたしま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番長谷川議員の御質問

にお答えさせていただきますが、私も議員のお考え

と同感でございます。しかし、それができ得ないと

いうのが非常に残念だと。 

 町は、中期財政計画を立てまして、その財政運営

をさせていただいているわけでありますが、今まで

は三位一体改革の中で、国は地方財政から７０％の

削減をして１０兆の財政運営を強いてきているわけ

であります。 

 そういう中にありまして、これから国がどのよう

な施策の展開をしていくかということが全く見定め

ることはできないと。残念ながら１９年度、これか

ら第２次の三位一体改革を国は実施します。７月に

どのような骨太方針が出てくるのか、これを私ども

としては大いに見きわめながら対処しなければなら

ないというふうに思っていますが、国の地方財政計

画は全く示されていない中にありまして、自主財源

２５％そこそこの我が町におきましては、国、道の

状況を見きわめた中での財政運営を強いられると、

そういう状況にありましてなかなか厳しいわけであ

りますが、私としましては、何と申しましても、平

成２０年までの第４次の総合計画に掲げている分野

につきましては、何としても継続をしながらこの総

計の達成をしていきたいと。 

 そのためには、少なくとも福祉と教育については

住民の皆さん方の協力をいただきながらも、最小限

の対応、改善の中で取り進めていくように努めてい

きたいというふうに思っております。 

 そういうようなことで、将来的な町民の皆さん方

が明るい展望を持てる、そういうような財政運営を

するためにも、私といたしては国の地方財政の方向

性が示されるべく努力をしていきたいというように

思っております。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 先ほど同僚議員も申して

おりましたが、やはり上富良野町の人口減というの

は非常に大きな問題となっていくと思われます。 

 町長が掲げております「豊かな心の町」などで

行っております、この上富良野町との友好都市提携

をしている三重県の津市との交流においても、何

ら、この長い間やってきた中において、大きな成果

というのは見られていない現状にあると思います

が、今後、団塊の世代の定年後の第２の居住等の誘

致であったりとか、それから、農畜産物の連携を含

めた、この当町の豊かな産業の交流を図るようなこ

とが図られていくのかどうかと。 

 また、子育て支援についても、言葉の教室等々だ

けではなく、普段に一般に子育てをしているお母さ

んたち、保護者の皆さんが安心して子育てを取り組

んでいけるような具体的な方策というものをもう少

し具体性を見せていただきたいと思いますし、ま

た、特に豊かな自然環境を持つ、そして近年、韓

国、アジア等々の諸外国から観光客が出入りしてい

るこの豊かな観光資源の言葉の問題、それから看

板、サイン等々の環境整備の部分についてどのよう

な具体策をとっているのか。 

 さらには、今年度から着工が始まります見晴台公

園の有効活用については、北海道が進めていく食と

観光との推進に向けて、これらをどう組み合わせて

いくのか。 

 また、さらに加えまして、消費者、住民の生活の

安心・安全について、被害相談における新たな富良

野沿線の窓口ではなく、最近は非常にインターネッ

トを使ったりですとか、またＩＴ等々の複雑多岐に

わたります新手の詐欺が中高年に向けてねらわれて

いる現況にございます。これらを未然に防ぐ対応策

というものについて、どのようにお考えがあるのか

お伺いしたく思います。 

 また、教育長に、教育執行方針について１点御質

問していきたいと思いますが、社会教育と学校教育

の学社融合についてですが、この上富良野町におき

ましても、やはり１８年度キャリア実践教育に向け

た子供たちのニート、それからフリーターなどの対

策による、そういった子供たちにキャリアを実践さ

せていって、労働の喜び、それから就労の喜びを味

あわせて体験をさせていくような教育方針というも

のが、この方策には組み込まれていないようであり

ますが、やはりこれからの上富良野町の産業を支え

ていく上においても、この子供たちがやる気を持っ

て、そして労働の喜び、意欲を持っていけるとい

う、そういった方策をとられていないか、いかない

か、このことを御質問させていただきます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、友好都市提携を結んでおります津市との交

流のことでありますが、我が町と津市との関係から

して友好都市提携を結ばさせていただき、文化の交

流等々を進めさせていただいておりますが、御指摘

のとおり物流等については、なかなか前向きな状況

にないということは現実でありますが、これらの対

応につきましても物流その他のいろいろな面で、姉
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妹提携を結んだ市との友好提携を結びながら、地域

の振興発展のために尽くしていかなければいけない

なというふうに思っています。 

 それから、このことにつきましては、御案内のと

おり、津市はことし１月１日付で１０市町村の大同

合併をいたしまして、大きな市となりました。そし

て、私と姉妹提携を結ばさせていただきました近藤

市長は勇退をされまして、新たな市長が誕生した

と。 

 それともう一つは、１０市町村に従前からそれぞ

れに友好都市を結んでいる町村をまとめると、三十

数カ所の友好都市提携を結んでいると。これらを、

今、新津市で調整をしなければならないというよう

なことがあるようでございまして、議会の皆さん方

のところに視察においでいただいた合併した町の議

員さんも、上富良野町と津市との姉妹提携の状況に

ついての調査をしてまいりましたが、これから新た

に選任されました津市の市長さんとも十分調整をさ

せていただきながら、これからの上富良野町と津市

との継続的な友好提携の推進を図っていく、これら

についての確認を進めさせていただきたいなと。 

 今、津市はそれらの姉妹提携を結んでいる、友好

都市提携を結んでいる市町村の調整をしている段階

であるということを承知いたしておりますので、そ

ういうようなことで対応しながら、この友好提携を

結んでいる、姉妹提携を結んでいる地域との物流、

いろいろな面の文化、物流等々の交流が促進できる

ような対応を図っていきたいと。 

 人の交流、文化の交流につきましては、教育長の

方からも行政報告でさせていただきましたような、

児童の交流等々を推進させていただいております

が、そればかりでない部分についても対処していく

ように努めていきたいと思っております。 

 また、加えて、子育て等々につきましては、町と

いたしましては、子育て支援センター、子育て支援

班を新たに１６年から設置いたしまして、また老人

身障者センターを子どもセンターに改称し、その中

で中心になりながら子育て支援の諸政策の展開をし

ております。 

 ただ、これらにつきましても、私としては十分な

対応を進めているというつもりでありますが、子育

てをする方々の生の声を十二分に聞きながら、子育

て支援班が中心となってその事業の展開を進めてい

くように、より一層指導の強化を図ってまいりたい

というふうに思っております。 

 また、観光事業につきましては、御案内のとお

り、我が町におきましての観光客の入り込みにつき

ましては、おかげさまで昨年度、上期におきまして

は、若干でありますけれども入り込み数がふえたと

いう状況にあります。 

 しかしながら、我が町のメーンであります十勝岳

地区の入り込みが、宿泊客が非常に減少していると

いうような状況等も含めながら、これらの対応策を

十二分に図っていくとともに、今、議員から御質問

にありました見晴台の整備等々におきまして、あそ

こに泊まる方々に、街並みを眺め、周辺の景観を眺

めていただきつつ、江花街道から町の中に入って、

いささかでも地域振興のための対処ができるような

対応を進めていきたいと。 

 そのためにも、それぞれの機関の皆さん方、団体

の皆さん方から今いろいろな意見を集約させていた

だいておりますので、この見晴台の運営管理等々に

つきましても、新たな展開としてＮＰＯの創設と

か、あるいは実行委員会、異業種間の実行委員会

等々の設置を図りながら、この見晴台のより一層の

運営強化を図っていきたいと思っているところであ

ります。 

 それから、生活相談窓口等々の対応であります

が、何とか圏域の中で、これらの生活及び消費生活

及び法律相談等々の圏域での共同対応を図ることが

できました。北海道としては、なかなか縮小の状況

にあるわけでありますが、圏域としてこの対応がで

きるということで一歩前進したというふうに思って

おりますが、議員御質問にありましたように、要

は、被害に遭ったものを対処するという以前の、健

康と同じように予防対応をどのようにしていくかと

いうことが重要でありますので、これらの対応につ

きましても十二分に、町民の皆さん方がそういう被

害に遭わないような予防対応をＰＲ、広報等々の対

処を進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） それでは、金子議員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、キャリア教育の点でありますが、キャリア

教育の部分につきましては、既にかなり前から中学

校等において、２年生が職場体験をするというよう

なことで、いろいろな上富良野町の役場とか教育委

員会、また民間の職場やなんかに訪問した中でいろ

いろなことを体験していただいて、労働の大変さ、

また喜びなどを学ぶ機会を今つくっているところで

あります。 

 このことにつきましては、今後も継続をしていき

たいというふうに考えているところであります。 

 それに伴いまして、地元に密着したような労働の

喜びというようなことで、特に、今、体験学習など

を取り入れております。 

 例えば、東中中学校では米を栽培する。そこに、

江幌小学校の方から行って田植えもしていただいた
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り、収穫する喜びも体験していただくと。そして、

東中中学校においては、その米でお餅をついたりし

て地域の人とふれあっている、そういうような事業

なども展開していますので、それにつきましても、

これからも実施をしていきたいと思っております。 

 特に前段の中でお話がありました、社会教育と学

校との学社融合というような点では、うちの町で１

６年度から取り入れて実施している子供教室など

は、この学社融合の本当にいい事例でないかなとい

うふうに考えているところであります。 

 この学社融合、本来的な意味合いでの学社融合か

らは離れてしまうかもしれませんけれども、社会教

育事業としてやっているものを、その学校の中にお

いて、学校の施設において協力を得ながら実施して

いると、このことということは、全国の中でも本当

に珍しい取り組みでありまして、今後さらに子供た

ちの安全・安心の放課後の児童対策としても、こう

いう子供教室の充実を図っていきたいというふうに

考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） ２点ほどお尋ねをいたし

たいと思います。 

 １点目は、四つ目の柱、「共に創るまち」という

ことでございますけれども、この中で町の憲法とも

いわれる自治基本条例の関係でお尋ねをいたしま

す。 

 今まで一般質問等もいろいろあったり、理事者等

の答弁もありましたけれども、この「共に創るま

ち」の根幹をなすということであれば、この将来の

制定に向けてということでなくて、やっぱり早急に

制定に向けて努力をすべきでないかと思うのですけ

れども、その点１点をお伺いします。 

 それから、２点目は教育長にお尋ねいたします。 

 学校給食の関係でございます。学校給食センター

の審議会で、諮問において小学生においては１０

円、中学生においては９円の給食費を引き上げる

と。 

 それで、私、町の町政情報コーナーで、この経過

がどうなっているかということで調べてみようと

思って行ったのですけれども、ひどいことに会議録

が平成１６年、１７年もありませんし、その前何ぼ

だったのかということも調べたいと思ったら、平成

１６年の２月２４日に諮問をし、答申を受けて、児

童というのは小学生だと思うのですが、２２８円。

それから生徒というのは中学生で２７０円というこ

とから、この１０円と９円が上がったのかなという

推測をしたのですけれども、言うなれば会議録もな

い、それから極端に言えば、平成１７年５月１日か

ら１９年４月３０日、給食センター審議委員は２年

ということであれば、その名簿すらないのです。 

 ですから、その開かれた町政をということで、そ

の経過を知りたいと思っても、あそこにはもう、言

うなればまるっきり空洞化された書棚の情報コー

ナーなのかなという感じがいたします。 

 その点で、そのほかの附属機関、結構ひどい状況

がありますけれど、それはまた予算特別委員会の中

で明らかにしておきたいと思いますけれども、たま

たま学校給食センターの関係がこういうふうに金額

が出てきたのに、その経過がどうかということが

我々全然調べてもわからないと、こんな状態では困

るなということで、言うなれば会議録の関係、それ

から委員の名簿の関係等も含めて、どういう管理状

況になっているかということで２点お伺いしたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の自治基本

条例についてお答えさせていただきますが、この自

治基本条例につきましては、行財政改革実施計画の

中で、１９年制定、２０年から施行ということの対

応の中で取り進めさせていただいております。 

 今、内部的には骨格が、素案骨格が内部プロジェ

クトチームででき上がっておりまして、最終的な中

身につきましては、来週に私としては説明を受けて

最終原案の対応をしたいというふうに思っていると

ころでありますが、ただ、基本的には、この自治基

本条例というのは、こういう条例を定めたから町民

の皆さんこうですよということでなくて、この条例

をつくるまでの住民とのプロセスが私は重要である

というふうに思っておりますので、ことし１年は住

民の皆さん方のそれぞれの自治基本条例に対する御

意見等々を十二分にお聞かせいただきながら、また

議員の皆さん方とも議論をしながら、１９年の制定

に向けて、この自治基本条例の対応を進めていきた

いと思っておりますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 中村議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 お答えといいますよりも、逆に本当に申しわけな

いなということで謝らなければならないというふう

に感じているところであります。 

 会議録と、それから名簿が添付されていないとい

うことにつきましては本当に申しわけなく、今後の

管理運営に当たっては、私みずからチェックをさせ

ていただきながら充実を図っていかなければならな

いというふうに感じているところであります。 

 若干、給食費のことでの執行方針の中で、１０円
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と９円ということでありますが、現行では２２８円

が児童の値段を、それを１０円上げるということで

２３８円。そして、生徒については現行が２７０円

であります。それを２７９円というようなことで審

議会の答申をいただいたところであります。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 上富良野高校についてお

聞きしたいと思います。 

 これは町長の方針の方でも言っておりますけれど

も、あえて教育長にお聞きしたいと思います。 

 この間も町長の方から、今の状態では２０年まで

は継続できるだろと。それ以降については、ちょっ

と心配はあるという話はあったのですけれども、現

にその道教委の方からもそういう基本方針の中で、

合併だとか統合だとかそういう話をされている中

で、ここにも載っておりますように、特色ある地域

の高校となる、あるいは資格や技能を取得するのに

対して、人材を養成し就職に強い高校となるように

ということをうたっておりますけれども、具体的に

どういうことなのかお聞きしたいなと。 

 今現在は普通科なんですけれども、このままの普

通科では当然統合すれといわれるのでないかと、継

続は難しいのかなというふうに思っております。 

 その中で、今の時代に合ったといいますか、ＩＴ

だとか介護、あるいは福祉だとか、そういった方面

の科目というのかな、これはちょっと難しいかもし

れませんけれども、そういった方向で転換をしてい

かなければ継続ができないような気がするのです。

そこら辺をどういうふうに考えているのか、お聞き

したいなと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 渡部議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 この道立上富良野高等学校が置かれている状況に

つきましては、この執行方針でも述べさせていただ

いておりますように、大変厳しい状況にあります。 

 道教委の方では、つい先日の２月に新たな、これ

は前段で答申を受けての道教委の考えが示されたわ

けでありますが、新たな高校教育に関する指針とい

うことで、これはまだ素案の段階でありますが、示

されたところであります。 

 その中で、適正規模については４から８間口が適

正規模であるというようなことで、３間口以下につ

いては原則統廃合であるというようなことが、今、

素案の中でもうたわれているところであります。 

 そのような状況から、うちの上富良野高等学校に

つきましては２間口８０名の定員でありますが、今

年度につきましては３３名の応募があったというよ

うなことでありますが、非常に少子化の影響等で、

今後、上富良野高等学校に入学していただくという

ことは非常に大変な状況にあるのだなというふうに

感じているところであります。 

 質問の具体的な要旨の話でありますが、やはりこ

この中でも述べさせていただいておりますように、

今の上富良野高等学校の現状を顧みますと、やはり

就職に強い高等学校にしていかなければならないな

というふうに感じているところであります。 

 したがいまして、ワープロ検定とか漢字検定、ま

た公務員検定だとかいろいろな試験があるわけです

が、そういうようなものを志す子供たちには受験料

等の応分の負担をしてあげて、そういうようなもの

を身につけていただいて、そして第一線に出ていた

だいて役立つ人間をつくっていきたいというふうに

感じているところであります。 

 また、今の道教委が示したこの素案の中で、先ほ

ど言っていた介護だとか福祉やなんかというような

ことも、一応フィールド制という形の中で素案に挙

げられてきています。 

 そういうようなことも、今後うちの町の上富良野

高等学校に本当に合うものかどうなのか、また当

然、教職員の数とかそういうことなどの制約等もあ

りますので、そこら辺は学校現場とも十分話し合い

ながら方向を定めてまいりたいというふうに感じて

いるところであります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします

が、今回の農業の政策の中で、新しい農業づくりと

いう形の中で、従来に増して厳しさがあるが、所得

補償がなされているという形の表現もされておりま

す。 

 いずれにいたしましても、農業の転換期という形

の中で、町や関係機関がこぞってこの制度に移る段

階において、全面的な支援というのが強く求められ

ているかというふうに思いますが、具体的に先進的

な農業取り組み法人に対して、従来に増して奨励作

物事業に、まして先進的な農業法人に対しての取り

組み支援と、具体的な項目が書かれておりますが、

この支援策というのはどういうことを想定されてい

るのか、お伺いしたいと思います。 

 それと、もう一つは農業の町ですから、農業体験

を通じてこの観光農業と結びつける、あるいは町外

から来る農業者についても、体験農業と結びつけて

上富良野のよさを知ってもらうというような、具体

的な取り組みという点で、これから町長はどのよう

にされようとしているのかお伺いいたします。 

 次に、利用料の負担という点で、応分の受益者負

担という形に町は進めようとしております。 
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 しかし、今回の税法の改正、あるいは財源移譲に

よって住民負担が伴うことによって、それに伴った

税の収入という点でも結びついてきております。 

 そういった点で、今回、障害者自立支援法に基づ

いた制度の改正が行われますが、まだ上富良野町に

至っては、この障害者支援制度に絡まった環境整備

という点ではおくれているというふうに考えており

ます。 

 あわせて問題なのは、この障害者自立支援法に基

づいた応益ですね、応能から応益という形の負担割

合が伴ってきております。所得ある、なしにかかわ

らず一定額の負担を求められるということになれ

ば、その負担は大変なものでありますが、こういっ

た軽減策、そして子育て支援においても保育料との

負担が重いという状況の中で、具体的な軽減策とい

うことも示すべきではないかと思いますので、この

点。 

 さらに、商業の活性化という形で、店舗の改築に

対する予算が今年度で終わりという形になります

が、その後に対しての住宅のリフォーム策に対す

る、いわゆる商業活性化、あるいは地元の関係する

業者の活性化対策という点でも有効な手段と考えま

すが、こういう対策をお持ちなのか、具体的に町の

活性化対策等を含めてお伺いしたいというふうに考

えているところであります。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君の質問に対

し、町長、答弁をお願いいたします。 

 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、最初に農業関係でありますけれども、従前

の国の農業施策が大きく方向変換をいたしまして、

従来の価格政策から所得政策への転換を図ってき

た。また、加えて、従前のように、全農業者を対象

に品目別の価格対策を講じて支援をしてきた施策

は、これからは担い手農業等々、意欲ある農業者に

限定した中での、また作物の限定をした中での所得

補償制度ということで、大きく様変わりしてくると

いうような状況にありまして、これらの我が町の基

幹産業の農業の対応につきましては、認定農業者の

対応を図るとともに、加えてその所得補償を対応で

き得ない、認定農業者になり得ない農業者に対し

て、どのような対応をしていくかということについ

ても、十分施策の展開をしていかなければならない

というように考えているところでありますし、加え

てこれらの対応につきましては、行政報告でもさせ

ていただきましたように、きめ細かく個別農家の皆

さん方との相談窓口を設けながら、その対策を講じ

ているということでございます 

 また、２点目の奨励作物に対する法人等に対して

の施策でありますけれども、このことにつきまして

は、従前、奨励作物を作付する農業者、あるいは農

業法人に対しての振興策を講じていたところであり

ますが、これから先進的な農業に取り組む法人につ

いて、奨励作物以外で、例えば加工業等々いろいろ

な対応を図る、そういう法人についての支援策を講

じていきたいというようなことでの対策を講じてい

るところでございます。 

 次に、受益者負担の件でございますが、私がいつ

も申し上げておりますように、厳しい財政運営の中

で、町民の皆さん方も議員が御質問にありますよう

に、国の税制改正等々いろいろな面で町民の皆さん

方の御負担も非常に大きくなってきていることは十

分承知はいたしているところでありますが、町とい

たしましても厳しい財政運営の中で、町民の皆さん

方の応分の御負担をいただく、そしてまた、基本的

には、ある面では一部町民の皆様方だけ利用すると

いうような対応につきましては、特に応分の御負担

をいただくような体制をお願いしながら、財政運営

をしていかなければならないというふうに思ってい

るところでありますし、加えて、今、新たに取り組

もうとしております障害者支援制度、あるいは継続

して対応しております子育て支援、あるいは介護保

険、あらゆる福祉の面におきまして、いろいろな面

での軽減策ということにつきましての御質問であり

ますが、これらにつきましては財政状況を見きわめ

ながら、私といたしましては、現状の福祉の施策を

最小限に後退をしないように、財政対応をしていく

ための努力を重ねていきたいというふうに現状では

考えているところでありますので、御理解を賜りた

いというふうに思います。 

 また、商工業の振興策等々に対して、今、商業振

興施策を講じている部門と、その後の新たな対応と

して、リフォーム対応等々の御提言等を承ったとこ

ろでありますが、今後の対応につきましては、商工

会とも、関連組織とも十分に協議をしながら、商工

業の振興施策の対応を図っていきたいというふうに

思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 町長と教育長に１問ずつお
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尋ねします。 

 町長にお尋ねしますが、国といいますか、本州

は、今、合併バブルだし、株バブルだし、上場企業

は雇用はよし、設備投資はよしということで、バブ

ルに入っていってるのです。 

 一方、北海道はどうかといえば、御承知のよう

に、合併反対、郵政民営化反対、小泉改革反対とい

うことで、これではよくなりっこありません。 

 だから、町長に一言いっておきますが、交付税に

ついて何か期待するようなことは言わない方がいい

と思います。交付税は激減します。これは職員の方

もこれは覚悟した方が私はいいと思います。さらに

もっと厳しい状況が出てくるというように私は思い

ます。 

 町長の方針に書いてありますが、夏に北海道の合

併構想の発表があると言っておりますが、この時期

に厳しい状況が、最大の危機が見えてくると、私は

見ております。 

 それで、ここからお聞きをしたいのですけれど

も、住みやすい町とは公共料金が安くて行政サービ

スのいいところ、これが住みやすいところなんで

す。だけど、これ、町長の意に反して逆方向に行か

ざるを得ないというのが現実だと思います。町長は

そうではないのです。町長は、何とか住みやすい町

をつくってやりたいと、私、よく気持ちはわかりま

す。しかし、逆にやらなければならない、やらざる

を得ない、かじ取りとしてやらざるを得ないという

状況にある中で、住民に理解をしていただきながら

やっていかなければならないと思います。これは、

議決後に町民に理解を受けても、そんなのは認めて

くれないのです、町民は。決まったやつをただやり

たくて言ってるだけではないかということなんで

す。 

 今、同僚議員がずっと聞いてきておりますから、

私ずばり聞きますが、要するに住民自治条例、何年

何月に制定をするお考えですか。ずっと検討してい

るということ言われておりますが、何年何月です

か、最大の危機は夏に来るのです。何年何月に住民

自治条例の制定をされるか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 次、教育長に、二つあったのですが、一つは、こ

の学校給食の件は、少子化対策のためにも私は無料

にすべきだと思うのです。だけど、これはよろしい

です。もう質問しておりますから。 

 あと、学校の危機管理について、監視カメラと

オートロックということで言われておりますが、こ

れは日教組の全国大会で、こんなことしたってだめ

だと。一番いいのは人だと、御承知だと思うのです

けれど、こういうぐあいに出ているのです。 

 そしたら、８ページに成人高齢者教育についてと

いうことで、ボランティア活動で積極的に参画して

いただくという、これと学校の危機管理を結びつけ

れば、おのずから答えが出てくるのです。 

 それで、持ち出してまではいやなんです、高齢者

は。だから多少なりとも有料ボランティアという形

で考えられないのかなという、この辺についてお尋

ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 地方財政の国の施策の中で、私は一度もこれから

明るい日差しが見えますというお話は申し上げたこ

とはございません。今の三位一体改革、１８年、こ

としで終わりですが、１９年から始まる地方財政の

改革第二弾が、現在の三位一体改革よりも厳しい状

況になるということは、十分承知をいたした中での

町としての財政、中期財政計画を立てながら財政運

営に対応しているということでございます。 

 これから、７月が山場だというようなお話もあり

ましたが、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、７月ごろには国の骨太方針が閣議決定されるで

あろうというふうに思っております。その骨太方針

が、どのようなものができるかということが、これ

からの地方財政の方向性を占う一つの糧になるのか

なというふうに思っておりまして、注目をいたして

いるところでありますが、今後、より一層財政運営

は厳しくなると、地方財政の締めつけは厳しくなる

という認識の中で、町の財政運営をしていきたいと

いうふうに思っております。 

 そして、また、次の自治基本条例の制定をいつ予

定しているのかということでありますが、先ほど御

質問いただきました議員にお答えさせていただきま

したように、町としての考え方は、１９年制定の２

０年から施行するということで、ことし１８年は住

民との十分なコンセサス、議論を重ね、そして議員

の皆さん方とも議論を重ねながら、議員の御意見に

ありますように、町が制定して住民に示すのでな

く、住民も理解した中で制定していくというような

スタンスの中で、この自治基本条例の制定に向けて

対処してまいりたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ４番梨澤議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 学校の危機管理に関しての御質問でありますが、

非常に、今、学校、当然開かれた学校とは言いなが

らも、子供たちが登校してくると施錠をしなければ
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ならない状況になっています。こういうことが本当

にいいことなのかといえば、我々としては非常に憂

いているわけでありますが、その中でやはり学校だ

けでも、また行政だけでも、ＰＴＡだけでもできま

せんので、やはり住民の方々の学校に寄せていただ

く関心を、何とか子供たちの安全・安心を守ってい

ければなというふうに感じているところでありま

す。 

 そんな中で、お年寄りの方たち、散歩とか犬の散

歩などの光景を見ますので、登下校時に合わせてし

ていただくとか、ちょっと気をつけていただくとい

うようなことで、自然の中でそういう見守りをして

いただくのが理想的なことなのかなというようなこ

とで、今のところその有料ボランティアというよう

な形の中では、ちょっと構想としては持っていない

ところでありまして、できる限り皆さんの善意にす

がりたいというふうに感じているところでありま

す。 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 重複するところもあるの

かなと思うのですが、教育長に質問させていただき

たいと思うのですが。 

 教育環境の整備ということで、老朽化が著しい上

富良野小学校の校舎というふうに書いてあるのです

が、西小学校ができるときも当然考えていただきた

いということで、当然統合するべきであるというふ

うな考え方も当時からあったのですけれども、少子

化を見据えると当然そうなり得るだろうというふう

に思っております。 

 これから、江幌小学校、東中小学校、今、清富小

学校が廃止というふうな考えがなっていますけれど

も、将来において当然人口減ということになってく

ると、それらを見据えた統合というものを考えてい

く必要性があるのだろうと思うのです。 

 それは計画を練っているというのではなくて、い

つまでの計画なのかというようなところも、少し早

めに示しておく必要性があるのでないかなというふ

うに実は思うのです。 

 それともう一つ、学校給食のやつなのですが、値

上げの問題ということになっているのですけれど

も、おとといの新聞でしたか、三笠市が少子化対策

で学校給食を無料にすると。それは、ことしも来年

も継続するんだというようなところまできているの

ですけれども、うちの場合、そこまでやるにはお金

があるかないかわかりませんけれども、そういうよ

うなこともひとつ考えていく必要性があるのではな

いかなというふうに考えますけれども、いかがお考

えなのかなと。 

 もう一つ、郷土館がアスベスト問題で今休んでい

る状況にあるのですが、開基１００年のときに草分

の資料館、あれは必要ないなと思ったのですが、実

は建ってしまったという部分もありますけれども、

あそこにいろいろな貴重な私財をいただいているも

のがあると思うのです、展示品が。それがこっちの

方の車庫か何かわかりませんけれども、あっちの方

にも、あるいは地下の方にも十分、一回見たけれど

も、たくさん現状そのまま放置されているような状

況にあるというようなことで、宝の持ち腐れという

のか、そういうようなこともあるので、アスベスト

対策も確かに必要ではあるのですが、それと同時に

その資料そのものをどうにかするのかというような

考えも必要であろうと。 

 もう何年もああいう状況が続いているということ

なんですけれども、その辺はどのように考えておら

れるのかなと思います。その点をひとつよろしくお

願いします。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １０番仲島議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目の学校の将来的な見通しについての御

質問かと思いますが、やはり今非常に少子化が進ん

できている状況にあります。特に東中等におきまし

ても、来年度は子供の入学がないというような状態

にもなってきているところであります。 

 そんな中で、当然、小学校、中学校、本当に何年

後には、おおよそ推計の中でどれぐらいの児童生徒

数になるのか見据えた中で、当然、学校のあり方を

検討していかなければならないといういうふう考え

ているところでありますし、その結果に伴ってまた

学校の校舎の改修とか改築とか、そういうようなこ

とにも手をつけていかざるを得ないものというふう

に認識をしているところであります。 

 ただ、今のところ、では何年度までどうのという

ような計画は、今のところ持ち合わせていないとこ

ろであります。 

 次に、給食費関係でありますが、先日、三笠市の

少子化対策ということで、本当に思いきった施策の

一つとして、給食費をゼロというような形を新聞報

道で見ました。我が町において、ゼロでやっていけ

るかというと、逆になかなか難しい状況にあること

は確かであります。 

 そんな中で、給食というのは、今、子供たちが朝

の食事を抜いているというようなことから、ますま

す学校給食の重要性が叫ばれております。やはり給

食センターといたしましては、質の高く、おいしく

栄養バランスのとれたものを今後も提供していかな

ければならないというふうに感じているところであ

ります。 
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 また、３点目の郷土館についての御質問でありま

す。開拓記念館が１００周年記念、それから郷土館

が８０周年を記念しての事業として建てられまし

た。そこには、当然、開拓当時からの貴重ないろい

ろな展示品があります。 

 また昨年度、御意見も賜りましたが、スガノ農機

さんの方で土の館が、また北海道遺産にも選ばれた

というようなこと、その中でこの開拓記念館、郷土

館、それから町内にある郷土資料などを展示してい

るところなどとどう有機的に結びつけていくかとい

うことは、郷土館のこれからの運営について非常に

大切なところというふうに感じているところであり

ます。 

 さらには、そういうようなことを、社会教育委員

とか教育委員、また文化財保護委員会、また郷土を

さぐる会等の御意見を賜りながら方向性を、そして

魅力ある郷土館運営にしていきたいというふうに考

えているところであります。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） ２点ばかり。まず９ペー

ジなんですけれども、農地の流動化対策でここに表

現があるのですか、条件の不利な農地について植林

を勧めるということでありますけれども、その条件

の不利な農地という部分では、どなたが判断して決

定するのか。そこら辺がちょっと問題があるのかな

という気がするのです。 

 というのは、農地は農地としてきちっと確保し

て、やはり経済活動していくための大きな資本です

から、そういうものに対して条件の不利な農地に植

林をしていくということになりますと、いろいろな

想定がされるのですけれども、個人的にやれるの

か、あるいは本当に地形的に悪くてせざるを得ない

のか、あるいは流動化しない土地は皆条件の悪いと

ころだという判断をするのかと、いろいろな場合が

考えられてくると思うのです。 

 これの考え方でいきますと、いかにも行政が勧め

ていくというような感覚にとらわれるのですけれど

も、これはどういう考え方を持ってこういう表現に

なされているのか、その考え方を１点お聞かせいた

だきたいのと、それから上高の問題ですが、いろい

ろとここに、中富良野町とも連携をとりながら存続

に向けた運動を展開していくということであります

けれども、基本的には入る生徒が少ないということ

が非常にある意味で問題になっているわけで、急に

そういう生徒がふえるわけではないわけで、当然生

徒数が減っているということが最大の原因なのです

けれども、上高だけがそういう対象になっているわ

けではなくて、この学区の中で対象になっている学

校があるというぐあいに私見ているのですけれど

も、そういう同じような抱える学校、ここには美瑛

もありますし、南富もそうなんですけれども、そこ

ら辺との連携といいますか、話し合いを持ってみる

ことも必要なのかなと。 

 上高の場合は、もう既に新築になって、１５億円

も投資してやった学校ですから、これはなくすとい

う話になると１５億円投げてしまうことになります

よね。道が建てたわけでありますけれども、やはり

近隣町村にある、そういう問題抱える学校の自治体

とも話し合ってみる必要もあるのかなというような

気もするのですけれど、そこら辺町長、どういうお

考えでおられるか、この２点をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず最初に、農地の流動化対策でありますけれど

も、これは基本的に、町としては議員おっしゃるよ

うに、耕作地は耕作地として維持していくというこ

とが基本であります。 

 しかしながら、この耕作地が離農していくことに

よって、また流動化しないことによって荒廃化する

というようなことを避けていかなければならないの

も、また一つ課題であると。 

 ただ、その中におきまして、例えば優良農地と称

するところが、流動化しないからといって植林にす

るなんていうことには１００％なりません。やは

り、林地、原野等々と隣接するようなところで、な

おかつ耕作地として、言うならば現代農業の中で農

業機械も入らない、いろいろなことで不便な耕作地

につきましては、農業委員会との調整を図りつつ、

また農地利用改善組合の皆さん方の協力をいただき

ながら、流動化を基本としながら取り進めていくと

いうことでありますが、それでも対応できえない、

そういうような不利益な農地については、植林など

の対応を図っていくということで農業委員会の方向

性を定めていただきながら解消していくということ

で考えているところであります。 

 また、上高の問題でありますが、御案内のとお

り、今、北海道は基本的に高等学校の教育効果の上

がる学校規模というのはどうなんだということで、

有識者の皆さん方からの答申を得たのが、４学級か

ら８学級の学校は最も教育効果の上がる学校と。そ

れ以下の学校については教育効果が上がらないとい

うことでありますけれども、全く上がらないという

ことではなくて、最も教育効果が上がるのがという

選定であります。 

 そして、御案内のとおり、議員の質問にもありま

したように、これは上富良野高等学校だけが抱えて
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いる問題でなくて、北海道の高等学校全体の中で、

今、北海道教育委員会がお話するのは、基本的には

児童生徒数が少なくなっているにもかかわらず、学

校の間口というのは縮小されていない、そのままの

状態、ある程度は縮小してきているのですけれど

も、生徒数の減少の中でまだまだ学校数が多すぎる

ということが一つの基本であります。 

 しかし、北海道教育委員会としては、基本的には

教育効果を重点にしたものの考え方をして進めてい

くということで、３間口以下の学校については統廃

合を基本として進めていくということでございま

す。 

 そういう中にありまして、私ども上川管内におき

ましても、道立高校を抱えている町村が１１町村ご

ざいます。その中で、また南富良野、剣淵のように

町立高等学校を抱えているところも２町あるという

ことで、北海道としては、道立高等学校としての運

営はやめても、高等学校が必要なら町立高等学校と

して運営したらいかがですかというのが、言うなら

ば北海道の財政状況の中での方向性であります。 

 そういうようなことで、今、上川管内１１町村で

この問題に対する協議会をつくって、もう既に行動

をともにしておりますし、上川管内の教育長会議に

おいても、この問題を取り上げて取り進めるように

過般も町村会からお願いをしたところであります。 

 教育長会議の中でも、この問題を取り上げて取り

進めていくということで、方向性を定めながら同一

行動をとっております。 

 そして、この問題につきましては、上川管内町村

会から全道町村会にこの対策ということで、上川管

内だけではなく、全町村会に関連してまいりますの

で、全道町村会として対処するように働きかけをし

ているところでありますが、全道の町村会としては

この問題について、内外的に今協議しておりますの

は、行財政改革という名目の中で、児童数も生徒数

も確保できない高校を存続しなさいということが、

果たして町村会として取り上げる課題であるかどう

かということも含めて、協議を重ねて最終的な対応

をしていきたいということで報告を聞いているとこ

ろであります。 

 私も１日の日、急遽、上富良野高等学校の卒業式

終了とともに、札幌の教育委員会に赴きまして、上

川管内町村会１１町村と管内の町村会として、北海

道教育委員会に要望運動の展開をしてきたという状

況でございます。 

 そういうような状況で、非常に厳しい状況であり

ますが、この６月定例会に向けては、ややもすると

統廃合をする指定校について、学校名を出して対処

するようになるであろうという、道教育委員会から

の報告をいただいておりますので、これからはいろ

いろな面で、この上富良野高等学校の存続について

は、また上川管内選出の道議会議員の先生方やいろ

いろな先生方の力をいただくなり、また管内の町村

会としての対応も図っていきたいというふうに思っ

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議案第１号から議案第

９号は、なお十分な審議を要するものと思われます

ので、この際、議長を除く１７名の委員をもって構

成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することにいたしたいと思いますが、これに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第９号については、

議長を除く１７名の委員をもって構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することに

決しました。 

────────────────── 

◎日 程 変 更 の 議 決           

○議長（中川一男君） 日程変更の件をお諮りいた

します。 

 ３日目、４日目に予定しておりました一般行政質

問の人数が少数のため、３日目、４日目の日程を一

日にまとめ、３日目を１０日に、４日目を１７日に

変更したいと思いますが、御異議ございませんで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、３日目を１０日に、４日目を１７日に変

更することに決しました。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決           

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月４日から３月９日までの

６日間を休会といたしたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、３月４日から３月９日までの６日間を休

会とすることに決しました。 

────────────────── 
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◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 休会中及び再開後の予定について、事務局長から

報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 ただいま御決定いただきましたとおり、あす４日

から９日までの６日間は、休会といたします。 

 ３月１０日を本定例会の３日目、３月１７日を４

日目といたし、それぞれ事前配付いたしました議事

日程に基づき進行いたします。 

 ３月１０日の開会は午前９時でございます。定刻

までに御参集賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午後 １時３１分 散会 
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

     ◎開 議 宣 告            

○議長（中川一男君） 出席、まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１８年第１回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外４名の議

員から一般質問の通告があり、その要旨はお手元に

お配りしたとおりでございます。 

 なお、あらかじめ執行機関に質問の要旨を通告し

てございます。 

 質問の順序は、通告を受理した順序となっており

ますので、御了承賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １番 清 水 茂 雄 君 

     ２番 徳 島   稔 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通知がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります４項目につきまして質問いたします。 

 まず、１項目めは、団体への補助金の評価制度を

創設してはどうかということであります。 

 いよいよ新年度予算も６７億円台となり、大変厳

しい財政となりました。町から団体への補助金とし

て出されているところも大幅に削減される結果とな

りましたが、さらに平成１９年度はこれ以上のもの

と考えられます。 

 庁内では行財政改革として補助金の整理・合理化

に何年もこのことに取り組んでおられますが、評価

制度の方はまだなので、一日も早く、即４月に評価

制度を創設して、これから１年間、補助金の公益性

や必要性、効果、発展性、団体独自の努力や工夫な

どがなされているかどうか等、評価制度に基づいて

の団体への補助金であれば、それぞれだれもが納得

いくものと考えられますので、団体への補助金の評

価制度の創設を早急にと考えますが、町長はどのよ

うにお考えなのかお伺いいたします。 

 ２項目めは、男女共同参画基本計画の策定を考え

るべきでは。 

 基本計画案の柱として、１点目は、男女の人権尊

重の推進を。 

 日本国憲法に個人の尊重と男女平等の理念がうた

われてから半世紀がたちました。しかし、社会通念

や習慣、制度等における男女の不平等感は依然とし

て根強いものがあり、実質上の男女平等を実現する

上での妨げになっています。こうしたことから、社

会の習慣や人々の意識を改善していくために、男女

共同参画の啓発や男女平等の視点に立った教育の推

進、男女の人権について周知徹底を図る必要がある

と考えます。 

 ２点目は、政策・方針・決定過程への男女共同参

画の推進。 

 政策方針を決定する過程に男女が対等な立場で計

画し、多様な意見を反映させることが重要である。

我が町も審議会等への女性の参画がクォーター制度

で取り組むとのことでしたが、まだ十分とは言えな

い。国の内閣府では３０％を達成している状況であ

り、女性の登用や人材育成を行うとともに、就労の

場や地域で女性の能力を発揮できる環境を整備す

る。 

 ３点目、多様なライフスタイルを可能にする環境

の整備について。 

 生活について価値観も多様化しています。社会に

はまだ男は仕事、女は家庭といった性別で役割を分

担する意識が根強く残っており、育児や介護のため

に退職せざるを得なかったり、悩んだりする女性が

少なくありません。男女が職場・地域・家庭のあら

ゆる場で、バランスがとれた多様なライフスタイル

を可能にする社会実現のため、子育てや介護などの

支援体制の充実、安心して暮らせる環境の整備を図
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る必要があると考える。 

 第４点目は、生涯にわたる男女の健康支援につい

て。 

 男女がそれぞれの身体の特徴を理解し合い、対等

な関係で相手の自己決定を尊重していくこと、これ

こそ男女共同参画であると考えるが、高齢男性の中

には、仕事を優先してきたことによる家庭生活にお

ける活動経験の不足といった問題があり、女性の中

には経済的基盤の弱さといった問題があります。お

互いに生涯にわたり男女の健康支援とともに、高齢

者が安心して暮らせる環境の整備が必要と考えま

す。 

 これらの４点を踏まえて、男女共同参画基本計画

を策定してはと考えますが、町長の所信をお伺いい

たします。 

 ３項目めは、ウオーキングで健康づくり。住民が

主役の健康づくり運動の推進について。 

 平成１９年に供用開始予定の見晴台公園の中に、

散策路としてウオーキングコースが設定される。ウ

オーキングは健康のかなめであるとされているので

大いに啓蒙し、ウオーキングリーダーの育成を進め

るとともに、町民全体を対象にしたウオーキングラ

リーなどのイベント等を開催して、町民挙げての健

康づくり上富良野町をと考えるが、いかがでござい

ましょうか、町長にお尋ねいたします。 

 ４項目めは、平成１６年度より指定管理者制度に

よって西保育所を高田幼稚園に移行していますが、

中央保育所については今後どのように考えているの

か、町長にお尋ねしたいと思います。 

 また、幼保一元化に向けての支援や政策誘導をし

てはどうかと考えますが、これは教育長にお尋ねし

たと思います。 

 平成１６年度より指定管理者制度により西保育所

を高田幼稚園に移行しておりますが、中央保育所に

ついてはどのようなお考えをお持ちでしょうか、お

尋ねしたいと思います。 

 ２点目は、現在の制度では幼稚園が保育所と同様

の機能を担うことにはなっておりませんが、私立幼

稚園が通常の教育時間外に預かり保育もしており、

幼稚園という既存の施設機能を活用することは、保

育ニーズへの対応や子育て支援の面から非常に重要

であり、道としても子供未来化の施策として、建物

を総合施設として生まれたばかりの子供から幼稚園

児まで保育する認定子供園という施設も出されてお

り、今後は幼保一元化へと幼稚園としてもそういう

考えがあるとすれば、町としても支援と政策誘導等

していくべきではないかと考えますが、これは教育

長にお尋ねしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の４項目の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、第１項目めの、団体への補助金の評価制度

の創設についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 平成１６年９月に、村上議員より補助金に関する

御質問にお答えした経緯がありますが、補助金の整

理・合理化については、現行の行財政改革実施計画

においても大きな改革の一つとして位置づけをいた

しているところであります。 

 平成１７年度においては、補助金改革を進める具

体的な取り組みとして、すべての補助金の現状分析

と評価を行い、補助金の交付基準など従来の指針の

見直しを再度図りまして、昨年５月に、補助金等整

理合理化指針の改定を行ったところであります。 

 具体的な取り組みといたしましては、新指針に基

づき、所管課での評価を加え個別の補助金ごとに今

後の方針を定めて、具体的に取り組みを進めている

ところであります。 

 議員の御提言の評価制度の導入につきましては、

効果的な手法の一つであるとは思いますが、当面は

新しくつくりました新指針に基づく補助金の整理・

合理化に努め、その実効性を上げるべく町の考え方

を関係団体等に十分説明をいたしまして、改善を進

めていくことが重要であるとの考えから、当面は新

指針に基づき補助金の整理・合理化に努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思

います。 

 さて、次に２点目の、男女共同参画基本計画の策

定に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま議員から男女共同参画に関する基本計画

案の柱として、４点にわたる御意見を承ったところ

でありますが、男女共同参画社会基本法に示されて

おりますとおり、男女が互いにその人権を尊重しつ

つ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力の発揮し合える男女共同参画型社会の実

現は、議員を含めまして町民皆さんが望む姿と考え

ているところでありまして、広く町民の参画により

形成される地域を私も強く望んでいるところであり

ます。 

 このような地域を築いていく上において、その基

本となる計画づくりが求められていると受けとめて

おります。共同参画への行動が伴う計画とするため

には、町民の意識醸成や合意形成が大変重要な視点

と考えております。 

 男女共同参画に関する取り組みとしましては、第

４次上富良野町総合計画に位置づけいたしました、

男女が真に自立し合い、互いに尊敬し合えるまちづ
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くりを目標としまして、国等との連携を図る中で男

女共同参画意識の啓発や女性の学習機会の充実、子

育てや介護の支援の取り組みを進めているところで

あります。 

 審議会などへの女性の登用としましては、「附属

機関等の設置及び運営に関する規程」に基づきまし

て、２０％の数値目標を基本としてその推進を図っ

てきているところであります。しかし、法令や条例

等において選考基準を設けたり、機関・団体等にお

ける職名を指定している場合もありまして、この目

標数値はなかなか達成でき得ない実態にあることも

現実であります。 

 このような中で、町では現在、平成１６年度に策

定いたしました新行財政改革実施計画の取り組みを

進めてきており、この中には行政と住民の協働によ

るともに働き、つくるまちづくりといたしまして、

自治基本条例の制定を位置づけし、今年度以降その

取り組みを進めていくことといたしており、住民参

画のあり方について幅広い議論がされるものと考え

ているところであります。 

 今後におきましては、これらの動向を踏まえなが

ら、引き続き男女共同参画に関する施策を推進して

いく中で基本計画のあり方に関して検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解を願いたいと思

います。 

 次に、３項目めの健康づくりについてお答えさせ

ていただきます。 

 現代の歩かない生活や生活量以上の食事の摂取

が、多くの生活習慣病や生活機能障害を生み出して

いるのは周知のとおりであります。 

 町の医療費についても、生活習慣病が７６％を占

めており、一人一人の食生活の改善と毎日の活動量

の増加が大幅な改善へと期待されるところでありま

す。 

 健康づくりのための運動は、自分の体と生活にあ

わせてどこでも簡単に自由にできることが大切であ

り、意識的に家事や仕事にあわせて生活全体を活動

的にして歩数をふやすなど、日常の「ながら運動」

を基本として推進しているところであります。 

 御発言の見晴台公園に整備される散策路など、多

くの場を利用したウオーキング活動につきまして

も、健康づくりや運動の手法の一つとして有効なも

のと考えますので、各種の保健活動を通じ先導的役

割を果たす人材の育成に努めてまいりますととも

に、現在御利用いただいておりますとおり相当の効

果を得ております、水中の浮力を利用した歩行浴

プールの利用など、歩く運動への誘導と啓発に努め

てまいりたいと思います。 

 続きまして、４項目めの中央保育所の今後につい

ての御質問にお答えいたします。 

 核家族化が進む中、女性の社会進出等により保育

幼児の低年齢化、保育時間の延長、休日保育など多

様化するニーズへの対応を図っているところであり

ます。また、未満児、障害児等に対する保育を考慮

しながら、中央保育所におきましては町内の一般的

な保育需要に対応するほか、障害等を持った乳幼児

の保育に積極的にかかわりを持って運営を進めてお

ります。 

 一方で、自治体運営に対する国や北海道からの従

来の財政支援が一般財源化により、民間運営に比べ

薄くなっていることも事実であります。行財政運営

の効率化を図るために、行財政改革実施計画を策定

し、現下の厳しい財政環境を乗り越えるべく、その

実践に取り組んでおりますことは、御案内のとおり

であります。 

 このようなことから、中央保育所につきまして

は、保育環境や行政機能など総体的に検討を加える

とともに、将来の民営化の実現についても検討をし

てまいりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １３番村上和子議員の私

に対する質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、ウオーキングでの健康づくりに関する御質

問でありますが、ウオーキングは御承知のように体

や足腰にやさしい有酸素運動で、ダイエットや健康

保持に大きな効果があるということから、最近特に

幅広い年齢層の方々がウオーキングに親しみ、汗を

流している姿をよく目にするところであります。み

ずからの時間帯にあわせてそれぞれが思い思いにウ

オーキングを楽しみ、健康づくりに励む人たちがふ

えてきていることは、教育委員会といたしましても

大変喜ばしい現象であると思っております。 

 さて、本町におきましては、東京オリンピックを

記念して制定された体育の日を中心に、町民歩こう

会を昭和４０年代半ばから開催してきており、３０

年以上、町民の健康づくりのイベントとして継続し

てきています。そのほか年間に四、五回、主にふだ

ん運動が不足している方々を対象に健康づくりセミ

ナーを実施しており、内容はウオーキングとエアロ

ビクスを組み合わせたウエルビクスやストレッチン

グを行ってきています。 

 現在のところ、新たにウオーキングを主体とした

イベントの計画は、教育委員会としては持ち合わせ

てはおりませんが、これからも町民歩こう会や健康

づくりセミナーを継続開催することにより、町民の

健康づくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 
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 次に、幼保一元化についての御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 国においては現在、厚生労働省が所管する保育所

と文部科学省が所管する幼稚園との一元化が可能か

どうかの検討がなされてきています。 

 これらの国の考えを受け、上富良野町では平成１

６年８月に策定された上富良野町次世代育成支援行

動計画、いわゆるエンゼルプランの中で、幼稚園に

ついては幼保一元化に向け検討するということを位

置づけしているところでもあります。 

 また、民間幼稚園の意向といたしましても、幼保

一元化に向けては柔軟、そして効率的なサービスの

提供がかなえられる。つまりは保護者のニーズに応

じた幼児教育が可能になるという考えのもと、積極

的に一元化に向けて取り組む姿勢であることを確認

しているところであります。 

 しかしながら、現在、国においては幼稚園と保育

所の一体的な運営については、幼保一元化という方

向性は示しているものの、まだ文部科学省と厚生労

働省において協議のさなかにあります。制度として

確定に至っていない状況にあることから、今後これ

らの推移を見守っていかなければならないと思って

おります。 

 したがいまして、幼保一元化につきましては、国

の動向を見きわめるとともに、町の実情に合った幼

保の連携について継続して研究を進めておくととも

に、保護者のニーズや意見も把握しながら柔軟な取

り組みを進めていくことが必要と考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） まず、１項目めの団体へ

の補助金の評価制度の創設の件でございますけれど

も、２年前の９月に私はこの件で質問させていただ

いた経緯がありますけれども、行財政改革のもと、

この補助金については、整理・合理化の方は進めら

れておりますが、一向に評価制度の導入には至って

おりません。 

 町長は執行方針の中では行政評価をしっかりとし

ながらとおっしゃっておりましたけれども、きっち

りしたその評価制度はまだできていないのではない

でしょうか。まずしっかりと、例えば点数制でも構

いませんので、公益性については１０点、あと効果

はどうであったかとか、その団体独自の努力とか工

夫とか、しっかり活動、運営がなされているかと

か、項目は私が提案する項目でなくても、そういっ

た項目をつくりまして、５０点満点であれば現行ど

おりと、例えば４５点でしたらマイナス５％と、次

年度の予算につきましては、こういうふうにしませ

んと、たとえ、たしか今行財政改革の推進町民会議

の方でも提言されていると思いますね。今の事業の

見直しや補助金制度の整理合理化等は理解できるけ

れども、さまざまな利権をはらみ、なかなか共通理

解を得るのは難しいと、こういうふうに提言も出て

いると思いますけれども、やはりそういった評価制

度、これをつくってあれすれば、評価をして、そう

すると町民にとっても大変わかりやすく公平性が保

たれるのではないかと考えますけれども、いかがで

ございましょうか。 

 それから、２項目めの男女共同参画の件でござい

ますが、町長確かにおっしゃるように、町民の意識

醸成や合意形成が重要だとおっしゃいますが、それ

を高めるためにも附属機関、青少年問題や、ごみ廃

棄物減量審議委員会とか、企業振興委員会とか、こ

ういったところや大変女性の登用が低いわけでし

て、それからもっと男性も育児に携わるとか、介護

の方もといった面とか、それから女性の能力発揮で

きる環境づくりが大変おくれていると思うわけなの

です。それで、今の行財政推進事務局の中に男女共

同参画も取り組んでいただいておりますけれども、

埋没されているようでわかりにくくて、行政改革推

進事務局の中の位置づけをもっと高めて、男女共同

参画基本法がつくられることによりまして私は住民

参画へ、男女してという、そういう認識も高まると

考えますけれども、いかがでございましょうか、お

尋ねしたいと思います。 

 それから、３項目めのウオーキングで健康づくり

の件でございますが、個人でそれぞれ歩いておりま

す。プールでも歩いておりますし、健康づくりに励

んでいらっしゃることは私も承知しておりますけれ

ども、教育長おっしゃいましたが、体育の日、町民

の歩こう会、確かに３０年以上続いているわけでご

ざいますが、マンネリ化もしておりまして、限られ

た少人数参加になっている状態でありますので、見

晴台公園ができることでもあり、やっぱりこの散策

路を活用することで、町民挙げてのイベントはと

思って、どうかなと思いまして質問したわけでござ

いますけれども、以前、道外視察で、町民挙げてウ

オークラリーですか、大変健康づくりに効果を上げ

ているという、成果を上げているというところを行

政視察をしてまいりまして大変感銘を受けたもので

すから、見晴台公園、そんな公園どこにできるのな

んていう町民もいらっしゃいます。それで、ぜひこ

の機会に、子供からお年寄りまでウオーキングで汗

を流し、それぞれが勝手に好きな時間に歩くことも

いいことですけれども、町民が一丸となって大きな

イベント化すればそこからリーダーも生まれるで

しょうし、行政としても今までやってきている行事
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の見直し、大きな町民の輪となって歩け歩け運動の

展開をしていけるのではないかと思いますが、これ

は教育長にお尋ねしたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それから、４項目めの中央保育所の今後について

でございますが、将来の民営化の実現に検討します

との答弁いただきましたけれども、西保育所のよう

に指定管理者制度導入を考えておられるのか、将来

といっても近い将来もありますし、５年後も将来で

すし、１０年後も将来ですし、それとも何年後かに

一気に民営化を考えておられるのか、もう少し具体

的に御答弁いただきたいと思います。 

 それから、教育長に、幼保一元化につきまして再

質問させていただきます。 

 確かに文部科学省と厚生労働省において協議のさ

なかということで、大変難しいとは思いますが、今

までと違ってこれからは少子化、子供が少なくなっ

てくることを考えなければ、少子化に対応して幼稚

園のいいところ、それから保育所のいいところ、そ

れを取り込んで、東川町にモモンガの家ということ

で、幼保一元化をしていらっしゃいます。私そこへ

勉強に行ってまいりました。それで、そこでは大変

そういう両方のいいところを取り入れてやっている

わけなのです。 

 それで、今後につきましては少子化対策というこ

とも考えまして、行政がやっぱりこれらに対する施

策としては保育施設ですね、幼稚園と保育所を兼ね

たような施設や子育て支援サービスを充実するべき

だと考えますけれども、今、道としても北の大地子

ども将来づくり北海道計画、平成１７度から平成２

１年度までが策定されておりまして、その中に幼保

一元化と就学前幼児に対する一体的な施設のあり

方、保育所と幼稚園の連携促進等がうたわれており

ますので、幼稚園としても幼保一元化に積極的に進

める意向があるとすれば、行政としても道からの施

策を生かすことではないかと考えますけれども、保

護者のニーズと合致しなければいけませんけれど

も、少子化も見据えての行政としてのこういった支

援も必要ではないかと考えますが、いかがでござい

ましょうか。教育長によろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の補助金の評価制度の設置でありま

すが、先ほどお答えさせていただきましたように、

行革進めた平成１０年ごろだったと記憶しておりま

すが、そのころから補助金、助成金等に対する指針

をつくりまして削減等々の対応を図ってきたところ

でありまして、その中には既に評価をしながらこの

補助金については継続して実施すべきであるし、場

合によっては増額してでも対応すべき事業である

と。この事業においては段階的に削減しながらどの

段階でそのまま継続していくか、あるいはやめてい

くか、そういったことがどうであるかというふうな

評価をし、またこの事業についてはもう削減をしな

がら廃止に向かうべきであるというような、いろい

ろな観点でその一つ一つのものを評価しながら、そ

の評価に従って行革の推進を図ってきておりまし

て、それを先ほどお答えさせていただきましたよう

に、その評価の基準を再度見直して厳格に評価しな

がら今度は各課で十分評価し、そして再度削減に向

けて、減額に向けて、あるいは必要であれば増額に

向けてその対応をしていこうということで、その評

価をしながら対応しておりますので、ひとつ評価な

しに削減をしているということではありませんの

で、評価がしてないぞという御指摘でありますが、

評価をして町としては対応させていただいていると

いうことで、協議をし対応させていただいていると

いうことで御理解をいただきたいと。 

 また、加えて事業評価につきましては、町といた

しましても今行政評価システムをつくり上げまし

て、１８年度から軌道に乗せていきたということ

で、その行政評価システムを進めていきたいという

ことで対応しておりますので、そういった中におい

ても、またこれらの部分についてもより一層の再度

の重ねての評価を進めながら対処していきたいとい

うふうに考えておりますので、改めて評価制度を設

けようという考え方は今のところないということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、男女共同参画型社会の構築につきまし

て、基本計画等々の策定の御提言でありますが、先

ほどもお答えさせていただきましたように、町は規

則をつくりましてその組織の２０％を目標に、今対

応させていただいておるところであります。 

 例えば、附属機関が今現在２２ございます。しか

し、１２月の定例議会で青少年問題協議会、交通安

全対策協議会等々につきましては、廃止ということ

で条例制定をさせていただいておりますので、この

二つの組織がなくなる。それで２０になる。またそ

のうち二つの組織、防災会議あるいは表彰審議会

等々につきましても、条例等でもう既にあて職とい

うことになっている組織もございます。そういうよ

うなことで、現在２２ありますが実質的には１８と

いうことで見ますと、女性の登用率は２３.８６％

ということで、町が抱えている２０％の目標は達成

させていただいていると。しかし、より一層議員が

御質問にありますように国の制度では３０％以上だ
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よと。より一層の女性の登用を含めて推進していか

なければならないなというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたい。 

 それから、またその他の委員会、組織等々をすべ

て合わせましても、先ほど言いましたように廃止さ

れる二つ、それからあて職である組織等々を外しま

すと、全体的に女性の登用率は２３％ということ

で、目標は達成させていただいているということで

ございます。しかしながら、その組織によっては達

成していない組織もありますし、多く達成している

組織もあるということでありますので、今後はその

達成していない組織につきましては、より一層女性

登用がなされるように努力を重ねていきたいなとい

うふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと

思います。 

 それから、中央保育所の民営化の問題であります

が、御案内のとおり、西保育所を指定管理者に対応

するまでの間には数年の準備を必要といたしまし

た。私として一番課題になるのは職員の配置でござ

います。今現在、中央保育所にいる職員という職員

を対応する中で、私は民営化あるいは指定管理者で

対応するにしても、職員を解雇するというようなこ

とは手をつけたくないということを基本として進め

ていきたいというふうに考えておりますので、そう

いったもろもろの状況等々も見きわめながら、現在

数値的には確たる数値にはなっておりませんけれど

も、国が官から民へということで先ほどお答えさせ

ていただきましたように、町が対応していることに

よって国の補助金がなくなってきていると。別にま

た中央保育所に町から規定以上の財政投資をしてい

ると。基本的には五、六千万円近くになるのではな

かろうかなと。例えば、現在の西保育所あるいはわ

かば愛育園さんにおいては、国の基準で経営をして

いただいていると。しかし、町の部分についてはそ

れにプラス五、六千万円近くの繰り出しをして対応

していると。民営化することによってその財政負担

がなくなるということでありますので、厳しい財政

状況でありますから、今、行財政改革の中にも予定

として民営化促進の対応を図っていくということで

進めておりますので、そういったことで十分その状

況を把握しながら、先ほどお答えさせていただきま

したことを含めながら、この改革に向けて取り進め

ていきたいというふうに思っておりますので御理解

をいただきたいと。 

 というようなことから、何年度にやりますよとい

うことには、今の現段階ではお答えすることができ

得ないということで、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １３番村上議員の御質

問、再質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目、ウオーキングに関する関係でありま

すが、やはりこのウオーキングは先ほどもお答えを

させていただきましたから、どちらかというと今個

人個人がみずからの時間を見つけた中で、そして思

い思いに歩いて、そして健康づくりに励んでいると

いうことが非常にすばらしい健康づくりのための手

段だなというふうに思っております。その中で、

今、歩こう会なんかにつきましては、いろいろと趣

向を凝らしながら３０年以上も続けてきているとい

う実態にありますが、この社会教育や何かの事業の

中でイベントを展開するということは、どんな目的

があるかといいますと、やはり個人個人だけではど

うしても弱くなってしまう、継続をしていくという

ようなことが大切であります。その継続をするため

の動機づけ、そのようなことをイベントを開催する

ことによってみんながまた継続して個人個人が頑張

れると、そういうような意味からすると、今、議員

がおっしゃられました新たなイベントということも

一つは必要な点が確かにあるのかなというふうには

感じるところであります。 

 そのような中で、やはりむやみに、またイベント

をふやしていけばいいということでもありませんの

で、いろいろと関係機関、それから保健福祉課等と

も協議を重ねながら、どのような形が先ほど言いま

した町民の動機づけ、健康に関する動機づけ、それ

から継続性につながっていくのかというようなこと

で、今後研究を進めさせていただきたいというふう

に感じます。 

 次に、幼保一元化の関係でありますが、この幼保

一元化につきましては、今まさしく国会で議論がな

されているというふうに聞いているところでありま

す。そのような中で、今、少子化というようなこと

も質問の中にありましたが、今子供たちが減ってき

てということも一つはありますが、町全体で考えて

みるとどうしても、かつては幼稚園志向が非常に強

かった。そして今は保育所志向と、先ほどの男女共

同参画社会や何かで女性が社会進出して働くという

ようなことから、そのようなことから保育所への需

要が高まってきているということも、うちの町でも

見られるのかなというふうに感じているところであ

ります。 

 また、幼稚園に対する保護者の志向としてもやは

り限られた、今幼稚園では４時間程度ということで

定められておりますが、もっと長く幼稚園に預かっ

てほしいというような需要も大変増してきていま

す。そのような背景があってこの幼保一元化という
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ことが今議論なされていることだと思います。 

 そのような意味で、今私たちの町のことを考える

と、やはり保護者の選択する幅が広がるということ

は、非常にいいことだというふうに感じております

ので、この幼保一元化に向けて国会や何かの制度と

して決定してきた場合につきましては、また民間幼

稚園とも協議を進めながら、今後どのような取り組

みをしていくのか、進めてまいりたいというふうに

考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの団体の補助金

の評価制度の件ですが、町長は評価しながらやって

いますよと、こうおっしゃいましたけれども、そう

言いながら、なかなかちょっとあいまいなと言いま

すか、なぜならば、そう言いながら一律８％カッ

ト、１０％カットと、こういうような状況になって

きているわけでして、それで、結局そういうことに

なりますと、なかなかじゃ今年は取り組む事業も縮

小しようかと、それからまたどの事業をやめようか

というようなことばっかりになってしまいまして、

そこから発想だとかということにやっぱりきちっし

た評価制度というのを決めておけば、点数制でも何

でも構いませんので、それに基づいてということで

やっていけば、本当に来年いくら厳しい中であって

もしっかり運営も活動もしているというところであ

れば現行どおりで、５０点満点であればそういうも

のでよろしいということで取り組んでまいりません

と、どうも町民にとっても毎年評価しておりますよ

と、１０％カットと、何かどうしても一律カットの

ように見えるのですけれども、そういうことになり

ますと、事業のことにそういう縮小になってくるよ

うな気がしますので、わかりやすいそういったもの

を決めて取り組んでいただきたいと思うのですけれ

ども、いかがでございましょうか。 

 それから、男女共同参画の件ですが、確かに何年

か前からこの件につきましては質問させていただい

ておりますが、町長はいつでも間口を広げて男女共

同参画についてはいつでも待っていると、そういう

気持ちはあるとおっしゃっていただいて、本当にな

かなかこの件についてはいろいろとお考えいただい

ているところでございますけれども、答弁では、

今、自治基本条例、その制度に取り組んでいるんだ

と。そういうことで、それも急がれるところであり

ましょうけれども、もし単独で無理だというのであ

りましたら、自治基本条例の中にいろいろな場で男

女共同参画で取り組むという、その条文も取り込ん

でいただいてはどうかと思うのですけれども、町長

はどのようにお考えなのでしょうか、お願いしたい

と思います。 

 それと、４項目めの中央保育所の今後についてで

すが、町長は何年とは申し上げられないと、こうい

うお話でございますけれども、一方では行財政改革

を進めようと思って今そのもとに進んでおります

し、今度は交付税も地方自治体に対する国や道から

の従来の財政支援が一般財源化されまして、ちょっ

と従来に比べると薄くなってきているわけですか

ら、やっぱりそういうことを考えましたら少子化と

も相まって、もうそんなに中央保育所も先のことと

考えられることでもないのではないかと思うのです

が、もう一度よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、補助金等の評価の問題でありますが、私は

一度も一律カットだとか、また実践として一律カッ

トしたことはございません。予算書を見てくださ

い、それぞれカットしているけれども、大幅にカッ

トしたところもあります。しかし、してないところ

もある、あるいはしたところもある。その率は全部

一律で対応したことは一度もございません。そこ

は、ちまたでそういううわさが立っておりますけれ

ども、そういう現実は全くないということで、ひと

つ誤解であるということで、御理解いただきたいと

思います。 

 それぞれの評価の中で、今年はこういう事業です

よというようなことで、しからばこれだけの事業で

補助金はこうしますよということで対応しておる

と。今年は事業がないからということで大幅な削減

をさせていただいていると。ですから、それぞれの

補助金、助成金に対応しても新たな年度で新たな事

業展開を、こういう事業をするのだと。だから補助

金の対応をしてくれということにつきましては、十

分それを評価させていただきながら、それにおこた

えしているつもりであります。決して一律カットし

ているということではありませんので、その評価を

して調整させていただいているということで、ひと

つ議員さんも、ちまたのうわさと同じように誤解を

されているようでありますが、決して私はそういう

ことで対応したことは今まで一度もございませんと

いうことで、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

 これからも、それらにつきましては、先ほどもお

答えさせていただきましたように、行政評価システ

ム等々の対応を図りながら、より一層の評価をして

対処していくように努めていきたいなというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 
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 それから、男女共同参画型社会の構築、これはも

う議員おっしゃるように私もそのとおり、町民もそ

のことを十分に望んでいるものであるということは

お答えさせていただいたとおりであります。 

 ただ、新たにこれを対応するということでなく

て、これからつくり上げます議員の質問にもありま

した自治基本条例等々、１９年度、来年度作成する

予定でおりますが、これらについてもそれらの趣旨

は十分組み入れた中でつくり上げていただくという

ことを前提としながら対処していきたいし、また私

作成させていただきました第４次総合計画の中に

も、この男女共同参画型社会の構築につきましては

重要な課題として総計の中にも織り込んでさせてい

ただいているということで、ひとつ御理解をいただ

きたいと。 

 そこで、いろいろな私自身も組織の委員の推薦を

するに当たりまして、女性の方々の活動の状況とい

うのがどうも十分掌握でき得ない部分もある。どこ

にどういう活動できる方々がいるのかということ

も、所属の担当も十分掌握しにくい部分もございま

して、活動していただいている女性の方々をその組

織の中に委員としてお願いしようかということにな

ると、あそこの組織にも入っている、ここの組織に

も入っているというようなことで、そういうような

状況でありますので、ひとつ議員も活動する女性の

方々の状況というものが、私どもにもよく見えるよ

うにひとつ御協力いただきたいなということと、前

回御質問いただいたときもお答えさせていただきま

したが、今、委員会等々につきましては大半が公募

をとるということを、一部公募の委員を対応すると

いうことで進めて公募をとっております。しかし、

女性の方の公募が全く少ないというようなことで選

び切れないという状況にありますので、そういった

部分の基礎づくりも女性の立場で議員の御協力をい

ただければというように思うところでありますの

で、ひとつ私は議員と同じ考えを持っていると、構

築していきたい、推進していきたいと思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 次に、中央保育所の問題でありますが、先ほども

お答えさせていただきましたように、財政的に非常

に厳しい昨今でありますから、議員御意見のとお

り、その対応を図ると、財政負担を軽減するための

ことだけを考えますと、明日にでもやりたいわけで

ありますけれども、そこに働く職員がいるというこ

とをひとつ念頭に置いていただきたい。それと地域

の皆さん方、そして状況、そういったものを十分に

説明を果たしながら、御理解をいただきながら対応

していかなければならないと。 

 西保育所の指定管理者の対応についても、２年か

けて父母の皆さん方と協議させていただきながら進

めてきているというようなことでございますので、

そのときにつきましては、職員につきましては中央

保育所で対応できる体制を整えた段階でそれに着手

して、２年かかったということでありますので、ひ

とつ私自身も気長に考えているつもりはございませ

んけれども、全体的な状況を見きわめた中で対処し

ていきたいと思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、一般行政につい

て、先ほど通告をいたしました３項目、１０点につ

いて質問をいたしたいと思います。 

 まず第１項目めは、住居番号表示板及び街区符号

表示板の整備についてでございます。 

 昭和５６年に上富良野町住居表示に関する条例・

施行規則が制定され、上富良野町の住居表示は整然

と整備され、わかりやすい町として町内外から好評

でありました。その後２０数年が経過して、表示板

が紛失・破損・損耗があるので、その措置につい

て、私は平成１５年１２月の定例会でただしたとこ

ろであります。 

 それにより、平成１６年度に実態調査が行われ、

平成１７年度執行方針では実態調査の結果、約５０

％の表示板が破損等により確認できなかったことか

ら、平成１７年度において新規交付とあわせて整備

をしていく。また、街区表示板についても大半が破

損等により消滅していることから、新設を含めて年

次的に整備するよう進めていくと町長は述べられま

したが、次の２点について伺います。 

 まず１点目は、平成１７年度の整備は９月１日か

ら１０月３１日の２カ月間実施したが、その整備状

況を住居番号、街区符号別に明らかにしていただき

たいと思います。 

 それから２点目は、今後の整備計画についてお尋

ねをいたしたいと思います。 

 次に、２項目めの上富良野町会議の公開及び運営

の実施状況と今後の方針についてお伺いをいたした

いと思います。 

 上富良野町情報公開条例の制定とともに、開かれ

た町政の推進を図ることを目的に、上富良野町会議

の公開及び運営に関する規程が平成１４年１０月１

日から施行されているが、この規程による実施状況

とともに、今後の取り組み方針について、町長の所

信をお伺いいたします。 

 (1)会議の対象範囲、これは第２条関係について

でございます。 
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 ①附属機関の設置及び運営に関する規程第２条第

３号に定める附属機関等の会議となっているが、現

行の附属機関名を明示ください。 

 ②上富良野町行政組織内会議設置規則第２条に定

める会議のうち、町長が必要と認める会議とある

が、その会議名をお示しください。 

 (2)会議開催の住民周知、第３条関係についてで

ございます。 

 この規程第３条では「第２条で定める会議を開催

するときは、会議開催周知書（別記様式第１号）に

より、町政情報提供コーナーに掲示して住民へ周知

するものとする」となっているが、平成１７年度２

月末現在の会議数、会議開催周知掲示件数を附属機

関等の会議、行政組織内会議設置規則による会議と

に分けて示していただきたいと思います。 

 (3)公開の決定です、第４条関係についてでござ

います。 

 この規程では「第２条に定める会議は原則として

公開とする。ただし他の法令等の規定に基づいて公

開しないもの及び当該会議の主宰者が審議内容等に

より公開することが適当でないと認めるものは、こ

の限りでない」となっているが、平成１７年度２月

末現在で公開しなかった会議名と件数についてお尋

ねいたします。 

 (4)傍聴、第５条関係についてお尋ねをいたしま

す。 

 この規程では「第２条に定める会議は何人も傍聴

できるものとする」とあるが、平成１７年度２月末

での傍聴について、傍聴者がいた会議名と傍聴者数

についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 (5)会議記録、第８条関係についてです。 

 この規程では「会議の記録は上富良野町文書事務

取扱規程第１７条に規定する会議等結果報告書に審

議経過等を明確に記載して作成し、その写しを遅滞

なく町政情報提供コーナーに収蔵し、一般に公表す

るものとする」となっているが、第２条関係の会議

記録が遅滞なく収蔵されているのか確認を求めま

す。 

 (6)この規程は町が開催する会議の公開について

定めるとともに、会議公開の取り扱い及び会議の運

営等について定めることにより、開かれた町政の推

進を図ることを目的にしているが、平成１８年度の

町政執行方針で明らかにしている、四つの目の柱

「共に創るまち」としての取り組む姿勢について述

べているが、具体的な一つとして、この規程の適切

な運用と拡大を強く望むとともに、積極的に町民周

知を図る具体的な方針について、所信を求めます。 

 次に３項目め、市町村合併について。 

 平成の大合併による自治体数は、平成１８年３月

３１日までの合併予定数を含めると、全国では３,

２３２市町村が１,８２１市町村になり、北海道で

は２１２市町村が１８０市町村となります。上川支

庁管内では平成１７年９月１日合併の士別市と朝日

町、平成１８年３月２７日合併予定の名寄市と風連

町の２区域のみであります。道は平成１８年２月１

４日市町村合併の組み合わせのたたき台となる市町

村の結びつきの分析結果をクラスター分析として発

表されました。最小人口３万人、役場間の距離は８

０分以内などの基準に照らし、各市町村の意向調査

を５月下旬までに行い、６月か７月に策定するとい

う市町村合併推進審議会で具体的な枠組みを示すと

いいます。道のクラスター分析によると、上富良野

町は中富良野町と第１次的に組み合わせが提示され

ているが、次の各項について町長の見解を求めま

す。 

 (1)道が５月下旬までに各自治体に対して意向調

査を行おうとしているが、これに対し町の対応策に

ついてお伺いをいたします。 

 (2)道が６月か７月に策定する市町村合併推進審

議会の具体的な合併構想が決定した場合、上川支庁

による各関係自治体との協議への検討要請があった

ときの対応策についてお伺いをいたします。 

 (3)平成１６年１月に中富良野町の沿線５市町村

合併任意協議会離脱に伴い、町長は飛び地合併の考

えはなく、自主自立の道を歩むとの方針で今日まで

来たが、今回、道のクラスターにより中富良野町か

ら合併任意協議会設置の申し出があった場合の考え

方についてお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の３項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの住居番号表示板及び街区符号表

示板の整備に関する２点の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 １点目の住居番号街区符号の整備状況であります

が、平成１６年度におきまして、担当課の職員によ

り全戸調査を実施した結果、住居表示、番号表示戸

数については２,８８７戸で、このうち汚損、文字

消滅、紛失等により更新が必要と思われる戸数が

１,３５４戸でありました。 

 このため住居表示が実施されている６７の町内会

長に更新希望の取りまとめの希望協力をお願いし、

９月１日から９月３０日までの間に提出をいただい

たところ、５９町内会の５００戸の方から再交付届

出書による申請があり、再交付をしたところであり

ます。 

 なお、更新が必要と思われます方につきまして
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は、制度の趣旨を理解していただき、表示していた

だけるように今後も周知を図ってまいりたいと思い

ます。 

 また、街区符号表示板につきましては、１０月１

１日より１０月３１日まで、鉄道西側地区を実施

し、９０街区数で電柱１２４カ所、街路灯２４カ

所、住宅灯７８カ所、合計２１２カ所について更新

設置し、西側についてはすべて完了したところであ

ります。 

 ２点目の今後の整備計画でありますが、鉄道東側

地区街区符号表示板については、２０１街区数の予

定で電柱２９５カ所、街路灯６２カ所、住宅灯など

２４４カ所、合計６０１カ所の更新を計画しており

まして、平成１８年度で実施するよう予算に計上し

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの御質問にお答えさせていただき

ます。 

 上富良野町会議の公開及び運営に関する規程につ

きましては、情報公開条例制定の趣旨と行財政改革

推進の観点から、開かれた町政を推進する一手法と

して定めたものであります。 

 これまで町の附属機関等が開催する会議について

は、公開を基本として規程に基づいた取り扱いを適

切に行うよう全課に指示してきたところであります

が、所管課に取り扱い実態の確認をさせたところ、

町民ホールの町政情報提供コーナーに会議開催をお

知らせする周知書の掲示がなかったり、会議の記録

書の写しが保存されていないなどの取り扱いの不備

について、報告を受けたところであります。 

 御質問にあります本規程の取り扱い状況の詳細に

つきましては、総務課長よりお答えさせていただき

ますが、この不適切な取り扱い実態についてはまこ

とに遺憾であります。助役を初め各課長など職員に

対して制度の趣旨を踏まえて、適切に対処するよう

指導徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 今後につきましては、「共に創るまち」を支える

原則としての情報共有と住民参画を、より一層推進

していかなければならないと考えているところであ

り、会議の公開もその重要な一手法でありますの

で、現行規程の適切な運用とあわせて制度の検証、

改善を組織を挙げて取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、３項目めの、市町村合併に関する３点の御

質問につきましてお答えさせていただきます。 

 まず、１点目についてでありますが、北海道が各

自治体に対して行う意向調査への対応につきまして

は、富良野沿線５市町村のこれまでの合併協議の議

論の経過を踏まえ、広域連携できるものを模索しつ

つ、現段階においては自主自立の道を歩むことで対

応する予定でおります。 

 ２点目の北海道の合併構想に基づく上川支庁から

検討要請があった場合の対応についてであります

が、そのような状況になった場合には、関係自治体

の合意ができれば町民へ情報提供するための詳細な

内容の掌握に努めなければならないと思っておりま

す。 

 次に、３点目の中富良野町から合併任意協議会設

置の申し出があった場合の考え方についてでありま

すが、この富良野沿線は一つの生活圏として物事を

進めてきた経緯にありますので、その視点に立って

協議や判断、経過を踏まえることが重要であると考

えております。 

 したがいまして、現段階において個々具体的な踏

み込んだ発言は差し控えさせていただきたいと存じ

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 中村議員御質問の上富

良野町会議の公開及び運営に関する規程に基づく会

議公開等、平成１７年度における本年２月末現在の

取り扱い状況につきましてお答えします。 

 １点目の附属機関等の設置及び運営に関する規程

により、対象範囲に位置づけております附属機関等

につきましては、特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の別表に記載されてお

ります２２の附属機関、それからその他の委員会、

協議会などを含めて２６の機関でございます。名称

につきましては、割愛させていただきますことをお

許し願います。 

 次に、行政組織内会議設置規則に定める会議のう

ち、町長が必要と認める会議につきましては、行財

政改革にかかわる八つのプロジェクト会議でありま

す。 

 ２点目の会議開催の住民周知についてであります

が、本年度２月末現在、附属機関等の会議が延べ２

７回、行政組織内会議が課長会議、政策調整会議、

合わせて２６回、行革プロジェクトは延べ４６回開

催しておりますが、会議開催の周知書の掲示につき

ましては、各担当にゆだねているところから、正確

な掲示件数は掌握できておりません。各課に取り扱

い状況について調査した結果では、掲示漏れがあっ

た旨の報告を受けております。 

 ３点目の非公開とした会議につきましては、民生

委員推薦会、青少年問題協議会、表彰審査委員会、

特別職報酬等審議会、町営住宅入居者選考委員会、

就学指導委員会の六つの附属機関等の会議で、件数

は７件であります。 

 ４点目の会議への傍聴者につきましては、附属機

関等の会議、行政組織内会議のいずれにおいてもご
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ざいませんでした。 

 ５点目の町政情報提供コーナーへの会議等結果報

告書の写しの収蔵状況につきましては、実行されて

いない会議が８回ございました。情報公開と町民と

の情報共有を所管し推進するものとして、制度が適

切に運用されていないことにつきましては、まこと

に残念に思うとともに、深くおわび申し上げます。

今後は制度の周知と実践を徹底し、適切な運用を

図ってまいりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず、第１点の住居表示

の関係でございます。 

 四季彩の町上富良野を訪ねてみればというような

ことで、ある知人から言われたことです。市街地に

入ってくれば、市街地誘導サインが整然とでき上

がっている。そして町の中に入れば、街角に街区表

示板が張られて、それから個々の家には住居表示板

が掲示されて整然としたまちづくりが行われている

ということで、感じられるというような言葉が言わ

れました。 

 この平成１６年度に住居表示の実態調査をした

が、住居表示板の調査戸数が２,８８７戸、それか

ら街区表示板が、西側地区２１２、それから東側地

区６０１の合計８２３カ所となって、担当職員の皆

さんの御苦労は大変だったろうと推察いたします。 

 また、上富良野町住居表示に関する条例施行規則

も実態にあわせて平成１７年４月１日付で速やかに

改正され、それぞれの努力の跡がうかがわれるとい

うことを感じました。 

 それで、再質問の第１点ですが、再交付申請６７

町内会長に依頼したが、５９町内会しか回答がな

かったという答弁であります。それで、再交付申請

をしなかった八つの町内会に町の調査で更新を要す

る戸数があったのかどうか、また、あればその戸数

を明示をしていただきたいと思います。 

 それから、２点目は、調査戸数２,８８７戸で更

新を要する戸数は１,３５４戸、全体の４６.９％で

あります。しかし、再交付申請は５００戸しかな

かったという答弁です。それで町が調査をし更新を

要すると認めた１,３５４戸の３７％しかないので

すね、この５００戸ということになると。残り８５

４戸は更新を要するが再交付申請がないという実態

がこの中でわかりました。したがって、私は住居表

示は個々の家が連なって、その中で全部が住居表示

が整然となっているのが本来の姿でないかと。この

状態であればまさに歯抜けの状態になるのではない

かという気がいたします。それでこの対処について

お伺いをいたしたいと思います。 

 それから、３点目は、住居表示板の調査戸数２,

８８７戸の調査方法とその記録はどのようにして残

されているかということで、お尋ねをしたいと思い

ます。 

 というのは、残り８５４戸はないのであれば、そ

れはどうするという対応をこの中で具体的にしてい

かなければならないのではないかという判断から、

私はその調査方法と記録がどうなっているかという

ことをお伺いしたいところです。 

 それから、住居表示板の関係で、今回の１７年度

の予算が５８万９,５３３円ということでお聞きを

しましたけれども、街区表示板が１枚お幾ら、それ

から住居表示板が１枚幾らかという、それぞれの単

価についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、(2)の今後の整備計画ですが、先ほど

申し上げた形で、私はこの中で具体的に言うなれば

８５４の関係が具体的に出てくることを期待したの

ですが、現実の問題としては、更新が必要と思われ

る方につきましては制度の趣旨を理解していただ

き、表示していただくよう今後も周知を図っていき

ますということですけれども、私は東側地区の街区

表示板とあわせて、このこともこの中で本当は出し

ていただきたったのですが、なかったので(1)の関

係のところであわせて答弁をお願いをいたしたいと

思います。 

 それから、次に２番目の上富良野町会議の公開及

び運営の実施状況と今後の方針で町長の方から冒

頭、実態としてはこの規程どおりされていないと、

不適切な実態でまことに遺憾ということを含めて、

今後適切に指導徹底を図ってまいるということでご

ざいましたので、まず冒頭そういうことでございま

すけれども、まず①の関係で平成１４年１０月１日

施行のこの規程の中で２２の附属機関、その他の委

員会、協議会を含めて２６ということで、先ほど町

長の方から青少年問題協議会、交通安全等の関係が

ありましたので、一応現在の段階では２２、それか

ら協議会等も含めて２６ということで確認をいたし

たと思います。 

 それから、②の行政組織内会議設置規則の中で、

現実に課長会議、それから政策調整会議、それから

もう一つは行財政改革にかかわる八つのプロジェク

ト会議ということで確認をいたしたいと思います。 

 それから次に、(2)の会議開催の住民周知です。 

 この規程による会議開催周知書というのは、町民

に町が開催する会議の名称、開催日時、開催場所、

主な議題、傍聴の可否を周知するものとなっており

ます。それで、附属機関が２７回、課長会議、政策

調整会議２６回、行革プロジェクト４６回、合計９
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６回開催されているが、正確な掲示件数は掌握でき

てない、掲示漏れがあった旨の報告を受けていると

の答弁ですが、この規程の趣旨と町長の言う「共に

創るまちを」支える原則は情報の共有であり、住民

参加の一層の推進のために抜本的な改革が必要と考

えます。したがって、私は今、単なる規程に基づい

て会議開催周知書を町政情報コーナーに掲示する、

言うならばＡ４など、今日の議会のあれではＢ５を

半分にしたものが掲示をされておりますけれども、

このことだけでは僕はだめでないかと。したがっ

て、多くの町民が知る機会を積極的に周知する方策

についてお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、次の質問の２点目、先般、１月２５、

２６日で議会運営委員会で先進地視察を芽室町、そ

れから白糠町に行ってまいりました。 

 そうすると、芽室町の実情を示しますと、芽室町

は芽室町掲示板として、スマイルボードとして町内

に１７カ所の掲示板を設置しております。それで、

私が持ってきましたこれが、傍聴しませんかという

芽室町が１７カ所スマイルボードとしてやっている

掲示板です。そしてこの中に、例えば会議の名称、

第５回芽室遺産構想推進協議会、日時、場所、主な

議題は芽室遺産の最終決定について、問い合わせ先

はそれぞれ載ってます。次には、芽室町自治基本条

例、これは１８年２月１日開催いたします。行政活

動の原則の条文整理について。それから一番最後

は、第３回芽室町図書館協議会ということを含め

て、主な議題は芽室町子ども読書活動推進計画策定

についてということで、こういうふうに具体的に１

７カ所、スマイルボードとしてやっております。 

 それから、もう一つは、パブリックコメント。向

こうの担当者も言ってました、非常に応募は少ない

と。それから一昨日富良野市議会を傍聴しまして

も、富良野パブリックコメントの応募が少ないと。

やっぱりこういうふうにカラーに印刷して全部やっ

ているのですね。これは一つは、第８次芽室行政改

革大綱案について、こっちの方は第３期芽室町高齢

者保護法、保健福祉計画、介護保険事業計画につい

てということで、こうやってやっている。 

 それから、もう一つは、委員募集です。これは芽

室町特別職報酬審議会等の審議委員の委員の募集の

をやっています。この下に応募用紙が全部下に置い

てあるのですね、このスマイルボードのところに。

ですから、私は先進地調査に行ってできるだけその

ものを行政の中に反映していかなければならないの

ではないかという観点で、このボードを若干大きめ

に拡大をして持ってきたわけです。それで、やっぱ

りそれも上富良野の町に生かすということで、我々

議員が道内研修、道外研修等をやって、それを具体

的にやっぱり我々の町に生かしていくという形を何

とかとりたいということで、あえてこのボードを持

ち出したわけでございます。そういう関係で、うち

の町でもこれについて積極的にどう改革をしていく

かということが必要でないかという気がします。 

 それから次に、４の傍聴の関係です。 

 現規程で会議開催周知書のみの取り扱いでは、非

常に傍聴は考えにくいということを私は判断してい

ます。したがって、会議の公開、それから傍聴条文

の制定を十分考えて、あの中に三つほど周知書以外

ということでホームページ、それから３点掲げてあ

ります、町広報の方だということで。したがって、

そういうものばかりでなくて、防災無線も入ってお

りますけれども、特に防災無線との関係等、それか

らやっていかなければ、いずれにしても今の規程の

中での範囲でのことということになると非常に狭め

られた感じて、言葉では言っているけれども実際は

来てほしくないのかと。例えば課長会議、政策調整

会議も含めて、そのような感じも受け取れないとい

う気がするものですから、せっかくつくられた規程

ですから、何とかこれを町民とともに町をつくると

いう感覚でお願いをいたしたいと思います。 

 それから、会議の記録の関係です。 

 収蔵されてない会議が８回あるとの答弁でござい

ます。しかし、附属機関等の設置及び運営に関する

規程の第６条第５項で、附属機関等の庶務担当課に

おいて次に掲げる事項を十分留意をするものとする

ということで、附属機関等の設置、改廃、委員の氏

名については速やかに公表する。それから会議記録

等は審議経過が明確になるよう作成し、公表すると

いうことになっております。したがって、これは上

富良野行政組織内の機構についても同じだろうと思

うのです。 

 それで私は情報コーナーで調べてみました。そう

すると、行政組織内会議の関係と課長会議、政策調

整会議、それから執行機関では農業委員会、教育委

員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産税評価

委員会、これらは的確に会議録が残されているし、

それからもう一つは、委員の氏名というのも完全に

なっております。それから附属機関の関係では、特

別職報酬審議委員会、行政改革推進町民会議、それ

から民生委員推薦会議、国民健康保険運営協議会等

は的確に会議録として残っております。 

 しかし、その他の関係では非常に私も驚きまし

た。これは私が調べて丸バツで全部やったやつで

す。例えば青少年問題協議会、これは町民生活課担

当、名簿がないのは平成１５年４月１日から１７年

３月３１日、その後のやつがあるのですね。それか

ら、会議録の関係は１４年と１６年、開催したかし
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ないかはわかりせんけれども、会議録が一切ない。 

 それから農業振興審議会、１７年３月に、恐らく

ずっと見ていくと年度末に大体やっているようにう

かがいますけれども、会議録はなし。それから役員

の名簿は平成１７年９月３０日で終わって、１７年

１０月からの名簿はない。 

 それから企業振興措置条例適用審査委員会、これ

は審査委員の分に助役の植田耕一、それから総務課

長田浦孝道、企画調整課長中澤良隆、道路河川課長

田中博、これは建設水道課になっている。こんな形

で文言残っているのですよ。これは産業振興課商工

観光班が担当のしているところですね。 

 それから文化財保護委員会の関係、これはもう教

育振興課社会教育班なんてございますけれども、１

６年４月１日から１８年３月３１日まで委員の名簿

がございませんし、１６年３月に開催されたと思わ

れる会議録がございません。これで決算状況を見ま

すと、それぞれ報酬は出ているのですよ。出ている

ということはやっているということで私は感じてご

ざいます。 

 それから社会教育委員、１７年４月１日から１９

年３月３１日だろうと思うのですけれども、名簿が

ありません。それから大体２回ぐらいやっているの

ですけれども、１７年度の会議録が一切なし。それ

から学校給食センターの関係、審議会、これはこの

前ちょっと言いましたので省略をいたしたいと思い

ます。 

 それから防災会議、総務課総務班があるわけです

けれども、１１、１２、１３は会議録があるので

す。１４、１５、１６、１７、１７はこの前２月の

頭ぐらいにやったのではないかなと思いますけれど

も、会議録が一切ありません。これは委員は当て職

ですからあれなのですけれども。 

 それから農業情報センター運営協議会、１４年か

ら１６年、２年間ですから１６年から１８年の名簿

がございません。それから会議録は１４、１５、１

６、恐らく１７年度はぎりぎりにやるのかというこ

とでございますけれども、こういう形になっており

ます。 

 ですから、まだ２２のうちの四つあれで１８はも

う全部不適切なのです。ですから、私はそのうち、

諮問に応じてやるというところもありますから、そ

れより若干落ちると思いますけれども、いずれにし

ても大半がこういうような状況になっているという

ことで明らかにして、言うならば附属機関について

は継承しているのかということで判断をせざるを得

ないというような、本来の自分たちの執行機関、行

政内組織機関はきちっとやっているのだけれどもと

いう気がいたしますので、その点を明らかにしてい

ただきたいとともに、先ほど町長が決意されていた

徹底的にやるということで、助役、課長に指示をし

ているということでございます。それで、これが１

点。 

 それからもう一つ、行政改革実施計画の進捗状

況、平成１７年度の取り組み状況ということで、言

うなれば重点項目、情報の公開等共有化の推進。実

施項目の中で情報の共有化に向けた取り組み強化と

いうことで、昨年の４月２８日、課長会議で情報提

供コーナーの情報更新を指示しております。それか

らもう一つ、５月３１日の課長会議で、会議録の作

成と公表についてということで指示をしているとい

うことですけれども、この行財政改革実施計画の進

捗状況の中で記録が残っているのですね。ですか

ら、そうやってやりながらもまだ漫然とそのままさ

れているということなので、その点やっぱり町長、

助役、総務課長、この点がどうなのかということで

お伺いをいたします。 

 それからもう１点は、パブリックコメントの関係

で、こういう情報公開のためのいろいろなことをび

しっとしてないから、パブリックコメントも五つの

案件をやりましたけれども、わずか８名ですね、生

活安全条例で１人、見晴台公園で４人、それから町

税の滞納者、行政サービスで３人ということです。

非常に町がやはり期待をしていたパブリックコメン

ト、ともにこの町をつくろう、そのために情報を公

開する、そして共有する、そしてそのために町民の

皆さんとの意見をということが、どうもちぐはぐな

状態で、ただ時代の流れとしてそういうシステムを

構築しただけに過ぎないのかなという心配を私はし

ております。したがって、これらの関係についても

どう実効あるパブリックコメントを町民からという

ことで、聞くところによると平成１８年度は広報関

係でパブリックコメントをやるというようなことで

お聞きをしております。したがって、これが重要な

ポイントになるのかなという気がしておりますけれ

ども、その点についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 それから次に、市町村合併の関係についてお尋ね

をいたしたいと思います。 

 国及び道は、北海道が全国的に見て市町村合併が

低調であります。したがって、合併特例法を引き継

ぐ形の合併新法が平成１８年から２２年度までの時

限立法として出されておりますけれども、この中

で、都道府県に合併推進の介添え役を務めさせよう

としているのが特徴であります。したがって、道は

この合併組み合わせ等を盛り込んだ構想を策定して

おります。しかし、それが今回報道されているクラ

スター分析に枠組み提示と私は考えます。したがっ
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て、道は平成１７年１１月７日に市町村合併道北地

区地域懇談会、それから１７年１１月１３日に市町

村合併道北地区地域説明会、１８年１月２４日に管

内説明会、１８年２月１日に合併構想に関する市町

村への説明会ということで開催をし、徐々に道の主

導型でこの合併の関係について、取り進めようとい

うことで考えているのかということでうかがわれま

す。 

 したがって、町長は平成１８年度の町政執行方針

で広域行政の推進についてということで、北海道の

合併構想のそれぞれの状況を踏まえて、町の対応と

方向性を町議会議員の皆さん、町民の皆さん方と議

論してまいりたいと考えているということで言われ

ております。 

 したがって、私はまずこの項目上の質問の第１点

目は、北海道は各自治体の行う５月の意向調査につ

いて、町長はそれぞれの状況を踏まえて、町の対応

と方向性を町議会の皆さんということで、執行方針

の中で出されていますので、この５月の意向調査の

事前に議会と協議をする中という点でお伺いをいた

したいと思います。 

 それから２点目は、富良野広域圏で自治のかたち

検討プロジェクトチームが広域連合、広域連携、広

域都市、市町村合併の四つを提示しながら、最終報

告等を３月末に提出するということでございます。

したがって、最終報告書の町民への情報公開につい

てどのように対処していくかお伺いをいたしたいと

思います。 

 それから次に、合併関係(3)の関係で、６月か７

月に道が市町村合併審議会により構想を示すとされ

ております。したがって、町長の気持ちとしては、

中富良野との関係云々ということについては、道が

勝手にクラスターということで示したに過ぎないと

いうことの気持ち、道はそれぞれ地域を結びつけよ

うと構想した面もあろうかと思いますけれども、あ

と３カ月ぐらいの中で町長の腹はある程度どうなの

かなという気もしているのですけれども、公式の場

で言うのはなかなかあれかなという気がしますけれ

ども、もし、心の中に何かあれば、町長の所信をお

伺いをいたしたいというふうに思います。 

○事務局（中田繁利君） 休憩時間を１５分取りま

して、再開時間を１０時５０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 １１番中村有秀君の質問に対する答弁を求めま

す。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、住居表示板、街区表示板等々の御質問であ

りますが、さきにお答えさせていただきましたよう

に、西側地区の対応は進めさせていただいておりま

すけれども、住居表示板につきましては議員再質問

にありましたように、８５４カ所残っておる数値に

なっております。これにつきましては、９月１日か

ら９月３０日、１カ月やったからそれでいいのでは

なくて、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、今後も住民の御理解をいただきながら、町内会

長さんの御協力をいただきながら、今後もこの対応

につきましてはより促進をして、全戸が住居表示板

を設置していただくように取り進めていかなければ

ならないというふうに思っておりますので、今後の

東側地区の対応とともに進めていきたいというふう

に思っておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 次の２点目の、会議の公開等々の対応であります

が、町の町政情報提供コーナーに対する種々の御質

問、御指摘を賜ったところでありますが、その広報

の方法等々について、いろいろと他の先進自治体の

ことにつきましての御説明等々もいただいておりま

すし、さきに議会の委員会、常任委員会の報告もい

ただいているところでありまして、町といたしまし

てもその対応につきましては、今後その広報の方法

について十分検討していかなければならない課題で

あると、議員御質問にありますように、常に「共に

創るまちづくり」を目指す町民と行政との橋渡しを

するのは、この情報開示がなくてはならないと、情

報を公開することによって、町民の皆さん方も行政

に対する関心を持っていただくと。その情報の公開

状況によって、町民の皆さん方の行政に対する関心

の度合も左右されるということでありますので、こ

れらの情報公開につきましては、十分対応していか

なければならないというふうに私自身は思っている

ところでありまして、この町政情報提供コーナーの

対応について、数多く御指摘を賜りました。 

 さきにもお答えさせていただきましたように、こ

のことにつきましては、私の方では会議のあるその

都度、所管課長会議あるいはいろいろな会議の中

で、議員の御意見の中にもありましたように何度と

なく指導をし、徹底を図るようにしているところで

ありますが、今の御指摘をいただくような結果に

なっておるということは、私にとりましてもまこと

に遺憾であり、職員が今なお職責を全うしないで自

己の職務を遂行していない部分があるということに
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ついては、まことに申しわけなく思うところであり

ますし、職員の意識というものがまだそのような程

度なのかと。今、議員から御指摘をいただいて、な

お私の胸の中は葛藤をいたしているところでありま

して、今後またより一層厳しく指導をしていきたい

というふうに思っておりますので、ひとつ御理解を

賜りたいと。職員も自己の職務はすべて完結する

と、職責を全うするということが町職員としての責

務でありますから、その職務を果たすようにより指

導を強化していきたいというふうに思いますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 それから、市町村合併の件でありますが、今後私

といたしましては、北海道が意向調査等々の対応を

進めていくということでおりますけれども、私昨日

も北海道の方から、この問題につきましての説明に

おいでいただきまして、地域振興部長ともお話しし

たところでありますが、この圏域におきましては、

今、圏域の自治のかたち検討プロジェクトチームが

間もなく最終報告を出してくると。これらにつきま

して最終報告の結果を踏まえた中で、さきにも行政

報告の中でも説明させていただきましたように、町

民の皆さん方とその結果を踏まえて議論をしなが

ら、その方向性を定めていきたいと。その議論を町

民の皆さん方とする以前に意向調査を道の方に提出

しなければならない期限が来るわということであり

ますが、先ほどもお答えさせていただきましたよう

に、基本的には圏域の中でこれは圏域とともに歩調

を合わせながら、お答えをさせていただきたいとい

うふうに思っております。ということは、最終結果

報告の状況によって、それを報告させていただくと

いうような形になろうかというふうに思います。 

 昨日も申し上げたのですが、クラスター分析によ

る圏域の対応につきましては、この北海道としては

クラスター分析はこのように合併を進めなさいとい

うことではないと、交流ということと、８０分以内

というような時間の問題と、地域の交流が身近です

よということをあらわしているだけで、合併イコー

ルということではないよというような説明をいただ

きましたが、議員が御質問にありましたような、あ

る面では北海道はこういう方向で行くということは

富良野圏域５自治体が今一丸となって将来どうしよ

うかという協議をしているときに、分裂させるよう

な形で出てくるということは遺憾だということで、

あれは北海道の考えていること、地域自治体として

はまた別な方向で考えているということで、私の考

え方を説明させていただいたところであります。 

 今後この問題につきましては、さきにお答えさせ

ていただきましように、圏域の状況を見きわめた中

で対応していくということで、決してこの意向調査

では今のところ申し上げておきたいことは、今まで

私が議員の皆さん方や町民の皆さん方にお答えして

いた、垣根を越えた回答をするつもりはございませ

んので、事前にこの件につきまして議員の皆さん方

と協議するということについては、今の時点では考

えておりません。今までお答えさせていただきまし

たようなことで、意向調査にお答えしていきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。（「答弁漏れがあるのですが。」

と呼ぶものあり） 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １１番中村議員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の６７町内会長さんに御依頼いたし

まして、５９町内会長から再度の申し込みがあった

ということで、残りの８町内会につきましては申請

がありませんでした。 

 また、次の８５４カ所の記録はどうかということ

でございますけれども、私ども各町内会ごとに調査

いたしまして、図面上に落としまして名簿につきま

しても残っているところでございます。 

 次の、単価の御質問でございますけれども、単価

につきましては、住居番号表示板につきましては、

ステッカー含めて１枚２１０円、プラス数字のシー

ルということでございます。また、街区の表示板に

つきましては、１枚当たり１,１００円ということ

で、そのほかにバンドとスポンジテープは別と、数

がそれぞれ壁用と住宅用と違いますので、電柱用と

違いますので、このような形でなっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○１１番（中村有秀君） まだ答弁漏れあるよ、

残った八つの町内会長から来なかったわけでしょ

う。それの中に必要とする戸数があったのか、ある

いはその戸数を明示してくださいと僕言ったので

す。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 失礼しました。 

 ８町内会につきましては、必要な戸数の数は

ちょっと今確認できませんけれども、必要とされる

戸数があろうということでございます。 

○議長（中川一男君） 再々ありますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 先ほどの住居表示板の関

係なのですけれども、８５４戸が更新を要するのに

再交付申請がないということで、歯抜けの状態にな

るのではないかと。せっかくやるのであれば整然と

順番になっている形ということでございます。した

がって、先ほど申し上げた６７町内会のうち５９の
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町内会から返信はあったけれども、８町内はないと

いうのはその数の対象の対策をどうするか。 

 それから、もう一つは、答弁では２,８８７戸の

調査報告では、各戸地図に落として名簿があるとい

うことであれば、私は本来ならばもうこれだけの５

０％になっているのであれば、もうそのものをつ

くって町が交付するという方法がよかったのかな

と。これからまたその対応の繰り返しをやると大変

なのかなという気がしたのですけれども、今の段階

ではいたし方ないけれども、できれば町としてそれ

らの再交付申請をしなかった８５４戸、それからも

う一つは、町内会として８町内会が来ないというと

ころも、戸数が何ぼでそれに対するどこどこという

ことで、できれば町として準備をし、やっていくと

いうような方法を施行規則の改正をして、再交付請

求でなってますけれども、今回はこのものというこ

とで、この約５０％、正式には４６.９％なのです

けれども、そういうことをしていけばよかったので

はないかという気がするのですけれども、とりあえ

ずこの８５４戸と、残り町内会の回答のなかったと

ころの対策をもうちょっと具体的に、ただ周知する

お願いの文書を出すという形ばかりでなくて、具体

的に町が全部きれいな住居表示になるような方策と

いうことで考えていただきたいと思います。 

 それから、名簿が残っているということであるか

ら、そういうことも私はできるのかなという気がい

たします。 

 それから、あと上富良野町の会議公開運営の実施

状況と今後の方針の関係は、町長がるる説明がされ

た形、それから町長の決意等もありますので、何と

か今の開示の周知のあり方なんかも含めて、やっぱ

り抜本的に見直しをしていかなければならないので

はないかという気がするのですね。それで、担当課

はそれだけ会議録は残す、それから委員の変更等は

的確にやってても、実際に町民がこれらの会議に対

してどう公開に対応していくか、傍聴するか、その

内容を知りたいという状況にはまだまだなっていか

ないのか、そのための方策をやはり考えていかなけ

ればならないのではないかなという気がいたしま

す。 

 それから、あと合併の関係です。 

 私は富良野広域圏自治のかたちの最終報告が出た

段階で、町民への情報公開をどうするかということ

をお尋ねしたのですけれども、それに答弁がなかっ

たのですけれども、たまたま３月４日、富良野市議

会で傍聴しましたら、とりあえず富良野市はコンパ

クトにまとめた１０ページ程度の概要版をつくっ

て、それを市民の周知と説明会に使うように考えて

いるという答弁を私は今聞いてきたものですから、

できれば上富良野も言うならば同じあれであれば、

広域圏のこの形でそういうものを同じように作成を

してやる方が一つの歩調と、それからニュアンスで

こうなるよりは、その方がいいかなという気がする

のですけれども、何か聞くところによると３月の末

に広域圏の会議が開催される。それからその前段で

沿線の議長さんとの会議があるようにも承っており

ますので、できればその点についてどう上富良野町

としてはしていくかということでお伺いをしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 先に町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １１番中村議員の

再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、８５４の再交付がなかったということの関

係でございますけれども、条例におきまして義務的

に表示していただくということでございますが、本

人の意向も今回はあったようにというふうに受けと

めております。 

 また、広報及び町内会長の周知の中におきまし

て、表示板の文字のみが消えている、落ちている場

合につきましては、手直しで使用してくださいとい

うことが少なかった要因もあるかと存じます。基本

的には広報等で周知を図っていくということで考え

てございます。残りの八つの町内会長の部分も含め

まして十分その周知方法、また再交付方法につきま

しては、十分検討させていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 １点目の住居表示板につきましては、先ほどお答

えさせていただきましたように、８５４戸これ９月

の１日から９月３０日でこれでやって、それで終わ

りだというのではないよと。今後これをより一層全

戸が掲示していただくように対応しなければいけま

せんよとお答えさせていただいたとおりでありま

す。 

 ただ、これは行政がやるのでなくて住民の方が責

任を持って対処していただくという形で考えており

ますので、住民の意思で住民の個人の住宅に張りつ

けるということでありますので、町が強制的に対応

するということでなくて住民の責任において、住民

の対応をしていただくということで進めさせていた

だきたいと思っております。そのための理解を得た

いと思います。 

 それから、次の広報関係でありますが、もう何度

もお答えさせていただきましたように、結果として

は遺憾な結果でありますけれども、広報の方法につ
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きましては、これからも議員研修の中で所管委員会

からも研修成果をお聞きいたした部分もございます

し、いろいろな面で上富良野町の実態に合った広報

の方法について十分対応しながら、住民の皆さん方

が行政に対する情報を共有できるように促進を図っ

ていきたいと。そのためにも今つくり上げる自治基

本条例等々の対応の中でも、十分これらの対処をし

ていきたいなというふうに思っております。 

 それから、市町村合併の件につきましては、行政

報告でも、また執行方針でも述べさせていただきま

したように、圏域のプロジェクトの最終結果が出て

き次第、町民の皆さん方との議論を重ねていきたい

と。そのためには町民トークだとか、出前講座だと

か、あるいは町長と語ろうとか、いろいろな機会を

つくりながら、また住民会長会議の中でもお願いを

した経緯がありますが、町の方が設定するのではな

くて住民会で設定していただいて、そこへ赴いてこ

の話題を提供しながら議論するというようなこと

で、十分この成果を１年間の職員の成果を住民と議

論をしていきたいと思っております。その中で、富

良野市が小ページの対応をつくるということでお答

えがあったということでありますが、富良野市が別

につくるのかどうかわかりませんけれども、これは

プロジェクトの中で、ダイジェスト版を町民にわか

りやすい短く、こう包んだものをダイジェスト版と

してプロジェクトの中でつくって、それぞれの町村

に対応するということで、今までの委員会の中で話

し合いが進められておりますので、それをもとにし

て住民との議論をしていきたいというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 私は、通告に従い質問いた

します。 

 １２月議会で、赤字再建団体になった場合は、町

長・議員の無報酬化宣言をしてはいかがですかと質

問したところ、町長から、それは当然であり、その

ようにならないように努力する旨の答弁をいただき

ました。２月１１日の報道によりますと、財政難に

陥った自治体に対し民間企業と同じ厳格な赤字再建

団体認定基準となる破綻法制を導入し、今国会で立

法化されるとありました。また、この破綻法制には

首長等の責任を明確にするとあり、さらにその自治

体は首長・管理職・議員・住民に債務を返済させる

とあります。 

 そこで、次の点についてお聞きします。 

 初めに、破綻法制について３点お聞きします。 

 町長はこの新聞報道にあるようなことについては

既に承知していたのではないでしょうか、お尋ねを

いたします。 

 ２番目に、厳格な赤字再建団体の認定基準、破綻

法制に対して、町は努力すれば赤字再建団体とはな

らないのか。 

 ３番目、再建団体に指定されたならば、町長・議

会がいかに反対してもすべての公共料金は上がり、

行政サービスは制限されます。我が町も赤字再建団

体指定の可能性は高いと思います。今回の値上げに

続いて、１年たたずに再値上げはいかがなものか。

余りにも勉強不足ではないか。町民の皆さんにどの

ように説明をするのか、お尋ねをいたします。 

 次に、住民自治条例制定についてお尋ねいたしま

す。 

 再建団体に指定されたならば、町長・議員の無報

酬化どころか、管理職・住民まで含めて債務返済を

させるとあります。町長は選挙で自立を訴え当選さ

れたと言われますが、対立候補も自立であり、明瞭

な争点とはなっておりません。自立とは公共料金の

値上げにとどまらず、行政サービスの制限等、町民

には大変な覚悟がいることを説明をしておりませ

ん。情報共有のためにも、なぜ住民自治条例を提

案、制定をしないのか、お聞きいたします。 

 次に、行政手続についてお尋ねをいたします。 

 国は厳格な再建団体認定基準、破綻法制により、

小規模自治体を基礎自治体に再建・再編し、より交

付税を削減する。道は道州制推進のため、合併推進

構想案を示し、さらに総務省によると平成２０年に

は地方自治体の基金はゼロになります。行政がどう

なるということではなく、一体住民はどうなるので

しょうか。どうするのか、町長は提案をしただけ、

決めたのは議会、すべては議会の責任ということに

はならないのです。基金ゼロ後の我が町はどうなる

のか、行政手続的に根本が違っているのではない

か、お尋ねをいたします。 

 最後に、住宅表示番号についてお尋ねをいたしま

す。 

 町内の住宅表示番号を見ますと、例えば南町１－

２－３が一般的でありますが、それが、南町１－１

２３４－５という番号があり、このようなのが散見

をされますが、整備についてお尋ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの破綻法制に関する３点について

でありますが、１点目御質問の破綻法制に関しまし

ては年を明けて以降、竹中総務大臣の私的懇談会で

あります地方分権２１世紀ビジョン懇談会におきま
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して、検討されていることを新聞報道等により承知

いたしたところであります。 

 次に、２点目の破綻法制によって財政再建団体に

ならないかとの御質問でありますが、自治体の破綻

をどのような基準で認定するのか、現段階において

はこの破綻法制の中身が全く承知しておりませんの

で、現段階でお答えさせていただく状況にはござい

ません。 

 ただし、現行法におきます制度を照らしてみます

と、国の厳しい管理下に置かれる財政再建団体と

は、市町村での標準財政規模の２０％を超える赤字

が生じている状況をいいますので、当町の場合では

現段階においてはおおむね８億円を超える赤字が出

たときとなりますので、そう認識いたしておりま

す。 

 ３点目については、このような事態に陥ることを

事前に回避すべく、財政の現状と行革の必要性を町

民に訴え、その上で町民を初めあらゆる階層からの

御意見を聞き、平成１６年９月に公共料金の適正化

や行政サービスの見直しなど、想定できる項目を網

羅いたしました上富良野町行財政改革実施計画を策

定いたしまして、実践しているところでありますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 なお、自治体の破綻法制化するには、私自身とい

たしましては、個人といたしましては、これらの前

提として地方に権限と財源が完全に移譲されなけれ

ばならないと考えております。 

 次に、２項目めの住民自治条例制定に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 この件につきましては、私の町政執行方針に関す

る議員の御質問に対し、既に答弁申し上げておりま

すように、本年度自治基本条例の具体化に向けた町

民の方々との共同作業に取り組むことにしておりま

すので、議会に対しましても早い時期に基本理念な

ど、考え方を示す予定としております。このような

経過を経ながら、素案がまとまった段階で議会並び

に町民の皆様へお示しをいたしまして、さらに御議

論いただいた上で、平成１９年度中に条例化し、平

成２０年度には運用してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、３項目めの破綻制度による行政手続に関す

る御質問にお答えさせていただきます。 

 御質問の内容に理解できない点もあるわけであり

ますが、町民との合意形成については大変重要なこ

とと強く認識しているところでございます。このた

め、情報の提供や町民などの意見を行政活動に反映

すべく、新しい取り組みといたしまして、パブリッ

クコメントなどの活用を図ってきているところであ

ります。 

 町長及び町議会議員はもとより、直接選挙を経た

町民の代表でありますので、その負託にこたえる責

務が課せられておりますことから、私といたしまし

ては、その自覚と責任のもとにこれからも引き続き

行政手続に誤りのないよう職務を果たしてまいりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、４項目めの住居表示番号についてお答えい

たします。 

 住居表示番号につきましては、住居表示に関する

法律に基づき、昭和５６年度に上富良野町住居表示

に関する条例及び施行規則が制定され、市街地の東

側地区を昭和５７年に、西側地区を昭和５８年に実

施しております。その後、未実施地区でありました

一部につきましては、土地区画や道路などが整備さ

れ住宅も建てられたことから、平成元年と平成６年

に実施したところであります。 

 しかし、市街地にありましては、農地などが点在

し、一部未実施地区が１２カ所、また未整備地区が

２３カ所で、合計３５カ所残っております。これら

は町名の後に土地の地番をつけてわかりやすく表示

しているところであります。 

 今後におきましては、住宅の密集状況、道路の整

備などの条件が整えば逐次実施してまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 再質問をいたします。 

 本来なら、この件に関しては一問一答でわかりや

すく実施したいところなのですが、そうはなりませ

んので、項目ごとにお尋ねをしていきます。 

 まず、１項目ですが、破綻法制の１項目につい

て、質問の焦点がちょっと漠然としたのかなと思い

ますので、わかりやすくもう一度お尋ねをいたしま

す。 

 今年２月１１日の報道のことをお聞きしているの

です。破綻に陥り再建団体の指定を受けた自治体

は、首長・管理職・議員・住民に債務を返済させる

というここのところをお聞きしているのです。管理

職・住民にも返済をさせるという、このような話は

突然報道されることはないはずです。市町村長には

前もって話があるはずと私は思います。再建指定を

受けた自治体は、債務を管理職・住民も含めて返済

させるというこの報道は、私は初めて見ました。町

長は前もってこういうことは聞いていたのではない

のでしょうか、ということをお尋ねしているので

す。 

 次に、２番目です。現行法の赤字再建団体認定基

準では、８億円を超える赤字が出たときに再建団体

となると言われていますが、それはあくまでも現行
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法の話です。今、国はいらだちを持っているので

す。基礎自治体にもならず、どうにもならない小規

模自治体で権限移譲とか財源移譲という話にはなら

ないのです。だから小規模自治体を再編、再建する

ためにより厳しい破綻法が制定されるのです。ま

た、３月７日の報道では、二、三日前の報道では、

財政制度審議会で地方交付税の抑制ということで、

６月にまとめるとあります。厳しい破綻法制も地方

交付税の期限もすべて今国会であり、７月にはその

全貌が見えます。厳しい破綻法制、激減する地方交

付税、道の合併推進構想、この３点セットに対して

町長はどのように町を導くのか、自立の赤字再建団

体の道を選ぶのか、道のいう合併に行くのか、また

は町民にさらに応分の負担を求める道を選ぶのか、

それ以外に違う道があるのかわかりやすい御説明を

お願いいたします。 

 ３点目です。どちらにしても１０月までには町の

進むべき道を決めなければならないのではないかと

思います。このような町の岐路にかかわる重大事項

をなぜ住民に聞かないのでしょうか。住民自治条例

を平成２０年から運用すると言われますが、これは

住民不在ではないでしょうか。私は国と道が小規模

自治体の再編・再建により国は地方交付税の抑制

を、道は合併推進構想による道州制の推進に焦点を

絞っているのが見えるからお聞きしているのです。

このような時代ではなく、このような問題でなけれ

ば町長のされていることは全く問題とはならないと

私は思います。非常に努力しているというように思

いますが、そのような今時代ではなくなっている、

そこが大問題ではないのかなと思います。住民自治

条例については、平成２０年以降に運用開始という

ことはよくわかりました。すべて決着がついてか

ら、住民に情報を開示して説明をするということに

なりますが、確認をしておきます。 

 次は、行政手続についてお聞きいたします。 

 総務省によりますと、平成２０年には地方自治体

の基金はゼロとなりますと発表しています。今、国

と道は先ほど言いました３点セットで小規模自治体

を基礎自治体にしようとしています。上富良野町も

間もなく１万人を切り、小規模自治体となるのは目

に見えてきております。そこで４点お尋ねをいたし

ます。 

 このように重大事項を抱えているのですから、行

政手続的にもこの３点セット対応について、町民と

の合意形成を図らなければならないのではないで

しょうか。 

 二つ目、町長が一方的に国、道の方針に逆らって

いる、広域５市町村と言っておりますが、何をか言

わんやと私は思っております。この行政手続に問題

があるのではないか。 

 三つ目、町長は、新しくパブリックコメントの活

用を図っていると言っていますが、どれほどの町民

がこのことに関心を持っているかと。町民の方か

ら、何人かの方から電話が入りました、私は年金生

活者で難しい話はわからないし、町長懇談などと言

われても恐ろしくて行くこともできないし、まして

口をきくことなどもできないのですと。これはほと

んどの方がそうではないかと思います。このような

事情も把握されずに、あれをやっている、これも

やっているというのは、住民を軽視しているのでは

ないでしょうか。お尋ねをいたします。 

 四つ目です。町長と議員は負託にこたえる責務が

あるとおっしゃいました。全くそのとおりです。そ

してさらに町長は、私は町長としてやっていると。

その裏を読みますと議員もやれるならやって見せて

ほしいと、このように私は読み取りました。これま

た議員を軽視しているのではないかと思いますが、

以上、行政手続４点についてお尋ねをいたします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 １点目の破綻法制のことについては、先ほどお答

えさせていただきましたように、竹中総務大臣の私

的な機関がこんな話し合いをしてますよということ

でありまして、私は議員と同じように報道で聞いた

だけで、こんなことは地方６団体にも何の説明もご

ざいません。この法制化は私はされるとは思ってお

りません。ただし、現在の赤字再建団体の対応につ

いての改正は一部されるかもしれないけれども、こ

こで言っている当然にして執行者並びに議会、町民

に一般企業の破綻と同じように責任を負わすという

ことにつきましては、なかなか今の自治法からいっ

ても地方自治の実態からしても、竹中総務大臣の

言ったあの新聞報道されているようなままの法制化

がされるというふうには私は認識しておりませんの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 そういうような中で、現行における赤字再建団体

の対応につきまして、私はそうならないように何度

も申し上げておりますように、行財政改革を推進し

ながら自主自立の道を歩む手法をもって、今現在取

り進めているところでありまして、私は議員の御質

問にありますように、住民をないがしろにして対応

しているつもりはございません。すべての情報公開

条例に基づく公開をしながら、先ほど一部中村議員

からの御指摘もございますけれども、それらの対応

につきまして忌憚のないように住民の考え方、そし

てそれをもとにした行政執行をさせていただいてい
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ると。市町村合併しか自治体の生きる道はないとい

う、私は現状での結論には達していないということ

で、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 しかし、何度も申し上げておりますように、現在

の地方財政の対応につきましては、三位一体の改革

が１８年、本年度で終わりますが、次に１９年度か

ら対応する地方財政改革、言うならば第２次の三位

一体改革、これは議員の御質問にありますように、

ある程度相当厳しい地方財政の方向性が示されるで

あろうということについては、予測をいたしており

ます。これらの方向性につきましては、議員先ほど

も御質問にありましたように、７月ごろに出てきま

す骨太方針がどのような形で出てくるのか、という

ことに十分関心を持ちながら、見きわめていかなけ

ればならないと。そして今後の地方財政の方向性を

見きわめていきながら、我が町の財政運営をしてい

かなければならないというふうに思っております。 

 国は議員御質問のように、平成２０年には地方自

治体の基金はゼロになるということで、公表をして

いるようでありますが、我が町の基金につきまして

は、議員の皆さん方にも基金支消計画をお示し申し

上げて、中期財政計画を対応しておりますように、

当初の計画では平成２０年までの中期計画の中で２

４億円からの財源不足が生じてくると。そのために

基金を支消すれば基金残高は、当時の額からして半

額程度になるだろうということを予測しておりまし

たけれども、町民の皆さん方の御理解等々をいただ

きながら、行財政改革の実施を図ってきた段階で、

現状では今後２４年までの総合計画の位置づけして

いる期間中におきましても、３億円程度の財源不足

という状況かなというふうに思っているところであ

りまして、これらにつきましては、今後また行財政

改革の中で財源確保を対応しながら、少なくとも次

期総合計画のスタートの段階では、歳入イコール歳

出の財政運営をしていくように取り進めるべく、行

財政改革を実施計画に基づく対応を図りながら、忌

憚のない財政運営を図っていくと。我が町におきま

しても基金は相当数の額を次期総計に持ち越してい

けるであろうということで、予定を組んでいるとこ

ろであります。 

 そういったことで、私といたしましては、基本的

に財政運営に忌憚のない対応を進めて、まちづくり

を進めていきたいというように思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 最後の３点目に、４件ぐらいの御質問がございま

した。議員からの御質問の中で、すべてにおきまし

て、私は議員の御質問のような考え方は全く持って

いないと。それの対応が議員との解釈が違うという

ことで御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 再々質問いたします。 

 既に知っていたのではないですかと、あの新聞報

道の件ですが、２月１１日ですね。２月１２日たま

たま富良野市長と会いまして、この件私びっくりし

ておりましたが、初めて見ましたから、富良野市長

にお尋ねしたら、いや、それはもう前から私たちは

聞いているということをお聞きしたから、市町村長

はこういうことを聞いているのかなということでお

聞きしたわけです。 

 それから、この破綻法制化に対する認識が町長、

ちょっと甘いのではないかなというように思いま

す。それから、中央の方向性云々ということを言っ

ておりましたが、方向性はもう見えております。こ

の基金につきましても、地方交付税の削減というこ

とで３月１０日に、これはもう今国会に出される

と、６月にまとめると、はっきり言っていて、もう

見えてきているのです。これは町民がもう見ており

ます、わかっている町民はわかってます、私と同

じ。私はそれこそガセネタではありません、新聞を

見てやっていているのですから。だから、この辺の

ところ認識もう少し厳しく持っていかれてほしいな

というふうに思います。 

 自立でいけば再建団体、では合併かというと、今

となっては何のメリットがあるのかと。あの昨年の

３月までの財政支援のある有利な条件で合併して

も、首長の方３名が自殺をしています、御承知だと

思いますが、それほどこの問題は深刻なのです。そ

のように受けとめなければならないと私は思いま

す。これから合併しても小さな自治体を有利にとい

うことにはならないのです、大きなところが絶対有

利となるのです。ここ富良野圏であれば２６名の議

員のうち半数は富良野の議員ですから、これから合

併しても惨めなだけとなってしまいます。町長は合

併の相手がいないということを切り札にしてきてお

りましたが、今度は赤字再建団体が嫌ですから、合

併にという相手が出てくるのではないかと思いま

す。合併には期待できない悪い状況になりますが、

これは想定内の話ということです。はっきりわかっ

ているはずです、ここになってくるということは。 

 ただ、合併した場合は、基礎自治体となって２,

０００余の権限と１８０余の事業をしっかり受け取

ることができるようになり、また首長、議会等々が

整理され経費が浮きますが、ここからなのですが、

町長にお尋ねします。ここから首長、議会がなく

なった後、私ちょっと進みます、住民自治の問題が

出てくるのです。本来なら住民自治条例でもって勉

強していかなければならないのですが、これは２０
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年までないと。であれば、この住民自治についてど

のようにお考えなのか、これが１点。 

 そこで、期待のできない合併、これに行くような

ことはないのかということについてお尋ねをいたし

ます。広域首長でもって云々と言っておりますが、

このような状況に追い込んだのは広域首長でござい

ます。５名の。非常に責任は私は重いと思います

が、どのようにお考えになりますか、お尋ねをいた

します。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に

お答えいたします。 

 まず、住民自治の問題でありますが、もう既に私

は住民自治の重要性を掲げて、総合計画の中で第４

次総合計画の中で四つの柱の一つとして、重要であ

るということで位置づけしながら総合計画の中でま

ちづくりを進めております。この住民自治の対応の

中で重要であるというふうに思って進めております

ので、住民自治条例がないから住民自治の推進をし

てないということではないということで、御理解を

賜りたいと思います。 

 また、住民自治基本条例につきましては、これは

条例をつくることが目的ではなくて、条例をつくる

ことは必要でありますが、その条例をいかに生かし

ていくかということが大切でございますので、そう

いう観点からすると、先ほどもお答えさせていただ

いたように、今年１年かけて住民と十分議論をし

て、そして我が上富良野町に最適な住民基本条例

を、自治条例を定めていきたいというふうに思って

おりますので、決して住民をないがしろにしている

という考え方を持っていないということで、御理解

をいただきたいと思います。 

 また、合併につきましても、これはあくまでも合

併の最終決断をするのは住民であります。私が決め

るのではなくて住民であります。ですから、住民の

意にそぐわない合併、あるいは住民が合併を必要と

する声が高らかになれば、そのことについては十分

対応していかなければならないというふうに思って

おりますが、今、私が何度もお答えさせていただい

ておりますのは、我が町の第４次総合計画の中でも

広域行政の推進を図るということで位置づけいたし

ていることを重点に置きながら、今現状におきまし

ては、合併の方向ではなくて自主自立の道を歩み、

まちづくりを進めていきたいというふうに考えてい

るということで、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨

澤節三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました項目について、町長及び教育長に質問するも

のであります。 

 まず、第１点目は品目横断的経営対策について、

お伺いいたします。 

 国はこれまでこの間、畑作物の品目ごとの価格安

定対策を廃止するということをうたい上げました。

この背景にはＷＴＯ協定の推進をもとに、関税を引

き下げて外国からの輸入産物に耐えられる農業づく

りということを前提にしているところであります。 

 そうすれば、当然一握りの担い手の農家しか残ら

ないという状況になり、今多くの農業者からも余り

にもひどい話ではないかという状況の中で、混乱や

動揺が起きるという状況になってきております。ま

た、大規模な経営を行えば、低コストで農業の改善

も図れるということでありますが、果たしてそれが

現実のものになるかということになれば、多くの問

題や課題を抱えているということは明らかでありま

す。 

 そして、農水省は従来の農家に対して行ってきた

価格保証政策を廃止する。従来、米や麦、大豆、て

ん菜、バレイショ等において価格対策を行ってきま

したが、これをすべて廃止して国が示した基準を満

たした農家だけ１８ヘクタール以上、あるいは２０

ヘクタール以上の農家だけに、この価格保証策を示

そうという、金額を交付しようというものでありま

す。 

 しかし、こういう状況の中で、農業者にとっては

どちらへ進んだらいいのかという戸惑いが、あるい

は困惑が日増しに高まるという状況は当然ではない

でしょうか。大規模になれば設備投資が大変だとい

う声も聞かれます。また、認定農業者になったとし

ても、将来の価格変動によって果たして生き残れる

かどうかわからないという問題や、あるいは今後政

府は基準認定農業者の基準を引き上げられれば、さ

らにハードルが高くなって農業を続けられないとい

う人々が、農業経営者がまた新たに出るのではない

かという、このような心配の声がこの上富良野町で

も出ているという状況であります。 

 今大切なことは、国の農業切り捨て政策に地域か

ら怒りの声を上げて離農に拍車をかけるという、こ

のようなひどい政策に対して改善と要求、農業をし

たい人はすべて農業を担える、こういう農業づくり

が前提でなければ地域経済にとっても大きな悪影響

を及ぼすということは明らかではないでしょうか。

そのことを述べまして、私は次の項目に対して町長

の答弁を求めるものであります。 

 一つ目には、農水省は担い手要件を満たせば他産

業並みの所得が確保されると述べていますが、どの
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ような基準に基づいてのことなのか、この点につい

て伺います。 

 そしてまた、平均的な農産物のその前提になるの

は、平均的な農産物の価格が初めて保証されてのこ

とだと考えますが、これらについても答弁を求めま

す。 

 二つ目には、認定農業者となった場合、安定した

経営が本当に確保できるかどうかということであり

ます。この点についても町長はどのようにお考えで

しょうか。さらに、認定農業者と離農者の現状はど

のようになっているのか伺います。 

 ３点目には、町長は上富良野町の農業経営を守る

ためにも、今行われようとしているこの政策に対し

て、上富良野町の問題点と課題を明らかにして、国

や道、また関係する機関に必要な対策と改善策を要

求し、１人の離農者も出さないという立場から、農

業の改善、地域の声を上げ、そして改善策を求める

べきだと考えますが、これらの点について町長の見

解を求めるものであります。 

 次に、障害者自立支援について伺いいたします。 

 国は障害者の地域生活と就労促進、自立するため

にという形の中で、障害者の自立支援法案を提出い

たしましたが、しかし、この法案の中身を見ます

と、従来の応能負担から応益負担という形の中で、

新たに障害者の人たちに対しての負担を求めるとい

う、ひどい中身であるということが明らかになりま

した。 

 そういう点では、多くの障害者団体からも、自立

どころか自立を妨げるような中身であり、絶対この

ようなことは納得ができないという声が出されると

いう状況にあります。そして、今度の中身は、これ

まで別々だった知的障害、身体障害、精神障害の３

障害を一元化し、支援策を行うというものでありま

す。 

 そして、医療費の公費負担については、更生、育

成医療は応能負担、精神障害者の通院負担について

は５％から原則１割負担という状況になり、所得に

応じた自己負担の限度額が設けられ、軽減策があり

ますが、しかし負担がふえるという点では従来の応

能負担から大幅に制度が改悪されたという状況にな

らざるを得ません。 

 国は、低所得者に対する一定の軽減策を設けたと

しています。しかし、低所得者のひとつの段階を見

た場合に、障害者年金２級で見たときに月額６万

６,０００円で、約２割の１万５,０００円の負担と

いう状況になり、到底低所得者に配慮したという制

度ではないということは明らかであります。 

 また、今回、利用料の判断基準、算定基準として

示したものは従来の応能負担にかわってその収入も

家族の収入を合算するという状況の中で、ここにも

制度のゆがみと不公平感が生まれ、新たな負担にな

るという、このひどい内容であるということがわか

りました。 

 そこで、町長にお伺いしますが、上富良野町にお

ける自立支援の対象者は現状で何人いらっしゃるの

か。応能負担から応益の負担になることによる不平

等感が当然生じるものと考えますが、どのようにお

考えなのか。また、これらの負担の軽減策について

町長は考えておられるのか、これらの点について町

長の見解を求めるものであります。 

 次に、放射線管理センターについてお伺いいたし

ます。 

 放射線管理センターの経営者と地域懇談会が２月

２４日に開催されました。今回の懇談では草分住民

会から７項目にわたる質問が出されました。それに

対する会社側の回答も行われたという形で聞いてお

ります。しかし、今回の説明会というのは従来の草

分地域や、あるいは日の出地域の一部というエリア

に限って行われてきましたが、しかし、その枠を超

えて草分全住民が対象として行われたことがあり、

今までの説明が地域住民に伝わっていたけれども、

草分住民全体に伝わっていないという形の中で、要

望に対する回答に対して十分な説明がなされなかっ

たということも聞いておりますが、しかし、いずれ

にいたしましても、この放射線の医療廃棄物処理施

設というのは、地域の医療機関から出てくる廃棄物

を処理するという特質な施設でありますから、関係

する住民に今後ともわかりやすい説明を会社側が行

うということは絶対的な条件であり、情報の開示か

らいっても当然行わなければならないということは

明らかであります。そういう意味では、町において

も、今後とも関係する住民や地域住民に対しても

きっちりとした情報の開示を行うべきだという要求

を、この放射線管理センターに対しても要求すべき

だと考えますので、これらの点についても回答を求

めるものであります。 

 次に、ＪＲ列車の増便についてお伺いいたしま

す。 

 今、旭川・美瑛間の列車については、現在１９本

走っています。それが旭川・上富良野間になると、

１日１２本と少なくなります。今、通勤・通学者か

らも、また保護者からも、学校からの帰宅時間帯に

合わせた列車の増発をしてほしいという声が出され

ています。そういう意味で、町においてもこれらに

ついての今後の対応について伺うものであります。 

 また、一時保育について伺います。 

 町はこの間、私の質問に対しても一時保育の必要

性は認めてきましたが、しかし、実際それを制度と
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してきっちりとして住民に知らせるという点ではま

だまだ不十分さが残っております。確かに一部実施

という形もされてきましたが、しかし完全なもので

はありません。次世代育成計画の中には、今後こう

いった政策をきっちりと位置づけて保育行政に寄与

するということが述べられています。そういう意味

では、きっちりとした保育行政、一時保育の特別保

育の実施をきっちりと町としても制度化して行うべ

きだと考えますので、これらの点について、町長の

見解を求めるものであります。 

 次に、上富良野小学校の改築計画についてお伺い

いたします。 

 上富良野小学校が建設されてから、１線と２線校

舎では４５年と４６年を経過し、３線校舎では３５

年と３４年を経過するという状況になっておりま

す。この間、校舎の大規模改修などを行ってきまし

たが、修繕箇所も雨漏り、床のゆがみなどが出てく

るという状況になって、いち早い修繕あるいは改築

の方針を示すべきと考えます。また、教職員室から

生徒の登下校時の様子が見えないという状況であ

り、侵入者があっても監視もできないという問題点

があります。将来の生徒数の動向を踏まえながら、

上富良野小学校の整備計画について、今後どのよう

に対処されようとしているのか、教育長の答弁を求

めるものであります。 

○議長（中川一男君） 昼食休憩といたします。 

○事務局長（中田繁利君） 再開時間を午後１時か

らといたします。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ９番米沢義英君の質問に対する答弁を求めます。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の６項目の質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの品目横断的経営安定対策に関す

る３点についてお答えさせていただきます。 

 １点目の御質問でありますが、国においては平成

１７年３月に新たな食料・農業・農村基本計画を決

定し、平成１９年産の作物から品目横断的安定対策

を導入することになりますが、農業経営基盤強化促

進法に基づく運用の指針が示されたところでありま

す。この指針に基づき、都道府県は基本方針の中

で、目標農業所得を定めております。 

 北海道はこれまで主たる従事者の所得数値をおお

むね７００万円と定めてきましたが、米を初めとす

る農産物価格の下落や生産量､肥料費等の生産基礎

数値の見直しを行い、主たる従事者の所得数値をお

おむね４８０万円とする方向で検討されております

が、この内容は、他産業に４０年間従事する場合、

賃金構造基本統計調査により算出した生涯所得約１

億９,２００万円を４０年間で割り戻した額が所得

目標とされているところであります。 

 ２点目につきましては、品目横断的経営安定対策

の対象となった場合、外国の価格と国内生産コスト

の差を埋める対策と収入の変動の影響を緩和する対

策により、ある程度所得は確保されるものと考えま

すが、農政の大転換が図られる中にあって、大変厳

しいものがあると考えております。 

 町の農業者数は平成１７年３月現在４４１戸で、

うち認定農業者は現在２８８戸でありますが、品目

横断的経営安定対策などが示されたことにより、今

のところ２０から２５戸程度の離農が予定されてお

ります。 

 ３点目につきましては、平成１７年３月、新たな

食料・農業・農村基本計画が閣議決定され、その実

施方策は農業を本格的に担う経営体だけを農政の対

象にすると言われておりますが、農政の大転換期に

あっても、農業所得によって生計を維持し、意欲を

持って営農に取り組めるよう国を初め関係機関に必

要な対策を要請するとともに、町においても創意と

工夫を持って取り組む農業者が実施する奨励作物振

興事業等を引き続き実施してまいります。 

 次に、２項目めの自立支援についてお答えさせて

いただきます。 

 自立支援の対象者につきましては、重複して認定

されている方を含め、平成１８年２月末現在で、身

体障害者６１３人、知的障害者７８人、精神障害者

１８９人で、さらに手帳の有無にかかわらず町が対

象と認める児童デイサービス利用者４２名を加え、

総数９２２人となっております。 

 なお、参考までに平成１８年２月末現在の支援費

支給決定者は、居宅６４人、施設４０人となってお

ります。 

 次に、本年４月の改正法施行に伴います利用者負

担につきましては、議員の御発言のとおり、原則１

割の負担となることが示されております。しかしな

がら、所得の低い方々に対する軽減については、細

部にわたって措置されていくように聞いておりま

す。 

 今後、制度説明会等におきまして、支援報酬額の

確定や負担限度額等の細部について明らかにされる

ものと思いますので、遺漏のないように対処してま

いります。 

 なお、町といたしましては、現段階で特別な軽減
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策は考えておりません。 

 次に、３項目めの放射線管理センターについてお

答えさせていただきます。 

 株式会社放射線管理センターの上富良野施設は、

平成２年より操業を開始し、本年で１６年目を迎え

たところであり、この間公害防止協定を草分住民

会、町、会社の三者で締結し、周辺住民の健康と生

活環境保全を図ってきたところであります。 

 しかし、施設の拡充に際して、平成１７年３月の

中間処理施設焼却２号炉設置計画説明会において、

関係する住民からは日の出住民会が入って協定を結

んでほしいことや、扱い品目が今回変更になること

から、協定の変更が必要ではないかとの意見が出さ

れたところであります。 

 これを受けて、住民会組織から協議会組織として

活動がよいのではないかという意見が出されたこと

から、両住民会長と会社とで協議し、その後、草

分・日の出地域環境保全対策協議会が設立されて、

新たに協定、覚書を締結し、周辺住民の健康と生活

環境保全を図っているところであります。 

 御質問の地域懇談会についてでありますが、草分

住民会により医療機関などから出る産業廃棄物によ

る農産物に与える影響など７項目の質問が会社に提

示されたことから、平成１８年２月２４日に草分防

災センターにおいて関連する説明がなされたところ

であります。町といたしましても、担当課長と主幹

を出席させ、会社に対し地域住民に理解を得られる

よう情報の開示を求めたところであります。 

 今後も株式会社放射線管理センターに対しては、

焼却にかかわる公害防止協定及び覚書に基づき、誠

意を持って履行に当たることなどの指導に努めてま

いりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めのＪＲ列車の増便についての御質

問にお答えいたします。 

 ＪＲ富良野線に関する要望につきましては、富良

野沿線の５市町村と美瑛町により毎年ＪＲ北海道旭

川支社に要望を行っているところであります。本年

度におきましても、２月８日に旭川・富良野間の列

車の増便や美瑛どまり便の延長運行など、６市町村

長による要望活動を行いましたが、増便につきまし

ては車両数や利用者数の実績等を理由に、現状では

難しいという回答でありました。 

 公共交通機関の乏しい上富良野町におきまして

は、ＪＲ富良野線は生活の足として、また観光振興

などからも貴重な交通手段であることを十分認識し

ているところであり、列車の便数維持及び増便を図

るよう今後も粘り強く要望活動を行っていきたいと

考えております。 

 次に、６項目めの一時保育についてであります

が、次世代育成支援行動計画策定時のニーズ調査で

も希望が高いことから、平成１７年から平成２１年

までの前期計画に位置づけられております。現在町

におきましては、育児疲れ解消、急病や入院等に伴

う一時的な保育については、可能な限り通常保育の

中で対応しているところであります。 

 なお、保育事業全般の定員管理等については、緩

和の傾向となっておりますことから、国の動向を踏

まえながら制度化について取り組んでまいりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 次に、５項目め、上富良

野小学校校舎の改築についてお答えさせていただき

ます。 

 現在の上富良野小学校の校舎につきましては、１

線及び２線校舎は昭和３５年、３６年に、そして第

３線校舎は昭和４５年と４６年に建設したもので、

その後、逐次、もとの建物本体の改築や改造等の整

備を行い、現在の校舎の状況に至っているところで

あります。 

 最近は建築後かなりの年数がたっていることか

ら、天井、壁のコンクリート片やモルタル等のはが

れ等による落下が見受けられ、危険防止の補修を

行ってきている状況であります。しかしながら、平

成２０年度までの第４次総合計画においては、上富

良野小学校校舎の整備についての位置づけはなされ

ていませんが、現在の状況の校舎では、大規模改修

か、それとも全面改築かの決断を早い時点で行わな

ければならないと考えているところであります。そ

のため、今年度、今後の上富良野小学校の整備計画

策定の資料とするため、上富良野小学校校舎整備基

本計画策定調査を行いますが、来る平成１８年にお

いてはこの調査結果に基づき大規模改修を行うが、

既存の校舎の延命を図るのか、全面改築をすべきか

を関係の方々の意見を十分聞きながら、判断してま

いりたいと考えております。そして、その判断に基

づいたものを平成２１年度以降の第５次総合計画に

何らかの整備計画を盛り込んでいく考えであります

ので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 再質問を受けます。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） まず、品目横断的経営安定

対策についてお伺いいたします。 

 国の示す基準の所得数値という形で、４８０万円

の従事者の所得数値があるということが答弁にあり

ます。しかし調べてみますと、これはあくまでも平

均的ないわゆる価格設定であり、米価においても大

体１万５,０００円から４,０００円ぐらいの設定数

値だというふうに言われております。しかし、現状
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を見ますと、昨年度から今年にかけて、もう既にこ

れの値段を手取り収入でいえば１俵当たりで切ると

いう状況になってきております。そういう判断でこ

のことを考えた場合に、余りにも現実離れした所得

設定ではないかなというふうに感じているところで

あります。ここにやはり大きな問題点があるのでは

ないかと、まず第１番目に思いますが、町長はこの

所得設定のあり方についてどのような見解をお持ち

なのか、お伺いしておきたいと思います。 

 当然、今後、貿易の輸入自由化という形の中で、

いわゆる原価主義という形の中で、やはり実質変動

価格によってほとんど関税が取り払われますから、

他の農産物においても当然価格設定がどんどん下

がってくると。そうすれば農業収入も下がるという

状況になります。確かにそれに耐え得るという形の

中で、この保身策という形の政策転換という形に

なっておりますが、しかし、これとて将来的な保証

がないという現状を判断した場合に、私は今の農業

政策そのものが全く農家の実情を踏まえた農業政策

になっていないということが明らかだというふうに

思いますので、この点、町長は含めてどのようにお

考えなのか、お伺いいたします。 

 次にお伺いしたいのは、もう既にこの１７年度に

おいては４４１戸に対して認定農業者２８８戸と、

約７割ぐらいと。その他もうこれ以上農業は続けら

れないという形で、いろいろな要因があると思いま

すが、５％ぐらいの離農者が出るという状況になっ

てきています。 

 こういう状況の中で、農業者の言っているのは、

やはり我々に本当に罪があるのだろうかと。これま

でも国の政策に従って一生懸命米や野菜をつくって

きたと。しかし、今回の政策というのは、そういう

ことすらもう容認されることなく、やはり私たちの

思いを逆なでするような農業政策だということが言

われてきております。当然そうなりますと、この離

農した農地をどこかが吸収しなければならないと。

しかし、これがますますふえるということになれ

ば、その吸収する生産法人すら出てこないというこ

とになれば荒れ地になると。経済にも大きな打撃を

こうむることはもう明らかであります。そういうこ

とを考えたときに、私は町長は今後この課題とし

て、今の制度の中でもやはり生きていけれるような

条件を見つけて、問題があるならば当然国に対して

もその要求をしていくべきだと思います。 

 町長は今回の制度改正の中で、何が問題になって

きているのかと、また町としてどういう点を関係機

関に改善を働くべきかというその考え、認識です

ね、具体的にお持ちなのかどうなのか、まず基本的

なところだけ伺っておきたいというふうに私は考え

ているところであります。 

 今後の改善策としては、当然やはり新規参入者や

定年帰農者の受け入れ等、あるいは地元で消費でき

るものは大いに地元で農産物を消費してもらうよう

な対策、あるいは認定外の農業者においても、農業

を続けたいということであれば必要な手だてを行っ

て農業をやれるような対策をとる。法人に移行する

場合に当たっても、それにふさわしいようにすると

いう、農業者がいるとすれば、それに対する支援策

等も考えながら、やはりあらゆる可能性を追求し

た、農業を守るという立場からの支援対策というの

をどん欲に求めていくべきだというふうに考えてお

ります。この点どのようにお考えなのかお伺いして

おきたいと思います。 

 町長の答弁の中にも創意工夫ということがありま

すが、しかし、単なる奨励作物の従前の政策にこだ

わることなく、やはりもっといろいろな農業者の意

見も本当に聞き入れながら、どういう上富良野に

合ったやはり農業支援策がいいのかということを、

やっぱり懇談もしながらその方向性をお互いに模索

すべき段階だというふうに思いますので、この点に

ついて具体的な考えがあればお伺いしておきたいと

いうふうに思います。 

 農業所得でいえば、富良野農業統計上における１

戸当たりの専従者の農業所得は、平成１２年で約２

４６万円という形になっております。１５年では若

干価格変動があったせいもありますが、わずか３８

０万円という形になっております。これはあくまで

も平均的なものでありますから、これよりも低い世

帯、所得の方もたくさんいます。また同時に、農家

の方は四、五人で農家経営を行っておりますから、

これを単純に割り返しますと、いわゆる４０万円だ

とか、そういった年間の所得という形になってきま

す。そうしますと、国が言うおおむね４８０万円の

所得という点ではかけ離れているという点でも、上

富良野のこの間の農業生産所得を見ても明らかに

なっておりますので、こういった部分でやはり自由

化における対策の見直し、やはり大豆、小豆や麦に

おける需給率の向上という点でも、今後農産物のや

はり消費がふえるという状況の中で、安定的につく

れるかどうかということが前提になりますので、こ

ういった価格保証にかかわる制度をこのような輸入

を前提とした政策ではなくきっちりとした農業を、

いわゆる１人でもやっていけるというような政策単

価を一層求めるべきことが必要だと思いますので、

この点を強調して町長の答弁を求めておきたいと思

います。 

 次に、障害者の自立支援の点でお伺いいたしま

す。 
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 上富良野町にも今答弁にありましたように、障害

者の自立支援という形の中で、居宅あるいは施設と

いう形の中で利用されている方もたくさんおられま

す。 

 今度の制度の中では、いわゆる施設利用をした場

合においても、今まではほとんど負担がないという

状況ありましたけれども、今度給食費の負担が出

て、また新たに利用者負担という形の中で負担が上

乗せされるという状況になってきております。実費

負担という形で１回６５０円という形の設定になっ

ているかというふうに思いますが、１食ですね、そ

ういうことを考えたときに、やはり先ほども言いま

したが、障害者年金の低額になればなるほど負担率

がふえる、所得が低い人ほど負担率がふえるという

ことになっております。やはり当然所得に応じた負

担率ということが本来は基本でありますが、しか

し、国は所得の率に応じるというのではなくて一律

に１割負担、軽減策あるとしても求めてきておりま

す。そういった点で、町長は負担率からしても当然

この不平等さがあるというふうにお考えにならない

のか、お伺いいたします。 

 その前提に立って、今後も町はどうすべきかとい

う点ですが、やはりこういう方たちの負担軽減する

何らかの対策を現実のものとしてやはりとるべきで

ないかと。財政が伴わないというのではなくて少し

でも利用の負担を軽減できるような対策をとってし

かるべきではないかというふうに考えておりますの

で、この点はどのようにお考えでしょうか。いろい

ろ障害を持っておられる方の家族の方にもお聞きし

ましたら、やはり制度の周知という点でもまだまだ

知らされてない不安や、何よりも今後負担がどうな

るのかという形のやはり不安をすごく持っておりま

す。そういう意味では、行政としてできる限りの対

策をとって軽減策をやはりすべきだというふうに考

えておりますので、この点、町長の見解についてお

伺いいたします。 

 次、放射線管理センターについてはそれぞれ協議

会もつくられて、その中で運用されているという点

があります。今回のいわゆる５００メートル以内の

範囲の方を対象に恐らく今まで説明会を開いていま

したが、しかし、それではだめではないかという形

の中で、いわゆる幅を広げたという感じの今回設定

になっております。今回そういう中で初めてこの説

明を聞いたという方もおります。そこでちょっと初

めて聞いてびっくりしたという方もおられるという

ふうに私も聞いておりますし、実際話を聞いた方に

も聞きました。 

 ですから、引き続きこの点については町が示すよ

うに覚書を遵守しながら、幅広い地域の説明が求め

られる条件があれば、もう既に前回の狭い地域の住

民説明会ではなくて、今回新たにやはり規模が広

がった中での説明会というのはとてつもなく大切な

ことでありますので、これは引き続き町としても要

望をお願いしたいというふうに思いますので、この

点見解を求めておきたいと思います。 

 次、ＪＲ列車の増便の問題でありますが、いろい

ろこの間も町も努力してきているということは十分

理解もできますが、やはり保護者の方は、子供さん

がちょっと勉強で遅くなった場合は、美瑛まで車で

迎えにいくという形をとっている保護者の方もたく

さんおります。そういう意味でいえば、夕方の時間

帯だけでも、１本か２本でも、ＪＲにすれば非常に

大変な列車ダイヤそのものも変えなければならない

という状況があるかと思いますが、ぜひこの点、引

き続き要望していただけるように、ぜひ町としても

お願いしておきたいというふうに思います。 

 次に、一時保育の問題でありますが、これは非常

にニーズの高い点であります。 

 上富良野町ではその時々対応しているという答弁

でありますが、現場を見ましたら５％枠、２０％枠

という形の中で、もう定員枠を超える入所というの

が実態としてあります。そうすればおのずとこの一

時的に保育を、いわゆる病気、いろいろな冠婚葬祭

等で預けて受けてもらいたいと思っても受け入れら

れないと。また施設ももう狭隘でいっぱいだという

のが実情であります。 

 そういう意味では、今後こういう答弁を何回も繰

り返すのではなくて、狭いのであれば増築も考え

て、将来の保育園児の動態も増減も考えながら施設

の整備も含めた中で対応しなければ、これは実際実

現できないのではないかというふうに考えるわけで

す。 

 国の方では簡単に緩和策という形の中で受け入れ

枠を広げてきますが、しかし、現場ではもうこの目

いっぱいという状況が上富良野町で見受けられま

す。ですから預けたくても、受け入れたくても受け

入れられないと。また、そういう話聞くから、やは

り町ではもうそういう状況はなかなか厳しいのだな

ということになれば、自然とそういう要望があって

も遠のいてしまうというのが実態で、本当に必要な

人が利用できないという状況が私はあるというふう

に考えてますので、この点は町長、施設整備も含め

て具体的な対策をしっかりと早急に計画の中に盛り

込むべきだと思いますので、この点、町長の見解に

ついてお伺いしておきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、教育長にお伺いいたしますが、上富良野小

学校の改築という形の中で、１７年度においては基
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本整備計画の策定調査を行ったということで書かれ

ております。この間何回か質問しましたが、財政の

ことということもありまして、なかなかその方向性

については明確にされませんでしたが、今回の答弁

の中では５次総合計画の中でという形では表現して

ありますが、この５次総合計画の何年度ぐらいに盛

り込まれようとしているのか、お伺いいたします。

当然、生徒数のやはり動向も動態も考えなければな

りませんし、財政的な面もありますので、大いに論

議するといとうことも含めて、この点教育長として

はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

 学校の現状についてはもう細かいことは言いませ

んが、不審者の侵入等についてもなかなか見受けら

れないという形で、今回から監視カメラもつくよう

になりましたけれども、そういうことも含めて、耐

震性も含めて今後このあり方について、もう一度基

本的な考え方についてお伺いしておきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの品目横断的経営安定対策の関連

でありますけれども、国は食料・農業・農村基本法

を制定いたしまして、その後基本計画を策定し、そ

して先ほどお答えさせていただきましたように、１

９年から品目横断的経営安定対策に取り組むという

ことであります。このことにつきましては、終戦後

今日まで国が取り進めてきた農業政策が大きく転換

されるものというふうに認識いたしておるところで

あります。 

 ということは、従前は、今まではすべての農業者

に対しまして、品目別の価格施策を国は講じてきた

ところでありますが、これからにつきましては意欲

ある担い手、あるいは認定農業者を対象とした品目

における所得保証制度に大転換をしてきたというこ

とでございます。大きく言うならば、所得保証制度

を充実していこうということでございますが、その

所得の基本になるものは、先ほど議員からも御意見

の中にもありました従事者の所得をどのように位置

づけするのかということ等々も含めながら、これか

らの課題としても残る部分もあるわけであります

が、基本的に私の承知している範囲におきまして

は、農業者の過去３年間の農業所得の平均をもっ

て、その部分の農業所得保証の対象として推進して

いくというようなことで承知をいたしておるところ

であります。そういう対応の中で農産物の価格の変

動等々における所得が低減した場合において、それ

らの所得の保証がなされるものというふうに認識を

いたしているところであります。 

 ただ、大きな課題は、ただいま申し上げましたよ

うに、これからの国の農業施策におきましては、担

い手を含めた認定農業者に対する品目における所得

保証ということでございますので、そういった認定

農業者となり得なかった農業者をどうするのかとい

うことが大きな課題でございます。認定を受けられ

なかったから農業経営はでき得ないということでは

全くございませんので、その認定を受けられなかっ

た農業者に対する施策、それから認定を受けた農業

者に対する対応、こういったものがこれからの中で

大きく重要な課題であろうというふうに思っている

ところであります。 

 先ほどお答えさせていただきました離農が２０戸

から２５戸ぐらいあるということにつきましては、

これは認定を受けられなかったからということも含

めますし、これからの農業経営に対する対応という

ことも含めた中での離農ということも理解できるわ

けでありますが、基本的には後継者がいないという

ことに大きな課題があるということでございます。 

 そういったことで見切りをするという農業者が出

てきて、私どもが予測したよりも戸数が多いという

ような状況下にあるわけでありますが、これらにつ

きましては認定農業者に選任されなくても、農業経

営ができるすべにつきまして、行政としての対応を

図っていかなければならない。そのためにも農業者

が安定的な農業経営が持続できるような施策の展開

ということも重要でありますし、先ほどお答えさせ

ていただきましたような施策の展開をするととも

に、現在定めております農業振興計画に基づく対応

について、農業関係団体でありますＪＡさんととも

に連携を図りながら、この施策の展開を進めていか

なければならないというふうに思っているところで

あります。 

 そういう状況でこの新たな国の制度にのっとっ

て、その枠の中でいかに農業経営を持続していくか

ということに意を注いでいかなければならないし、

その農業施策、国の施策が不備な点につきまして

は、農業団体とともに国に対し関係機関とともに是

正を働きかけていきたいというふうに思っておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、障害者自立支援の関係でありますけれど

も、先ほどお答えさせていただきましたように、国

は現在１割の負担を求めるということで、原則１割

の負担ということで受益者負担の対応を図ってきて

いるところでございますし、また他の医療、あるい

は介護等々と同じように食費等々につきましては、

それぞれに御負担をいただくというような方向を定

めてきているのが現在の障害者自立支援の対応であ

ります。 
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 この中で、原則１割の負担ということに対応する

中で、国は先ほどもお答えさせていただきましたよ

うに、低所得者に対する軽減策を国は講じるという

ことでありますが、それらの内容につきましては今

まだ国から私どもの方に細部は説明をされておりま

せんけれども、今後この軽減策の状況を十二分に見

きわめながら遺漏のない対処をしていきたいという

ふうに思っておりますので、先ほどお答えさせてい

ただきましたように、町独自の軽減策ということは

現時点で考えておりせんので、御理解を賜りたいと

思います。 

 次に、放射線管理センターの件ですが、私もこの

件につきましては議員と同じ考えでございまして、

地域住民の皆さん方が安心できる対応を図るために

も、基本的に会社が地域に対する説明責任を果た

し、また情報の開示を図っていただかなければなら

ないというふうに思っているところでありまして、

三者で協定を結んでおりますそのことにつきまして

も、覚書等々の中で町の果たすべき役割というのは

地域住民の対応を遺漏のなきよう対処していかなけ

ればならないということで、これらにつきまして

は、その協議会の参加が幅広く地域の皆さん方が参

加して対処していける協議会となっていただくべき

であるというふうにも思っております。そして、町

の果たすべき役割を果たしていきたいというふうに

思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 次に、ＪＲ富良野線につきましては、さきにお答

えさせていただきましたように、例年２月の初めに

富良野圏域５市町村と美瑛町との６市町村で、長い

間、過去ずっとＪＲ北海道旭川支社に対する要望運

動展開を進めてきているところでありまして、観光

事業等々に対するＪＲの支援体制等々も含めた中で

の要望運動の展開をしております。 

 その都度、私の方で申し上げておりますのは、富

良野線の、議員が御質問にありましたように、美瑛

どまりのを富良野までということでお話を申し上げ

ているところでありますが、いかんせん、ＪＲさん

の方では現在富良野線に走っている車両が目いっぱ

いであると、あの車両を富良野まで延ばすと車両台

数をふやさなければならないと。しかしながら、現

在の富良野線の利用状況を見きわめると、車両台数

をふやすと、つくるということを考えると利用度合

等々の中でなかなか難しいというようなことから、

なかなかいい返事をいただいておりません。しかし

ながら、これは今までも重ねて要望してきておりま

すように、これからも引き続き要望活動を行ってま

いりたいと、粘り強く進めてまいりたいと思ってお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、一時保育の問題でありますが、さきにお答

えさせていただきましたように、現在町が１６年に

策定いたしました上富良野町の次世代育成支援行動

計画に基づきましてこのニーズにこたえて、先ほど

お答えさせていただきましたように、２１年の前期

の中で対処していきたいというふうに思っていると

ころでございます。今現在、施設の問題等々もあり

まして、十分におこたえでき得ないところがあるわ

けでありますが、そのことにつきましては、施設が

狭ければ増築しなさいという御意見でありますが、

これからの少子高齢化の中で我が町の乳幼児の児童

の数につきましては、大幅な減少になってきている

という実態がございます。小中学校におきまして

も、児童数が少なくなってきている、就学以前の乳

幼児の数も減ってきているというような状況の中

で、今多額の財政投資をして増設をしていくと、あ

と１年か２年するとあいてくるというような状況下

の中では、なかなか私としても進めていけないとい

う状況にありますので、現状を十二分にその定数の

緩和等々を含めながら、国の緩和施策等々も含めな

がら現状に合った中で、最大限の対応を図っていく

ように努力をしていきたいと思っておりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の上富良野

小学校の将来計画についてのお尋ねにお答えをさせ

ていただきます。 

 先ほどもお答えをさせていただきましたが、第４

次総合計画につきましては、平成２０年度までであ

ります。この間での対応は現在難しいというふうに

押さえているところであります。この後の第５次総

合計画が平成２１年度から始まるわけであります

が、ちょうどこのころは１線校舎が建ってから５０

年を経過するというような年数にもなるわけであり

ます。この中で大規模改修で延命を図るのか、また

全面改築を行うのか、１８年度中にある程度の方向

性を見出した中で、教育委員会といたしましては、

平成２１年度からの第５次総合計画のできるだけ早

い時点で、何らかの対応策が位置づけられるよう努

力をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 障害者の自立支援の問題で

もう一度お伺いいたします。 

 この間町の行政のあり方で、国の流れに沿っては

よく制度の改正を行われるのですが、しかし、実際

こういう住民の求められております負担軽減策、介

護の問題でもそうなのですが、なかなか国のいわゆ

る制度で軽減されているという形の中で、制度を利
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用していただければ軽減されるという形で、制度が

あるから町独自では行わないということが基本的な

町の考えで、この間そういった問題に対しては一向

に改善しようとしないのですよね。ここに私もっと

置かれているこういう人たちの現状を知ったとき

に、本当に心を痛めるというようなことを感じてお

られないのではないかというふうに考えているとこ

ろです。 

 先ほども言いましたが、障害年金の２級の上限と

いうのはもう示されています。恐らくこの上限で来

るのだと思うのですね、国の方では。負担額という

のは大体低所得者の１で１万５,０００円で、所得

者の２では１万４,６００円、一般では３万７,００

０円ぐらいのいわゆる施設利用をした場合だとか、

サービスを利用した場合の原則という形で来るのだ

と思うのです。こういうことを考えて先ほどから何

回もしつこく言いますが、低所得者軽減という形で

言われているのですが、この６万６,０００円から

２割もこの生活費がやっぱり減額されると。残りの

やはり家族構成もいろいろあるにしても、この問題

とらえて言えば、もう生活保護世帯の基準を満たな

いという状況だと思うのです、７０歳にしても。平

均４０歳なら、まだ５０歳でも高くなりますから。

やはりこういうことを考えたときに、医療費がこう

いう方多くは重度であったり、やはり働くことがで

きないという重度の方が多いわけですから、そうい

うことを考えたとき、今まで医療費についても、部

分についても、この給食費が所得制限、いわゆる免

除されていたのが今回の制度の中で給食費という形

で実費負担が導入されるようになっています。 

 それで、そういう状況の中でやはり生活をやって

いくとなると、相当きついということは明らかだと

いうふうに思うのです。そういうことも含めて、町

としてはこういった部分に対する低所得者のいわゆ

る１８歳未満でもいいです、そういった部分のやは

り軽減策をとって、対策をとるべきだというふうに

思いますので、この点もう一度お伺いいたします

し、先ほどもお聞きしましたが、今の制度というの

は所得に応じてではなくて、一律１割負担原則に

なっておりますので、不平等という点では町長言い

ましたけれども、どのようにお考えなのかお伺いし

ておきたいと思います。この点もう一度答弁求めた

いと思います。 

 次、一時保育の問題では、確かに入所児童の入所

者の動態は当然勘案しながら政策展開をしなければ

なりません。もう一度明確にしていただきたいの

は、２１年度までに計画に位置づけられるという形

で答弁されております。実際、町長は、この２１年

度ぎりぎりまでこれをきちっと制度化される用意が

あるのか、この点明確にしていただきたいというふ

うに考えているところです。この点明確にしていた

だければ、本当に利用される方も本当に行政の利用

する制度として本当にありがたいという声が聞かれ

るのだと思いますので、この点もう一度どういう考

えなのかお伺いしておきたいと思います。 

 次に、農業者の問題で言えば、農業後継者がいな

いという形の離農も当然その中にあるのだと思いま

す。私、この農業後継者がいなくなった背景という

のは、町長も御存じのように、やはり農業政策の転

換、確かに自分で努力するという部分もあるのだろ

うと思いますが、やはり多くはこういう農業が続け

られないというような所得保証、価格保証がどんど

ん削られていったと。こういった部分もやはり大き

くこの農業後継者がいなくなった要因としてあるの

だろうと思います。そういうものが今度の制度改正

の中ではさらにそういった部分の見直しで、小面積

の農業者は農業をやれないという状況、保証があり

ませんから、こういった状況になってきています。

やはり基本は自由化を全部が制限できないにしても

抑制して、個人経営でも小さな農家でもやはり農業

をできるような経営対策という形の中で、しっかり

とした農業づくりをやっていかなければだめなのだ

ろうというふうに考えておりますので、町長こうい

うことも踏まえて答弁しておられると思いますが、

もう一度この点について、国に対するやはり具体的

な課題を持ちながら、よく具体的にどうなのかと聞

きましたら、町長余り出てこなかったのですけれど

も、よく農業者と懇談して、町長みずから聞いて対

策を講じて要望をあげていただきたいと思いますの

で、この点最後になりますが、町長の答弁を求めて

おきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず最初に、障害者自立支援の関係でありますけ

れども、これはある面では受益者負担の原則に基づ

きます対応と、それから従前の対応の中で原則１割

負担ということで進められていくと。言うならば食

費等々については他の制度と同じように対処してい

くということでございます。これらの対応につきま

しては、今、国が、さきにお答えさせていただきま

したように、１割負担の部分についての所得の状況

に応じた軽減対策、これが今どのような形で示され

るのかというようなことについては細部、私もまだ

承知しておりませんので、これらの細部の低所得者

に対する低減策を十分見きわめながら、その対処に

沿って町としての遺漏のないように対処していきた

いというふうに思っておりますので、御理解を賜り
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たいと思います。 

 次に、一時保育の件でありますが、これは先ほど

来もお答えさせていただいておりますように、上富

良野町の次世代育成支援行動計画の中で位置づけし

ておるものでございますので、この位置づけしてい

る行動計画に基づいて、２１年に向かってこの対応

が図られるように取り進めていきたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 また、農業施策につきましては、先ほどもお答え

させていただきましたように、国は農業施策を大き

く転換をしてきているところであります。そういう

中にありまして、現在、畑作農業者におきましては

自立の対応の中で、その経営を対処しているという

ような部分と、水田農業者において今大きな課題を

抱えているというような部分もございます。 

 町といたしましては、そういった課題を持ちなが

ら、今２月から個別相談をしながら、農業者個々と

の個別相談を進めながらＪＡさん等々との関連の機

関とも調整を図りつつ、今後は先ほどお答えさせて

いただきましたように認定農業者の今後の対応と、

特に認定農業者から外れた農業者の対策、これは認

定を受けなかったから農業ができなくなったという

ふうになるということでありませんので、認定農業

者としてなれなかった農業者の今後の自立経営を持

続できるような、その施策等々につきましても十分

今後、議員御質問にありますように農業者みずから

の意見、あるいは農業関係者の皆さん方との調整を

図りながら、町の施策として基幹産業の推進に努め

ていかなければならないというふうに思っておりま

すので、御理解をいただいておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 全く回復の兆しすら見え

てこない地方経済。しかしながら、本州の大都市圏

を中心とした一部では確実に回復の兆しがあらわ

れ、折しも昨日は日銀による量的緩和策の解除が発

表されるなど、もはやデフレ脱却とまで報道がなさ

れております。このような現象を見るとまさしく都

市と地方の格差が拡大し、地方切り捨てかと思わざ

るを得ません。 

 加えて、国の三位一体改革や合併推進などによ

り、地方を取り巻く環境、とりわけ地方自治体の財

政状況の厳しさは今さら申し上げるまでもなく、当

町においても例外ではありません。しかしながら、

泣き言ばかり言っていたのでは何も切り開くことは

できません。今こそあの泥流の中からはい上がって

きた上富良野町民の開拓者魂をもってこの難局に立

ち向かい、５０年、１００年後に引き継いでいける

まちづくりのため、町民一丸となって立ち向かって

いかなければならないと思いをいたし、今後のまち

づくりの基本２項目について、町長に御質問させて

いただきます。 

 まず、１点目は、維持発展できるまちづくりにつ

いてでありますが、冒頭申し上げましたように、今

日、地方自治体を取り巻く環境は大変厳しく、上富

良野町が今後とも自主自立を続け、維持発展を図る

ためには多くの課題があると思われますが、その中

でも特に、町の勢いを維持するための基本は何と

言っても人口規模であり、その中でもさらに生産人

口の占める割合は大きな要素と考えられ、現在、当

町の現状を見ると常態化した少子化現象、農業、商

工業の大きな構造変化による若者の町外流出、加え

て国の防衛計画の見直しによる当駐屯地の縮減も避

けることができないような状況であり、このような

状況が続くと果たして我が町の自主自立は本当に可

能なのかと不安を持たざるを得ません。 

 財政の健全化を図ることは不断に行わなければな

りませんが、今こそ町長は町民に対し何をもって町

をなすのかをはっきりと示し、攻めのまちづくりを

進めるべきと私は考えますが、町長の見解と対応策

についてお伺いいたします。 

 次に、２点目でありますが、観光行政についてお

尋ねいたします。 

 当町において観光は重要な位置づけであることは

申し上げるまでもなく、町を支える重要な産業基盤

の一つであります。しかし、近年の観光の状況はど

この地域も集客対策に大変苦労をしている現状にあ

り、当町においても早急に観光政策を再構築するべ

きと思います。 

 その中でも、十勝岳温泉地区の活性化と町内観光

ポイントの拠点化は特に重要ではないかと思われま

す。まず、十勝岳温泉地区については、特に冬期間

の道路条件の悪さから、個々の温泉事業者が必死で

頑張っているにもかかわらず、客足は一向に伸びて

はおりません。このため、冬場でもだれもが安心し

て通行できる道路の整備が何よりも重要で、このこ

とに対し早急に強く北海道に対し要望すべきと考え

ますが、いかがお考えでしょうか。 

 さらに、観光ポイントの拠点化でありますが、現

在、町内には民間で幾つもの拠点が整備されてきて

いる状況にあり、このような中、今後も日の出公園

を観光拠点として継続していくとすれば、観光目的

と都市公園との両立は大変難しいと思われ、当町の

置かれた財政状況等を考慮すると、この際、観光拠

点の整備は民間活力にゆだね、日の出公園を町民公

園として位置づけしていくよう再考するべきと思い
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ますが、町長の見解をお伺いいたします。 

 ますます進む少子化の中における人口の確保、常

に新しいものを求める観光客の誘致合戦、いずれも

並大抵のことでないことは十分承知しております

が、何としても立ち向かっていかなければなりませ

ん。改めて町長の力強い御答弁を御期待申し上げ、

質問といたします。よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の２項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの持続発展できるまちづくりにつ

いてでありますが、議員が認識のとおり、人口減少

問題や産業構造の変化、また国の方針による財源の

削減問題など、過去に経験のない諸問題が立ちはだ

かっていることは御案内のとおりであります。 

 加えて、次期防衛計画による陸上自衛隊の再編に

伴う地元駐屯地の縮小が進められようとしているこ

となど、まちづくりの根幹を揺るがす大変困難な問

題が降りかかってきているところであります。 

 このような懸念材料が現実のものとなる厳しい状

況にありますが、町の目指す将来像やその実現に向

けた基本的な考え方は第４次総合計画にまとめ上げ

ているところであります。特に町が掲げている３本

の柱に関し、今後の行政運営の根幹を揺るがす大問

題と受けとめておりますので、当面は影響を最小限

に食いとめるようなあらゆる運動の展開を考えてい

かなければならないと思っております。 

 しかしながら、すべての行政活動を支えている財

政の状況が安定していなければ、町としての持続は

不可能となりますので、当面は国の財政構造改革の

影響を強く受ける現段階において、大きな誤算とな

らないよう十分に配慮しつつ、今まさに縮小均衡路

線という時期を認識し、施策をとり進めておるとこ

ろであります。 

 そのためには、町民皆様の御理解と御協力が不可

欠であり、また行政の力量が試されているときであ

ると自覚しており、今後とも自立に向けたまちづく

りの諸施策の取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 ただいま申し上げましたように、現在は町民も行

政もともに大変厳しい変革の時代を迎えております

が、地方分権時代に合った真の自立した地域社会を

町民の皆様とともにつくり上げ、地元の地域の元気

を取り戻すことに邁進していく決意であります。 

 ２項目めの観光行政についてお答えいたします。 

 町は平成元年、「観光によるまちづくり」を目指

し、上富良野町観光開発基本計画、平成４年に十勝

岳地域総合開発基本計画を策定し、観光振興を進め

てまいりましたが、バブル経済の崩壊による財政難

から計画で示す施設整備は一部を除きほとんどが実

現せず、この間、施設建設によるハード指向から、

自然や田園風景、温泉などを生かした誘客を進める

ソフト面に施策の展開を図ってまいりました。 

 十勝岳地区の観光については、十勝岳の自然と温

泉資源を生かし、民間事業者による施設経営が行わ

れておりますが、冬期間は自然条件の厳しさから観

光客等の入り込みも減少する時期にあります。 

 道道吹上上富良野線は年間１０万人以上の方々が

利用する主要な観光道路であると認識し、北海道も

これまで改良整備を継続してきておりますが、観光

客等の皆さんが年間を通じて安心して通行できる道

路整備を北海道を初め関係機関に対し、今後も引き

続き要請を行ってまいりたいと思います。 

 また、日の出公園については、町民に憩いの場を

提供する都市公園としての位置づけと、ラベンダー

観光の拠点としての二つの要素を持ちながら、役割

を果たしてきております。観光シンボルとしての役

割を果たす日の出公園のあり方については、今後の

利用動向を十分踏まえながら議論すべきと考えます

が、他の観光拠点の整備等については、民間活力に

ゆだねていく考え方は議員と同様でありますので、

御理解を賜りたい思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 再質問させていただきま

す。 

 まず、１点目の持続・発展できるまちづくりにつ

いてでございますが、将来の姿、未来像は、将来像

が４次総に示されているというようにお答えいただ

きましたが、それは私も承知しているつもりでござ

います。その４次総の実現が私は非常に難しいので

はないかという危機感を持っているものですから、

改めてそれに向かって打てる手を、対策を打つ必要

があるのではないかという観点からお尋ねさせてい

ただきたいと思います。 

 特に、人口減少が及ぼす町に対するダメージは大

変厳しいと思われまして、既に清富小学校の廃校、

あるいは東中保育所の廃止、それから最近大変問題

になっております上富良野高等学校の生徒確保対策

を見ても、人口減少が既にこういう形でじわじわと

町を窮地に陥れているというふうな実感を持ってい

るものでございます。 

 特に、人口減少の進み方も、特に懸念されます駐

屯地の縮小がなされるとすれば、今日までのような

仮に人口が減少したといたしましても、年間１００

人程度の緩やかな減少ではなくて、階段をおりてい

くような数百人単位の落ち込みが私は現実のものと
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なってくる心配をしているわけでございます。特に

そういうようなことが現実に起きますと、商業、特

にサービス業の方々などに対する影響ははかり知れ

ないものがありまして、これから議論がされると思

われますが、駅前再開発事業などにつきましては、

本当に議論ができるのかというような危惧も持たざ

るを得ない状況だと思います。 

 農業関係につきましても、御案内のように来年度

以降大きな制度改革がなされることが決まっており

まして、これは極論すればもう国は今後はもう少数

精鋭主義にしようといっているようなものというふ

うに私は理解しております。 

 これらの諸問題や課題に対し、今からしっかりし

た対応を構築していかなければ、私は負のスパイラ

ルに陥る不安を感じるわけでございまして、改めて

これらに対しまして町長の見解を賜りたいと思って

おります。 

 また、最初の答弁の中で、町長は現在は縮小均衡

型の路線でいく時期だというふうにお答えいただい

ておりますが、私は縮小均衡ではなくて、収支の均

衡がとれていれば、そういう財政運営でいいのでは

ないかと。むしろ重要なのは自主財源の確保も含め

まして収入をふやす対策も同時に行う必要があるの

ではないかと思いますので、この点についてもお答

え賜りたいと思います。 

 いずれにいたしましても、このような状況でいき

ますと、持続的な上富良野町の自主・自立はかなり

難しいと推察され、一度失われました力をよみがえ

らせるのは並大抵のことではなく、こういう事態に

陥らないためにも、私は対応策の根本は仕事のでき

る場所を確保することに尽きると。要するに人口を

減少させないためには働く場所が確保することにも

う尽きると思います。それにはもちろん既存産業の

育成や拡大、あるいは異業種の連携もさることなが

ら、新たな企業誘致も大きな要素と考えておりま

す。これにつきましては、仮にそういう行動を起こ

したにいたしまても、実現に至るまでは５年、１０

年と非常に長い期間を要するわけで、本当に真剣に

取り組んでいかなければならなのではないかという

ふうに考えております。 

 ４次総の中でも主要施策に位置づけられておりま

す、企業情報の収集と町のＰＲについても掲げてお

りますが、これについても本当に真剣に取り組まな

ければならない重要課題でないかなというふうに考

えております。この点について、現在どのようなこ

の課題に対して対応がなされていて、どういう状況

にあるのかも、お聞かせいただければと思います。 

 町長もお答えされておりますように、今まさに町

民が一体となり、将来しっかりと自立できるまちづ

くりを推進するため、私は行政推進体制を現在行革

推進事務局ですか、ということで行政改革に対しま

して非常に熱心に、また非常にきめ細やかに取り組

まれておりますが、その組織にさらにその組織を一

歩も二歩も前進させて、町を拡大発展させるための

そういう方策も町民の皆さん方に御提案させていた

だくような、そういうまちづくりを推進する機能も

あわせ持つような組織に私は生まれ変わらせていく

べきだと思いますが、この点についても町長のお考

えをお尋ねいたしたいと思います。 

 次に、２点目の観光行政につきましてですが、十

勝岳地区の活性化は上富良野町では唯一宿泊を伴う

ことができる観光拠点でありまして、しかもあのロ

ケーションは全国的に誇れる場所であるというふう

に、町のほこりでもあるわけでございます。 

 しかし、観光客や旅行業者の方々にしてみます

と、冬期間交通の不便さなどからして、果たして計

画をしても十勝岳温泉を訪ねる計画をしても、果た

して計画どおりに行けるのか、あるいは行っても帰

れるのかというような不安感があれば、当然敬遠を

されてしまうのではないかというふうに考えており

ます。いわば北海道の離島観光と同じような、私は

状況ではないかなというふうに理解をしているわけ

でございます。 

 町報を私、見させていただきまして、昨年１１月

の町報だったと思いますが、町長と語ろうで、町長

は十勝岳温泉地区の若い経営者の方々と懇談されて

おりましたが、その中でも事業者の中から、どのよ

うにして年間通じてお客さんに来ていただけるよう

にするか悩んでいるというようなことも町長に語っ

ておられております。 

 いずれにいたしましても、十勝岳温泉地区は上富

良野町の観光産業にとって重要な位置づけでござい

ます。その活性化と推進をぜひ図らなければなら

ず、とりわけ道路整備は最大の課題であります。こ

の際、町を挙げて早期整備の実現に向け北海道に対

して要望する体制を整備されてはどうかと思います

が、この点についてお尋ねたします。 

 日の出公園についてでございますが、日の出公園

の上富良野町の観光シンボルとしての役割は、最近

のラベンダーまつり、今は花と炎の四季彩まつりと

申しますが、観光客の入り込み数を聞いてみても、

日の出公園の上富良野町の観光のシンボルとしての

役割はある程度、一定程度果たしたと私は理解して

おります。これからもそのシンボルとして、その役

割を持たせ続けるとすれば、さらに相当の投資をし

なければ後発の、方々にできております新しい観光

スポットに対抗していくことはできないというふう

に私は理解しております。 
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 そういうことで、今後は早急に町民との協議を十

分進めていただきまして、都市公園としての位置づ

けとして、町民の憩いの場として親しんでいただけ

るよう、私は位置づけをしていくべきではないかと

いうふうに考えておりますので、もう一度御答弁を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の持続発展できるまちづくりについ

てでありますが、議員御質問にありますように、懸

念しておりますように、私も先ほどお答えさせてい

ただきましたようなことで、大きな課題を抱えなが

らまちづくりの根幹をなす人口の減少ということは

大きく、私自身も気にとめてこれからのまちづくり

について、大きな方向転換をしなければならない時

期が来るのかなというふうに思っているところであ

ります。 

 第４次総合計画の中で当時１万２,８００近くの

人口を持ちながら、私といたしましては、当時、こ

れからのまちづくりは人口をふやすということでな

くて、人口をいかに減らさないでいくかということ

を基本に掲げながら、減少規模にある人口の対応

を、当時としては多くの皆さん方におしかりを受け

たところでありますけれども、第４次総計の最終年

度の平成２０年度に１万２,５００の人口を目標人

口として掲げたと。現在の人口よりも少ない人口を

目標人口として掲げたことに大きくおしかりを受け

てきたところでありますが、それがもう既にその平

成２０年の目標人口に到達してきていると。昨年の

国勢調査におきましては１万２,３５２人というこ

とで、非常に減少率が大きいと。１９９５年から２

０００年の平成１２年の国調におきましては、５年

間で７４人の減、率にして０.５７％という少数

で、北海道内でおきましても減少率の非常に低い町

村ということで位置づけられていたところですが、

現在は３.６％の減少率ということで、大きな減少

率を迎えたということは町にとりまして大きな課題

であると。これはひとえには少子高齢化と、少子

と、これが大きく左右しているなというふうに思っ

ておりますのは、当時からしますと上富良野町の出

生の数が非常に減ってきているということも大きな

要因をなしている。そして加えて、やはり流出人口

というものが大きいなというふうに思っておりま

す。 

 これらの人口減少をいかにとめるかということが

大きな課題でありますが、これからは私といたしま

しては当初掲げたように、人口をふやすということ

は当然でありますけれども、なかなか難しいと、い

かに減らすのを少なくするかということを重点に置

きながら、まちづくりを進めていかなければならな

いなと。そのためにも、議員から御質問にありまし

た農業施策の問題だとか、いろいろな部分で企業誘

致の問題だとか、そういったものを十分に見きわめ

ながら、今後のまちづくりの方向を定めていきたい

というふうに思っております。 

 今、現在そういったことに対応するにつけても、

何としても多額の財政投資を図って対処するという

ことが非常に難しい状況にありまして、今日まで先

ほどもお答えさせていただきましたように、縮小の

状況での財政運営をしているということでございま

すので、この成果を今行財政改革の中で何とか財政

運営を基盤に乗せつつある中で、これをほごにする

ような財政運営は今後もでき得ないというふうに

思っておりますので、この現在の限られた財政の中

で何としてもこの４次総計の対応を進めていきなが

ら、まちづくりを進めていきたいというように思っ

ております。 

 おかげさまで、４次総計の中で財政的に厳しいか

らということで、第５次総計の中に先送りした部分

の大きなものとして、議員からも御質問のありまし

た駅前周辺並びに中心市街地の整備につきまして

は、今総計の中で財政的に厳しいということで、次

期総計に先送りさせていただきました。 

 そして、また加えて図書館の建設、これにつきま

しても財政的に厳しいということで、次期総計に先

送りをさせていただいたところでありますが、何と

か現在、図書館につきましては今期総計の中で、御

案内のとおり公民館の改修ということを含めて図書

館整備を進めさせていただいたということと、もう

一つは、文化会館の建設、これにつきましても今期

財政的に厳しいということで、次期総計に先送りさ

せていただいておりました。しかし、このことにつ

きましても関係機関の皆さん方の御理解をいただき

ながら、保健福祉総合センターの中に多目的ホール

をつくりまして、そこを何とか文化連盟の方々や、

そういった文化会館としての位置づけとはいきませ

んけれども、その利用がなされるような形で対応さ

せていただいているというようなことで、これらの

部分については先送りはしましたけれども、何とか

曲がりなりではありますけれども対処できたなと。

これからは大きな課題として私抱えておりますの

は、駅前と周辺と中心市街地の対応について、何と

しても次期総計に向かっての方向性を定めていきた

いというふうに思っているところでありますが、財

政的に厳しい中で財政運営を破綻にすることのない

ような運営を重点に置きながらまちづくりを進めて
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いく。そのためには、議員から御提言もありました

組織機構等々の改革につきましても、今後も十分見

きわめていきたいと、御提言を受けてこれらの部分

についても検討をしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 御案内のとおり組織機構改革につきましては、平

成１６年の４月から改革をさせていただきまして、

スタッフ制をとって今日に至っているところであり

ますが、今年度、１８年度におきましては、２年間

実践をいたしましたので、この組織機構改革に伴い

ます検証を十二分に今年度対処して、新たな１９年

度に向かっての組織機構の見直しを進めていきたい

と、再編をしていきたいというふうに思っていると

ころでありまして、この現状の組織機構を今年度・

１８年度検証しながら進めていく予定でおりますの

で、そういった折におきましてもまた議員の皆さん

方の御提言、御指導等々も賜りたいなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

 それで、続きまして、観光行政であります。 

 十勝岳温泉地区の方々とは、若者たちと懇談をし

た経過につきましても、議員から御質問ありました

若者たちも一生懸命になって努力をして、経営者の

皆さん方も努力をしておりますけれども、いかんせ

ん、思い通りにいかないということが悩みでありま

した。町といたしましても、そういった方々の現状

を見きわめながら支援できるものは支援しながら協

力体制をひきつつ対処していきたいなと。今回も、

「富良野・美瑛人になる」の２月の事業の中で、十

勝岳温泉地区の皆さん方が大きなイベントを計画し

実行して、誘客対応に努力をしているということで

ございます。これらにつきましても、何としても我

が町にある温泉施設としての対応の中で、より一層

利用の促進を図っていけるような体制を支援してい

かなければならないなというふうに思っておりま

す。 

 昨年度、１７年の上期の我が町の観光客の入り込

み状況は、既に御案内のとおり２.７％ほど全体的

にはふえました。しかしながら、十勝岳地区につき

ましては、残念ながら９５.４３％と大幅な減少に

なっていると。これが何に要因するのかということ

につきましては、議員の御指摘にあります道路環境

等々もあるのかなという気もしますけれども、いろ

いろな面で見まして、我が町の状況からして、この

４地区、十勝岳地区、深山峠地区、日の出地区、そ

の他の地区ということで、四つの地区に分けて見き

わめてみますと、他の地域は全部大幅な伸びをして

いると。ところが十勝岳地区についてのみは大幅な

減少をしているということでありますので、これら

の対策についても十分懸念があるというようなこと

から、地域の温泉経営者の皆さん方と懇談をさせて

いただいた経緯もありますので、そういったものを

生かしながら、今後十勝岳温泉地区の対応について

取り進めていきたいというふうに思っております。 

 御指摘のありました道道吹上線の改良につきまし

ては、これは毎年北海道の方に、土木現業所の方に

要望を展開しておりまして、今、下の方から順次改

良工事が進んでおります。今、先の方の温泉地区の

方の大きなカーブ等々につきましても、これらの改

修についても数年前からお願いを申し上げまして、

あそこは特定保護地域でございますので、環境省や

営林署等々の方向性の現地調査もしていただいて、

方向性をある程度北海道としての対応も進めてきて

いるところでありますので、これらの上の方の部分

の改良についても要望しておりますのが、対処して

いただけるものと期待をいたしておりますが、これ

が環境省や何かの調整が進んで年月がたってきてお

ります。北海道も財政的に厳しいということで、な

かなか事業採択が難しいようでありますが、これも

粘り強く要望展開をしながら道道吹上線の改良工事

を進めさせていきたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、日の出公園の件でありますが、議員御提言

のとおり、先ほどもお答えさせていただきましたよ

うに、日の出公園というのは非常に町民の憩いの場

としての都市公園でございます。その中でラベン

ダー園を造成して、たまたま観光シンボルとしての

観光施設としての営業をしていると。しかし基本は

町民の憩いの場の都市公園でありますから、今後そ

の都市公園としての対応で進めていきたいというふ

うに思っているところであります。 

 あの日の出公園周辺の整備につきましては、多額

の財政投資を図ってきておりましたけれども、私と

いたしましては、御案内のとおり、都市公園の整備

はもうこれで完了したということで、ちょっと記憶

定かでありませんが、１６年から多額の財政投資を

する都市公園整備につきましては中止をいたしまし

て、日の出公園は都市公園としての整備は終了した

ということで位置づけしております。 

 そういうようなことから、今後この日の出公園に

つきましては、都市公園としての整備をしながら管

理運営をしていきたいと。ただ、そのことの波及効

果として、観光の拠点として維持できるものがある

とするならば維持対応していきたいと思いますが、

観光拠点としての整備を進めていくつもりは持って

おりません。 

 そういうようなことで、この観光拠点につきまし

ては、議員と同じように私といたしましては、それ
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ぞれの施設における民間活力によって対応していた

だくように期待をいたしておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 再々質問させていただき

たいと思いますが、本当に町の懐ぐあいが大変だと

いうことはもう本当にもう、寝言にも言うぐらい認

識しております。 

 ただ、かといって、こういうことだから座して死

を待つのかということにもなりませんので、私何点

か申し上げさせていただきましたけれども、財政投

資をするばかりが政策でございませんので、例えば

今の行革推進事務局体制を、町長お答えもいただい

ておりますが、さらに次のステップのための方策を

提案するような、そういう組織に衣がえも、これも

お金かかることでもありませんし、そういうことも

ぜひ取り組んでいただきたいことだなというふうに

考えております。あるいはちょっとお答えいただけ

てませんでしたけれども、企業誘致も私も人口これ

からどんどんふやすというような環境にないことは

百も承知です。しかし、維持をしていくということ

はもうすごく大切なことだと思いますので、過去に

も幾つかの大きな企業が三つ、四つ上富良野に立地

してくれておりますが、今思えばその立地が今日の

町をやはり支えてたんだということで再認識させら

れるのですよ。 

 そういうことから、１０年後に向けて今からそれ

も大して財政投資を必要とするわけでございません

から、そういう種をぜひ町長にまいていただきたい

というふうに、これもお願いしたい事柄でございま

す。 

 それから、十勝岳の吹上道路の件でありますが、

この道路整備は私は何としてもこれはやっぱり早急

に実現を図るべき大きな上富良野町にとっての課題

だと。と申しますのは、冒頭最初に申し上げました

けれども、唯一温泉が出て宿泊もできるということ

で、お金を落としていただける産業として、なりわ

いとして立派にあそこは将来性を秘めているという

ように思うものですから、ぜひ道路の早期整備の実

現のために、先般上富良野高校の改築実現するため

に、町民挙げてああいう運動を展開したわけです

が、ぜひ私はあの道路の整備についても同じような

手法で町として取り組めないかということを、再度

お尋ねしたいと思います。 

 それから、日の出公園につきましても、町長も御

理解をいただいているように私も理解しておりま

す。ぜひ町民のための公園として町民だれもがゆっ

たりと楽しんでいただけるような方向にハンドルを

切っていただければというふうに思っております。 

 ただいまお尋ねいたしました、まず組織体制の行

革推進室をさらに組織を一回りも二回りも工夫し

て、まちづくり推進のための組織として位置づけて

いただけないかと。それから、企業誘致についても

ぜひしっかりとした政策をもって、これから推進し

ていただけないか。それから、もう１点、十勝岳の

道路整備の早期実現に向けて体制整備が図れないか

ということで、３点御質問させていただきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の組織機構の改革につきましては、

先ほどもお答えさせていただきましたように、１９

年度に向けて、今検討を進めていきたいということ

でございますので、議員の提言も受けながら、組織

の再編について取り進めていきたいと思っておりま

すので、そういったことを考慮しながら改革を進め

ていくつもりでおりますので、御理解を賜りたいと

思います。 

 ２点目の企業誘致につきましては、先ほどもち

らっと触れさせていただきましたけれども、今まで

の景気低迷の中で非常に厳しい国の景気状況の中に

おきましては、そういったことに対する対応が非常

に厳しかったわけでありますが、御案内のとおりこ

の地域まだまだその兆しは見えてきておりませんけ

れども、既に国内的には景気が回復したというよう

な状況でございますし、先ほど議員の御意見にもあ

りましたように、昨日、日銀は量的緩和は解除した

というようなことで、日本の景気は回復したという

ような方向になってきておりますし、そういったこ

とで北海道に対する進出企業も非常に自動車関係含

めて出てきております。昨日の高橋知事の答弁の中

にもありましたように、地元企業の振興を図ってい

くために、そういった進出企業との連携等々も図っ

ていきたいという北海道の意向もございます。我が

町におきましても、そういった部分も含めながら、

今後この組織機構改革の中で、そういった部署等々

につきましても十分検討をしていきたいというふう

に思っております。 

 今、現在、我が町におきましてもそれぞれに定住

したいという方々につきましては、いろいろと町の

方にも照会がありますので、そういった方々の対応

についても進めていきたいし、今、町の方にお話あ

ります関係からすると、例えば定住するためにも農

地の問題、施設を建てるのに農地の転用の問題等々

について町も便宜を図ってほしいというような要望

もありますので、そういったことも含めながらこの
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人口の減少に対する少しでも歯どめをきかすような

対応を進めていきたいというふうに思います。 

 また、道道吹上線の改良工事につきましては、こ

れは毎年私も北海道の方に強く要望をしております

し、今、現在、北海道も年次的に改良工事を下から

進めておりますので、これらの部分を含めながら今

後もあの急カーブの改修等々も含めて、道道吹上線

の改良につきましては粘り強く土木現業所、北海道

の方に働きかけていきたいというふうに思っており

ますので、また皆さん方のお力もおかりしたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 日の出公園の件につきましては、先ほどお答えさ

せていただきましたように、今後、現在も町民の憩

いの場としての都市公園でありますが、たまたまそ

の都市公園と兼ねて観光拠点としての対応を進めて

いるところでありまして、これからもその都市公園

としての位置づけをしながら、観光としてどう対処

していけるのか、このことにつきましては、今後も

議論を重ねながら進めていきたいというふうに思い

ます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１５番

向山富夫君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

○事務局長（中田繁利君） 休憩時間を２０分とい

たしまして、再開を午後３時からといたします。 

────────────────── 

午後 ２時３７分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２２号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第２２号上

富良野町公共下水道に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程されま

した議案第２２号上富良野町公共下水道に関する条

例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 １点目としまして、下水道法の一部を改正する法

律（平成１７年６月２２日法律第７０号関係）の条

文繰り下げに伴う町条例関係条文の改正でございま

す。 

 ２点目としまして、下水道法施行令の一部を改正

する政令（平成１１年政令第４３５号関係）の中に

ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第

１０５号）が平成１１年７月に公布されたことに伴

い、下水道法施行令の一部が改正され、規制項目に

ダイオキシン類が追加されたため、除害施設の設置

にかかるダイオキシン類対策特別措置法の規定によ

る水質規制の基準等規定整備を行うものでございま

す。 

 ３点目としまして、下水道法施行令の一部を改正

する政令（平成１３年政令第２１３号関係）の中

に、水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、平成

１３年７月に下水道法施行令が一部改正され、特定

事業所からの下水の排除にかかる水質規制の項目に

アンモニア性窒素等が追加されたのに伴い、除害施

設の設置等に関して条例で定めることのできる水質

の基準にも、この項目が追加されたことにより、関

係条項の改正を行うものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第２２号上富良野町公共下水道に関する条例

の一部を改正する条例。 

 上富良野町公共下水道に関する条例（平成２年上

富良野町条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項第６号中、「第１２条の１０第１

項」を「第１２条の１１第１項」に改める。 

 第１２条中、「第４号」を「第５号」とし、第１

号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同条に第１

号として次の１号を加える。 

 (1)アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性

窒素含有量、１リットルにつき３８０ミリグラム未

満。ただし、政令第９条の５、第１項第１号のただ

し書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規

定による数値とする。 

 第１３条第１項第４号中、「沃素消費量」を「よ

う素消費量」、沃をかな字に改め、同条第２項第１

号中、「それぞれ当該各号に定める数値」を「政令

第９条の１０、各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める基準」に改め、同項中第７

号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ

繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

 (3)アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性

窒素含有量、１リットルにつき３８０ミリグラム未

満。ただし、政令第９条の５、第１項第１号ただし

書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定

による数値とする。 

 附則。この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし
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くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２３号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２３号上

富良野町地域包括支援センター条例の件を議題とい

たします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２３号上富良野町地域包括支援セン

ター条例につきまして、初めに提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 平成１８年４月施行の介護保険法改正によりまし

て、これまで介護保険事業の果たす役割として、要

介護者等の自立支援を目的とし、保険給付を中心に

運営を進めてきました。 

 しかし、団塊世代の大量退職を初めとする超高齢

化社会に高齢者の生きがいや地域生活の安定に加

え、介護保険の安定的運営を目指し、要介護状態を

可能な限り阻止するため、介護予防に力点を置いた

事業運営へと軸足が変化されてまいりました。 

 高齢者が住みなれた地域でその人らしく、尊厳の

ある生活を送るためにも要介護状態を予防する対策

や高齢者の状態に応じた必要適切な援助・支援を包

括的に行う機関の設置が義務づけられたことから、

現行の在宅介護支援センターを移行し、地域包括支

援センターとして設置するために、本条例を制定し

ようとするものであります。 

 以下、条文を追って説明いたします。 

 議案第２３号上富良野町地域包括支援センター条

例。 

 第１条は、当該支援センター条例制定の目的を定

めるものであります。 

 第２条は、支援センターを設置する法的根拠を定

めるものであります。 

 第３条は、支援センターの名称と保健福祉総合セ

ンター内に置くことを定めるものであります。 

 第４条は、支援センターが法の定めにより行う事

業として、第１号では、被保険者が要介護状態など

になることを予防するため、心身の状況などに応じ

適切な事業が包括的・継続的に提供されるよう援助

することや、被保険者の生活実態の把握、保健・医

療・福祉関係施設等の情報提供、連絡調整などの支

援、虐待等の早期発見などの権利擁護などの地域支

援事業。 

 第２号では、居宅要支援者に対する介護予防サー

ビス計画の策定のほか、サービス提供事業者との連

絡調整等の便宜の提供。 

 第３号では、そのほか、町長が必要と認めた事業

を行うことができることを定めるものであります。 

 第５条では、利用対象者を町内居住被保険者及び

その家族と定めるものであります。 

 第６条は、委任規定であります。 

 附則。１、この条例は、平成１８年４月１日から

施行する。 

 上富良野町在宅介護支援センター条例の廃止。 

 ２、上富良野町在宅介護支援センター条例（平成

１２年上富良野町条例第１３号）は廃止する。 

 以上で説明といたします。 

 御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） この条例の改正に反対す

るものではありませんが、今までの在宅介護支援セ

ンターをそのまま地域包括支援センター条例に改正

することによって、何かただ名称だけの変更になっ

てしまうのではないかと、私だけの心配かもしれま

せんけれども。なぜならば、その地域包括支援セン

ターになりますと、総合窓口の設置が必要でありま

すし、それらの対応は今いる既存の職員で当たると

いうことを前にお聞きしたのですが、私は福祉士の

１人設置が必要でないかと考えますし、今度新しく

４月から新介護保険になりまして、今度は７段階に

なりまして予防給付と介護給付とに分かれますし、

今も予防事業もやっているわけでございますけれど

も、課長がおっしゃいましたように、超高齢化に向

けての生きがいですとか、さらに要介護にならない

ように介護の予防、この事業をさらに進めていかな

ければならないとなると、この地域包括センターの

役割を担っていくことになるのかどうかという、そ

の運用の方が心配なわけですけれども、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
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○保健福祉課長（米田末範君） 村上議員の御質問

でございますけれども、これまでも在宅介護支援セ

ンターの中では十分にそれぞれに相談窓口としても

お受けをいたしてございましたし、これからも包括

支援センターとしては当然にしてその対応を図って

いこうということでございまして、現状の職員を

もって十分に充てていきたいというふうに思ってご

ざいますが、ここ近時になりまして予防管理、いわ

ゆる地域支援事業の関連でその数的制限といいます

か、ケアマネージャーが持ち得る数というものが事

業所のケアマネージャーにおいては制限を加えられ

てきたということもございまして、これらにどう対

応するかということについては、現在内部の私ども

で持ち合わせてございますケアマネージャーを持っ

たものもおりますので、課の中でその対応をしっか

りと考えていきたいということでございますが、将

来的にはおっしゃるような社会福祉士という者も要

してくる時があるというふうに、現状ではいわゆる

高齢者特例、３,０００人未満という一つの特例を

利用して展開をしようとしてございますものですか

ら、それが超えるときにはどうしても必要になって

くるという問題もございます。これらも十分勘案し

ながら、急なものでありますので、しのいでいかざ

るを得ないということに現状なってございますが、

これについてはそう対応してまいりたいと、そんな

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 国の方ではやっぱり設置

に当たっては、しっかり要求を満たすようにという

ことで、１９年度でも構わないと、こういうような

ことを言っていると思いますけれども、何か今課

長、しのいでいろいろとお考えいただいているとは

思うのですが、やっぱり今度包括センターとなりま

したら、今までの業務より確かにふえることも多う

ございますし、そういった面ちょっと心配するとこ

ろなのですけれども、今の状況でいけるというよう

なことでございますかね。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 村上議員の再質問

でございますけれども、私どもが先ほど申し上げま

したように、１９年度でいいとは言いながらも、実

質事業が展開されていくということを私どもとして

はとらえてまいりまして、少しでもそれらのこれま

でも進めてまいりました予防ということについて

は、課をあげて対応していきたいというふうに思っ

てございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 似たような質問になるかと

思うのですが、今回地域の包括支援センター設置に

あわせて、運営協議会等の設置も当然義務づけられ

ているかと思います。この運営協議会等について

は、介護の包括支援センターの運営等における指

導、あるいは設置等について協議できるというよう

な重要な役割、またサービスの公平、公正を保つと

いう点での監視チェック機能を向上させるための

チェック機関でもあるという重要な機能を持ってい

ると思うのですが、この設置等についてはどのよう

になるのか、お伺いいたします。 

 それと、今後人員の配置という点では、将来的に

は増員ということも当然予想に入れた現在２名体制

という形の配置かというふうに思いますが、現行制

度の中では将来いわゆる新予防給付の中で事前に介

護認定にならない、そういうための新予防給付制度

の実施という点で、ますます保健師やケアマネー

ジャーのいわゆる役割というのは重要視されてくる

かというふうに思います。 

 現在このケアマネージャーにおける策定に当たっ

て、おおむね５０名ぐらいの設置基準だと思います

が、今度改正に当たってはその制限が恐らく外され

て、受け持ち範囲が聞くところによりますと、３０

０名当たりまではいいのではないかなというふうな

ことも言われておりますが、やはりこういう２名配

置という形になって問題だと思うのは、いわゆる地

域の相談窓口であったり、家族がいわゆる介護で

困ったときの相談受け入れ体制という点でも、相当

な役割を担って、そこに人がいないということでは

困ると思いますので、やはりこういうことも含めた

人員配置という点では今後、現在２名だと思います

が、すぐ３名体制に移行できるような余地はないの

かどうなのか、この点についてちょっとお伺いして

おきたいと思うのと。あとこれケアプランについて

は委託ができるという形になっているかと思いま

す。それで、委託した場合、この在宅介護の地域包

括支援センターにおける報酬額というのは、どの程

度いわゆる改善後と制度が改正された後の報酬額と

いうのはどのように改正されてきているのか、この

点についてお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

でございますが、まず１点目の運営協議会の関係で

ございますが、これにつきましては現在介護保険の

事業運営協議会がございまして、この方々にこの運

営協議会も含めてといいますか、あわせて充てさせ

ていただくという方向をとらえてございます。これ
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らの要綱整備を今進めてございまして、４月段階か

らまた論議をしていただく予定をいたしてございま

す。 

 それから、人員配置の関連につきましては、先ほ

ども申し上げましたように、課内でのいろいろな財

政整備を整えながら支援体制をつくり上げて対応し

ていきたい。先ほど議員御発言の、そこにいないと

いうようなことのない体制を努力していきたいとい

うふうに思っておりますので、その辺のことにつき

ましては御心配をかけないように努力してまいりた

いというふうに思います。 

 それから、委託した場合のその包括支援センター

の報酬ということでございますが、ちょっと私も今

そこの部分については持ち合わせてございません

で、大変恐縮でありますが、この報酬額の決定につ

いては少し前だったものですから、大変恐縮であり

ますがその点についてはわかったときに、またお伝

えを申し上げたいということで御了承をいただきた

いと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 人の配置については今後の

恐らくケアマネージャーあるいは保健師等の受け持

つ人数等が今後ふえてくるのだろうと思います、間

違いなく。こういう体制の中で、現在の２名体制と

いう形の中で、現在はいいとしても将来はきちっと

したその人員体制をとれると、とってもらえるとい

うことというのは、ある程度今回の条例設置の中に

は２名だけれども、将来的にはそういう変動があっ

た場合については人員配置等についてはふやせる

と、ふやしてもらえるということの方向で検討して

いただいているという形で受け取ってよろしいです

か。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ９番米沢議員の人員配置の

関係について私の方からお答えさせていただきたい

と思いますし、もう今既にそういう実態について

は、問題なきよう対応しているところであります

し、今後におきましても、そういう対象者の増加と

いうことが考えられますので、今、担当課長から申

し上げましたように、十分相談の業務に事欠くこと

のないように、町長においてその動向を見ながら適

切に対応してまいりたいというふうに考えてますの

で、御理解をちょうだいしたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２３号を採決いたします。 

 原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第２６号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第２６号上

富良野町立へき地保育所条例を廃止する条例の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２６号上富良野町立へき地保育所条例

を廃止する条例につきまして、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 昭和３３年に東中地域の農繁期における手足緩和

と小学校入学準備対策として開設以来４７年間、地

域保育の拠点として役割を担ってまいりましたが、

近年の少子化現象が地域内にも急激に進行をしたた

め、その存廃について地域との協議を重ね、平成１

８年３月末日をもって廃止することで合意いたしま

したことから、当該条例を廃止するものでありま

す。 

 なお、現入所保育児のうち継続して保育所への入

所を希望される場合は、町内の認可保育所に入所い

ただくこととし、保育環境の激変緩和策を講じてま

いります。また、現在へき地保育所として利用いた

だいております施設につきましては、今後一部改修

を行うことで地域利用の合意を得ているものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２６号上富良野町立へき地保育所条例を廃

止する条例。 

 上富良野町立へき地保育所条例（昭和４４年上富

良野町条例第２４号）は廃止する。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上で提案といたします。 

 御審議いただきまして、お認めいただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２６号を起立により採決いたし

ます。 
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 本件は、地方自治法第２４４条の２第２項の規定

に基づき、特別多数議決の案件であり、出席議員の

３分の２以上の者の同意を必要といたします。 

 出席議員は、議長を含め１７名であり、その３分

の２は１２名であります。 

 本件を、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（中川一男君） ただいまの起立者は３分の

２以上です。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第２７号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第２７号上

富良野町子どもセンター条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２７号上富良野町子どもセンター条例

の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 平成１７年に子育ての支援機関として設置し、町

内の子育てや療育に対する支援活動を推進してまい

りました。 

 平成１８年度よりこれまで上富良野小学校に場を

借りまして開設しておりました幼児の言葉のおくれ

等に支援を行ってまいりました「ことばの教室」を

「子どもセンター」に統合し、発達段階に応じた総

合的な療育体制を整え、専門性の高い適切な相談や

療育支援を進めるに伴い、制度活用などで北海道の

事業名称の改正に準じ、母子通園センターから発達

支援センターに改め関係条文の整備をしようとする

ものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２７号上富良野町子どもセンター条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町子どもセンター条例（平成１７年上富

良野町条例第８号）の一部を、次のように改正す

る。 

 第１条から第８条見出しを含むまでの規定中、

「母子通園センター」を「発達支援センター」に改

める。 

 第４条及び第５条中、「通園」を「通所」に改め

る。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上で説明といたします。 

 御審議いただきまして、お認めいただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第２８号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第２８号上

富良野町保健福祉施設整備基金条例を廃止する条例

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２８号上富良野町保健福祉施設整備基

金条例を廃止する条例につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 平成１１年保健福祉総合センター建設を目的と

し、その建設に要する経費の財源に充てることを目

的として設置されました当該基金につきましては、

保健福祉総合センターの平成１５年度から１６年度

の本体施設整備、平成１７年度の外構整備を終了

し、基金のすべてを支消したことから、当該基金条

例を廃止しようとするものであります。 

 なお、基金の支消経過につきましては、平成１５

年度９,１００万円、平成１６年度１億３３０万

円、平成１７年度２,６０３万８,０００円で、総額

２億２,０３３万８,０００円でありました。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２８号上富良野町保健福祉施設整備基金条

例を廃止する条例。 

 上富良野町保健福祉施設整備基金条例（平成１１

年上富良野町条例第５号）は、廃止する。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第３１号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第３１号上

富良野町スクールバス条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第３１号上富良野町スクールバス条例の

一部を改正する条例につきまして、提案要旨を御説

明申し上げます。 

 スクールバス路線のうち、清富線におきまして本

年３月末をもって清富小学校が閉校になるため、運

行区間及びバス停留所に関する事項について、所要

の変更を行うものであります。 

 また、里仁・江幌・静修線につきまして、１１月

中の降雪により運行区間の一部路面が凍結し危険性

を伴うことから、運行の安全確保のために冬期間運

行始期を１カ月繰り上げるよう変更する内容で、本

条例の改正を提案するものでございます。 

 以下、議案朗読しながら御説明してまいります。 

 議案第３１号上富良野町スクールバス条例の一部

を改正する条例。 

 上富良野町スクールバス条例（平成１６年上富良

野町条例第２４号）の一部を、次のように改正す

る。 

 第５条第１号につきましては、清富線の運行区間

に関する規定でありまして、空知郡上富良野町３７

４６番１６０地先、括弧書きの規定の改正でありま

す。「清富小学校」を「旧清富小学校」に改めるも

のであります。 

 同条第２号につきましては、里仁・江幌・静修線

でありまして、冬期間運行の始期について「１２月

１日から」を「１１月１日から」に改めるものであ

ります。 

 別表１につきましては、清富線中のバス停留所

名、「清富小学校」を「清富会館前」に、また里

仁・江幌・静修線、括弧書きの１２月１日から翌年

３月３１日までの間の記述中、「１２月１日から」

を「１１月１日から」に改めるものであります。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第３８号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第３８号富

良野広域串内草地組合規約の変更の件を議題といた

します。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました議案第３８号富良野広域串内草地組合規

約の変更の件につきまして、提案理由を申し上げま

す。 

 串内草地組合においては、富良野広域串内草地組

合収入役事務兼掌条例を制定し事務を取り扱ってお

りますが、収入役の廃止に伴いまして副管理者がそ

の事務を兼掌するため規約の変更を行うものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第３８号富良野広域串内草地組合規約変更の

件。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、富良

野広域串内草地組合規約を次のとおり変更する。 

 第８条の関係でありますけれども、第８条の４項

につきましては、組合に収入役を置かずその事務を

副管理者が兼掌する旨の規定でございます。 

 第８条第１項、それから同条第３項及び第９条に

つきましては、収入役廃止にかかる文言の整理でご

ざいます。 

 附則。この規約は知事の許可があった日からとい

たします。 

 以上、説明といたします。 

 御審議をいただきまして、議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
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説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第３９号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第３９号

上富良野町母子通園センター事業の事務委託に関す

る規約の変更の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第３９号上富良野町母子通園センター事

業事務委託に関する規約の変更の件につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 先ほど、議案第２７号上富良野町子どもセンター

条例の一部を改正する条例の御議決をいただきまし

たことから、子どもセンターで開設いたしておりま

す療育部門の母子通園センターが中富良野町からの

受託を含めて運営いたしておりますので、本町と中

富良野町で定めております規約についても母子通園

センターを発達支援センターに改めようとするもの

であります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第３９号上富良野町母子通園センター事業の

事務委託に関する規約の変更の件。 

 地方自治法第２５２条の１４の規定により、上富

良野町母子通園センター事業委託に関する規約を次

のとおり変更する。 

 上富良野町母子通園センター事業の事務委託に関

する規約の一部を変更する規約。 

 上富良野町母子通園センター事業の事務委託に関

する規約（平成１５年３月１２日議決）の一部を、

次のように変更する。 

 題名中、「母子通園センター」を「発達支援セン

ター」に改める。 

 第１条中、「母子通園センター」を「発達支援セ

ンター」に改める。 

 附則。この規約は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決           

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月１１日から１６日までの

６日間を休会といたしたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、３月１１日から３月１６までの６日間を

休会することに決しました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あす以降の予定について、事務局長から報告いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 ただいま決定いただきましたとおり、明日１１日

から３月１６日までの６日間は休会といたします。 

 ３月１７日は、本定例会の最終日で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御参集賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、休会中の３月１３日から１６日の４日間

は、予算特別委員会をいずれも午前９時から開会い

たしますので、各会計予算書並びに既に配付の関係

資料を持参の上、定刻まで御参集賜りますようお願

い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ３時４０分 散会 

 



 

― 100 ―

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成１８年３月１０日 

 

 

      上富良野町議会議長    中  川  一  男 

 

 

          署 名 議 員          清  水  茂  雄 

 

 

          署 名 議 員          徳  島     稔 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年第１回定例会 

 

 

 

上富良野町議会会議録（第４号） 

 

 
 

平成１８年３月１７日（金曜日） 

 

 



 

― 101 ―
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 第１６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦の件 

 第１７ 発議案第１号 町長の専決事項指定の件 
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 第２１ 閉会中の継続調査申出の件 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １７名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は、１７名であります。 

 これより、平成１８年第１回上富良野町議会定例

会４日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 本日、平成１８年度上川南部消防事務組合一般会

計予算書をお手元にお配りいたしましたので、御審

議の参考としていただきますようお願い申し上げま

す。 

 予算特別委員長から、平成１８年度各会計予算に

ついて、審査結果の報告がありました。議会運営委

員長並びに各常任委員長より、閉会中の継続調査と

して配付のとおり申し出がございました。 

 なお、さきに御案内のとおり、議案第４０号と諮

問第１号につきましては、後ほど議案をお手元にお

配りいたしますので、御了承賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ３番 岩 崎 治 男 君 

     ４番 梨 澤 節 三 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１８号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第１８号上

富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第１８号上富良野町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 平成１７年の人事院勧告により、国家公務員につ

きましては、既に昨年の１１月に給与構造を改革す

るための関係法律が改正され、本年４月１日施行さ

れることになっております。このことから、人事院

勧告の内容に基づき、本町の職員についても労使間

において協議を重ねてまいりましたが、国家公務員

の給与の改定内容に準じて改定することで合意しま

したので、本条例を提案するものであります。 

 今般の人事院の給与構造改革の勧告による本条例

の改正内容につきまして、その概要を御説明申し上

げます。 

 第１に、地域の公務員給与が、それぞれの地域の

民間給与水準をより適切に反映したものとなるよ

う、官民の給与格差が最も大きい北海道、東北地域

を基準として、給料表を平均４.８％引き下げ改定

するものであります。 

 具体的には、おおむね３０歳以下の若手のスタッ

フ層については引き下げは行いませんが、中高年齢

層に対して、平均７％を引き下げることとなりま

す。このことにより、給与カーブのフラット化が図

られるところでございます。 

 第２に、年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責

に応じた給与とするため、行政職については１級、

２級及び４級、５級をそれぞれ統合し、現行の８級

制から６級制へ給料表の級構成の見直しを行うもの

でございます。 

 第３に、現行の１号給当たりの昇給額は額が大き

く、勤務実績をより的確に反映して昇給させること

が困難であることから、現行の号給を４分割し、昇

給制度の見直しを行うところであります。この改正

による影響額は、全会計で約３,７００万円の昇給

抑制となるところでございます。 

 このほか、自動車により通勤する者に係る通勤手

当について、支給階層区分間の不均衡を是正するた

め、支給額の改定を行ったところであります。 

 以下、条文ごとに要約して説明してまいります。 

 議案第１８号上富良野町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例。 

 まず、改正条例の第４条につきましては、職員の

昇給の規定を、国の改正内容に準じて条文を改正す

るものであります。 

 内容につきましては、職員の昇給については、規

則で定める日に、同日前１年間における勤務成績に

応じて行うものとし、昇給の号給数を４号給とする
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ものですが、５５歳を超える職員については２号給

とするなど、昇給規定を改めるものであります。 

 次、２点目の第１０条でありますが、通勤手当の

支給額の見直しの改正であります。 

 改正の内容につきましては、これまでは国に準じ

て５キロメートルごとに定額で支給していたもの

を、階層区分間の不均衡を是正するため、自動車等

の使用距離１キロメートルにつき４７５円を乗じて

得た額を支給することに改めるものでございます。 

 ３点目の第１９条につきましては、期末手当の算

定基礎額に加算する役職段階別加算額の適用を受け

る職員の職務の級について、現行は４級以上となっ

ておりますが、この条例による給料表の級構成の見

直しにより、現行の４級は新給料表の３級に対応す

ることから改めるものであります。 

 なお、この期末手当、役職加算の加算率につきま

しては、規則で定めておりますが、現行から２分の

１程度の引き下げの改定を行い、人件費の削減を

図ったところでございます。 

 ４点目は、別表第１で定めています行政職給料表

及び別表第２で定めています看護職給料表につきま

して、国に準じて職務の級及び号給の構成を見直し

た給料表の内容に改定したところでございます。 

 また、別表第３で定めています行政職の級別職務

分類表につきましても、別表第１の行政職給料表の

改定に行い、現行の職務内容に対応し、改正を行っ

ております。 

 次に、附則について申し上げます。 

 まず、第１項につきましては、改正条例の施行期

日を本年４月１日からとするものであります。 

 附則第２項から第６項までは、職務の給与や給料

表が変わることにより、職務の級、号給の切りか

え、最高号給を超える給料月額の切りかえ方法を初

め、施行日前の異動者の号給等の調整方法などを規

定してございます。 

 附則、第７項から第１０項までは、給料の切りか

えに伴う経過措置として、現給を保障する規定であ

ります。 

 内容につきましては、切りかえ日の前日から引き

続き職員であって、その者の受ける給料月額が切り

かえ日の前日に受けていた給料月額に達しないこと

となる職員には、給料月額のほかに、その差額に相

当する額を給料として支給することとするものであ

ります。 

 附則第１１項では、平成１８年度に限り、昇給す

る号給数について、特例措置を定めております。 

 内容といたしましては、切りかえ日から昇給時期

を統一化するまでの期間が９カ月となることから、

昇給の号数を１号給引き下げ、４号給を３号給に、

２号給を１号給として、改正後の条例第４条第４項

の規定を適用し、昇給させる規定であります。 

 附則第１２項は、必要な事項を規則で定めるよう

委任する規定であります。 

 附則第１３項につきましては、この給料条例の改

正に伴いまして、上富良野町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する必要が生じることから、

附則で改正するものであります。 

 内容につきましては、第６条で規定しております

育児休業の職員が、職務に復帰した場合の職務復帰

後における給与等の取り扱いについて、現行ではそ

の職務に復帰した日または１年以内の昇給の時期に

昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、ま

たは昇給に係る機関を短くすることにより調整を

行っておりましたが、これらについて、号給により

調整するよう改めるものであります。 

 以上で議案の説明といたします。御審議賜り、原

案お認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 何点か御質問させていただ

きます。 

 職員組合とも一定の合意があるということの話で

ありましたから、それを踏まえて質問させていただ

きますが、今回の第４条４項の中に、昇給の条件と

して勤務成績が良好な者という形の中で、その判断

というのはどういう基準に基づいて勤務成績が良好

だというふうに判断されるのか、この点お伺いした

いと思います。 

 次に、３０歳以下についてまでは上がるが、以上

についてはそう上がらないと。いわゆる職制が上が

るにつれて部分的に上がる部分あるのだろうと思う

のですが、子育て部分で一番お金等がかかる部分で

あり、１人当たり平均したらどのぐらい減額要素に

なるのか、この点。 

 もう一つは、地域手当という形の中で、都心部に

ついては官民格差をなくすという形で、民の方が比

較的給与体系が変わってきたという形での話だった

かと思いますが、それに準じて、都市部については

引き上げるが、地方においてはそれほど官民格差、

逆に官の方がまだ高いという状況の中で、そういう

地域手当的なものはないという形の中でなっており

ますが、現状は構造的な不況という状況の中で、ど

ちらにしても大変な生活実態が見受けられますの

で、そういう意味では、本当に公平なあり方なのか

という点で疑問が感じますが、この点は今回の制度

改正の中でどのように考えておられるのか、この点
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お伺いしておきたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 まず、昇給に当たっての勤務成績の判断というよ

うな御質問でありますけれども、これにつきまして

は、現行で、要するに昇給前１年間の勤務が良好だ

というものの判断であります。それは１年間におい

ての休み、要するに休暇等が特に４分の１以上を超

えない部分についての勤務成績の状態が良であると

いう判断であります。 

 それから、子育てに係る費用で、３０代の後半、

４０歳前後の方の層の減額の額はどれぐらいかとい

うような御質問だったと思いますが、これにつきま

しては、４０歳で大体１万２,０００円、減額幅で

３.３でございます。５０歳代で６.４％ぐらいの減

額幅で、ここについては約２万７,０００円ぐらい

の減額というような形になります。 

 それから、３点目の地域手当に関連した御質問

だったと思いますが、これにつきましては、人事院

勧告に基づいた今回の給与改定の内容というのは、

先ほど申し上げましたように、官民格差の最も大き

い北海道、東北地域を基準とした今回の改定となっ

てございまして、要するに東京とか大阪あるいは札

幌も該当になると思いますが、これらの都市部にお

いての民間給与との差の部分で、国家公務員によっ

ては地域手当という部分を適用するようなことで規

定しておりますが、北海道、特に町村においてはこ

ういう地域の給与の実態に応じた部分で、今回の改

定となっているところであります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 昇給における条件というこ

とで、休みが４分の１を超えるというような表現に

なっておりますが、これはその家庭においてさまざ

まな家庭の事情、あるいは体の事情があって、大変

難しい評価の部分ではないかなというふうに思うの

ですが、ましてや勤務成績良好という基準で言え

ば、いわゆる一般の企業と公務員というのは違う、

住民に対するサービスの提供を行っていまして、単

純に休みだとか何とかで割り切れるものではない

し、ましてや一般の企業と違い、サービスの提供の

仕方も根本的から違いますよ。一般で言えば売り上

げが達成すれば、ノルマが達成すれば１００％、１

２０％という形になりますけれども、そういう違い

というのは当然考えられますので、そういうことも

含めて制度の中に生かすべきだというふうに思いま

すが、単純に民間に準じた形の中での成績評価とい

うことにはならない部分もあると思うのですが、こ

の点はどうなのでしょうか。単純に４分の１以上の

休みを超えてとった人については、休みが多ければ

多いほどだめだということなのですけれども、それ

は体のことだとか、急に体調が不良になるというこ

とも考えられますので、そこら辺はどういう、この

算定に当たって考慮されるのか。その判定に当たっ

ては、どういう人たちが判定のメンバーに入ってさ

れるのか、この点伺っておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ９番米沢議員の御質問にお

答えします。 

 勤務の成績評価につきましては、御案内のとお

り、まずこれから制度化するわけでございますの

で、今回の人事院勧告に基づきます現行１号給を４

分の４号給にするような形で、細部の運用につきま

しては今後ということでございますし、といいなが

ら今現行でもいろいろ職員の勤務の実態に応じて、

いろいろマイナス要素がある場合については、現行

でもそれなりの評価をするということでございます

ので、人事評価制度の確立の間、現行を踏まえまし

て、今申し上げましたようなケースについては、一

定程度昇給の段階で考慮せざるを得ないということ

であります。 

 ただ、広くおのおの勤務実態を見て評価すること

につきましては、いろいろな角度から制度議論が必

要でございますので、余り踏み込んだ形で、この４

月以降運用できない実態を御承知かと思いますが、

そのようなことで制度の議論を今後するということ

で、ひとつ御理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 勤務評価の関係で、休暇

が４分の１以上とったというような、今、助役の答

弁では、これからまた細部調整をするということで

すけれども、言うならば年次休暇のことを指してい

ると思うのですね。これは労働基準法で決められ

て、その労働者の健康維持のために、それから休む

ことによってその次の仕事のエネルギーを発揮する

と、そういういろいろな部面から労働者の権利とし

て確保されていて、それが４分の１以上とったら勤

務評価の言うならば対象にすること自体が私はおか

しいと思うので、これから再検討するということ

で、検討するということであるから、その項目はぜ

ひ除いてほしいという意見でございます。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） １１番中村議員の御質問に

お答えします。 

 ただいま議員が申し上げられるような制度的な有
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給休暇については、私どもにおきましてもいろいろ

なケースを想定しまして、その取得の促進に努めて

いるわけでございますので、それが今のような形

で、一方でペナルティーをかけるということについ

ては、非常にわかりにくい運用でございますので、

そういうことはないということを前提に、制度議論

しなければならないというふうに考えているところ

であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 今、マイナスという言葉が

出ましたけれども、これからプラスという方向のこ

とも評価に入っていくのかということ一つですね。 

 それから、休暇の件なのですが、４分の１、あと

残ったのは買い上げでもするのか、その辺のとこ

ろ、この２点についてお尋ねします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えします。 

 成績評価については、今、私どもも具体的な構想

持ち合わせてございません。国段階でも今いろいろ

と制度議論されているようでございますので、あ

と、道なり他団体の状況も踏まえながら、慎重に考

慮しなければならないというふうに思います。 

 したがいまして、今段階で個々具体的なケースを

想定してございませんので、申し上げることできな

いことをひとつ御了解いただきたいと思います。 

 あと、休暇の関係でありますけれども、休暇の残

余につきまして買い上げするというようなことは制

度上想定できてございませんので、そういうことに

はならないというふうに思います。私どもも有給休

暇については、いろいろと公務の能率を図るための

元気回復とか、いろいろな場面で運用もされていま

すし、逆に、さらに限度までの取得を促進するとい

う形で、大いに制度の普及を図っていかなければな

らないというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１８号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第３ 議案第１９号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１９号上

富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま上程いただき

ました議案第１９号上富良野町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、提案要

旨を御説明申し上げます。 

 現行の規定におきましては、町議会議員及び町の

行政機関、附属機関の委員の方々が、町内で開催さ

れる会議に出席した際、日当１,０００円が支給さ

れておりますが、近隣の市や町に出張した場合の日

当につきましては、既に不支給となっておりますこ

とから、この不均衡を解消するために町内日当を廃

止するよう、本条例別表の改正を行おうとするもの

であります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１９号上富良野町職員等の旅費に関する条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町職員等の旅費に関する条例（昭和３６

年上富良野町条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１第１項の表中、日当括弧書き１日の部、

道内の款、町内の項を削る。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第２０号及び 

日程第５ 議案第２１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２０号上

富良野町国民保護協議会条例の件及び日程第５ 議

案第２１号上富良野町国民保護対策本部及び緊急対
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処事態対策本部条例の件を一括議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（佐藤憲治君） ただいま一括議題とし

て上程いただきました議案第２０号上富良野町国民

保護協議会条例、議案第２１号上富良野町国民保護

対策本部及び緊急対処事態対策本部条例につきまし

て、提案の要旨を申し上げます。 

 提案いたします２条例につきましては、外国の武

力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するた

めの避難、救護、被害の最小化の三つの柱を基本と

して、国、都道府県、市町村の役割を定めた武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律、通称国民保護法が平成１６年９月に施行され

たことにより、この法律の規定に沿って条例を制定

しようとするものであります。 

 まず、上富良野町国民保護協議会条例であります

が、国民保護法において、市町村国民保護協議会の

設置が義務づけられるとともに、この協議会につい

て、市町村国民保護計画等市町村区域に係る国民の

保護のための措置に関する重要事項を審議すること

の役割が規定されております。このことに基づく協

議会の組織及び運営に関する事項につきまして、市

町村条例で定めることになっておりますことから、

本条例を制定するものであります。 

 なお、本町の国民保護計画につきましては、国の

基本指針を受けて、北海道が既に策定しております

計画に基づき、平成１８年度中に策定を予定してお

ります。 

 次に、上富良野町国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例についてでありますが、国民保護

法においては武力攻撃事態、または緊急対処事態が

起きた場合、市町村に国民保護対策本部、または国

民緊急対処事態対策本部の設置が義務づけられてお

ります。その組織・運営については市町村条例で定

めるよう規定されておりますので、本条例を提案す

るものであります。 

 なお、国民保護対策本部は、地上部隊の上陸、ゲ

リラや特殊部隊、弾道ミサイル、航空機攻撃の四つ

の武力攻撃に対応するために設置するものでござい

ます。また、緊急対処事態対策本部は、四つの武力

攻撃に準じた手段によって、殺傷や破壊が行われた

場合などに設置されるものであります。 

 それでは、以下、議案ごとに条文を要約して説明

してまいります。 

 議案第２０号上富良野町国民保護協議会条例。 

 第１条では、国民保護法の規定に基づき、上富良

野町国民保護協議会の組織及び運営に関し、必要な

事項を定めることを目的とすることを規定しており

ます。 

 第２条では、上富良野町の協議会委員の定数を２

５人以内とすること及び専門委員の任期について定

めております。委員の構成については、上富良野町

防災会議と同一構成を基本に考えてございます。 

 第３条では、会長に事故があるときの職務代理者

の選任方法について定めております。 

 第４条では、協議会の議長及び招集、会議の成立

要件、議決要件を定めております。 

 第５条では、協議会に幹事を置くことと、その任

命方法及び任務について定めております。 

 第６条では、協議会に部会を置くことができるこ

と及び部会を置く場合の部会委員、部会長及び職務

代理者の選任方法について定めております。 

 第７条では、本条例に定められていないものにつ

いては、協議会での議決に委任する旨を定めており

ます。 

 また、附則第１項で、条例の施行日を平成１８年

４月１日とすること。 

 附則第２項では、協議会委員に支払う報酬につい

て、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例別表の項目を追加する一部改正を規

定しております。 

 続きまして、議案第２１号上富良野町国民保護対

策本部及び緊急対処事態対策本部条例。 

 第１条では、この条例の制定目的を規定しており

ます。 

 第２条では、国民保護対策本部長及び副本部長並

びに本部員の事務分掌と任命方法について定めてお

ります。 

 第３条では、本部会議の開催と出席者について定

めております。 

 第４条では、必要に応じて本部に部を置くことが

できる旨と、部員と部長の選任方法などについて定

めております。 

 第５条では、出先や事態発生現場に現地対策本部

を置き、そこに配置する現地対策本部長と現地対策

本部員の選任方法などについて定めております。 

 第６条では、この条例に定めのない事項について

は、国民保護対策本部長に委任する旨を規定してお

ります。 

 第７条では、第２条から第６条までの規定を上富

良野町緊急対処事態対策本部について準用する旨を

規定しております。 

 附則においては、施行日を公布の日とすることと

定めております。 

 以上で、議案第２０号及び議案第２１号の説明と

いたします。御審議賜り、原案をお認めくださいま

すようお願い申し上げます。 
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○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、議案第２０号及び議案第２１号を一括

して質疑に入ります。 

 質疑を受けます。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 何点か、２０号と２１号に

かかわってお伺いいたします。 

 今回の国民保護協議会条例、あるいは本部設置条

例、二つ、同じ形の中で発動、連動されております

ので、今回の想定されている有事というものについ

て、どういう条件のときに有事が発動されるのか、

この点についてお伺いいたします。 

 また、その発動において、有事が発動されるとい

う指揮権については、どなたが握っているのかお伺

いいたします。 

 次に、この協議会の中で、今後、上富良野町にお

ける国民保護法のあり方の条例というものがつくら

れるかというふうに思います。審議されるのだろう

と思いますが、この審議の過程の中で、普通でした

らこういう条例等については議会の議決が伴うわけ

なのですが、今回の保護条例設置に当たっては、議

会との関係ではどういう関係になるのか、この点お

伺いいたします。 

 さらに、お伺いしたいのは、万が一有事が発生し

たというような場合は、町民はどのような避難態勢

をとって、どのように守られるのか、この点につい

てもお伺いいたします。 

 次、国民保護対策本部長という形でありますが、

この本部長というのは、いわゆる防災会議で言えば

町長かというふうに思いますが、有事の場合を想定

した本部長という形でありますが、この場合は、町

長が本部長に任命するのか、副本部長についても助

役という形になっているかと思いますが、副本部長

はどのような方が任命されるのかお伺いいたしま

す。 

 この設置に当たっては、恐らく道や国の保護条例

のもとに、これを立案するということが説明員の方

でありましたので、一般的には、従来でしたら防災

については、あくまでも自治体の条件に合った形の

中で、その条例等については地域住民の命と財産を

守るという立場から、地域バージョンという形の中

で防災計画が立てられておりますが、今回の武力攻

撃事態に当たっては、そういうことが可能なのかど

うなのか、この点。 

 さらにお伺いしたいのは、国民動員法に基づいて

行政、一般の国民が万が一有事が発動された場合に

対しては、どういう責務と義務を負うのかというこ

とについてお伺いしておきたいというふうに考えま

す。 

 同時に、それとあわせてお聞きしたいのは、それ

を拒んだ場合、嫌ですと、そういうことについて

は、私は戦争、あるいはそういうものについては嫌

ですという形になった場合は、罰則規定等があるの

かどうなのか、この点お伺いいたします。 

 いろいろ読んでいますと、建物の、いわゆる有事

の場合については、必要であれば除去、撤去できる

というようなことも盛り込まれていますが、それは

事実としてそういうことが想定されて、実際そうい

うことが行われた場合については、条件が合った場

合については、建物についても本人が嫌だと、壊す

なと言ってもそれは国、あるいは地域を守るために

防衛の拠点として、ここは、例えばわかりやすく言

えば、対策本部として必要な場所だと。ここは第一

線で攻撃、上陸してきた部隊を撃ってたたくところ

にとって必要な形だという形の中で、そこに建物が

あってこれは邪魔だということになった場合は、そ

の撤去というのは本人の意思にかかわらず行われる

のかどうなのか、これらの点についてお伺いしてお

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御質

問、かなり多くございましたが、お答えさせていた

だきます。 

 １点目の協議会が発動されるとき、どういうとき

かという部分でありますが、御質問でありましたけ

れども、これは先ほど提案説明で申し上げましたよ

うに、外国からの武力攻撃等で地上部隊とか、ある

いは航空機とかミサイルとかと、そういうようなパ

ターンの想定した部分で攻撃がされる場合とか来た

ときには、当然、それは国の方において内閣総理大

臣が発動いたしまして、要するに指揮権を発動する

ということで、それに基づいて都道府県、それから

市町村にそれらについての指示・伝達が行われてく

るところであります。 

 それから、協議会につきまして、議会との関係の

御質問でございますが、これにつきましては、先ほ

ど申し上げましたように、今、防災会議の機関が２

３機関から防災会議の委員となって、これらの部分

についての審議をする方たちは、この協議会の委員

という形で国民保護の協議会ということで、そうい

う位置づけで考えてございます。 

 したがいまして、国民保護協議会につきまして

は、当然、委員のメンバーには入ってございません

けれども、いずれにしてもこれらの国民保護協議会

の策定の過程においては、当然、議会にもこれらに

ついての素案の段階での御提案とかという部分は、

当然させていただかなければならないというふうに
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承知しているところであります。 

 それから、万が一、有事が起きた場合、町民の行

動についての御質問でありますけれども、これにつ

きましては、先ほど国より有事の事態の発動がなさ

れて連絡来ましたら、当然にして市町村において

は、区域内の住民に対して避難の誘導をするという

のが市町村に課せられておりまして、これらの安全

に避難の周知を、指導を図っていくというようなこ

とになっておりまして、仮に有事があって避難先等

での町民に対しては当然生活の必需品の提供とか医

療の提供、これらについて救援ということで住民に

対しては、それらの措置が講じられることとなって

おります。 

 次、５点目、現地対策本部長でありますが、これ

は上富良野町の現地対策本部でございますので、そ

の長は町長であります。副本部長につきましては、

これについては、本部長が指名するということでご

ざいます。 

 次、有事が発動されまして、これについて、要す

るに国民に対しての責務、どういうことがあるのか

という部分の御質問であったと思いますが、これに

つきましては、住民の避難とか、先ほど被災者の救

援の援助、消火活動、負傷者の搬送等の部分、それ

からもう一つは、避難に関する訓練への参加とか

と、こういうようなことに対して国民に協力をお願

いすることとなっておりますが、これにつきまして

はあくまでも任意ということで、これについての拘

束力はございません。市町村等の要請に基づいて、

住民の方が協力していただいたときの、例えば負傷

したりした場合については、その損害を補償すると

いうようなことにもなってございます。 

 それともう１点、最後でありますが、有事が発動

されたときに、要するに国民の権利の部分での対処

ということでの御質問でありますが、例えば住宅等

の収容施設等の確保するために、土地や家屋等を確

保するというような必要があるという場合は、当然

にして、その所有者の方に同意を求めて使用すると

いうようなことであります。罰則という部分は特に

私ども承知しておりませんが、正当な理由なくて拒

否したときは、これは国の発動で使用するというよ

うなことのようになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今の答弁の中で、明らかに

なった点があると思います。一つで言えば、有事の

際の建物の撤去という形の問題では、理由がなけれ

ば、これは強制的に、罰則的規定があるのだという

ふうな話であります。今回の国民保護法計画をつく

る義務規定の中の第３４条と第３５条の中に、課せ

られた住民避難計画だけではなくて、そこに病院や

学校、公民館、いわゆる地方自治体の関連する施

設、また自衛隊法の１０３条では、有事の場合には

土地・施設の収容、物資の収容・保管命令、土地の

取り上げ、あるいは強制収容を明記しているわけで

あります。 

 そういう意味で、既にこういうことですから、担

当者が説明するような事態ではもうないと。あくま

でも国の命令に従わなければ、それは否応がなしに

罰則、いわゆる国民としてはどうなのかなという形

の判断に立つわけですから、こういう恐ろしい内容

が、住民に知らせられないまま通ってしまう。 

 あるいは今の答弁でももう一つ問題だと思ったの

は、議会に対しては、あくまでも報告だという形の

内容がありました。住民にとって命や財産を守ると

いう必要なものであれば、議会に対して報告だけで

はなくて、審議を求めるということも当然なければ

ならないのに、報告だけで済ませてしまうと。それ

で何がしかの代表が集まったから、そこで審議した

から国民、あるいは町民で言えば町民の同意が得た

という判断に立って、これを推し進めるという問題

点があると思いますが、この点についてはどのよう

にお考えなのか、お伺いしておきたいと思います。 

 また、この間、有事の問題について総務省の消防

庁の担当者は、このように言っています。都道府県

国民保護モデル計画についてという報告の中で、大

規模な国家間の戦争や日本への着上陸進行の可能性

は非常に低いため、武力攻撃事態としてこうした想

定を論じることに空理空論があるのだと。だから、

小泉総理から特に注文があったとして、テロやミサ

イル攻撃などの強調点を持ち込んだことを得意げに

挙げたと。ですから、この条文の答弁のとおりに、

他国から武力攻撃を受けるということは、まず万々

万が一ないと。だからそういうことをもってして地

方自治体にこういう条文規定をつくらせる、行動計

画をつくらせるというのは、なかなか担当者も何を

やっていいのかわからないというようなことです。 

 それで、そういうことでは困るので、そこにテロ

やミサイルということを限定すれば、これは大変だ

という形になって、こういう条文をつくることが国

民の中に受け入れられるのではないかということの

説明がありました。ですから、この解釈をとってみ

ても、まさに国民行動計画の戦争有事を想定した計

画というのは、全く理にかなっていないと思います

が、この点はどうでしょうか。 

 また同時に、沖縄県議会でこういうやりとりがあ

りました。担当の課長も述べていましたように、避

難誘導するのだということを、万が一有事があった

場合に、言っておりましたが、これは沖縄の担当部
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局の部長の話でありますが、知事も議会も答弁して

いますが、沖縄の経験をかんがみると、有事事態に

国民、県民を保護するというのはいかに困難である

かということが、沖縄の歴史をとってみても明らか

だと。現地のいろいろな人の声という形も載ってい

ますが、防空ごうに国民が避難したとき、これを中

から追い出されてしまうと、権力によって。あくま

でも有事が優先しますから、国民の避難どころでは

ないと、そういうことなのですよ。 

 ですから、あなたが言うような町民を守れるとい

う点でも大きな問題を残して、守れるどころか国民

は本当に保護されないという問題があります。こう

いうことを考えたときに、今回の条例制定というの

は問題があると思いますけれども、これらの点につ

いてどういうふうなお考えなのか。 

 それと、本部長・副本部長の規定でありますが、

恐らく有事の場合は、恐らく町長は、失礼かもしれ

ませんが、現地に座っている感じになるのではない

かと。そこに自衛隊のあるいはそれにかかわるよう

な、いわゆる国から派遣された指揮権を持った強い

人が出てきて、そこで指揮をとるという形に恐らく

なるのだろうと思いますが、副本部長の任命につい

ては、どなたがつくのかという点では、町長である

本部長が任命するという形でなっているだけで、こ

れら等についてもよくわからないのですが、本部長

というのはついてから副本部長推薦するのですか。

もしも本部長は、事前にそういう場合想定して決め

られるのですか。そこはどのような解釈になるの

か、お伺いしておきたいというふうに思っていると

ころです。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ９番米沢議員の御質問にお

答えします。大変数ある御質問でございますので、

ちょっと順不同することについて御勘弁いただきた

いと思います。 

 最後の本部長・副本部長の位置づけの関係につい

ては、私ども今想定しているのは、自然災害を想定

した対策本部というのは体制確立されていますの

で、それの姿を念頭に置いて、今、上程申し上げて

います対策本部につきましてもそういう形で進める

ことが、ベターではないかというふうに考えている

ところであります。 

 それと、国民保護計画の関係で議会とのかかわり

でございますけれども、保護計画につきましては、

今現在、国から複数パターンを示されてございまし

て、それらを念頭に置いて、ここの地域に今どうい

うものが合うのか。それから、今、議員がおっしゃ

られるように、地域実情からいってどういう考慮が

必要なのか、そういうことを十分検討しながら、御

意見もいただきながら決めますので、ある意味では

また議会の皆さん方からも御意見いただくような機

会が、その過程の中ではあるかもしれませんので、

そういうことで町長におきましてもできるだけ幅広

い意見をちょうだいしながら、この協議会において

進めるということが今想定されるものであります。 

 それと、国の官僚のコメントもありましたが、私

どもの地方の段階において、なかなかそういう角度

のコメントはできないわけでございますので、その

点は御容赦をいただきたいと思いますが、いずれに

しましても一番大事なのは、国民保護法に基づきま

して町長が法に基づきます任に当たるわけでござい

ますので、そういう任務を果たせるような方向で十

分備えることが重要だと思いますので、そういう法

の決まりに基づきまして、淡々と物事を進めていく

ことが必要であるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

 それから、避難誘導等々の関係もございますが、

議員もおっしゃられているように、想定する事態が

非常に我々この地域で発生のできないようなことの

想定でございますので、それが法の想定ということ

を理解してございますことから、いろいろな場面で

主権が制限されることは、これは国益なり公益のこ

とを考えると、当然あり得るのだろうというふうに

思うところであります。 

 いずれにしましても国民保護協議会の中で、さま

ざまな角度から議論をして、当町の国民保護計画を

策定するわけでありますので、今、ちょうだいした

御意見等につきまして私どもも念頭に置きながら、

こういう協議会の中で御審議を賜るように、心がけ

ていきたいというふうに思うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） そういう実態のない、まし

てやどこが攻めてくるのかわからないというような

事態の中で、保護計画をつくること自体に問題点が

あるというふうに思いますが、立場上、そういうこ

とははっきり言えない部分もあると思うのですが、

私、そのように感じておりますが、町長は保護法の

制定に当たって有事というものはどのように感じて

おられるのか、お伺いしていきたいと思います。 

 もう１点は、土地・建物については今回の中でも

書いてありますが、本当に強制的に収容されるとい

う恐ろしい中身で、それに従わなければいわゆる罰

金も科すということが明記されておりますので、こ

ういうところに本当に国民をないがしろにした、平

和であるというのがあってほしいというのなら、政

治や外交でこそ平和の願いを届けるべきだし、こう

いう法案をつくればつくるほど他国をさらに挑発す
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るものだと思いますので、この点はどのようにお考

えなのかお伺いいたします。 

 ましてや議会とのかかわりで言えば、あくまでも

それは話でこういう内容でつくりましたと、意見を

求めますということがあったとしても、今、この間

の答弁のやりとりでも明らかになりましたけれど

も、いわゆる従わなければだめだと、強制収容だ

と。国益のためにだということになれば、何も国民

の意見だとか町民の意見だというのは、既に議会の

意見も通らないという形になってしまうのですよ、

助役、そういう問題を含んでいるこの条例を、制定

していいのかどうなのかということが疑問として残

るわけです。 

 そういう意味で、私は、こういう危険なもの、あ

くまでも空理空論の中で行われようとしている武力

攻撃に備えた事態というのは、本当に戦前を思わせ

る、そういうような内容だと思うのです。この背景

に何があるのかということですが、一般新聞を読ん

でみていただければおわかりのように、アメリカが

武力攻撃を今イラクだとかで進められています。そ

れに連動して、日本の自衛隊員や国民を総動員し

て、その支援を行うという目的のいわゆる日本版で

すよ、これ。そういうものを現憲法９条があって、

これが速やかに今までは解釈憲法という形の中でい

ろいろな条文つくって、この憲法をないがしろにし

てきました。その後、さらにあの憲法を破棄して、

あるいはこういう条文をつくって、それをさらに進

めようというのがねらいにあるわけです。 

 日本は、多くの国民を戦争で亡くしましたし、第

２次世界大戦の中で、多くの世界の人たちが悲惨な

思いをして、そして日本の憲法９条が、平和憲法が

出てきたわけですから、こういうことを考えたとき

に、町はこういう条例に対して国に速やかに、条文

制定についてはやめろという必要があると思います

ので、町長、この点についてもどのようにお考えで

すか。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、国防と外交は国の専決事項でございまし

て、自治体でそれを論ずるということにつきまして

は、なかなかそぐわない部分があるのかなというよ

うに思っております。議員の考え方というのは、よ

くわかりますが、その議員の考え方を地方自治体で

議論し合うということはなかなか難しいと。何かの

機会で御質問受けたと思いますが、お答えさせてい

ただきましたように、法律が定まって、北海道条例

が定まって、それに従って市町村条例を制定すると

いうことでございますので、私といたしましては、

法律に従いましてこの条例を上程させていただいて

いるということでございます。 

 そういった現状の中で、いろいろな課題を議員が

お考えのこと、また私もここでこういうことが、議

員もしあるぞということを一つ一つ御呈示申し上げ

るわけにはいきませんけれども、あくまでも法律と

して国が所管する国防の面においてこうであると、

万が一こうなったときには、町民の生命を守るため

に自治体としてどう対応するかと。町民の生命を守

るためには、自然災害もこういった人災もすべてに

おいて、地域挙げて保護していくことが前提であり

ますので、そういう観点から法律に従った条例を上

程させていただいているということで、御理解を賜

りたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。今の納得

しましたか、３回なので、納得しましたか。納得し

ていないですか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 国民保護法の関係、それ

から緊急対処事態の関係でございます。 

 いずれにしても、今、町長の言うように、国の方

針が決められて、それに基づいて都道府県が計画を

するとか、都道府県の計画に基づいて地方自治体が

計画を策定するというのは、これも一応、法律の中

で義務づけられているので、僕はある面でやむを得

ないなという気がするわけです。ただ、この法律が

衆議院・参議院を通過する段階で、それぞれ地方自

治体の防災会議と一体になるようにというような決

議がされていて、それに基づいて今、防災会議と一

体ということになられているのだろうと思うのです

けれども、その中で専門委員の関係。一応、２３名

で２５名以内ということでのと、専門委員の関係は

防災会議では、専門委員はどこから出すということ

になっているのですね。上富良野町の防災会議条例

では、専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道

の職員、上富良野町の職員、関係公共団体の職員、

関係地方公共団体の職員及び学識経験者ということ

になっているので、一応、上富良野での保護協議会

の専門委員２名というのは、これに準じた形で選出

されるのかということがまず第１点。 

 それから２点目は、副本部長の取り扱いなのです

が、防災会議条例では、会長が事故あるとき、あら

かじめその指名する委員がその職務を代理をすると

いうことに明文化、そういうふうになっておりま

す。しかし、防災会議運営規定では会長の職務代

理、第２条防災会議の会長に事故あるときは、会長

というのは町長ということになりますので、あると

きは防災会議以下、委員である上富良野町助役がそ

の職務を代理すると。そうすると、片や職務代理、
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片や副本部長ということになると、一種緊急的な形

であれば副本部長という、どちらかが防災会議の方

で副本部長ということにしておくのか、そのまま職

務代理としておくのか、その点を明らかにしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 中村議員の御質問にお

答えいたします。 

 まず、専門委員の方の想定の御質問でありますけ

れども、防災会議においては今そういうような規定

となっておりますけれども、国民保護協議会におき

ましては、有事においての対処における専門有識者

とかそういうようなこともあろうかと思いまして、

現時点ではどういう方をというのは想定にありませ

ん。専門委員が必要になったときに、ということ

を、そういう考え方のもとに専門委員ということの

規定をここに定めてございますが、そんなようなこ

とで御理解賜りたいと思います。 

 それと、副本部長の取り扱いの御質問であります

が、これについては、今、防災会議においては職務

の代理というようなことの御質問でありますが、国

民保護対策本部におきましては、職務の代理である

助役が副本部長に携わるというようなことの押さえ

であります。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） それであれば、あくまで

も助役が職務代理者という防災会議の規定を設けて

やるということになるということで理解してよろし

いかと。 

 それからもう１点、この法律が制定された以降、

防衛庁の防衛局防衛課防衛政策課事態対処法制室長

の島田さんという人が言っているのですけれども、

市町村の国民保護法協議会、これに自衛隊に所属す

る者を委員に任命するときは、防衛庁長官の同意を

得るということに、この方が言われているのですけ

れども、その点はいかがでしょうか。いかがという

ことは、そういうことでやるということで理解して

いいのでしょうか。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（佐藤憲治君） 中村議員の御質問であ

りますが、市町村の国民保護法協議会のメンバーの

御質問でありますけれども、今、御質問のとおり、

自衛隊等に関しましては、防衛庁の同意を得るとい

うような、協議するというようなことになっており

ます。そういうようなことでございます。 

 副本部長については、そういうようなことで、助

役が当たるということで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 右に寄って左に寄って、国

歌も歌えないというのを何とか真ん中にというよう

な状況で今こういっているのかなと。また、ミサイ

ルが落ちたときには、自衛隊はスコップ担いで行っ

て、災害派遣で行くというような法も改正しようか

なというようなあらわれかなと思ってお聞きしてお

りましたのですが、これ大事なことかなと思いま

す。 

 というのは、酪農ヘルパーの方が拉致をされてお

ります。拉致名簿にきちっと上がっているのです

よ。拉致をされているということは、主権を侵害さ

れていることにほかならないのですね、これははっ

きりしております。名簿に上がっております。これ

は、そういうようなところ甘かったのではないのか

なということでもって今これにいっていると思うの

ですが、ここでこの地域のことを考えますと、ゲリ

ラとかそれというのはいかがかな、それよりも生物

関係、それから化学ですね、そういうようなところ

あたり、これから検討されるのかとは思うのですけ

れども、水源池なんかに生物剤あたりというような

ことは、これは非常に恐ろしい話になりますから、

平時でもこれは考えなければならないことかと思い

ますが、それも今後考えられると思いますけれど

も、先ほども拉致というところからして、平時、ふ

だんの情報の収集ですね、そういうようなことにつ

いてはどのようにお考えになられるのかなと、今、

お聞きしていて考えたのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） 梨澤議員の御質問にお答え

します。 

 なかなか具体的にお答えしにくい点があります

が、情報の収集については大変重要なことでござい

ますので、いろいろなケースで情報の収集の機関が

あるのかないのかは、非常にケースごとに違ってく

るかと思いますが、私どもできる限り自治体としま

しても町長におきましては、町民の生命・財産を守

るという観点からすると、そういう事態に至る過

程、その間の情報収集については努めてしなければ

ならないというふうに思いますが、いかんせん情報

をみずから得るというよりは、情報を受ける側での

ケースが多うございますので、国、あるいは道との

関係の中で、そういうことも声に出しながら収集に

努めることを心がけてまいりたいというふうに思っ

ているところでございます。 

○議長（中川一男君） ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） 私は、この条例は必要なも
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のというふうに認識をしております。国破れて山河

あり、城春にして草木深しでないけれども、国が破

れて残ったのは山と川だけで、春うららの緑が茂っ

て、そこに人間の営みがなければ平和な国とは言え

ないわけであります。このために、こういう事態に

備えて、町民を避難誘導させると、それで防災と緊

急事態との全然様相が違うわけです。防災の場合は

地域限定ですから、これは自衛隊の全面協力得るこ

とができるでしょう。しかし、緊急事態の場合は、

方面・地区によっては部隊の移動というものが考え

られます。したがって、その場合は、自衛隊の協力

は全面的に受けることはできないと思います。した

がって、その辺の自衛隊の協力を受けられないとき

の対処要領についてはどのように考えているのか、

避難誘導についてはどう対処するのかということに

お伺いをいたします。 

○議長（中川一男君） 今のやつですね、最初にこ

れは賛成ですと言ってしまっているので、質疑する

のがおかしくなってくるのですけれども。 

 助役、答弁。 

○助役（田浦孝道君） ８番吉武議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私ども経験としては、自然災害のみの経験でござ

いますので、これから大いにいろいろなことを想定

しながらのさきの議員ではないですけれども、情報

収集の中で、そういう情報も得ながら事態を想定し

て、いかに対処するかということにつなげなければ

ならないというふうに思っているところでありま

す。 

 今、こういう時代でございますので、その事態が

どうかによりますが、特定のものであれば当然広域

的な市町村間の協力をいただかなければならないで

しょうし、当然、地元の自衛隊駐屯地につきまして

も災害と同じように、相当町としましても綿密な関

係の中で、そういう支援を受けるということになろ

うかと思います。想定しましたらきりございません

ので、そういう経験の中でいろいろ一つ一つ幅出し

をしてシミュレーションをしてまいりたいというふ

うに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許可しま

す。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、本議案第２０号と第

２１号に対して、反対の立場から討論をいたしま

す。 

 今回の条例案は、武力攻撃事態における国民の保

護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法

に基づく、また、その後策定された国民の保護に関

する基本計画に沿って、地方自治体が２００６年度

中に、それぞれ国民保護計画を作成するために整備

をするよう求められているという条件の中から出て

きております。しかしながら、これらについては緊

急事態の想定も含めて、多くの問題が残されている

のではないでしょうか。国民の保護に関する基本趣

旨においては、我が国に対する本格的な侵略事態発

生の可能性は低下していると言いながら、大量兵器

や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロの進展、組

織活動ということの新たな脅威へという形の中で対

応を迫ろうとしているものであります。 

 また、防衛計画大綱からは、日米安全保障体制を

基調とする米国との緊急な協力関係を一層充実させ

るなどとした文書も見受けられるように、この間の

経過からも明らかなように、これらの意味するとこ

ろは日本に対する直接脅威の可能性は低下している

にもかかわらず、アメリカに協力し、国際テロや大

量核兵器などの脅威と戦うために海外まで自衛隊を

派遣させる、また、それとあわせて国民を総動員す

るという内容のものであります。 

 さらに、そうした危険な状態をつくり出しなが

ら、国民保護法の名のもとに地方自治体にも参加を

呼びかけ、責任を負わせ、市民を管理し、動員して

いくという中身であり、絶対許されるものではあり

ません。この間、明らかにされた問題というのは、

地方自治体が国民保護計画や避難計画をつくろうに

も、米軍の軍事行動や自衛隊の支援行動派遣、どの

ように行われるのか示されていないという点でも問

題があります。米軍の軍事行動は、平和・有事を問

わず、日本国民にとっては機密事項とされて隠され

ているという問題がたくさんあります。 

 地方自治体は、計画をつくろうにも架空の計画に

ならざるを得ません。また同時に、論議の過程でも

明らかになったように、地方自治体の意見というよ

りは国が定めた指針に基づいて、結局、国の方向に

計画をつくらざるを得ないという状況になります。

その中でも問題なのは、市民・町民がそれにかか

わって建物強制撤去という形の中で徴用されるとい

うことになった場合に、それを拒否することもでき

ないという大きな問題点が残っております。 

 そういう意味では、私は改めて今回の条例案に反

対するとともに、また、今、日本がとらなければな

らない態度というのは、平和的・外交的に、そして

多くの世界の国民と共通の理解のもとに、平和の理

念を推し進めてこそ、国民と町民の命・財産を守れ
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るものと考えています。町長は、また、国のことだ

から、これは地方自治体が口を挟むことではないよ

うなことを述べました。しかし、これはことこの条

例が制定されれば町民にかかわる問題であり、大き

な重大問題であります。 

 そういう意味では、国のことであると同時に、町

民のことであります。そういう意味では、私は、改

めて地方自治体にもこのような矛盾がある条例制定

に対しては、国にはっきりと物を言う、こういう姿

勢を求めて、反対討論といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、本件に対する賛成討

論の発言を許します。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 国民保護法に関する２条

例案に対する賛成討論をさせていただきます。 

 私は、国民保護法に関する２条例案に対して、賛

成の立場で意見を述べさせていただきます。 

 まず、条例の対象となっている国民保護協議会

は、平成１６年６月公布と同年４月施行の国民保護

法に定める市町村に、市町村国民保護協議会を置く

という義務規定に基づく必置機関であります。この

協議会の組織及び運営に関する必要な事項について

は、条例で定めることになっていることから、上富

良野町国民保護協議会条例を制定するものでありま

す。 

 また、国民保護対策本部等については、国民保護

法に規定する市町村国民保護対策本部の設置に関す

る閣議決定に基づき、市町村国民保護対策本部を設

置しなければならないという義務規定により設置す

るものであり、この設置内容の大半が法で定められ

ているものであります。 

 新規制定しようとする上富良野町国民保護対策本

部及び緊急対処事態対策本部条例は、法に規定され

ていない運営内容についてのみ本条例で定めるもの

であります。上富良野町議会が、法令遵守の立場に

ある以上、上程された２条例の制定に対して、反対

を表明する余地はないものと考えるところであり、

加えて国民保護法や事態対処法で想定されている武

力攻撃事態については、あってはならないものと考

えますが、発生を回避するためのあらゆる努力を外

交や国防の面だけでなく、国民の意思として持ち続

けることが必要であります。 

 しかし、不慮の事態発生に対しては、国民の生

命・財産を守る趣旨から、しかるべく準備を怠るべ

きではないと考えており、私は国民保護法に関する

２条例案に対し、賛成する立場といたします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 次に、反対討論を許可しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって討

論を終了いたします。 

 これより、まず、議案第２０号上富良野町国民保

護協議会条例の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号上富良野町国民保護対策本部

及び緊急対処事態対策本部条例の件を起立により採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

──────────────────                

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第２４号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第２４号上

富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２４号上富良野町在宅福祉事業に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 １点は、平成１８年４月施行の改正介護保険法に

よりまして、虚弱高齢者に対する介護予防活動を推

進することが保険者に求められてまいりました。こ

のことに伴います対象高齢者等の定義と状態による

提供サービス内容について、法に準拠し、その整備

をしようとするものであります。 

 ２点目といたしましては、介護保険制度制定以前

から本町におきましては、要介護への移行阻止のた

め、保健福祉の連携を基盤にその対策を講じてまい

りましたが、当該法の改正によりまして、特定高齢

者への提供と支援内容が区分されたことを背景とし

て、介護給付対象者との区分を明確にし、虚弱高齢

者に対するサービス提供制度を維持するために、関
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係サービス事業負担を厚生労働大臣が定める基準額

であります介護保険法におけるサービス費のこれま

での１割から２割及び２割相当額と定めようとする

ものであります。 

 ３点目として、在宅要介護者の通院等における移

送サービスに関し、道路運送法の特例対応として福

祉輸送として市町村が所定の協議会の議を経て、陸

運支局の認可を得ることが制度上で定められ、その

利用料についてはおおむね地域タクシー料金の２分

の１を上限とすることがガイドラインとして示され

たことから、これまでの時間単価から区間を基本と

する目的地を見据えた距離単価に変更しようとする

ものであります。 

 ４点目として、高齢者世帯に対する自立を側面的

に支援する配食サービスにつきまして、法の改正に

よるデイサービス等の通所における食事費の自己負

担等の整合を図ることから、７００円に改正しよう

とするものであります。 

 以下、条文を追って説明いたします。 

 議案第２４号上富良野町在宅福祉事業に関する条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町在宅福祉事業に関する条例（平成１２

年上富良野町条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２号につきましては、これまでの「自立

判定者」から介護予防プログラムへの参加が望まし

いと判定された者で、「特定高齢者」と呼称するこ

とを定めるものであります。 

 別表１につきましては、生活管理指導員派遣サー

ビス、通称ホームヘルプサービスのサービス内容の

要介護状態を法に基づく要介護、要支援状態を防止

する地域支援事業と改め、対象者を特定高齢者と

し、利用料を２割、生きがい活動支援通所サービ

ス、通称デイサービスにおきましてはサービス内

容、対象者を同様に、利用料を１回８００円に、生

活管理指導短期宿泊サービス、通称ショートステイ

サービスにつきましては、サービス内容対象者を同

様に、利用料を法に定める要支援１の介護予防短期

入所生活介護費の２割に、移送サービスについて

は、町内片道２５０円初め、これまでの利用実績を

もとに特定地域までの利用を定めるほか、２５キロ

メートル、５０キロメートル、１００キロメート

ル、１５０キロメートル未満での料金に、配食サー

ビスについては、平成１７年１０月施行の法改正に

よるデイサービス自己負担との整合性から７００円

に、それぞれ改正しようとするものであります。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。 

 以上で説明といたします。御審議いただき、お認

めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 今度の特定高齢者という形の中で、地域支援事業

に移るという形で今回の法整備が、条例の整備がさ

れると思いますが、お聞きしたいのは、通常でした

ら介護保険においても１割負担というのが原則であ

ります。今回の生活管理指導、ホームヘルパーの派

遣の点、あるいは今回の生活生きがい支援サービス

の点についても、２割負担という形の導入が図られ

ております。短期宿泊サービスについてもですね、

おかしいと思うのは、介護が１割なのに、なぜこの

部分だけが２割相当額、あるいは２割負担という形

になるのか。本来でありましたら、１割という形の

中で公平なサービスを提供するという点で、当然あ

るべき姿としてはその方向ではないかと思うのです

が、なぜ２割負担という形になったのか、この点に

ついてまずはお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

でございますけれども、特定高齢者に関しまして

は、御承知のように、介護の認定の対応の中で認定

から外れた方、いわゆる自立として判定された方と

いうことでございまして、この部分につきまして

は、法整備上の中ではその給付ということではない

ということから、私どもとしてはそこの部分につい

て対応するために、制度を維持していくということ

から、在宅福祉のこの制度を用いながらその対応を

図っていきたいということでありまして、その区分

をさせていただくということで、２割ということで

させていただくということであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） このほか財政の方を見ます

と、交付金という形で地域支援事業に対する交付金

も約３００万円余り来ているかというふうに思いま

す。収入は、これにかかわって１４０万円ばかり計

上しているかと思います。 

 私、どうも腑に落ちないのは、確かに地域支援と

いう形の中で介護保険制度から外れた方、自立支援

という形の方が対象になるということであれば、そ

ういう方であっても一律負担という形の中で、同じ

やはり環境の中でこういう政策展開が図られるべき

ではないかというふうに思います。そういう意味で

お金がない、あるいは将来的にこの制度を維持する

ということでありますが、交付金など来ております
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し、そういうものを制度として活用した中で、従来

の１割負担という形の制度として保つべき姿ではな

いかなと。お金がないだとかということを言います

けれども、この部分については生活管理サービスだ

とか、生きがい管理の指導短期サービス、宿泊サー

ビスという形の中で、せめてこの部分については同

じ１割にするだとか、なぜそういうことをやられな

いのか。ある程度輸送費については、現行こういう

形は認めざるを得ない部分ありますけれども、配食

にしても改善の余地ありますけれども、こういう部

分でなぜ１割負担という形で同一視されないのか

ちょっとよく理解できないのですけれども、財源を

一定部分、窮屈とはいえそういう手法をとれば、全

部上げなくても、割高にならなくても低額で利用で

きる、この趣旨が大事だと思いますが、この点伺っ

ておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 先ほども申し上げ

ましたが、認定を受ける方と認定を受けない方の差

というものを私どもとしてはとらえて、その対策を

講じていくということについては、必要なことでは

ないかというふうに思ってございますし、この制度

を私どもとしては介護保険法の改正に基づいて地域

支援ということになってございますけれども、その

枠の中では御承知のように、介護保険枠での給付に

ついては限度がその中で定められてございまして、

それの枠の中では到底し得ない部分もございますの

で、私どもとしてはその対策として一般会計で努力

をいただいて、無理の部分も承知しながら制度化を

維持していくということが、今後にとっても大事で

あるというふうに理解をしてございまして、２割の

御負担をちょうだいしたいということであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 肝心なことが抜け落ちてい

ると思うのです、担当課長、どちらにしても予防介

護・予防給付という形の中で共通しているのです

よ。それぞれが充実させて、初めてこういう制度と

いうのは成り立つものだと思っていますし、いわゆ

る受益者負担の原則という形で言えば、あなた方が

言うように公平なのですよ。しかし、受益者負担と

いう形で、たまたまその制度から自立になったとい

うだけであって、だけれども、この人だって前へ進

まないための予防給付のあり方ですから、そのこと

を考えたときに、公平と言うのだったら１割負担で

いいのではないですか、町長、どうですか、ここら

辺。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 議員と全く考え方が違うのかなと。今、担当課長

から御説明申し上げましたように、基本的に認定を

受けた者と認定を受けなかった者との一、二割とい

うことでありまして、認定を受けない者、自立の者

全員に、では１割ということになると、認定制度っ

て何なのだろうということにもつながってくるので

はないのかなというように思います。そういう中

で、本来であれば認定を受けない自立の者について

は、１０割負担していただくということではなくて

２割を負担していただいて、自立を促進していくと

いう方向で進めさせていただいているというのがこ

の条例でありますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第２５号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第２５号上

富良野町介護保険条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米田末範君） ただいま上程され

ました議案第２５号上富良野町介護保険条例の一部

を改正する条例につきまして、改正の要旨を御説明

申し上げます。 

 １点は、平成１８年４月から施行の改正介護保険

法により、介護給付と予防給付に区分されたことに

呼応し、条文整理をしようとするものであります。 

 ２点目は、平成１８年度から２０年度の第３期介

護保険事業期間の介護保険事業計画をもとに、１号

被保険者の介護保険料を算定した結果、基準額で第

２期事業年度３万６,０００円を６,０００円引き上

げ４万２,０００円、月額におきましてはこれまで

の３,０００円から３,５００円に改正しようとする

ものであります。 

 なお、所得階層におきます区分につきましては、

国が標準的に示します６階層区分では、本町の所得

階層を勘案しますと、基準額を下回る階層が多く分
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布するため、基準額自体がより高い数字に算定され

るため、７階層を用いて、少しでも基準額の引き下

げを考慮したところであります。 

 ３点目は、平成１７年度税制改正に伴う老年者の

非課税措置の廃止に対応し、第２期事業計画年度所

得階層から、階層移行等による段階的激変緩和策と

して、平成１８年度、１９年度の特例措置を法に準

拠して定めようとするものであります。 

 ４点目は、法改正による介護度区分として、これ

まで要支援判定を要支援１、要支援２に区分しよう

とするものであります。 

 以下、条文を追って御説明申し上げます。 

 議案第２５号上富良野町介護保険条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町介護保険条例（平成１２年上富良野町

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の特別給付につきましては、訪問介

護、介護予防、短期入所生活介護、介護予防短期入

所療養介護の追加であります。 

 同条第２項につきましては、居宅支援サービス費

を介護予防サービス費等に改めるものであります。 

 第３条については、１号被保険者の保険料の改正

であります。基準額を４万２,０００円とし、階層

を７段階とし、階層における料率は１階層が住民税

非課税世帯で、本人老齢福祉年金受給者もしくは生

活保護受給者で基準額の０.５、２万１,０００円、

月額１,７５０円。２階層では、住民税非課税世帯

で、本人課税年金収入額プラス合計所得額８０万円

以下の者、料率０.６、２万５,２００円、月額２,

１００円。３階層では、１、２階層に該当しない住

民税非課税世帯、料率０.７５、３万１,５００円。

４階層以降は、住民税課税世帯となります。４階層

では、本人住民税非課税で基準額の４万２,０００

円、月額３,５００円。５階層では、本人住民税課

税で合計所得額が２００万円未満、料率１.２５、

５万２,５００円、月額４,３７５円。６階層では、

本人住民税課税で合計所得額が２００万円以上３０

０万円未満、料率１.４、５万８,８００円、月額

４,９００円。７階層では、本人住民税課税で合計

所得額が３００万円以上、料率１.５、６万３,００

０円、月額５,２５０円と定めようとするものであ

ります。 

 第１８条は、条文の整理と法改正に伴うこれまで

の認定区分、要支援から要支援１、要支援２の改正

整備であります。 

 附則。第１条は、本条例の施行を平成１８年４月

１日からと定めるものであります。 

 第２条は、保険料に関する経過措置で、本改正以

前については、従前のとおりとするものでありま

す。 

 第３条は、平成１７年度税制改正に伴う激変緩和

措置として、本人及び同一世帯の者が住民税非課税

者で、改正税制により課税となった者に対する特例

措置を平成１８年度、１９年度にわたり行うことを

規定するものであります。 

 内容として、改正税制以前での階層区分が１及び

２階層の者が、改正税制で４階層となる場合は、改

正料率に対して平成１８年度０.６６２、平成１９

年度０.８３２、３階層から４階層になる場合は１

８年度０.８３、１９年度０.９１２、１、２階層か

ら５階層になる場合は１８年度で０.７５、１９年

度で１.０、３階層から５階層になる場合は１８年

度で０.９１、１９年度で１.０８２、４階層から５

階層になる場合は１８年度で１.０８、１９年度で

１.１６とし、平成２０年度でいずれも改正料率で

移行しようとするものであります。 

 以上、説明といたします。御審議いただき、お認

めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の条例改正でお伺いし

たいところがありますが、別表１段階から４段階、

２段階から４段階になる者、それと３段階から４段

階になる方、こういう方というのは上富良野町でど

のぐらいおられるのか、４段階から５段階に移るの

は６０名という形で調べたらなっておりましたが、

どういう状況になるのかお伺いしたいと思います。 

 次に、低所得者対策という形の中で、町において

軽減対策を求めてきましたが、国の法律の制度にお

いて軽減措置がとられているという形の中で、なか

なかこれを適用しようという形にはなってきており

ません。それで、例えば町民税非課税の世帯の方、

１４５万円以下の方、８０万円以下の方であっても

その差が開いておりますが、同じ第２段階でも保険

料を払わなければならないという形の問題点が残っ

ております。そういうことを考えたときに、いわゆ

る生活保護世帯や老齢年金世帯の方々の生活という

のは、これにかかわることなく利用料、あるいは介

護を利用していれば利用料、その他介護等の保険税

等やいろいろ賦課されてきます。 

 そういう意味で、生活状況で言えば、今、所得格

差が開いて大変な状況になってきているということ

は明らかであります。そういうときに、町としても

こういう階層の方々については、軽減策をとって何

らかの対策を町としてもとるべきだと思いますが、

なぜこういう対策をとられないのかお伺いしておき
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たいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（米田末範君） 米沢議員の御質問

でありますが、まず第１点の段階別の階層に新しい

制度で移行する場合の激変緩和の対応する人数とい

うことでありますが、総体的にこれからの所得の関

連から影響してくるとものということで、必ずしも

正確な状況になってございませんが、それぞれの段

階に応じて影響してくる部分の方々が相当数いらっ

しゃるというのは現実であります。第４層に移行す

る方で、激変緩和を受ける方々がおおむね３０％程

度の方がいらっしゃるのではないかなというふうに

思ってございますし、５段階への移行の部分の方に

ついても、先ほどお話ございました６０人程度い

らっしゃるのかな、人数的には６０人程度、パーセ

ンテージでいけば２％程度ということであります。 

 それから、２点目の町として軽減対応を行わない

のかということでありますが、これについては先ほ

どの御提案の中でも申し上げましたように、階層区

分を広げることによって、その対応を図ってまいり

ました。御承知のように、介護保険制度につきまし

ては、あくまでそれぞれ負担の区分がございまし

て、公費の割合が５０％であり、１号、２号の被保

険者の方々で５０％というのが基本的な対応となっ

ているということを御理解いただいて、その枠の中

で対処せざるを得ないということもございますの

で、その理解をいただければというふうに思いま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 全部が全部とは言いません

が、他の市町村ではいわゆる所得の少ない段階につ

いては、独自の減免制度をつくって適用していると

ころもあります。たとえ３００円引き下げたとした

場合でも、第１段階で年間約１５万何がしかのお金

を適用すれば、軽減できるのだというふうに思いま

す。この部分で言えば、４２名という形になってお

りますので、そういう財源というのは出てこないも

のかどうなのかと。お金がないないと言ってケアハ

ウスにお金をつけると、これは持ち出しの負担を軽

減するという形で、ああいう財源を削ってこちらの

方に持ってくるだとか、出す部分を減らしながら

持ってくるだとか、そういうことをやればこういう

財源というのは出るのだと思うのですよね。そうい

う対策というのをなぜしないのかと、国の指導があ

るからそういうことをやったらペナルティーが来る

からだとかと言っていますけれども、国の指導が

あってもやっているところはやっているのですよ。 

 今、本当に置かれている生活実態というのは、す

べての階層にわたって本当に大変だと、私は思って

おります。こういう意味で、町として対策をもう一

度講ずるべきだと思いますが、町長、この点最後に

どうなのか伺っておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 議員の考え方というものもわかるわけであります

が、私といたしましては、今、国の基準に従って軽

減措置も対処していると。特別に町の軽減策をとい

うことにつきましては、財源とかそういうこともあ

りますけれども、そればかりでなくて、介護保険制

度そのものの趣旨からしても平等性、そういったも

のを考えながら応分の負担をいただいて、この制度

の運営をしていくということが基本であるというふ

うに考えております。 

 ただ、いろいろな面で厳しい状況にあるというこ

とは認識しておりますが、それらの部分については

また別な分野、生活保護とか生活対応については、

この保険制度とは別な分野で考えていかなければな

らない課題でないだろうかなというふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２５号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第２９号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第２９号上

富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２９号上富良野町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 国民健康保険会計の基盤であります保険税につき

ましては、医療費分を中心に平成１５年４月より改

定をいただき、安定運営に努めているところであり

ます。一方、介護納付金につきましては、平成１６

年度に引き上げ改正を行い、介護保険加入以前の４
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０歳から６５歳未満のいわゆる２号被保険者の納付

金徴収、納付が各加入医療保険者に義務づけられ、

それぞれ算定された金額に対応してきたところでご

ざいます。 

 平成１８年度の予算編成に当たりまして、納付額

の算定予想額の提示が行われ、平成１７年度とほぼ

同額となっております。しかしながら、平成１７年

度においては、当初予定しておりました税収が所得

水準の低下により予定を下回り、また、平成１８年

度においても大きく伸びる見込みがなく、さらには

介護２号被保険者数の減少によることから、金額と

いたしまして６００万円弱について、財源確保のた

め税額改定をお願いするものであります。 

 改定内容につきましては、応能・応益割合のバラ

ンスを勘案し、所得割につきまして０.３５％の増

の１.３５％、均等割１,４００円増の８,６００

円、平等割６００円増の５,４００円に、賦課限度

額８万円を１万円増の９万円としようとするところ

であります。 

 なお、この改定によりまして応益割合につきまし

ては、おおむね５０％となる予想であります。ま

た、低所得者層の軽減に関しましても、従前の軽減

率をもって対応しようとするものでありますが、こ

れまで年最低額は３,６００円から４,２００円とな

るところであります。介護納付額につきましては、

あくまで全国ベースでの算定でありますことから、

今後ともその変動に対応して税額を定めざるを得な

い実態にありますことから、御理解を賜りたいと存

じます。 

 以下、議案によりまして説明をいたします。 

 議案第２９号上富良野町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富

良野町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「１００分の１」を「１００分の１.３

５」に改める。 

 第７条の２中「７,２００円」を「８,６００円」

に改める。 

 第７条の３中「４,８００円」を「５,４００円」

に改める。 

 第１３条第１項第１号中「５,０４０円」を「６,

０２０円」に、「３,３６０円」を「３,７８０円」

に改め、同項第２号中「３,６００円」を「４,３０

０円」に、「２,４００円」を「２,７００円」に改

め、同項第３号中「１,４４０円」を「１,７２０

円」に、「９６０円」を「１,０８０円」に改め

る。 

 附則。施行期日、１、この条例は、平成１８年４

月１日から施行する。 

 適用区分。２、改正後の上富良野町国民健康保険

税条例の規定は、平成１８年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成１７年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 以上で説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今回の一部改正はやむを

得ないのかなと考えますけれども、一方で、未収が

少なくなれば、今回も改正しなくてもよかったので

はないかという気持ちもあるわけなのです。 

 といいますのは、収納金額に対して国の方から交

付金が来ているわけですから、未収が多いと、国か

らの交付金が少なくなるということで未収をどうす

るか、未収金についていろいろと今回意見も出てお

りましたけれども、努力されているというところも

認めておりますが、いま一度、未収金についてのお

考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 村上議員の御質問で

ありますけれども、未収金については日々毎日収納

に努力をしているところでありますけれども、これ

からもより努力していきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 何回も同じような質問なの

ですけれども、今回の制度の税改正という形で、確

かに、この制度そのものの持っている矛盾点があり

ます。国の国庫負担率の低さの問題、なおかつ下げ

ておいてお互いに加入者同士で財政負担しなさいよ

という、単純に言えば、こういうことだと思うので

すよ。医療費がふえればふえるほど、また加入者が

少なくなればなるほど負担率は上がるというよう

な、こういう問題を含んでいる介護納付制度という

のは、そこに問題があるのだと思うのですね。 

 かといって、そういう問題をただ納税者だけに負

担を求めていいのかという形では、そうではないと

は思います。確かに、国保税の軽減措置という形

で、一般財源からの繰り入れ等もしております。や

はりこういった軽減措置というのであれば、軽減部

分も据え置くだとか、こういった措置をとるべきで

はないかというふうに感じているところなのです。

せめてそういうやりとりをなぜこういう制度の中で

行わないのかと、本当にほかの制度もそうなのです

けれども、お金がないと言って、そして負担を押し
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つけるという形になってきているのです。 

 そういう意味では、本当に年金の生活者、あるい

は所得が北海道新聞にも載っていましたけれども、

それが正しい範囲ではないにしても１人当たりの道

民の収入が、約２００万何がしかの平均的な収入だ

という形で、本当に低い方に北海道の財政というの

が、所得階層と別に見た場合に位置されていると。

今回の所得階層別に見てもゼロから１５０万円以下

の部分で、相当数やはり５割以上この構成比で見て

も占めるという状況の中で、１,０００円、２,００

０円上がっただけでもその分負担がふえる、基礎控

除が減ってまた課税所得がふえて、国保税・納税率

に連動して引き上がる、滞納者もふえるということ

だと思うのですね。 

 そういう意味では、せめて軽減世帯分については

据え置くという対策をとるべきだと思いますので、

この点、担当の課長、見解をお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ９番米沢議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 御承知のことと存じますけれども、介護納付金に

つきましては、あくまでも半分を国・道の調整交付

金、さらには療養給付費負担ということで、残りに

つきまして介護２号被保険者の４０歳から６４歳の

税徴収と、あと一般会計より基準に基づきました軽

減対策ということで、基盤安定ということの繰り入

れということでございまして、不足分につきまして

はあくまでも税額改定をせざるを得ないということ

で考えてございまして、今回につきましても先ほど

申し上げましたが、６００万円程度と見込んでおり

まして、それらの改定につきまして、御理解をいた

だきたいと存じております。 

 また、軽減の対策でございますけれども、町にお

きましても保険税の負担の低所得者世帯につきまし

ては、応益部分といたしまして均等割、平等割につ

きまして軽減制度ということで、７割、５割、２割

ということの軽減策を講じて、公費で補てんしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 本当に制度そのものも崩壊

するかもしれませんけれども、やっぱりここで一定

食いとめるために、財政基金から一部の支消を

ちょっとふやすだとか、そういうことをやる必要が

あるのだと思うのですけれども、この点について見

解求めておきたいと思います。町長の。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたように、基

本は保険制度、相互扶助の精神に基づいた対応の目

的税でございますので、そういった趣旨で考えてい

くということでございます。また、加えて基金の支

消ということでありますが、医療分野におきまして

は基金は持っておりますけれども、介護分野におい

ては基金を持っていないということでありまして、

医療分野の部分から介護分野の方に資金流用すると

いうことは、いささかいかがかなという部分もござ

いますので、今回、基本的には医療分野と介護分野

等を明確に対応した中での措置ということで、御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々いいですね。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第３０号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第３０号上

富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療

費の助成に関する条例及び上富良野町乳幼児の医療

費助成に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第３０号上富良野町重度心身障害者及び

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び上

富良野町乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について、提案の要旨を御説明申し上

げます。 

 障害者自立支援法の平成１８年４月１日施行によ

り、障害者等に対する医療支援が自立支援医療とし

て統合されるのに伴い、知的障害施設入所者につい

ては、自己負担がなかったところでございます。法

律施行後、医療費の自己負担が発生することにな

り、現行では知的障害者施設入所者については助成

対象外として規定しているため、当該施設入所者の

うちこの条例の受給者要件を満たす者については、

町が出資している医療給付助成事業、重度、ひとり

親、乳幼児の助成対象とするよう改正するものであ
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ります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第３０号上富良野町重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例及び上富良

野町乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部改正。 

 第１条、上富良野町重度心身障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５８年上

富良野町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第２号及び第３号を削り、同条第４号を第

２号に、第５号を第３号に改める。 

 上富良野町乳幼児の医療費助成に関する条例の一

部改正。 

 第２条、上富良野町乳幼児の医療費助成に関する

条例（平成６年上富良野町条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第２号を削り、同条第３号を第２号に改め

る。 

 附則。この条例は、平成１８年４月１日から施行

する。ただし、第１条の改正規定（上富良野町重度

心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例第３条第３号に係る部分を除く）及び第２

条の改正規定は、平成１８年１０月１日から施行す

る。 

 以上で説明といたします。御審議をいただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 新制度というか、いろいろ

制度が変わってきて複雑になってきておりますけれ

ども、町長に直接お伺いしたいと思います。 

 制度が変わって、通所、あるいは今まである子供

さんたちでも入院した場合には、いわゆる限度１割

ではないと、５％程度の負担、あるいは所得に応じ

た負担という形になって、今度は一律１割負担とい

う形になりました。それで、所得の少ない方におい

ても障害者年金２級で月額６万６,０００円でも、

約１万５,０００円の何がしかの負担をしなければ

ならないという形になってきています。給食費も当

然支払わなければならないという形で、本当に負担

の限度を超えるという状況になってきております。 

 この点考えて、町長、ある程度こういった障害者

等における負担率の給食、子供さんたちが入院した

場合の食費代の軽減だとか、そういった対策という

のは考えられないのかどうなのか、この点について

お伺いしておきたいというふうに思います。 

 また、伺いたいのは、いわゆる限度額を超えて医

療費の限度額と同じように高額医療になった場合と

いう形では、そういった支払いというのはどういう

ふうになっているのか、これは担当者がわかるのだ

ろうと思うのですが、あわせてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ９番米沢議員の２

点目の御質問にお答え申し上げます。 

 高額医療費の部分でございますけれども、高額医

療費につきましては、一定以上の医療費に対しまし

て、町が共同で資金を提供いたしまして、高額医療

一定以上の者に対して給付をしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 この制度につきましても、新たな制度として生ま

れてきたわけでありますけれども、この中で議員が

御質問にありました給食費等々の問題もあります

が、他の制度と整合性を持った中で対処している

と。私として個人的な考え方から申し上げますと、

どこにいても食事はするものということになります

と、応分の負担をする、受益者の負担の原則が取り

入れられてきたのかなというふうに思います。 

 そしてまた、今までの御質問と同じお答えになろ

うかと思いますけれども、この制度の問題と生活苦

の問題とは、別次元の中で対策を講じていかなけれ

ばならない課題であるというふうに思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１０ 議案第３３号及び 

日程第１１ 議案第３４号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第３３号

上富良野町財政調整基金の一部支消の件及び日程第

１１ 議案第３４号上富良野町公共施設整備基金の



 

― 122 ―

一部支消の件を一括議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（北川雅一君） ただいま一括上程

いただきました議案第３３号上富良野町財政調整基

金の一部支消の件及び議案第３４号上富良野町公共

施設整備基金の一部支消の件につきまして、一括し

て提案の趣旨を御説明申し上げます。 

 このたびの平成１８年度の一般会計予算におきま

しては、国の三位一体改革に関連しまして、地方交

付税などが削減される影響を受け、一般財源総額が

縮減する中、現段階で継続的に進めております道路

などの公共施設の整備を初め、地域特性を生かしま

した振興策などに、引き続き多額の財源を必要とし

ております。 

 これらの行政課題を具現化するために、当町が裁

量をもって使うことができる財政調整基金及び公共

施設整備基金の一部を取り崩すことで、最終的な財

源確保を図るため、各基金条例の規定に基づきまし

て、議会の議決を得ようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第３３号上富良野町財政調整基金の一部支消

の件。 

 上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す

るため、上富良野町財政調整基金の設置、管理及び

処分に関する条例第６条の規定により、議会の議決

を求める。 

 記。１、支消金額、４,０００万円。２、使用目

的、多額の経費を必要とする特別な建設財源に充当

するため。３、使用年度、平成１８年度。 

 続きまして、議案第３４号に移ります。 

 議案第３４号上富良野町公共施設整備基金の一部

支消の件。 

 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使

用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第３

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 記。１、支消金額、５,０００万円。２、使用目

的、公共施設の整備財源に充当するため。３、使用

年度、平成１８年度。 

 以上、議案第３３号、議案第３４号の説明といた

します。議案をお認めくださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、議案第３３号及び議案第３４号を一括

して質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論

を終了いたします。 

 初めに、議案第３３号上富良野町財政調整基金の

一部支消の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号上富良野町公共施設整備基金

の一部支消の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３５号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第３５号

上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました、議案第３５号上富良野町国民健康保険財政

調整基金の一部支消の件につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 平成１８年度上富良野町国民健康保険特別会計に

おきまして、歳入財源であります国民健康保険税、

国庫支出金、調整交付金、保険基盤安定繰入金等を

見積もり、歳出の保険給付費に充当し、予算の計上

をしておりましたが、なお不足する３,５００万円

を財政調整基金から支消し、保険給付費に充てよう

とするものであります。 

 なお、財政調整基金の当該支消後の予定残高は、

９,１７８万５,０００円となるところであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第３５号上富良野町国民健康保険財政調整基

金の一部支消の件。 

 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部を次

により使用するため、上富良野町国民健康保険財政

調整基金条例第６条の規定により、議会の議決を求

める。 

 記。１、支消金額、３,５００万円。２、使用目

的、保険給付費に必要な財源に充当するため。３、

使用年度、平成１８年度。 

 以上で説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 
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 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３５号を採決いたします。 

 原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１１時４１分 休憩 

午前１１時４３分 再開 

──────────────────                

○議長（中川一男君） 休憩を解き、会議を開きま

す。 

─────────────────── 

◎日程第１３ 議案第４０号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第４０号

監査委員の選任の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし

た議案第４０号監査委員の選任の件につきまして、

御説明を申し上げたいと思います。 

 現在、監査委員につきましては、高口勤氏が平成

１４年４月から就任をいただいておるところであり

ますが、この３月をもって任期満了となるわけでご

ざいます。 

 高口勤監査委員におかれましては、監査委員とし

て町民の負託にこたえ、業務を執行していただいて

おりますので、私といたしましては再任をいたした

く御提案を申し上げるところでございます。御審議

賜りまして、御同意いただきますようお願いを申し

上げたいと思います。 

 それでは、議案を朗読をもって御提案させていた

だきます。 

 議案第４０号監査委員の選任の件。 

 上富良野町監査委員に次の者を選任したいので、

地方自治法第１９６条の規定により、議会の同意を

求める。 

 記。住所、●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●。氏名、高口勤。●●●●●●●●●生まれで

ございます。 

 高口勤氏の経歴書につきましては配付してござい

ますので、御参考にしていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし

たいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４０号監査

委員の選任について同意を求める件は、これに同意

することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり同意することに決

しました。 

 暫時休憩いたします。 

─────────────────── 

午前１１時４５分 休憩 

午前１１時４７分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

─────────────────── 

◎日程第１４ 平成１７年第４回定例会付託 

議案第９号  

○議長（中川一男君） 日程第１４ 平成１７年第

４回定例会で手数料条例特別委員会に付託審査の議

案第９号上富良野町手数料条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。 

 本件に関し、手数料条例特別委員長の報告を求め

ます。 

 手数料条例特別委員長西村昭教君。 

○手数料条例特別委員長（西村昭教君） 手数料条

例特別委員会報告を朗読をもって御報告申し上げま

す。 

 平成１７年第４回定例会付託議案第９号上富良野

町手数料条例の一部を改正する条例の件。 

 本委員会は、平成１７年第４回定例会において、

閉会中の継続審査に付された上記案件を審査した結

果、原案の一部を修正し、意見を付して可決すべき

ものと決定したので、会議規則第７７条の規定によ

り報告する。 

 平成１８年２月１６日。上富良野町議長中川一男

様。手数料条例特別委員長西村昭教。 

 記。審査の経過。 

 本委員会は、平成１８年２月１日、６日の２日間

開会し、いずれも公開とした。委員長に西村昭教、

副委員長に中村有秀君を選出し、平成１７年第４回

定例会で付託された「議案第９号上富良野町手数料

条例の一部を改正する条例」について、建築確認申

請等手数料の改正と一般廃棄物処理手数料の改正の

２件があわせて提案されているため、初めに建築確
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認申請等手数料の改正の件について、賛成多数で原

案のとおり可決された。 

 次に、一般廃棄物処理手数料の改正の件につい

て、説明員より追加配付資料の説明を受けて質疑を

行い、さらに全体での質疑・応答と町長への総括質

問を行い、質疑を終了した。三つの常任委員会ごと

に分かれて分科会を開催し、分科長を選出して、各

分科会での審査意見の集約を図った。３人の分科長

と正副委員長により、全体の審査意見報告書（案）

をつくり、この報告書（案）をもとに委員相互の意

見交換をし、意見集約をした。 

 審査意見報告書（案）の内容は、①建築確認申請

等手数料の改正の件については、原案のとおりとす

る。 

 ②一般廃棄物処理手数料の改正の件については、

手数料の改正額と施行期日を平成１８年１０月１日

に修正し、さらに４点の審査意見を付すこととし

た。 

 事務局長より審査意見報告書（案）の報告を行

い、報告書（案）のとおりと決定した。 

 審査意見報告の討論を反対の立場と賛成の立場か

ら、それぞれ１名ずつ行い、起立により採決を行

い、起立多数により、審査意見報告書（案）のとお

り可決された。 

 審議の内容は、①建築確認申請等手数料の改正に

ついては、建築基準法の改正に伴い、審査項目の増

加と複雑化に伴う審査時間の増加等によるコスト増

を手数料の増額改正しようとするもので、特に意見

もなく、原案のとおりと決定した。 

 ②一般廃棄物処理手数料の改正の件については、

平成１４年１０月１日から、可燃ごみ、不燃ごみ、

粗大ごみの非資源化ごみにかかわる収集運搬処理に

要する経費の３分の１について有料化されて３年経

過し、分別収集の細分化等により、ごみの減量化、

資源化の意識も高まり、有料化されたごみの排出量

は減少し、資源化ごみは増加し、リサイクルが推進

されているが、年々増嵩する廃棄物処理経費に対す

る負担の一部を受益者に求めることにより、町財政

の健全化を図ることは委員会としても受益者負担の

公平性、減量化、資源化の推進などの観点から、値

上げについてはある程度やむを得ないとの判断を

し、以下のとおり、原案を修正することに決定し

た。 

 手数料の改正額につきましては、町が収集、運

搬、処理する場合の可燃ごみと不燃ごみについて

は、一般町民の負担軽減から約５０％の値上げ率を

１６.７％に引き下げ、粗大ごみと処理施設に直接

搬入する場合の可燃ごみと不燃ごみについては、事

業者の占める割合が一般町民より多いということで

それぞれ修正し、住民への周知期間を考慮して施行

月日の４月１日を６カ月延長して１０月１日とし、

さらに審査意見を付して報告することとした。 

 審議経過の詳細については、別紙のとおりでござ

います。 

 決定。 

 慎重に審議した結果、①建築確認申請等手数料の

改正については、原案のとおりと決定した。 

 ②一般廃棄物処理手数料の改正の件については、

意見を付し、次のとおり修正すべきと決定した。 

 原案につきましては、別表第３７項中「９０円」

を「１４０円」に、「６０円」を「９０円」に、

「３００円」を「４５０円」に、「６００円」を

「９００円」に、「９００円」を「１,３５０円」

に、「１２０円」を「１８０円」に改める。 

 施行月日、平成１８年４月１日の原案に対し、修

正案は、別表３７の項中「９０円」を「１０５円」

に、「６０円」を「７０円」に、「３００円」を

「５００円」に、「６００円」を「７００円」に、

「９００円」を「１,０５０円」に、「１２０円」

を「２００円」に改める。施行月日、平成１８年１

０月１日。 

 審査意見。 

 １、今まで使っていたごみ収集袋は使い切り、新

たに別の色でごみ袋をつくる。残っているごみ袋に

ついては、町で買い戻しする。 

 ２、住民周知を徹底して、混乱しないようにする

こと。 

 ３、クリーンセンター管理委託費の削減を図るべ

きである。 

 ４、一般廃棄物処理施設設置地区連絡協議会負担

金（地区住民負担金）の削減を図るべきである。 

 なお、別紙審議の経過等につきましては、説明を

省略させていただきます。 

 以上で、手数料条例特別委員会審査意見の報告と

いたします。 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 本件に対する委員長報告は、原案の一部を修正

し、意見を付して可決すべきものとのことでござい

ます。 

 委員長の報告のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１７年第４回定例会手数料条例特別

委員会に付託審査の議案第９号上富良野町手数料条

例の一部を改正する条例は、委員長の報告のとおり

と決しました。 

 昼食休憩といたします。 
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──────────────────                

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１５ 予算特別委員会付託 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 予算特別委員

会に付託審査の件、議案第１号平成１８年度上富良

野町一般会計予算、議案第２号平成１８年度上富良

野町国民健康保険特別会計予算、議案第３号平成１

８年度上富良野町老人保健特別会計予算、議案第４

号平成１８年度上富良野町介護保険特別会計予算、

議案第５号平成１８年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第６号平成１８年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第７号平成１８年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第８号平成１８年度上富良野町水道事業会計予

算、議案第９号平成１８年度上富良野町病院事業会

計予算の件を一括議題といたします。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長西村昭教君。 

○予算特別委員長（西村昭教君） 予算特別委員会

報告を、朗読をもって御報告申し上げます。 

 本委員会に付託の議案は、審査結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により、審

査等の経過等を付し、報告します。 

 議案第１号平成１８年度上富良野町一般会計予

算、原案可決。 

 議案第２号平成１８年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算、原案可決。 

 議案第３号平成１８年度上富良野町老人保健特別

会計予算、原案可決。 

 議案第４号平成１８年度上富良野町介護保険特別

会計予算、原案可決。 

 議案第５号平成１８年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算、原案可決。 

 議案第６号平成１８年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算、原案可決。 

 議案第７号平成１８年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第８号平成１８年度上富良野町水道事業会計

予算、原案可決。 

 議案第９号平成１８年度上富良野町病院事業会計

予算、原案可決。 

 平成１８年３月１７日。上富良野町議会議長中川

一男様。予算特別委員長西村昭教。 

 審査の経過。 

 本委員会は３月３日に設置され、同日、議案第１

号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第

５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議

案第９号が付託された。 

 ３月１３日に委員会を開き、正副委員長を選出

し、直ちに議案審議に入り、議案第１号歳入各款と

歳出第１款から第４款途中まで、款別ごとに質疑を

行い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１４日に委員会を開き、議案第１号歳出第４

款途中から第１０款途中まで、款別ごとに質疑を行

い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１５日に委員会を開き、議案第１号歳出第１

０款途中から予算調書まで、款別ごとに質疑を行

い、その後、一般会計全般にわたる質疑を行い、議

案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、

議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議案第９

号につき、それぞれ歳入歳出を一括して質疑を行

い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１６日に委員会を開き、各議案の審査意見を

集約してから採決を行った。 

 議案審査での主な意見は、別記のとおりである。 

 表決。議案第１号、議案第２号及び議案第４号は

討論を行い、議案第３号、議案第５号、議案第６

号、議案第７号、議案第８号及び議案第９号は討論

を行わず、議案ごとに起立による採決を行った結

果、いずれも賛成多数により原案可決となった。 

 なお、別記、平成１８年度各会計予算特別委員会

審査意見につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 以上で、予算特別委員会審査意見の報告といたし

ます。 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 本件に対する委員長報告は、意見を付して、いず

れも原案可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号、第２号、第３号、第４号、

第５号、第６号、第７号、第８号並びに第９号は、

委員長の報告のとおりと決しました。 

 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午後 １時０４分 休憩 

午後 １時０６分 再開 

──────────────────                

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、引き続き

会議を開きます。 

─────────────────── 



 

― 126 ―

◎日程第１６ 諮問第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし

た諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件につき

まして、御説明を申し上げます。 

 現在、人権擁護委員となっておられます方が、こ

としの８月をもって任期満了になるわけでありま

す。そのために、人権擁護委員法の規定に従い、町

として推薦を申し上げて選任をいただくということ

でありますが、現在、就任をいただいております

佐々木幸子氏におかれまして、引き続き選任をお願

いしたく、推薦を申し上げたいということで御提案

をさせていただくわけでございます。どうかこの対

応につきまして、御同意を賜りますようお願いを申

し上げたいと思います。 

 それでは、朗読をもって提案させていただきま

す。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。住所、上富良野町●●●●●●●●●●。氏

名、佐々木幸子。●●●●●●●●●●生まれであ

ります。佐々木幸子氏の経歴につきましては、配付

させていただいておりますので、参考にしていただ

きたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし

たいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 諮問第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり適任と認めることに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり適任と認めること

に決しました。 

─────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 発議案第１号

町長の専決事項指定の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 発議案第１号町長の専決

事項指定の件について申し上げます。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１８年３月２日提出。上富良野町議会議長中

川一男様。 

 提出者、議会議員仲島康行並びに中村有秀、長谷

川徳行。 

 町長の専決事項指定の件。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。平成１８年度の地方税法の一部改正に伴う上

富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０

号）の一部を改正すること。 

 以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 発議案第２号

上富良野町情報共有と町民参加の自治条例の件を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 発議案第２号上富良野町情

報共有と町民参加の自治条例。 

 上記議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条

及び会議規則第１４条第２項の規定により提出いた

します。 

 平成１８年３月２日提出。上富良野町議会議長中

川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員梨澤節三。賛成者、

上富良野町議会議員吉武敏彦、同じく小野忠。 

 本条例の作成に当たりましては、住民との情報共

有に重点を置きました。この厳しい時代を乗り越え

ていくためには、地域の実情を的確にとらえ、限ら

れた財源を有効に活用し、町民とともに考え、とも
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につくり上げるため、町民参加を一層進めなければ

なりません。そして、前文にもありますように、住

んでよかった上富良野の町をつくり上げていきたい

と考え作成いたしました。 

 なお、この条例には、住民投票については規定を

しておりません。 

 上富良野町情報共有と住民自治条例。 

 御高覧いただいたものと思いますので、以下、要

点について述べさせていただきます。 

 第１章は、総則で、第１条の目的から第４条の情

報の共有について述べております。 

 第２章は、町民参加手続について。第１節通則、

第５条町民参加手続の対象から第１２条参加しやす

い環境づくりについて。第２節は町民政策提案手続

について、第１３条で述べています。第３節はパブ

リックコメントについて、第１４条手続の進め方か

ら第１６条手続の予告について述べています。第４

節はワークショップについて、第１７条ワーク

ショップの開催から第１９条記録の作成及び公表に

ついて。第５節は意見交換会について、第２０条の

意見交換会の開催と第２１条の準用規定について述

べています。第６節審議会について、第２２条の審

議会等から第２５条の議事録の作成・公表につい

て。第７節公聴会について、第２６条公聴会から第

２９条の調書の作成・公表について述べておりま

す。第８節はその他の町民参加手続について、第３

０条で述べています。 

 第３章は、町民参加手続以外の町民参加の推進に

ついて。第３１条要望、苦情の取り扱い。第３２条

広聴活動について。 

 第４章は、進行管理について。第３３条から第３

５条の制度の見直しについて。 

 第５章、雑則として、第３６条で委任について述

べております。 

 附則として、施行期日と経過措置について述べて

おります。 

 以上をもって説明にかえさせていただきます。御

審議の上、御議決のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町民との情報共有と住民

参加の自治条例も確かにこれからのまちづくりには

町民と町がともに考え、ともにつくり上げることが

必要であると考えますが、今、町でもパブリックコ

メントということで、景観条例ほか町民の意見が求

められても１件ぐらいしか出ていない現況であり、

今の状態ではまだまだ町民の総意が盛り上がってお

らず、いきなりこの条例をつくって出しましても受

け入れられない心配がございます。 

 町でも今、自治条例制度に向けて検討中であり、

この条例は、富良野市の市民との情報共有と住民参

加の自治条例の市と町を置きかえただけのものであ

り、例えば２条の４項のところは、町の仕事に「そ

の企画から決定までの過程において、町民の意見を

聞くということをいいます」とありますが、町民の

意見を聞いただけでいいのか、それが反映されて予

算化されることになるのか。上富良野町は演習場を

持った駐屯地がありますが、先日、岩国基地の移転

反対住民投票の結果のように、国の防衛問題につい

て問うという形が、国が求めているものと民意とは

違った形で困っている状態があります。ですから、

こういった部分についてはという縛り、ものによっ

てというところが必要でないかと考えます。 

 それから、また、５条の５項の「町の出資の総額

が１００万円を超えることとなる法人に対する出資

について定める予算の立案」と、こうありますが、

今、これらも現在、上富良野振興公社には９４０万

円、富良野地区森林組合には７８７万２,０００

円、都市開発公社には３００万円ほか１５団体等出

資しております。これから出資するところとなる

と、そうあるとは考えられませんし、そういったと

ころの予算というのも大変難しいものがあり、こう

いった項目が必要なのかなと考えるところなのです

が、確かに町民との協働のまちづくりをいかにして

とお考えになって、議員みずから発議されましたこ

とに対しては大変敬意を表したいと存じますが、以

上申し上げました理由で、いま少しの時間と、条文

内容も上富良野独自のものとして、町民も巻き込み

まして、議員としてもお互いにまだまだ議論を重ね

て、町が今検討中の自治条例ともかみ合わせて策定

してもいいのではないかと考えるのですけれども、

いかがでございましょうか。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） これを作成するに当たりま

して、おっしゃるとおり、ニセコ、それから富良

野、そのほかいろいろ資料を取り寄せまして、この

地域は富良野地域であるということで、富良野は非

常にこういうことには神経使って、ごみの件でもそ

うでしたけれども、非常に神経使っておりまして、

これを勉強することによって、将来、富良野圏域と

してすんなりいくのではないのかなということで、

おっしゃるように富良野を上富良野に変えたという

ようなものかもしれませんが、大変勉強させていた

だいたなというふうに思っております。 

 それから、あと、町民参加手続の方法で、町民政
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策提案とかパブリックコメント、ワークショップ、

意見交換会、審議会、公聴会、その他の町民参加手

続ということでもって、要するにパブリックコメン

ト一つでは意見というのは見えないのですね。見え

ないのですよ。言った、返ってきたということで。

今言ったような項目を広く投げかけても、恐らく

おっしゃるように返ってこないと思います。しか

し、やっぱりやっていかなければならないのです

よ。我々の任期は１９年、来年の８月で終わりま

す。町長にお聞きしますと、１９年に制定をして、

２０年に運用を開始するということでいきますと、

今、この国会が終わった後、私大変な危機が来ると

見ておりまして、これを今まで同じように議決だけ

でもっていくということは、町民が非常につらい思

いをするのではないか、やはり知っていて一緒に

なってという、そういうようなのがありまして、そ

れで出しました。 

 そして、先ほど言いました住民投票のような岩国

の基地ですか、航空路、あれは住民投票でするけれ

ども、これは住民投票触っておりません。触ってお

りませんから、あくまでも情報を共有しましょうと

いう、情報共有に重点を置いてやっております。 

 それから、５条の１００万円の件なのですが、こ

れ最後の方に、この条例の見直しについてというこ

とで書いてありますので、これは不備なところもあ

ろうかと思いますけれども、その辺のところ御理解

はいただきたいなというふうに思います。 

 以上でよろしいですか。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 私は、この条例を提出

された提出者に対して、本当に立派な条例を策定さ

れましたということに敬意を表したいと思います。 

 私も平成１５年４定で、基本条例について質問に

立たせていただきまして、ことしと来年に向けてよ

うやく日の目を見るなという、そういう思いでござ

います。 

 全国で初めて基本条例を策定しましたニセコ町で

は、平成９年素案づくりに着手、同時に並行して自

治研究者との共同研究や町民講座を開催し、町民と

の議論を幾度となく行いました。そして３年後、よ

うやく平成１２年末策定され、１３年４月議会で議

決になりました。この間３年間も町民とのコンセン

サスをとり、議論を重ねてまいりました。 

 この条例は、町民が町政に参加する権利が保障さ

れると、町民自身が責任を持ってみずから考え行動

するという、本当に重い町民に対しても責任が生じ

てきます。この条例は、制定自体が目的ではなく、

重要なのは条例の精神が町民にいかに浸透するか、

そういうことだと思います。そのためには、制定過

程に力点を最も置くことが、必要な重要ポイントで

はないかと思っています。制定で何がどう変わるの

かということも、町民と議論をうんと重ねて策定し

ていかなければならないと思います。それには説明

会やパブリックコメントを実施、それに町民の意見

を聴取・把握されて、策定されるものであると思い

ます。町民・行政・議会が一体となってかかわるべ

き条例だと思います。それがないと、提案者がこの

条例の目的としている町民と町とがともに考え、と

もにつくり上げるということの基本から、何か外れ

るのではないかというような気もします。 

 やはりこういう条例は、策定して提出するのは非

常にすばらしいことですが、もっともっと住民との

コンセンサス、そして策定までのプロセス、これを

きちっとしていかなければ、今まで行政がつくって

いる条例と同じように、これをつくりましたからし

なさいというお上の悪いような条例になるような気

がしますけれども、その辺はどのようにお考えです

か。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） おっしゃることそのとおり

だと、私は思います。ニセコについても３年とおっ

しゃいましたですね、富良野も特別委員会を制定し

て半年間、研修にも行っておりますし、今おっ

しゃったようなこといろいろやっております。それ

で、私、危機感を持っているわけなのですよ。この

国会終わった後、出てくることに対してどうなるか

なという非常な危機感持っておりまして、だからと

いって、それでもってこれがきっかけになればいい

と。これ時期を外れてしまって、国が言っていると

ころのものと時期がずれてしまって、平成２０年運

用ということにでもなると、何をやっていたのだろ

うかということになるのではないかなという、そう

いう危機感のもとにこれを提出しまして、おっしゃ

るように、必ずしも通らなくても、立ち上がってい

ただきたいなというものがあるのです。立ち上がっ

ていただきたい。半年やればやっていけれるのでは

ないかと思います。そういう気持ちでもって同僚の

方にお願いしまして、賛成議員になっていただきま

して、そして提出をした状況にございます。 

 本当は１２月と思ったのですけれども、そうはな

らないだろうということで、そして今回やっておく

と、今国会の終わるのが５月ですから、５月から６

月にかけて終わりますから、そうすると、それに適

用されるかなと。もしや適用されなくても、それに

使えなくてもこれから立ち上がってやっていただい

たら、私はこれおっしゃるように時期尚早というこ
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とについては、何ら異論は持ちません。そういう気

持ちでおります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 同僚議員と重複する点が

あるかとは思いますが、やはり住民基本条例に基づ

くものというのは、さきに住民に情報を公開して、

その中で住民参加の提案というものをした上で、住

民の意識の向上を図り、そしてさらには参加の仕組

みづくりというところを経て、住民の将来の保障の

安定の高まりというそういう機運が上がってから、

住民が真剣にお任せ民主主義ではなく、住民みずか

らの手で上富良野町の行く末をきちっと方向を示し

ていくという、そのプロセスが大事だと思われま

す。 

 また、４条の町ホームページにも書かれておりま

すけれども、情報交流掲示板というものが今現在制

定されていますけれども、約１年間で町民において

は１０名にも満たない書き込みしかないという現状

を見ております中で、この辺の今私が申しましたプ

ロセスの過程というものは、議員がいつ住民に対し

て御呈示をされてきた経緯があるのか、１点御質問

していきたいと思います。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） 住民に公開ということにつ

いてなのですが、これ不信感がたまってきているの

ですよ。今回、今議会で議決した値上がりのあれが

出ていきますと、議会に対しても行政に対しても不

信感というのが出てくるのではないのかなと。現実

に、富良野市の制定のこれを見ましても、バブルか

らずっと何でもやれたわけなのですよ。要するに手

づかみで組まれてきていた、そういうところに来て

いたところが、そうはならない状況になってしまっ

て、それで厳しい状況でいったところが、不信感が

出てきているということで、住民会長の集まりで

もってもやっぱり「おい、議会何やっているのだ」

というようなことも言われたりしまして、何か立ち

上がらなければならないかなということでもって立

ち上がったということと、公開はいつするのですか

ということですが、先ほど長谷川議員に言ったよう

に、これがきっかけになっていただきたいなという

ことなのでございます。また、これをきっかけにし

ないと、私は必ず言われると思います、何やってい

るのだということですね。ですから、これが通る、

通らないでなく、これが我々の第一歩にというよう

なことになっていただいたら、私は本当に感謝申し

上げます。これ通る、通らないでなくてですね。 

 それから、住民の関心が薄いということですけれ

ども、これだけのものを羅列しても、恐らく関心は

薄いと思います。富良野でも言っておりました。非

常に関心薄いのですよと。しかし、石狩市、あそこ

はすごいそうです。これはどんどんどんどん書き込

んでくるし、意見も出てくるしということで、要す

るに富良野圏域というのは上富良野町を母体とし

て、そしてずっと仲よくやってきたという、要する

に意見を言うのはよそ者と若者なのですよ、もう一

つ言うとおかしくなるから言いませんけれども、よ

そ者と若者なのですよ。そういうことなのです。私

なんかもよそ者なのですよ。若者からぜひ出して、

これをきっかけにやっていただければ、私はとやか

く言うところはございません。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 提案者に何点か質問いたし

ますが、今の答弁ですと、自治体、行政の側にこれ

の提案することによって、制定の弾みをつけてほし

いというような話でありましたが、最初からこれは

通らなくてもどちらでもいいというようなお考え

で、という安易な考えで出されてきたのですか、こ

れをまず１点確認したいと思います。 

 もしもあなたが第一歩にしたいというのであれ

ば、今、行政も考えているということでありますか

ら、その点を考慮した中で、出す前に、町と、ある

いは議会、もしくは住民との関係できっちりとこう

いうものをオープンにして、そして審議を進めると

いうことが手法ではないかなと思うのですが、この

点どうも聞いていますと、明確ではないというふう

に考えていますが、この点はいかがお考えでしょう

か、お伺いしたいと思います。 

 次に、例えば１６条の前号の公表する期間からし

て１０日前までに文書等で公表するという形になっ

て、ここに予告に対して事前に一定期間、周知期間

を設けて住民に周知する必要があるというふうな表

現になっているかと思うのですが、これはどこの範

囲まで周知の範囲という点では設定されているので

すか。この点、よくわかりませんが、この点伺いま

す。 

 それと、例えばこういうことを考えられていると

思うのですが、対象とする町の仕事の原案の入手方

法という形で、広報等の周知かというふうに思いま

すが、例えば広報しか見ないという方も中にはおら

れるかもしれません。ホームページもありますけれ

ども、そうすると、広報というのは町内会ごとで周

知、いわゆる回覧がおくれたりだとかします。そう

いう意味で、１０日以上も経過した中で、こういう

お知らせという形が来てしまったら、これはその趣

旨にもおくれて意見を出すこともできない、そうい
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う形にもなりかねません。 

 そういう意味では、こういう場合はどうなるので

しょうか、そういう場合の手続、あるいは条例の設

置という点では、どういうふうに考えているのかお

伺いいたします。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） これを出すに当たって安易

ということを言われましたけれども、出す人間がそ

ういう出し方をすると、あなたはお考えになるので

すか。覚悟のことを言っている。出すからには、通

したいということで賛成議員にもお話をして、そし

て出しております。それなりに、私なりにですけれ

ども、勉強はしてきておるわけです。ですから、安

易ということはありません。ただ、同僚議員が言わ

れるところの時期尚早ということもあるのではない

か、どうだろうかというようなことでもっては、先

ほどお話ししたとおりでございます。 

 それから、１６条の件ですか、１６条はパブリッ

クコメント手続の予告は、意見提出期間の初日から

換算して１０日以前に行うこととし、意見提出期間

の２０日以上と合わせ、パブリックコメント手続に

要する期間を１カ月以上確保するものということも

あります。これについては、また、いろいろ手段が

あろうかなというように思います。 

 それから、行政なり何なりといろいろ話してとい

うことでございますが、それはおっしゃるとおりか

と思いますが、一応、町長の口から１９年に提案を

して、２０年に運用を開始するという言葉が出てお

ります。それで、先ほど言ったように、私は今国会

終わった後のところを非常に危機感を持って見てお

りますので、これは恐らく６月、７月が来ればわか

ると思いますが、それで何回も言うようですけれど

も、踏み切ったということでございます。 

 もう一つ何かありましたですか。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 提案者は、常日ごろから行

政に対しても議会に対しても住民に開かれた議会、

あるいは住民の意見をよく聞きなさいという形で言

われております。 

 今回の自治条例制定の中で、何らかの形で町民と

の懇談会、あるいは各種団体との懇談会、各階層別

の懇談会等々というのは開かれたのですか。開かれ

てそういう条文制定という形に至ったのですか。本

来でしたら、そういうことがきちっきちっとやられ

ると。やられた中で、あなたが言うように住民に周

知されて、一つ一つこれはこれだったら理解できま

すということであれば理解できるのですが、そうい

う気配も見られておりません。確かに何人かとは話

ししたという形は聞きますが、やはりこういう条文

の制定については、きっちりとした住民との対話、

階層別も含めて対話を求めて、そこからこういう条

文の制定というのがあってしかるべきであり、急ぐ

べき性質のものでもないと思います。 

 よく審議されてこそ住民のものにもなり、私自身

のものにもなり、あなた自身のものにもなるはずで

すから、この点等については経過としてはどういう

ふうな段階を経て、今回、条文の策定と提案の経緯

になったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） 私のやってきたことを言っ

ても、恐らくあなたの考えとは違うと思います。そ

して、いろいろ懇談会をやったのかと言われており

ますが、やっているところもありますし、やってい

ないところもございます。そして対話ですか、もっ

と根幹に入りたいと思いますけれども、米沢議員

は、絶えず質問をしておるのを聞いておりました

ら、米沢議員が本来これを出さなければならないの

ではないでしょうかという私は意識を持っておりま

す。そういうのもありますから、ちょっと言われて

いるそれとは合わないなという、私は同じではない

かなという感じでいるのですが、そこのところ何で

も反対ということされるのだったら、これまた

ちょっと幾ら説明してもしようがないですし、これ

は平行線ということになってしまいますから、これ

はどうも平行線になるのではないかと、もしくは弁

解のための答弁をするというようなことになるのか

なということを感じます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私、これを積極的な制定、

こういう感じの条例は制定したいと思って聞いてお

りますので、別に拒否しているわけではありませ

ん。その過程で一番大切なのは、同僚議員もおっ

しゃったように、やっぱり多くの方の意見を聞いて

前向きに進める、条文本当に自治条例制定する意味

だったら、そのことだと思うのです。 

 今回の条文の中身にも、パブリックコメントとい

う形の中で多くの団体や審議会、いろいろな階層別

の意見を聞くということが当然うたわれているわけ

ですから、そういう前提があってこそ、この条文の

持つ意義があって効力も発揮されるわけですから、

このことを私言っているわけで、やっぱりそういう

点では大いに町民の皆さんや各階層の皆さん、行政

の人も含めて巻き込んだ中でともに設置した方がよ

り実りある、上富良野町の将来にとってもいいので

はないかという立場からの質問でありますので、誤

解なさらないように。そのためには、まだまだ不十

分な点があるのではないかということを質問してい
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るわけであります。もう一度お願いします。 

○議長（中川一男君） ４番、答弁。 

○４番（梨澤節三君） 最初からそういうことであ

れば、もっと前向きといいますか、いい方向に進む

のではないかと。それでこれはおっしゃるとおりな

のですよ。安易に出したのではないかと言われまし

たけれども、安易ではありません。安易ではありま

せんし、通ればよろしいと思っていますし、通らな

くても火がつけばいいと、私は思っておりますし、

同僚の賛成議員の方々もこれで火がつけばいいなと

いうことでございまして、どうかこれでもって何か

おかしくなるというようなことにならないように、

議長にもお願いしますが、前向きなものにお進めい

ただきたいというように思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 議長の職権をもちまして、

質疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第２号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） 起立少数であります。 

 よって、本件は、否決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第１９ 発議案第３号

旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反対する意

見の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 発議案第３号旭川地方法

務局富良野出張所の統廃合に反対する意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１８年３月２日提出。上富良野町議会議長中

川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員仲島康行。賛成者、

同じく中村有秀、長谷川徳行。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、法務大臣、行政改革担当大臣、財務

大臣。 

 旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反対する

意見書。 

 地域住民の生活の制度的基盤である不動産や会社

の登記事務、またこれに付随して印鑑証明書の発行

を初めとした各種証明並びに地図情報の提供は、地

域住民の権利の保全と福祉の充実を図るために必須

の社会的インフラである。 

 しかるに、旭川地方法務局は利用者たる地域住民

の不利益を省みず、富良野出張所を統廃合しようと

している。これは、行財政改革の名を借りた地方切

り捨て、また憲法により保障された住民の生存権的

基本権を奪うことにほかならない。 

 よって、地域住民の生活権を奪う旭川地方法務局

富良野出張所の統廃合に反対する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成１８年３月１７日。北海道空知郡上富良野町

議会議長中川一男。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第３号を採決いたします。 

 原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２０ 発議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第２０ 発議案第４号

平成１８年度予算等における森林・林業・木材産

業施策の確立を求める意見の件を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 発議案第４号を朗読を

もって説明にかえさせていただきます。 

 発議案第４号平成１８年度予算等における森林・

林業・木材産業施策の確立を求める意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員長谷川徳行。賛成

者、上富良野町議会議員仲島康行、同じく中村有

秀。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、外務大臣、農

林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、林野庁長

官。 

 平成１８年度予算等における森林・林業・木材産

業施策の確立を求める意見書。 

 近年の温室効果ガスの増加による地球温暖化問題

は、人類の生存基盤を揺るがす重大な環境問題と

なっており、「京都議定書目標達成計画」におい

て、森林には二酸化炭素吸収源として重要な役割が
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課せられ、今後、これを確実なものにするため、

「森林・林業基本計画」に基づく計画的な森林の整

備が強く求められています。 

 一方、我が国の森林・林業・木材産業について

は、国産材の需要・価格の低迷、林業労働力の減少

等により、林業生産活動が停滞し、間伐を初めとす

る森林の整備・管理が十分に行われなくなってきて

おり、このままでは二酸化炭素吸収源としての役割

はもとより、近年の山地災害が多発する中で、安全

で安心できる国民の暮らしを守る森林の役割につい

ても果たすことができなくなることが、強く危ぶま

れています。 

 さらに、違法伐採は今や地球環境を保全する上で

大きな問題となっており、その増加により、森林の

減少・劣化による環境破壊や地球温暖化を加速さ

せ、さらには違法伐採木材が国際市場に流通するこ

とによって、地球的規模で持続可能な森林経営を阻

害する要因になっており、我が国の森林・林業・木

材産業へ与える影響も深刻なものとなっています。 

 以上のような我が国森林・林業・木材産業を取り

巻く厳しい環境の中で、平成１８年度予算等におい

て、下記の施策が実現するよう強く要望いたしま

す。 

 記。１、森林・林業基本計画及び地球温暖化防止

森林吸収源１０カ年対策に基づく森林整備の推移、

及び「緑の雇用」事業による林業労働者の育成・確

保等の諸施策を着実に実施すること。 

 ２、低コストで安定的な木材供給体制として、効

率的なシステムを確立すること。また、伐期の長期

的な森林経営の実態に即した借りかえ融資制度の創

立など、森林・林業の再生に向けた施策を展開する

こと。 

 ３、「違法に伐採された木材は使用しない」とい

う考え方に基づき、国として実効性のある具体的施

策を早急に確立すること。また、地域産材の利用拡

大に向けて、地域材利用者に対する助成措置の創設

及び木質バイオマス利用技術の開発・普及など、具

体的施策を早急に確立すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出します。 

 審議の上、お認めいただきますことをお願いいた

します。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論

を終了いたします。 

 これより、発議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２１ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（中川一男君） 日程第２１ 閉会中の継続

調査申出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、

委員会において調査中の別紙配付申出書の事件につ

いて、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引

き続き調査したい申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、すべて終了いたしました。 

─────────────────── 

◎町 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） 本年最初の定例議会であり

ますので、町長から皆様方にごあいさつを申し上げ

ます。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ３月２日から本日１７日ま

での１６日間にわたり開催されました平成１８年第

１回上富良野町議会の閉会に当たりまして、議長の

お許しをいただき、平成１７年度の総締めくくりを

兼ねてごあいさつを申し上げます。 

 今定例会におきましては、上程いたしました平成

１８年度各会計予算案及び条例改正案など、多くの

案件につきまして御審議、御検討を賜り、すべて原

案どおり御議決いただきましたことに対し、心から

厚くお礼を申し上げます。 

 議案審議に際して、お寄せいただきました御意見

及び御提言につきましては、今後の執行上におきま

して十分に参酌、吟味しながら、公明、公正、町民

本位を旨とした情報の共有化と説明責任の遂行とと

もに、反映に努めてまいる所存であります。 

 国では、地方自治の確立と地方税財政のあり方を

見直す三位一体改革を進めておりますが、国庫補助

負担金や地方交付税の削減見直し、税源移譲のアン

バランスが、一層の地方財政の厳しい方向性を示唆

しております。また、国による道州制への動きや道

が進める新たな合併議論など、上富良野町を取り巻
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く将来が不透明な状況にありますが、現時点ででき

得る手段を模索しながら、健全な行財政運営に努め

てまいります。 

 １８年度予算においては、基金の繰り入れと行財

政改革の取り組みに大きく依存しながら、何とか編

成を終え、御議決を賜ったところでありますが、平

成１８年度以降は絞りきったぞうきんに、はさみを

入れることまで検討しなければならないと考えてい

るところであります。 

 昨年７月に策定いたしました第３次職員数適正化

計画等も連動させ、財政構造と組織構造の改革を着

実に進めていくことが、私に与えられた任務と考え

ております。今定例会には、町政執行方針を初めさ

まざまな場面で発言させていただいたところです

が、民間にできるものは民間にゆだねるほか、負担

の適正化と情報共有・協働のまちづくりを進め、簡

素で効率的な行政運営を目指してまいりたいと考え

ております。 

 また、富良野圏域の自治のかたちについては、５

市町村で共同設置した自治のかたちプロジェクトの

報告がされますので、住民の皆様と議論の場を設け

ていきたいと考えております。変革期にあって、直

面するさまざまな決断を行わなければならないと心

しているところであり、ここに再度、議員各位と町

民の皆様の御理解と御協力をお願いするところであ

ります。 

 最後になりましたが、慎重な御審議を賜り、御議

決をいただきましたことに重ねて御礼を申し上げま

すとともに、新年度からの行政執行に際しまして

は、議員各位並びに町民各位の特段の御協力をお願

い申し上げ、ごあいさつといたします。 

 まことにありがとうございました。 

─────────────────── 

◎議 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） この際でございますので、

私の方からも一言、皆様にごあいさつを申し上げま

す。 

 第１回定例議会というものは、予算議会でござい

ます。４日間の予算特例委員会を見ますと、委員

長、副委員長、そして皆様方が本当に議論を尽くし

ていったな、そして執行者側というか、この議場に

入られた説明員も緊張感を持って皆様に答えていた

のではないかなと、そう思います。また、予算に対

する討論においては、本当にぶつかり合ったな、反

対も賛成もすばらしい討論だったな、つくづく感じ

るところでございます。 

 私も１９年目になりますけれども、本当にさま変

わりした、本当にそういう意味では議会の活性化に

なったと思いますし、先ほど４番議員から発議案も

出されました。これからも議員の特権でございます

から、どしどし出していただいて活性化していただ

くと、議会が活性化するということは、やはり地域

住民のためになる、そう考えております。どうぞこ

れからもそのような方向でいってほしいなと思いま

す。 

 また、先ほど町長があいさつの中で、説明責任を

持ちながら１８年度執行していく、そういう決意を

述べられましたけれども、議決した以上は私どもも

説明責任を負うということを忘れずに、がんばって

まいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願

い申し上げまして、あいさつといたします。 

 ありがとうございます。 

─────────────────── 

◎閉 会 宣 告           

○議長（中川一男君） これにて、平成１８年第１

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 １時５８分 閉会 
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